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１．会期日程 

月 日 曜日 種 別 内  容 

９月１４日 火 本会議 開会・議案上程 

１５日 水 本会議 一般質問 

１６日 木 本会議 一般質問 

１７日 金 
本会議 

委員会 

一般質問 

予算審査特別委員会（現地調査） 

１８日 土 休 会  

１９日 日 休 会  

２０日 月 休 会 敬老の日 

２１日 火 委員会 常任委員会 

２２日 水 委員会 予算審査特別委員会 

２３日 木 休 会 秋分の日 

２４日 金 休 会  

２５日 土 休 会  

２６日 日 休 会  

２７日 月 休 会  

２８日 火 休 会  

２９日 水 休 会  

３０日 木 本会議 
委員長報告・質疑・討論・採決 

令和２年度決算関係議案上程・閉会 
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２．付議事件 

番号 事   件   名 

議案第46号 志布志市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第47号 志布志市多目的イベント広場条例の制定について 

議案第48号 財産の処分について 

議案第49号 事業契約の変更について 

議案第50号 令和３年度志布志市一般会計補正予算（第６号） 

議案第51号 令和３年度志布志市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

議案第52号 令和３年度志布志市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

議案第53号 令和３年度志布志市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

議案第54号 令和３年度志布志市下水道管理特別会計補正予算（第１号） 

議案第55号 令和３年度志布志市国民宿舎特別会計補正予算（第１号） 

議案第56号 令和３年度志布志市一般会計補正予算（第７号） 

諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

報告第３号 専決処分の報告について 

（損害賠償の額を定め、和解することについて） 

報告第４号 令和２年度志布志市健全化判断比率について 

報告第５号 令和２年度志布志市資金不足比率について 

認定第１号 令和２年度志布志市一般会計歳入歳出決算認定について 

認定第２号 令和２年度志布志市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第３号 令和２年度志布志市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第４号 令和２年度志布志市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第５号 令和２年度志布志市下水道管理特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第６号 令和２年度志布志市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第７号 令和２年度志布志市国民宿舎特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第８号 令和２年度志布志市工業団地整備事業特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第９号 令和２年度志布志市水道事業会計歳入歳出決算認定について 

発議第５号 コロナ禍による厳しい財政状況に対し地方税財源の充実を求める意見書の提出に

ついて 

承認第８号 専決処分の承認を求めることについて 

（令和３年度志布志市一般会計補正予算（第５号）） 

鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

閉会中の継続審査申し出について 

（総務常任委員長） 

閉会中の継続調査申し出について 

（総務常任委員長・文教厚生常任委員長・産業建設常任委員長・議会運営委員長） 



（7） 

３．一般質問 

質 問 者 件   名 要           旨 
質問の 

相手方 

１尖 信一 １ 行財政改革につい

て 

⑴ 窓口業務について、利用する市民に対して十

分な対応ができているか問う。 

市 長 

  ⑵ 本市における監査の指摘事項等に対して、改

善が適切に行われているか問う。 

市 長 

教育長 

  ⑶ 予算額が年々増加傾向にあるが、歳出の精査

をはじめとして抜本的な見直しが必要ではない

か。 

市 長 

  ⑷ 市長の公約である「入るを量りて出ずるを制

す」について、具体的な実績を問う。 

市 長 

 ２ 環境行政について ⑴ 世界をはじめ国内でも官民問わず、脱炭素社

会に向け様々な取組が行われているが、本市で

はどのように考えているか問う。 

市 長 

  ⑵ 必要な電源構成が今後大きく変化していく中

で、これまでとは違い水素やアンモニアなどの

利用が新たな注目を集めている。このような背

景から、本市の臨海工業団地を活用した新たな

産業の育成は考えられないか問う。 

市 長 

 ３ まちづくりについ

て 

⑴ コロナ禍における新しい働き方として、地方

ではワーケーションへの取組がみられる。本市

の夏井・陣岳地区で宅地造成を行い、ワーケー

ションに適した分譲地とすることで、人口増加

及び経済活性化につながるのではと考えるが、

市長の見解を問う。 

市 長 

 ４ 新型コロナウイル

ス感染症対策につい

て 

⑴ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大から、

早くも一年半が経過し、業種によっては大きな

影響を及ぼしている。特に、本市の銀座街は閉

店や休業で疲弊している。これまでの一時的な

支援とは違う、業界全体の回復のための抜本的

な対策を講じる必要があると考えるが、取組の

状況について問う。 

市 長 
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質 問 者 件   名 要           旨 
質問の 

相手方 

１尖 信一 ４ 新型コロナウイル

ス感染症対策につい

て 

⑵ 市内の全世帯に、一世帯当たり５万円の支援

金支給は考えられないか問う。 

市 長 

 ５ 教育行政について ⑴ 新たに教育長が任命され半年が経過したが、

現在の本市の小・中学生の学力について、どの

ように考えているか。また、学力向上のための

具体的な対策について問う。 

教育長 

  ⑵ 教員の不足が懸念される中、新学期に向けた

教員の確保ができているか問う。また、10年ご

との教員資格更新制の廃止が決定したが、教員

の質の維持・向上を今後どのように考えている

か問う。 

教育長 

２小野広嗣 １ 無電柱化の推進に

ついて 

⑴ 市役所や商店街に通じる新町・上町通りは、

道幅が狭く、近年の車両の大型化により、朝夕

の通勤時やお昼時などで通行に支障を来してい

る時間帯もあることは、従前より指摘されてい

るが、本庁機能の移転により車両の往来がさら

に増え、車両が電柱・歩行者と接触する危険性

が高まっているのが現状である。通行空間の安

全性や道路の防災機能の向上へ向けた無電柱化

の推進状況について問う。 

市 長 

 ２ 交通安全対策につ

いて 

⑴ 市民の皆さんから、危険箇所に対する信号機

の設置の必要性や、横断歩道・停止線などをは

じめ、道路の白線が消えている箇所が市内に多

く見受けられ、危険であるとの相談が寄せられ

ているが、当局の現状認識と対応について問

う。 

市 長 
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質 問 者 件   名 要           旨 
質問の 

相手方 

２小野広嗣 ３ 企業版ふるさと納

税のさらなる活用に

ついて 

⑴ 昨春から税の軽減割合が引き上げられ、手続

きも大幅に簡素化された結果、「企業版ふるさ

と納税制度」を活用する自治体が増えている。

本市も取組を開始以降、徐々に成果が出ている

が、まだ制度を縦横に活用しているとは言えな

い。施政方針にも、企業にとって魅力的な地方

創生プロジェクトの情報発信を行い、積極的に

「企業版ふるさと納税」を活用するとあるが、

本市の現状と今後の展望について問う。 

市 長 

 ４ 学校教育における

ＤＸの推進について 

⑴ 現在、教育の現場では「ＧＩＧＡスクール構

想」により、様々な施策が推進されようとして

いるが、今後はさらに学校教育におけるＤＸ

（デジタルトランスフォーメーション）の推進

が重要になってくる。本市では、教育現場にお

けるＤＸの推進に向けて、今後どのように取り

組んでいくのか問う。 

教育長 

３野村広志 １ 通学路の安全対策

について 

⑴ 千葉県八街市で下校途中の小学生５人が、大

型トラックにはねられ死傷した痛ましい事故を

受け、全国で通学路の総点検が進められてい

る。本市における、点検状況と安全対策につい

て問う。 

市 長 

教育長 

 ２ サツマイモ基腐病

対策について 

⑴ 昨年に続きサツマイモ基腐病の発生・拡大が

懸念されている。鹿児島県は多発するおそれが

あるとして注意報を発令したが、本市の現状や

対策・対応の在り方について考えを問う。 

市 長 

４青山浩二 １ 新型コロナウイル

ス感染症の予防対策

について 

⑴ 新型コロナウイルス感染症の発症を予防する

効果と重症化を予防する効果が期待されている

ワクチンについて、本市における現在までの接

種率について問う。 

市 長 
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質 問 者 件   名 要           旨 
質問の 

相手方 

４青山浩二 １ 新型コロナウイル

ス感染症の予防対策

について 

⑵ ワクチン接種後の副反応についてどのような

症状があるのか、また、本市において副反応の

報告がなされているのか問う。 

市 長 

  ⑶ 市民の不安解消と無症状の陽性者の早期発見

を目的として、ＰＣＲ検査等の費用を助成して

いる自治体が増えてきている。本市においても

この助成事業に取り組む考えはないか問う。 

市 長 

  ⑷ 全国的に感染拡大が止まらないまま学校にお

いては二学期が始まったが、保護者・教職員か

らは児童・生徒を感染から安全に守れるか不安

を抱く声が上がっている。そこで、学校での感

染予防対策を強化する必要があると思うが考え

方を問う。 

市 長 

教育長 

 ２ 一般質問の答弁に

対するその後の進捗

状況について 

⑴ 平成30年12月定例会において、「災害時の避

難場所等の機能を持つ屋内練習場の整備を」の

質問に対し、「市内体育館の見直しの一つとし

て有明体育館を屋内練習場の機能を持つ運動施

設として改修していく」と答弁したが、その後

の進捗状況を問う。 

市 長 

教育長 

  ⑵ 平成30年12月定例会において、「老朽化が進

む有明野球場の改修を」の質問に対し、「補助

事業を調査し有明野球場に係る整備計画を策定

し整備を進めていく」と答弁したが、その後の

進捗状況を問う。 

市 長 

教育長 

５岩根賢二 １ 選挙公営の制度導

入について 

⑴ 公職選挙法では、立候補者の選挙運動に係る

経費の負担をできるだけ少なくし、立候補の機

会均等を図る手段として、「選挙公営」の制度

を設けている。 

選管委員長 

   ① 選挙公営制度の具体的な種類と公費負担の

限度額を示されたい。 
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質 問 者 件   名 要           旨 
質問の 

相手方 

５岩根賢二 １ 選挙公営の制度導

入について 

 ② 鹿児島県内での実施状況はどうか。 

 ③ 本市でこの制度を導入した場合、どれくら

いの経費がかかるか。 

 ④ 本市でも、若者をはじめ、新人が立候補し

やすい環境を整備するために、選挙公営の制

度を導入してはどうか。 

選管委員長 

 ２ 市長の退職金見直

しについて 

⑴ 今定例会に市長の退職金を０円にする条例改

正案が提出された。 

 ① そもそもなぜ退職金の見直しをするのか。 

 ② 本市の「特別職の職員の給与に関する条

例」では第４条に「退職手当の額及びその支

給方法は別に定める」とだけある。他市の条

例には、その根拠条例名を明示している例が

ある。本市でも市民に分かりやすいように改

めるべきではないか。 

 ③ 任期中に納める市の負担金はいくらか。 

 ④ 本年３月の施政方針にある「関係機関と審

議会」では、退職金を０円にする方法とし

て、この「条例の一部改正」の内容で了解を

得られたのか。 

 ⑤ 退職金を０円にすることにより、市の財政

にどのような影響があるか。 

 ⑥ 他の方法で市の財政に貢献する方策は考え

ていないか。 

市 長 

６八代 誠 １ 本市単独の助成事

業及び補助事業につ

いて 

⑴ 防犯街灯設置に関する補助金について問う。 

 ① 制度内容、今年度の申請状況及び実績につ

いて。 

市 長 

  ⑵ 危険廃屋解体撤去事業について問う。 

 ① 申請状況及び実績について。 

 ② 補正予算額の積算根拠について。 

市 長 
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質 問 者 件   名 要           旨 
質問の 

相手方 

６八代 誠 １ 本市単独の助成事

業及び補助事業につ

いて 

⑶ 住宅リフォーム助成事業について問う。 

 ① 申請状況及び実績について。 

 ② 補正予算額の積算根拠について。 

市 長 

  ⑷ 上記３事業について、対応が遅いのではない

かと考えるが、市長の見解を問う。 

市 長 

 ２ 災害復旧等の問合

せ対応について 

⑴ 国や県が主体となる災害復旧等に関しては、

本市にそれぞれ担当部署が配置されている。し

かし、問合せに対する国や県からの回答が極端

に曖昧であると考える。問い合わせた市民が納

得できる回答を文書で求めることができない

か。 

市 長 

７丸山 一 １ 交通対策について ⑴ 志布志有明インターチェンジの開通による問

題点（信号機の設置、速度制限の表示、市道の

四車線化と水路の整備、「通学路有り」の予告

板の設置、出入口照明灯の設置、路面カラー舗

装の整備、出入口のワイド化、出口からの主要

方面案内板の設置、側道出口の一時停止と歩道

ラインの整備、調整地のコンクリート舗装化、

側道と調整地間の蓋板設置、通学路の舗装化と

中学校までの防犯街灯の設置、防音壁の増設、

鳥類のふん対策）と、安全対策について問う。 

市 長 

 ２ 災害対策について ⑴ 近年豪雨災害が続いているが「道路パトロー

ル隊」を創設して災害の軽減を図れないか。 

市 長 

 ３ 絶滅危惧種等の保

護対策について 

⑴ 本市における、現在の絶滅危惧種等に関する

保護対策は十分と考えるか。 

市 長 

 ４ サツマイモ基腐病

について 

⑴ サツマイモ基腐病のまん延を防止するための

具体的な対策や解決手法について、検討や議論

は進んでいるか。 

市 長 

８南 利尋 １ 経済対策について ⑴ 長期化しているコロナ禍により、飲食、宿泊

業などが深刻なダメージを受けている。どのよ

うな支援事業に取り組んでいくのか問う。 

市 長 



（13） 

質 問 者 件   名 要           旨 
質問の 

相手方 

８南 利尋 １ 経済対策について ⑵ 固定費などの支援だけでは、経済の底上げは

図れないと考える。人流を増やし、スピードあ

る経済の底上げを図るためにも、全市民に対し

て、飲食、宿泊業などで使用できる商品券配布

を行うべきではないか問う。 

市 長 

 ２ 漁業振興について ⑴ 本市では、漁業の衰退が懸念されている。新

たな部署を設け、漁業振興に取り組むべきでは

ないか問う。 

市 長 

  ⑵ 漁業後継者や、Ｉターン、Ｕターンの新規就

業者に対して新たな支援事業を行う考えはない

か問う。 

市 長 

 ３ 観光振興について ⑴ 昨今、マイクロツーリズムの普及により市内

観光スポットの利用者が増えている。保全・管

理を行うべきではないか問う。 

市 長 

  ⑵ 新しい生活様式の中で、需要の多い観光事業

にスピード感をもって取り組むべきではないか

問う。 

市 長 

 ４ 環境行政について ⑴ 昨今、多くの場所でたばこのポイ捨てが目に

付く。対策を講じるべきではないか問う。 

市 長 

  ⑵ ごみ処理に対して多くの意見を聞く。市民の

意見も取り入れて、環境に優しい廃棄物処理設

備等の検討も行っていくべきではないか問う。 

市 長 

９平野栄作 １ 学校運営協議会制

度（コミュニティス

クール）導入による

成果及び課題につい

て 

⑴ 本市においては、平成28年度に導入され、現

在では全ての市内の小・中学校が導入済みであ

り各校独自性のある活動が展開されている。こ

れまでも学校・家庭・地域の連携による子供た

ちの健全育成を推進してきたが、さらに一歩踏

み込んだ取組を展開するために導入されたと認

識している。教育行政要覧にも、冒頭に「各学

校に設置している学校運営協議会制度をさらに

活性化し、これまで以上に充実した教育活動に

取り組んでまいります」と記載されている。導

入後の成果及び課題について以下を問う。 

市 長 

教育長 
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質 問 者 件   名 要           旨 
質問の 

相手方 

９平野栄作 １ 学校運営協議会制

度（コミュニティス

クール）導入による

成果及び課題につい

て 

 ① ＣＳが設置されたことによりどのような変

化があったと感じているか。 

 ② 地域や家庭への浸透がまだまだ進んでいな

いと感じるが、どのように受け止めている

か。 

 ③ ＣＳの普及・啓発や活動等に対する予算措

置はできないのか。 

 ④ 地域との連携に学校側としてどのように参

画していくのか。 

 ⑤ 委員への情報提供の在り方は適当か。 

 ⑥ 活性化に向けてどのような政策を講じる考

えか。 

市 長 

教育長 

10小園義行 １ 消費税について ⑴ 現在の帳簿方式が2023年10月からインボイス

（適格請求書）方式に変わることの影響をどの

ように受け止めているか。 

市 長 

  ⑵ 現在、免税事業者への周知はどのようにされ

ているか。 

市 長 

  ⑶ 農業をはじめ中小事業者への影響が大きいと

考える。国に対して導入中止の声を上げるべき

と考えるがどうか。 

市 長 

 ２ 国保について 

（特例措置） 

⑴ 新型コロナウイルス感染症の影響による保険

料を減免する特例措置が出されている。内容を

問う。 

市 長 

 ⑵ 前年所得が０円だと対象になるのか。 市 長 

 ３ 国保について 

（子供の均等割額） 

⑴ 18歳までの均等割額を国の政策と併せ、市の

独自支援として見直す考えはないか。 

市 長 

 ４ 国保について 

（傷病手当） 

⑴ 事業主やフリーランスにも被用者と同じよう

に対応する考えはないか。 

市 長 

 ５ 介護保険について ⑴ 特別養護老人ホームなどに入所する低所得の

高齢者への補足給付制度が８月から改正され

た。内容を問う。 

市 長 
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質 問 者 件   名 要           旨 
質問の 

相手方 

10小園義行 ５ 介護保険について ⑵ 改正に伴う基準でどのような影響が出ている

か。 

市 長 

 ６ 学校教育について ⑴ ＧＩＧＡスクール構想で子供１人に１台のタ

ブレットやパソコンが渡されたが、このことに

よる国が求めているものは何か。 

教育長 

  ⑵ 先生や子供たちの受け止めはどうか。 教育長 

  ⑶ 学校のトイレに生理用品の配置をお願いし、

前向きに取り組むとの答弁であったが、新年度

に向けての対応を問う。 

市 長 

教育長 
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令和３年第３回志布志市議会定例会会議録（第１号） 

期 日：令和３年９月14日（火曜日）午前10時00分 

場 所：志布志市議会議事堂 

議事日程 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 報告 

日程第４ 鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

日程第５ 報告第３号 専決処分の報告について 

（損害賠償の額を定め、和解することについて） 

日程第６ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて 

（令和３年度志布志市一般会計補正予算（第５号）） 

日程第７ 議案第46号 志布志市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

日程第８ 議案第47号 志布志市多目的イベント広場条例の制定について 

日程第９ 議案第48号 財産の処分について 

日程第10 議案第49号 事業契約の変更について 

日程第11 議案第50号 令和３年度志布志市一般会計補正予算（第６号） 

日程第12 議案第51号 令和３年度志布志市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第13 議案第52号 令和３年度志布志市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第14 議案第53号 令和３年度志布志市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第15 議案第54号 令和３年度志布志市下水道管理特別会計補正予算（第１号） 

日程第16 議案第55号 令和３年度志布志市国民宿舎特別会計補正予算（第１号） 

日程第17 諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 



（17） 

出席議員氏名（19名） 

２番 南   利 尋 ３番 尖   信 一 

４番 市ヶ谷   孝 ５番 青 山 浩 二 

６番 野 村 広 志 ７番 八 代   誠 

８番 小 � 一 海 ９番 持 留 忠 義 

１０番 平 野 栄 作 １１番 西江園   明 

１２番 丸 山   一 １３番 玉 垣 大二郎 

１４番 鶴 迫 京 子 １５番 小 野 広 嗣 

１６番 長 岡 耕 二 １７番 岩 根 賢 二 

１８番 東   宏 二 １９番 小 園 義 行 

２０番 福 重 彰 史 

───────────── ○ ───────────── 

欠席議員氏名（０名） 

───────────── ○ ───────────── 

地方自治法第121条の規定により出席した者の職・氏名 

市 長 下 平 晴 行 副 市 長 武 石 裕 二 

教 育 長 福 田 裕 生 総 務 課 長 北 野   保 

財 務 課 長 折 田 孝 幸 企画政策課長 西   洋 一 

情報管理課長 岡 﨑 康 治 港湾商工課長 假 屋 眞 治 

税 務 課 長 濱 田   茂 市民環境課長 留 中 政 文 

福 祉 課 長 木 村 勝 志 保 健 課 長 川 上 桂一郎 

農政畜産課長 大 迫 秀 治 耕地林務水産課長 小 山 錠 二 

建 設 課 長 鮎 川 勝 彦 松 山支所長 上 原 健太郎 

有 明支所長 重 山   浩 水 道 課 長 新 﨑 昭 彦 

会 計管理者 和 佐 浩 教 農業委員会事務局長 小 野 幸 喜 

教育総務課長 萩 迫 和 彦 学校教育課長 上 木 勝 憲 

生涯学習課長 江 川 一 正 松山支所産業建設課長 河 野 穂 積 

───────────── ○ ───────────── 

議会事務局職員出席者 

事 務 局 長 藤 後 広 幸 次 長 松 永 憲 一 

調査管理係長 大 田 和 隆 議 事 係 長 末 原 和 幸 
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午前10時00分 開会 開議 

○議長（東 宏二君） ただいまから、令和３年第３回志布志市議会定例会を開会いたします。 

これから本日の会議を開きます。 

──────○────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（東 宏二君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第90条の規定により、青山浩二君と野村広志君を指名いたします。 

──────○────── 

日程第２ 会期の決定 

○議長（東 宏二君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月30日までの17日間にしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日から９月30日までの17日間に決定しました。 

──────○────── 

日程第３ 報告 

○議長（東 宏二君） 日程第３、報告を申し上げます。 

先の定例会から議会運営に関する申し合わせの期間までに受理した陳情は、お手元に配布の陳

情文書表のとおりであります。 

陳情第４号は、総務常任委員会に付託いたします。 

次に、地方自治法第243条第２項の規定により、公益財団法人志布志市農業公社から令和２年

度事業報告及び収支決算書、令和３年度事業計画書及び収支予算書が、並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第26条の規定により、志布志市教育委員会から志布志市教育委員会外部

評価委員会点検評価報告書が、また監査委員から監査報告書が提出されましたので配布いたしま

した。参考にしていただきたいと思います。 

──────○────── 

日程第４ 鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

○議長（東 宏二君） 日程第４、鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 

鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員は、県内市町村の長及び議員のうちから、市長区分

６人、市議会議員区分６人、町村長区分４人、町村議会議員区分４人から構成されています。現

在、広域連合議会議員のうち、市議会議員から選出する議員について１人の欠員が生じているた

め、選挙の告示を行い、候補者の届出を締め切ったところ、市議会議員から選出すべき人数を超

える２人の候補者がありましたので、広域連合規約第８条第２項の規定により選挙を行います。 

この選挙は、同規約第８条第４項の規定により、全ての市議会議員の選挙における得票数の多



（19） 

い順に当選人を決定することになりますので、会議規則第33条の規定に基づく選挙結果の報告の

うち、当選人の報告及び当選人の告知は行えません。 

そこでお諮りします。 

選挙結果の報告については、会議規則第33条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得

票数までを報告することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、選挙結果の報告については、会議規則第33条の規定にかかわらず、有効投票のう

ち候補者の得票数までを報告することに決定しました。 

選挙は投票で行います。 

議場の出入口を閉鎖します。 

（議場閉鎖） 

○議長（東 宏二君） ただいまの出席議員は19人です。 

次に、立会人を指名します。会議規則第33条の規定によって、立会人に長岡耕二君及び岩根賢

二君を指名いたします。 

候補者名簿を配ります。 

（候補者名簿配布） 

○議長（東 宏二君） 候補者名簿の配布漏れはありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 配布漏れなしと認めます。 

投票用紙を配ります。 

念のため申し上げます。投票は単記無記名です。 

（投票用紙配布） 

○議長（東 宏二君） 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 配布漏れなしと認めます。 

投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

○議長（東 宏二君） 異常なしと認めます。 

ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票を

お願いいたします。 

○事務局長（藤後広幸君） それでは順にお願いいたします。 

２番、南利尋議員。３番、尖信一議員。４番、市ヶ谷孝議員。５番、青山浩二議員。６番、野

村広志議員。７番、八代誠議員。８番、小�一海議員。９番、持留忠義議員。10番、平野栄作議

員。11番、西江園明議員。12番、丸山一議員。13番、玉垣大二郎議員。14番、鶴迫京子議員。15
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番、小野広嗣議員。16番、長岡耕二議員。17番、岩根賢二議員。19番、小園義行議員。20番、福

重彰史議員。18番、東宏二議員。 

○議長（東 宏二君） 投票漏れはありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 投票漏れなしと認めます。 

投票を終わります。 

開票を行います。長岡耕二君及び岩根賢二君、開票の立会いをお願いいたします。 

（開票） 

○議長（東 宏二君） 選挙の結果を報告します。 

投票総数19票、有効投票18票、無効投票１票。有効投票のうち、川越信男君15票、畑中香子さ

ん３票。以上であります。 

議場の出入口を開きます。 

（議場開鎖） 

──────○────── 

日程第５ 報告第３号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定め、和解することについ

て） 

○議長（東 宏二君） 日程第５、報告第３号、専決処分の報告についてを議題とします。 

報告の内容について説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 報告内容の説明を申し上げます。 

報告第３号、専決処分の報告につきまして説明を申し上げます。 

地方自治法第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項につきまして、専

決処分しましたので、同条第２項の規定により御報告申し上げます。 

令和３年８月23日に、市主催の奉仕活動中の事故に関し、損害賠償の額を定め、和解したもの

であります。 

内容につきましては、市道表・大谷芝ノ元線で、道路愛護清掃伐採作業中に、参加者が使用し

ていた刈払機で過って雑草中の小石をはね、市道中山・豊留線を都城方向から志布志方向へ走行

していた、和解の相手方の所有する軽貨物車の左前方側面ガラスを破損したところです。 

事故の原因は、刈払作業前に雑草中の小石等の確認が不十分であったためであり、過失の割合

を市が100、和解の相手方が０％とし、軽貨物車の原形復旧及び代替車両借上げに要する費用３

万6,883円を市が和解の相手方に賠償し、和解するものであります。 

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（東 宏二君） ただいまの説明に対し、質疑があれば許可します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 

以上で、専決処分についての報告を終わります。 
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──────○────── 

○議長（東 宏二君） お諮りします。 

日程第６、承認第８号については、会議規則第39条第３項の規定により、委員会への付託を省

略し、これから本会議で審議することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、承認第８号は、委員会への付託を省略し、これから本会議で審議することに決定

しました。 

──────○────── 

日程第６ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度志布志市一般会計

補正予算（第５号）） 

○議長（東 宏二君） 日程第６、承認第８号、専決処分の承認を求めることについてを議題と

します。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

承認第８号、専決処分の承認を求めることにつきまして説明を申し上げます。 

本案は、梅雨前線豪雨及び８月豪雨による災害の発生に伴う災害復旧費、並びに県営業時間短

縮要請協力金給付事業負担金につきまして、緊急に令和３年度志布志市一般会計予算を補正する

必要が生じ、令和３年８月20日に令和３年度志布志市一般会計補正予算（第５号）を専決処分し

ましたので、地方自治法第179条第３項の規定により承認を求めるものであります。 

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億3,805万9,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ262億3,375万1,000円とするものであります。 

それでは、歳入歳出予算につきまして説明を申し上げます。 

予算書の６ページをお開きください。 

歳入の国庫支出金の国庫負担金の災害復旧費国庫負担金は、公共土木施設災害復旧費負担金を

2,101万円増額するものであります。 

７ページをお開きください。 

歳入の繰入金の基金繰入金は、財政調整基金繰入金を8,869万円、ふるさと志基金繰入金を

1,795万9,000円増額するものであります。 

８ページをお開きください。 

歳入の市債の災害復旧債は、公共土木施設災害復旧事業補助を1,040万円増額するものであり

ます。 

９ページをお開きください。 

歳出の商工費の商工業振興費の負担金、補助及び交付金は、県営業時間短縮要請協力金給付事

業負担金を1,795万9,000円計上するものであります。 
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10ページをお開きください。 

歳出の災害復旧費の農林水産施設災害復旧費は、測量設計業務及び軽微な作業等の委託料を

6,000万円、農地等災害復旧補助金を360万円増額するものであります。 

11ページをお開きください。 

歳出の災害復旧費の公共土木施設災害復旧費は、測量設計業務及び軽微な作業等の委託料を

2,500万円、工事請負費を3,150万円増額するものであります。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（東 宏二君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 討論なしと認めます。 

これから採決します。 

お諮りします。承認第８号は、承認することに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、承認第８号は、承認することに決定しました。 

──────○────── 

日程第７ 議案第46号 志布志市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

○議長（東 宏二君） 日程第７、議案第46号、志布志市特別職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第46号、志布志市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきま

して説明を申し上げます。 

本案は、市長の退職手当を０円とするため、現に在職する市長が退職する日の属する月におけ

る給料月額を０円とするものであります。 

内容につきましては、本日、令和３年９月14日に、現に在職している市長である私の退職する

日の属する月における給料月額を０円とすることを、条例附則第２項に規定することにより、退

職手当を０円とするものであります。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（東 宏二君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○19番（小園義行君） 市長の退職手当の額を変更するということですけど、市長、鹿児島県市
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町村総合事務組合に、今、本市も加入しているわけですね。そこで、その組合が規定している特

別職である首長のここの退職手当の額を、勤続期間１年につき100分の500としているわけですが、

ここについて組合の中でこれを100分の100にするとか、そういった議論というのは全くこれまで

なされてないのか。そういうものが、市長も参加されているその組合の中での議論として、今回

隣の曽於市の首長も、このことを提案して受け取っていないということなんです。この組合の中

での議論としては、この首長の退職手当を100分の100としたら、志布志市の報酬に対して300万

円程度ですよね。そういったものだと、まあ、そうだよねみたいな感じもあるわけですけど、そ

ういう議論が全くなされていないのか、なされているのか、その実情だけを教えてください。 

○市長（下平晴行君） 具体的には、そういう議論はなかったということであります。 

○19番（小園義行君） 今回の提案にあたって、首長のほうで退職手当を受け取らないという意

思だというふうに思うわけですね。そこで、今後仮に当選をされたとしたら、４年後もこういっ

たことが起きてくるわけですけれど、その現市長に限ってという提案ですので、今後こういった

もので県民からまた市民から、そういったものの声が出ないような意味からしたときに、ここの

100分の500というここの組合の規定を、市長は、現在ここの組合に志布志市が加入されておられ

るわけですので、今後そのことについてはやはり声を上げて変えていくという、そういったこと

も含めての今回の提案ということも理解をすることもできるわけですけど、そこについては、当

局の間では全く議論はなかったのですか。 

○市長（下平晴行君） これは、次のことでありますので、私が今どうこうということは考えて

いないし、お答えできないところでございます。 

○議長（東 宏二君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 

ただいま議題となっています議案第46号は、総務常任委員会に付託いたします。 

──────○────── 

日程第８ 議案第47号 志布志市多目的イベント広場条例の制定について 

○議長（東 宏二君） 日程第８、議案第47号、志布志市多目的イベント広場条例の制定につい

てを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第47号、志布志市多目的イベント広場条例の制定につきまして説明を申し上げます。 

本案は、新たな憩い及び集いの場を整備することにより、市民のふれあい交流の促進及びにぎ

わいの創出を図り、もって、豊かな市民生活及び魅力ある地域社会の実現に寄与するため、多目

的イベント広場を設置することとし、その名称及び位置、使用時間等に関する事項を定めるもの

であります。 

詳細につきましては、担当の課長が説明しますので、よろしく御審議くださいますようお願い
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申し上げます。 

○港湾商工課長（假屋眞治君） それでは、議案第47号、志布志市多目的イベント広場条例の制

定について補足して説明申し上げます。 

まず、付議案件説明資料は５ページでございます。 

多目的イベント広場は、ＪＲ志布志駅に隣接しており、敷地面積1,480㎡に床面積388.8㎡の上

屋を建設して、にぎわいの創出を図るものでございます。 

内容につきましては、議案書で説明申し上げます。 

第１条は、設置の目的でございます。 

第２条は、広場の名称を多目的イベント広場とし、位置は、志布志市志布志町志布志二丁目28

番28号でございます。 

第３条は、広場の使用時間を午前８時30分から午後５時までとするものです。 

第４条は、広場の休業日を12月29日から翌年の１月３日までの日とするものです。 

第５条は、使用の許可、第６条は、使用の制限、第７条は、使用権の譲渡等の禁止、第８条は、

原状回復義務について規定するものです。 

第９条は、使用料の納入について、別表のとおり、行為の種類ごとに規定するものです。 

第10条は、使用料の減免、第11条は、使用料の不還付、第12条は、損害賠償義務について規定

するものです。 

第13条は、委任、第14条は、過料について規定するものです。 

なお、この条例は、令和３年10月１日から施行するものでございます。 

以上が補足説明でございます。御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（東 宏二君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○20番（福重彰史君） まずは、この第12条の損害賠償義務でございますけれども、これは使っ

た人が故意または過失によって毀損した場合に、賠償をしなければならないということであるわ

けですが、あくまでもここに故意あるいは過失ということでございますが、その後にただし書で、

「市長が特別な事情があると認めるときはこの限りでない」ということであるわけですけれども、

こういう過失ということを規定していながら、これ以外に市長が特別に認めると、この市長が特

別に認めるということは、どういうことになりますか。 

○港湾商工課長（假屋眞治君） 当然故意、過失による場合について設備を毀損した場合は、損

害賠償が発生すると。当然許可を出す時点でも、そういうことをまた前のほうでも許可にあたっ

ては、毀損のおそれがあるものは許可しないということがございます。そういう中で、毀損のお

それがあるということで許可はしました。そして本人としては故意ということで、過失の場合と

いうことなのですが、実際調べた結果、その施設の管理が市のほうに少し行き届いていなかった

ということがあった場合等とかも考えられますので、いろいろなことを想定してその場合とかを

拾えるように、こういうただし書きを設けているところでございます。 

○20番（福重彰史君） 今説明がありましたけれども、全く理解できないというわけではないわ
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けですけども、あくまでもこの損害賠償義務というものについては、故意または過失ということ

になっているわけです。故意または過失ということを考えたときに、いわゆるそういう認める場

合があるのかなというふうに捉えるわけなんですよね。その点について、もうちょっと詳しく説

明をいただきたい。 

それからもう一点ですけれども、今回この条例を制定ということでございますけれども、条例

制定前に使用がされていますよね。この条例制定前の使用についての見解はどのようにお持ちで

すか。 

○港湾商工課長（假屋眞治君） まず12条のただし書でございますけれども、今まで損害賠償に

ついてはいろいろな事故等でもありますけれども、過失割合があったりして、いろいろ弁護士相

談とかします。そういう中で、仮にそういう瑕疵が認められなかったとかいう場合があったとき

のことがあるので、ここにはただし書を設けておきたいということでございます。 

それから10月１日から施行ということで、実際その日から公布ですが、その前に附則の２号で、

準備行為ということがございます。ということで、最終日が30日とした場合に、もし公告した場

合にその夕方でも予約ができるということで準備行為、そういう予約とか準備行為ができるとい

うことで、実際に使えるのは10月１日からということでございます。 

○20番（福重彰史君） 市長が特に認めるというということについては、大方理解をいたしまし

た。 

次のその条例制定前の使用についてということですけれども、これは８月１日にイベントがあ

って、この中で使用されていますよね。たまたま私は市報を見ていたら、こうだったわけですけ

れども。条例はまだ制定されていない、そういう中で使用が認められているということは、ちょ

っとこれはおかしいのではないですかね。 

○港湾商工課長（假屋眞治君） 本来であれば、建物を設置して条例も同時というのが、一番理

想だというふうに考えているところでございます。そこについては、法令審査会でも議論をした

ところでございました。しかしながら、今年度も６月以降まで配水工事等をしておりまして、実

際に使えるのが６月以降でした。ということで、今回の９月に向けて条例を提案したんですけれ

ども、８月１日にはぽっぽマルシェをしております。これについては、まだここが設置管理条例

のない行政財産でない普通財産として取り扱っておりまして、行政財産使用料条例と普通財産貸

付料の算定運用基準等を遵守しながら、普通財産ということで貸し付けて、８月１日については

利用していただいているところでございます。 

○20番（福重彰史君） 大変苦しい答弁ではないかなというふうに思うわけですけれども、やは

り物事には手順というのがあるわけですので、そういうことを十分踏まえながら取り組んでもら

わないと、今の答弁というのは、非常に苦しいなというふうに理解したところですけれども、今

後こういうことが絶対ないように取り組んでいただきたいなと思うところでございます。 

○港湾商工課長（假屋眞治君） いろいろな議論とかコロナの状況とかがございまして、今回こ

ういうことになりましたが、本当は理想としては、設置条例と供用開始は一緒がいいと思います
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ので、そういうふうに今後もできるように努めてまいりたいと思います。 

○議長（東 宏二君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 

ただいま議題となっています議案第47号は、総務常任委員会に付託いたします。 

──────○────── 

日程第９ 議案第48号 財産の処分について 

○議長（東 宏二君） 日程第９、議案第48号、財産の処分についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第48号、財産の処分につきまして説明を申し上げます。 

本案は、安楽大迫工業団地分譲地を売却するにあたり、地方自治法第96条第１項第８号及び志

布志市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議

会の議決を求めるものであります。 

内容につきましては、志布志市志布志町安楽字迫田4619番３ほか計３筆、１万2,069㎡を、随

意契約によって株式会社霧島湧水に2,248万4,000円で売却するものであります。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（東 宏二君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○19番（小園義行君） この土地に関しては、前回別の法人と契約が結ばれて取下げになったわ

けですけど、この随意契約になった経緯と、この金額は前の法人と契約した金額と全く一緒だと

理解していいですか。 

○港湾商工課長（假屋眞治君） 先の企業さんが撤退されまして、その後私どもの企業立地推進

係がずっと今までは企業訪問でいろんなところを回りながら、「設備投資とかありませんか」と

いう情報収集をしています。その中で株式会社霧島湧水さんのほうが立地したいという意向があ

って、設備計画があると。また倉庫を造りたいという希望がありまして、企業立地選考委員会が

ございますので、その中に公募をかけて、審査の結果１社でしたので、この１社がぜひというこ

とで、今回随意契約ということになりました。 

金額については、前回が2,248万円になっているところでございます。前回の公募の仕方は、

予定価格はこの金額ですよということでしていました。その中で採点をすると。私どもは現在県

の仕組みとかいろいろ勉強をしていまして、そうするとやはり多いのが、いろいろ評価をするん

だけれども、最終的には金額の予定価格が高いほうになるということが多かったものですから、

そういうことを勉強しまして、今回は予定価格を2,248万4,000円という千円単位で予定価格を定

めましたところ、この価格で札が入りまして、今回は前回より4,000円高い金額で今上程してい

るところでございます。 

○議長（東 宏二君） ほかに質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第48号は、総務常任委員会に付託いたします。 

──────○────── 

日程第10 議案第49号 事業契約の変更について 

○議長（東 宏二君） 日程第10、議案第49号、事業契約の変更についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第49号、事業契約の変更につきまして説明を申し上げます。 

本案は、要求水準書及びサービス対価を変更することによる契約の金額の変更、並びに事業名

の変更に伴い、志布志市地域優良賃貸住宅整備事業の事業契約を変更して締結するにあたり、民

間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第12条の規定により、議会の議決

を求めるものであります。 

詳細につきましては、担当の課長が説明しますので、よろしく御審議くださいますようお願い

申し上げます。 

○建設課長（鮎川勝彦君） 議案第49号、志布志市地域優良賃貸住宅（仮称）整備事業の事業契

約の変更について、補足して説明申し上げます。 

現在、志布志まちづくり株式会社において、志布志町安楽の松波地区に、５階建てＲＣ造りの

３ＬＤＫを15戸、２ＬＤＫを９戸、最上階にコミュニティールームを１室併設し、10月の供用開

始に向けて整備を行っております。 

本契約における変更につきましては、契約の目的の（仮称）部分を、条例整備を行ったことに

より削除することとし、契約金額については、給水方式、植栽など維持管理運営費などの変更に

より当初契約額７億4,734万7,074円を2,376万6,396円減額し、今回７億2,358万678円の変更契約

をするものでございます。 

以上で補足説明を終わります。御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（東 宏二君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 

ただいま議題となっています議案第49号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 

──────○────── 

日程第11 議案第50号 令和３年度志布志市一般会計補正予算（第６号） 

○議長（東 宏二君） 日程第11、議案第50号、令和３年度志布志市一般会計補正予算（第６号）

を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 
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議案第50号、令和３年度志布志市一般会計補正予算（第６号）につきまして説明を申し上げま

す。 

本案は、令和３年度志布志市一般会計歳入歳出予算につきまして、災害復旧事業、コロナに負

けるな！特別応援給付金事業等に要する経費を補正するため、地方自治法第218条第１項の規定

により、議会の議決を経る必要があることから、提案するものであります。 

詳細につきましては、担当の課長が説明しますので、よろしく御審議くださいますようお願い

申し上げます。 

○財務課長（折田孝幸君） 議案第50号、令和３年度志布志市一般会計補正予算（第６号）につ

いて、その概要を補足して御説明申し上げます。 

今回の補正予算は、既定の予算に５億1,940万9,000円を追加し、予算の総額を267億5,316万円

とするものでございます。 

それでは、予算書の５ページをお開きください。 

第２表の地方債補正でございますが、一般単独事業は志布志市健康ふれあいプラザ給湯設備改

修事業、宇都中学校エレベーター設備等整備事業等に伴う合併特例債を5,610万円増額、災害復

旧事業は、災害復旧事業債を補助事業で5,680万円、単独事業で3,910万円、合わせて9,590万円

増額、また臨時財政対策債は、起債可能額の決定に伴い4,331万9,000円減額するものでございま

す。 

それでは、歳入歳出予算の主なものを御説明申し上げます。 

まず、歳入予算でございますが、予算書の８ページをお開きください。 

10款、地方特例交付金は、交付額の決定に伴い151万2,000円減額しております。 

９ページをお開きください。 

11款、地方交付税は、普通交付税の交付額の決定に伴い４億9,269万4,000円増額しております。

令和３年度の普通交付税の交付額は61億9,269万4,000円となり、前年度より２億3,918万2,000円、

４％の増となりました。 

12ページをお開きください。 

15款、国庫支出金、１項、国庫負担金、５目、災害復旧費国庫負担金は、公共土木施設災害復

旧事業を2,001万円増額しております。 

13ページをお開きください。 

２項、国庫補助金、１目、総務費国庫補助金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金を交付決定見込みに伴い4,242万円増額、６目、教育費国庫補助金は、学校施設環境改善

交付金を1,666万5,000円計上しております。 

16ページをお開きください。 

16款、県支出金、２項、県補助金、４目、農林水産業費県補助金は、森林環境保全直接支援事

業を547万7,000円増額、８目、災害復旧費県補助金は、農林水産業施設災害復旧事業を7,437万

5,000円増額しております。 
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17ページをお開きください。 

17款、財産収入、２項、財産売払収入、１目、不動産売払収入、１節、土地売払収入は、安楽

大迫工業団地分譲地の売却に伴い2,248万4,000円計上、２節、その他の不動産売払収入は、帖前

谷地区の立木売払代金を711万円増額しております。 

18ページの19款、繰入金、１項、基金繰入金、１目、財政調整基金繰入金は、今回の財源調整

として７億1,679万9,000円減額、４目、施設整備事業基金繰入金は、志布志庁舎空調設備取替修

繕に伴い110万円増額、５目、地域づくり推進基金繰入金は、イベント運営事業の中止等に伴い

1,353万6,000円減額、14目、オラレまちづくり基金繰入金は、スタートアップ商工業者応援事業

に伴い210万円増額、15目、ふるさと志基金繰入金は、「コロナに負けるな！特別応援給付金事業」

等に充当する経費として１億2,020万8,000円増額しております。 

19ページをお開きください。 

２項、特別会計繰入金は、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別

会計について、令和２年度の繰越額の確定による精算に伴い、合わせて1,051万9,000円増額して

おります。 

20ページの20款、繰越金は、令和２年度一般会計の繰越額の確定に伴い２億9,732万9,000円増

額しております。 

21ページをお開きください。 

21款、諸収入、５項、雑入、２目、弁償金は、児童手当システムに係る児童手当の過誤支給に

伴う損害賠償金を398万1,000円計上、４目、雑入は、県地域振興公社営事業参加者負担金を

2,138万9,000円、後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金返還金を174万円、合わせて2,312万

9,000円増額しております。 

22ページの22款、市債は１億868万1,000円増額し、総額で18億188万1,000円としております。 

次に、歳出予算の主なものを御説明申し上げます。予算書は24ページ、説明資料は２ページの

上段になります。 

２款、総務費、１項、総務管理費、２目、文書広報費は、地方公務員制度の改正による令和５

年４月からの定年延長に伴い、例規整備、対象となる職員への研修、人事担当職員への研修等に

ついて支援を受け、制度の円滑な導入を図る地方公務員の定年延長に伴う新制度支援業務委託事

業として220万円計上しております。 

説明資料は３ページの上段になります。 

３目、財産管理費は、設置後19年を経過した志布志庁舎２階の空調設備が故障し、庁舎管理の

観点から空調設備の取替修繕を行う必要があるため、志布志庁舎空調設備取替修繕を110万円計

上しています。 

予算書は26ページ、説明資料は９ページの下段になります。 

３款、民生費、１項、社会福祉費、６目、社会福祉施設費は、志布志市健康ふれあいプラザの

給湯設備について、経年劣化等により不具合が生じている箇所を改修し、市民のコミュニティ拠
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点施設の一部である入浴施設の維持を図り、市民の健康づくりを推進するため、志布志市健康ふ

れあいプラザ給湯設備改修事業を3,115万6,000円計上しております。 

予算書は27ページ、説明資料は９ページの上段になります。 

４款、衛生費、１項、保健衛生費、４目、環境衛生費は、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術

費の助成及び飼養管理を行い、地域環境の保全を図る不妊・去勢手術費助成事業を30万円計上し

ております。 

予算書は29ページ、説明資料は10ページの上段になります。 

６款、農林水産業費、１項、農業費、２目、農業総務費は、新型コロナウイルス感染症の影響

から来場者が激減し、厳しい経営状況となっていること、また、今後も厳しい状況が予想される

ことから、必要な支援を行い、やっちくふるさと村の運営継続及び雇用の維持を図るため、やっ

ちくふるさと村指定管理料を1,817万3,000円増額しております。 

説明資料は10ページの下段になります。 

３目、農業振興費は、有害鳥獣の捕獲強化及びわなによる捕獲巡回に係る労力の軽減を図ると

ともに、猟友会の活動率の向上を図る有害鳥獣捕獲特別強化事業を756万6,000円計上しています。 

説明資料は11ページの上段になります。 

６目、畜産業費は、翌年度以降の計画の一部を前倒しすることに伴い、事業参加者負担金とし

て県地域振興公社営事業（資源リサイクル畜産環境整備事業）を2,138万9,000円増額しておりま

す。 

予算書は30ページ、説明資料は11ページの下段になりますが、２項、林業費、２目、林業振興

費は、田之浦小学校の分収林の売払いを実施した田之浦北畑地区と、今年度追加で主伐を実施す

る帖前谷地区の人工造林を実施する市有林管理事業を805万6,000円増額しております。 

予算書は32ページ、説明資料は３ページの下段になります。 

７款、商工費、１項、商工費、１目、商工総務費は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響か

ら収支が悪化し、施設運営の継続が厳しくなる中、施設運営継続に要する経費が必要なことから、

国民宿舎特別会計繰出金を4,566万6,000円増額しております。 

説明資料は４ページの上段になります。 

２目、商工業振興費は、市内で創業しようとする者が、当初の計画を上回る見込みとなったた

め、志布志市商工業支援制度事業（スタートアップ商工業者応援事業）を210万円増額しており

ます。 

説明資料は４ページの下段になりますが、実施期間満了により事業費が確定したため、中小事

業者管理コスト支援事業を1,496万円減額しております。 

説明資料は５ページをお開きください。 

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項に基づく県の営業時間短縮要請等条件に該

当していない事業所に対し、長期化するコロナ禍で事業継続に支障を来している商工業事業者に、

令和２年度からの給付金事業に続く第４弾を行うことで事業存続の支援を図る、「コロナに負け



（31） 

るな！特別応援給付金事業」を4,580万円計上しております。 

説明資料は６ページの上段になりますが、３目、観光費は、新型コロナウイルス感染症感染拡

大の影響を受けている市内の宿泊施設、飲食店等の利用活性化のため、個人旅行者に限り、市内

外からの観光客に宿泊代金や飲食代金等の還元を行うことで、観光入込客増を図るキャッシュバ

ック志布志キャンペーン事業を2,400万円計上しております。 

説明資料は６ページの下段になりますが、志布志みなとまつり企画会議及びやっちく松山藩秋

の陣まつり実行委員会において、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためイベントの中止が決

定したことに伴い、イベント運営事業を1,384万2,000円減額しております。 

説明資料は７ページをお開きください。 

コロナ禍によりマイクロツーリズムや県内完結型の教育旅行の需要が高まる中、貸切バスを利

用する学校等及び旅行業者に対して旅行費用の一部を助成していますが、当初の計画を大きく上

回る団体の誘客が予定されていることから、貸切バス旅行誘致事業を500万円増額しております。 

説明資料は８ページになりますが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、経営が悪化し、

事業継続に支障を来していた中、まん延防止等重点措置の適用を踏まえ、さらにその影響を大き

く受けた宿泊事業者に対して、この局面を乗り越えていくための支援を図る、「コロナに負ける

な！特別応援給付金事業（宿泊施設分）」を1,555万円計上しております。 

予算書は33ページ、説明資料は13ページの上段になります。 

８款、土木費、５項、都市計画費は、新型コロナウイルス感染拡大防止を図りつつ、地元経済

活動の回復を後押しするため、景観政策推進事業（危険廃屋解体撤去事業）を450万円増額して

おります。 

予算書は34ページ、説明資料は13ページの下段になりますが、６項、住宅費は、新型コロナウ

イルス感染拡大防止を図りつつ、地元経済活動の回復を後押しするため、住宅リフォーム助成事

業を300万円増額しております。 

予算書は35ページ、説明資料は２ページの下段になります。 

９款、消防費、１項、消防費、４目、災害対策費は、避難所における新型コロナウイルス感染

症対策のため、換気用の大型扇風機や自動ラップ式トイレを整備し、円滑な避難所運営を図る、

避難所用新型コロナウイルス感染症対策備品購入事業を205万8,000円計上しております。 

予算書は36ページ、説明資料は14ページの下段になります。 

10款、教育費、２項、小学校費は、家庭でのタブレット端末持ち帰り学習を開始するにあたっ

て、有害なサイトや不必要なアプリなどを遮断するフィルタリングソフトを導入するタブレット

端末用フィルタリングソフト導入事業（小学校）を43万4,000円計上しております。 

予算書は37ページ、説明資料は15ページをお開きください。 

３項、中学校費、１目、学校管理費は、バリアフリー化に伴う実施設計の成果に基づき、エレ

ベーター設備等を整備する宇都中学校エレベーター設備等整備事業を4,093万4,000円増額してお

ります。 
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２目、教育振興費は、小学校費と同じくタブレット端末用フィルタリングソフト導入事業（中

学校）を21万6,000円計上しております。 

予算書は38ページ、説明資料は12ページをお開きください。 

11款、災害復旧費、１項、農林水産施設災害復旧費は、梅雨前線豪雨及び８月豪雨により被災

した農地及び農業用施設並びに林道施設を復旧するため１億2,700万円増額しております。 

予算書は39ページ、説明資料は14ページの上段になります。 

２項、公共土木施設災害復旧費は、８月豪雨により被災した公共土木施設を復旧するため

3,000万円増額しております。 

予算書は40ページになりますが、14款、予備費は、新型コロナウイルス感染症拡大の状況や災

害への備え、今後の不測の事態への対応のため１億1,316万円増額しております。 

予算説明資料の１ページをお開きください。 

令和３年度新型コロナウイルス感染症対策事業一覧に対象事業を追加しておりますので御参照

ください。また、予算書38ページから39ページの11款、災害復旧費につきましては、５号補正予

算の一般財源の一部を６号補正において地方債に財源振替を行っております。 

以上が、補正予算（第６号）の主な内容でございますが、詳細につきましては、補正予算説明

資料を御参照ください。 

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（東 宏二君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。ただいま議題となっています議案第50号については、18人の委員で構成する予

算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第50号については、18人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託して審査することに決定しました。 

お諮りします。ただいま設置されました予算審査特別委員会の委員の選任については、委員会

条例第８条第１項の規定によって、お手元に配布しました名簿のとおり指名したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、予算審査特別委員会委員は、お手元に配布しました名簿のとおり、選任すること

に決定しました。 

次に、委員会条例第９条第２項の規定により、特別委員会の委員長及び副委員長を互選するた
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め、同条例第10条第１項の規定に基づき、議長において予算審査特別委員会を招集します。 

ただいまから、この議場において特別委員会を開きます。その間、しばらく休憩します。 

──────○────── 

午前11時01分 休憩 

午前11時09分 再開 

──────○────── 

○議長（東 宏二君） 会議を再開いたします。 

ただいま特別委員会において互選されました委員長及び副委員長を報告いたします。 

委員長に平野栄作君、副委員長に野村広志君、以上であります。 

──────○────── 

○議長（東 宏二君） お諮りします。 

日程第12、議案第51号及び日程第13、議案第52号、以上２件については、会議規則第39条第３

項の規定により、委員会への付託を省略し、これから本会議で審議することにしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第51号及び議案第52号、以上２件については、委員会への付託を省略し、こ

れから本会議で審議することに決定しました。 

──────○────── 

日程第12 議案第51号 令和３年度志布志市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

○議長（東 宏二君） 日程第12、議案第51号、令和３年度志布志市国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第51号、令和３年度志布志市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につきまして説明

を申し上げます。 

本案は、令和３年度志布志国民健康保険特別会計歳入歳出予算につきまして、一般会計繰出金

等に要する経費を補正するため、地方自治法第218条第１項の規定により、議会の議決を経る必

要があるため提案するものであります。 

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3,804万7,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ47億1,356万4,000円とするものであります。 

それでは、歳入歳出予算の主なものにつきまして説明を申し上げます。 

予算書の５ページをお開きください。 

歳入の繰越金は、前年度繰越金を3,804万7,000円増額するものであります。 

６ページをお開きください。 
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歳出の諸支出金の繰出金は、一般会計繰出金を90万8,000円増額するものであります。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（東 宏二君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 討論なしと認めます。 

これから採決いたします。 

お諮りします。議案第51号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第51号は、原案のとおり可決することに決定しました。 

──────○────── 

日程第13 議案第52号 令和３年度志布志市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

○議長（東 宏二君） 日程第13、議案第52号、令和３年度志布志市後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第52号、令和３年度志布志市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきまして説

明を申し上げます。 

本案は、令和３年度志布志市後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算につきまして、一般会計繰

出金等に要する経費を補正するため、地方自治法第218条第１項の規定により、議会の議決を経

る必要があるため提案するものであります。 

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ57万6,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を、歳入歳出それぞれ４億1,534万8,000円とするものであります。 

それでは、歳入歳出予算の主なものにつきまして説明を申し上げます。 

予算書の５ページをお開きください。 

歳入の繰入金の一般会計繰入金は、事務費繰入金を28万6,000円増額するものであります。 

６ページをお開きください。 

歳入の繰越金は、前年度繰越金を29万円増額するものであります。 

７ページをお開きください。 

歳出の総務費の総務管理費の一般管理費の委託料は、電算システム保守委託料を28万6,000円

増額するものであります。 

８ページをお開きください。 
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歳出の諸支出金の繰出金は、一般会計繰出金を63万2,000円増額するものであります。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（東 宏二君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 討論なしと認めます。 

これから採決いたします。 

お諮りします。議案第52号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第52号は、原案のとおり可決することに決定しました。 

──────○────── 

日程第14 議案第53号 令和３年度志布志市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

○議長（東 宏二君） 日程第14、議案第53号、令和３年度志布志市介護保険特別会計補正予算

（第２号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第53号、令和３年度志布志市介護保険特別会計補正予算（第２号）につきまして説明を申

し上げます。 

本案は、令和３年度志布志市介護保険特別会計歳入歳出予算につきまして、介護保険基金積立

金、償還金等に要する経費を補正するため、地方自治法第218条第１項の規定により、議会の議

決を経る必要があるため提案するものであります。 

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３億7,322万5,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ43億1,027万1,000円とするものであります。 

それでは、歳入歳出予算の主なものにつきまして説明を申し上げます。 

予算書の５ページをお開きください。 

歳入の支払基金交付金の介護給付費交付金は、過年度分を901万6,000円増額するものでありま

す。 

７ページをお開きください。 

歳入の繰越金は、前年度繰越金を３億6,327万円増額するものであります。 

９ページをお開きください。 

歳出の諸支出金の償還金及び還付加算金の償還金は、国庫補助等返還金を3,870万2,000円増額

するものであります。 
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10ページをお開きください。 

歳出の諸支出金の繰出金は、一般会計繰出金を897万9,000円増額するものであります。 

11ページをお開きください。 

歳出の基金積立金は、介護保険基金積立金を6,002万円増額するものであります。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（東 宏二君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 

ただいま議題となっています議案第53号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。 

──────○────── 

○議長（東 宏二君） お諮りします。 

日程第15、議案第54号については、会議規則第39条第３項の規定により、委員会への付託を省

略し、これから本会議で審議することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第54号については、委員会への付託を省略し、これから本会議で審議するこ

とに決定しました。 

──────○────── 

日程第15 議案第54号 令和３年度志布志市下水道管理特別会計補正予算（第１号） 

○議長（東 宏二君） 日程第15、議案第54号、令和３年度志布志市下水道管理特別会計補正予

算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第54号、令和３年度志布志市下水道管理特別会計補正予算（第１号）につきまして説明を

申し上げます。 

本案は、令和３年度志布志市下水道管理特別会計歳入歳出予算につきまして、繰越額の確定に

伴い、一般会計繰入金及び繰越金を補正するため、地方自治法第218条第１項の規定により、議

会の議決を経る必要があるため提案するものであります。 

今回の補正予算は、歳入予算の款項の区分間の金額の調整をするものであり、予算の総額に増

減はございません。 

それでは、歳入予算につきまして説明を申し上げます。 

予算書の３ページをお開きください。 

繰入金は、一般会計繰入金を474万2,000円減額するものであります。 

４ページをお開きください。 

繰越金は、前年度繰越金を474万2,000円増額するものであります。 
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よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（東 宏二君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 討論なしと認めます。 

これから採決いたします。 

お諮りします。議案第54号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第54号は、原案のとおり可決することに決定しました。 

──────○────── 

日程第16 議案第55号 令和３年度志布志市国民宿舎特別会計補正予算（第１号） 

○議長（東 宏二君） 日程第16、議案第55号、令和３年度志布志市国民宿舎特別会計補正予算

（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第55号、令和３年度志布志市国民宿舎特別会計補正予算（第１号）につきまして説明を申

し上げます。 

本案は、令和３年度志布志市国民宿舎特別会計歳入歳出予算につきまして、国民宿舎ボルベリ

アダグリの施設運営継続に要する経費を補正するため、地方自治法第218条第１項の規定により、

議会の議決を経る必要があるため提案するものであります。 

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,597万4,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,668万6,000円とするものであります。 

それでは、歳入歳出予算につきまして説明を申し上げます。 

予算書の５ページをお開きください。 

歳入の繰入金は、一般会計繰入金を4,566万6,000円増額するものであります。 

６ページをお開きください。 

歳入の繰越金は、前年度繰越金を30万8,000円増額するものであります。 

７ページをお開きください。 

歳出の管理費の委託料は、指定管理料を4,597万4,000円増額するものであります。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（東 宏二君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 

ただいま議題となっています議案第55号は、総務常任委員会に付託いたします。 

──────○────── 

○議長（東 宏二君） お諮りします。 

日程第17、諮問第３号については、会議規則第39条第３項の規定により、委員会への付託を省

略し、これから本会議で審議することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、諮問第３号は、委員会への付託を省略し、これから本会議で審議することに決定

しました。 

──────○────── 

日程第17 諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（東 宏二君） 日程第17、諮問第３号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

諮問第３号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきまして説明を申し上げます。 

本案は、令和３年12月31日をもって任期が満了する山本力氏の後任として、�渡直子氏を人権

擁護委員に推薦したいので、議会の意見を求めるものであります。 

�渡直子氏の略歴につきましては、説明資料の８ページに記載してございます。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（東 宏二君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 討論なしと認めます。 

これから採決いたします。 

お諮りします。諮問第３号は、適任とすることに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、諮問第３号は、適任とすることに決定しました。 

──────○────── 

○議長（東 宏二君） 以上で、本日の日程は終了しました。 

明日は午前10時から本会議を開きます。 
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日程は一般質問です。 

本日は、これで散会します。 

お疲れさまでございました。 

午前11時23分 散会 
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午前10時00分 開議 

○議長（東 宏二君） これから本日の会議を開きます。 

──────○────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（東 宏二君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第90条の規定により、青山浩二君と野村広志君を指名いたします。 

──────○────── 

日程第２ 一般質問 

○議長（東 宏二君） 日程第２、一般質問を行います。 

順番に発言を許可します。 

まず、３番、尖信一君の一般質問を許可します。 

○３番（尖 信一君） こんにちは。獅子と公明の尖信一でございます。今日初めてトップバッ

ターということで、緊張していますけどよろしくお願いいたします。 

先の６月一般質問の中で、市長が「次の市長選を目指して頑張ります」と表明なされました。

ぜひ次の４年間も頑張っていただきたいなということを、ここで改めてお願いしておきます。ま

た一方で、私もよく聞くんですけども、「尖さんが出いやあいげな」と、あちこちから聞くもん

ですからね、市長、御安心ください、その気はございませんので、今のところです。ちょっと和

んだところで、一般質問に入らせていただきたいと思います。 

通告どおり御質問させていただきます。まず行財政改革についてということで、要旨が（１）

から（４）までありますけれども、私は（１）から（４）まで全部読み上げますけれども、市長

は一つずつ御回答いただきたいと思います。 

まず初めに、窓口業務について、利用する市民に対して十分な対応ができているか問いたいと

思います。２番目、本市における監査の指摘事項等に対して、改善が適切に行われているか問い

たいと思います。３番目、予算額が年々増加傾向にあるが、歳出の精査をはじめとして抜本的な

見直しが必要ではないか問いたいと思います。最後に、市長の公約である「入るを量りて出ずる

を制す」について、具体的な実績があれば御回答をお願いしたいと思います。 

○市長（下平晴行君） 尖議員の御質問にお答えいたします。 

私は市長就任以来、行政は最大のサービス業であり、市民目線での窓口対応に努めるよう、繰

り返し職員に指導をしてきたところであります。 

市役所の窓口では各種証明書の交付、制度を利用するための申請、困りごとの相談等、様々な

場面があります。市民の皆さんが困ることのないよう、例えば転入の方がいらっしゃった場合に

は、年金、保険証、ごみの分別、学校、保育園、水道など、様々な手続きが必要となりますが、

戸惑われることのないようにしっかりと案内し、転入者の目線に立って対応しているところであ

ります。 

○３番（尖 信一君） 実は、今回この質問にあたり、知り合いの方から私に苦情がありまして、
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「窓口業務がなっていない」と、「２回間違った書類が送ってきた」ということがあったもので

すから、またよくよく考えてみると、９年前私が志布志市に帰ってきたときも、ある申請をお願

いしたんですけど、めったにない申請なんですけれども、窓口の若い男性職員がなかなか必要書

類が準備できなかったと。後ろに控えておられた年配の職員の方が出て来られて、「これとこれ

とこれ」ということで、私に渡していただきました。席を立って帰った後に、その後どうなさる

かなと、きちんと業務の連携ができるのかなと思って拝見していたら、結局二人ともそれぞれ別

な仕事をなされたんですね。「あっ、これはちょっと業務の承継ができていなんじゃないかな」

という経験をしておりました。 

今回、ある自治会の会計の担当者からこういう相談を受けたものですから、ここはもう一回窓

口業務については、きちんとマニュアル化をして対応していただけないものかということで、こ

の問いを立てました。そこで、今そういう窓口申請に対してのマニュアル、「Ｑ＆Ａ」があるの

かどうか。そこだけ確認させてください。 

○市民環境課長（留中政文君） 窓口のマニュアルがあるかということでございますが、窓口も

いろいろな課がございまして、マニュアル化をしているところ、またその引継ぎの時に、先輩の

職員が指導を行いながら事務の引継ぎ、また指導を行いながらやっているところもございますの

で、全てがマニュアル化しているということではございません。 

○税務課長（濱田 茂君） 税務課の窓口事務についてですけれども、年度初めに関連システム

の操作研修、レジスターの操作研修等を行いまして、税務課どの職員でも、証明書の発行等は対

応できるように努めているところでございます。 

○３番（尖 信一君） できているか、できていないかということは、統一がまだされていない

というふうに判断しますけれども、市長が現場主義を唱えられている中で、もう４年近くなりま

すけれども、市長どうでしょうか、ここをきちっと精査して、大体窓口に来られるパターンとい

うのは決まっていると思うんですよね。そういうのをパターン化して、どなたがその席に座られ

てもきちんと対応できるような、そのフォルダーは常にタスクバーに置いておいて、来られたら

開けてどういう書類がいる、どういう手続きをすればいいというのを市長、きちっと取り組んで

いく考えはございませんか。 

○市長（下平晴行君） おっしゃるように、市民の皆さんが申請に来られるときにスムーズに対

応できるためには、しっかりとマニュアルを策定すべきであると思いますので、今後は無いとこ

ろについては、しっかりとそのマニュアルを整備してまいりたいと考えております。 

○３番（尖 信一君） ぜひともよろしくお願いします。 

２番目の監査結果についてお伺いしたいと思います。本市でも、年度内にいろんな監査が行わ

れます。定期監査、臨時監査、指定管理施設監査、消防備品監査、学校備品監査、財政援助団体

監査、いろいろございますけれども、私が議員になってから、ずっと読ませていただいています

けれども、なかなか改善されないと。昨日、６月23日に行われた監査の報告をいただいたときに、

もうないだろうなと思ったら七つ注意事項が挙がっていました。そこのところ、それぞれ市長と
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教育長にお伺いをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○市長（下平晴行君） 監査結果の報告でございますが、このことについては、課長会での報告

や監査結果報告書を全庁で共有し、情報共有を図っているところでありますが、さらに指摘事項

等の周知を図り、課長会で周知を図った内容が、全職員に行きわたるように、指導を徹底してま

いりたい。しかし一つは、監査指摘事項がそのまま、すぐ対応しなければいけないということも

ないような事案もあるようでありますので、そこはしっかりと精査して対応してまいりたいと考

えております。 

○教育長（福田裕生君） 教育委員会といたしましても、日頃から事務の適正化、執行につきま

しては適正に務めるよう努力をしているところではございますが、監査委員からの指摘事項等に

つきましては、市長部局と情報を共有した上で教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長の三

課長でさらにその内容を確認し、各担当係に対し早急に改善するときは、しっかりと対応するよ

うに指導をしているところでございます。 

○３番（尖 信一君） まず、ちょっと基本的なことを押さえておきたいと思いますけれども、

指摘事項、注意事項というのが、今市長がおっしゃいましたけれども、私も最初注意事項のほう

が重要なのかなと思ったら全く反対で、指摘事項が法令規則等に違反するもの又は著しく妥当性

を欠くこと。それから注意事項は、指摘事項に至らないが、さらに的確な事務執行を促す必要が

あると。今市長は、この注意事項については、早急に取り組む必要のないところもあるとおっし

ゃいましたけれども、例えば、これも監査報告にちゃんと挙がっているんですよね。他の自治体

では、刑事事件に発展している事案もある。要するに、消せるボールペンを使用していると。今

回の６月23日に挙がった監査報告には、会計書類に鉛筆書きがしてあったという指摘があるんで

すが、どうですか市長、ここのところ。 

○市長（下平晴行君） これは、あってはならないことだというふうに思います。 

○３番（尖 信一君） よくよく見ますと、皆さんの担当課での課内の監査は、ほぼ問題はない

んですよね。よくこれを精査すると、補助団体とか支援団体申請書、そういうものの不備が多い

んですよ。だから、問題はすぐに解決できると思うんですよね。申請いただいたときにきちんと

チェックすれば、こういうことはなくなってくると思うんですよね。ぜひともそこのところは、

新年度から改めていただきたいなとお願いしておきますので、よろしいでしょうか。 

時間もありませんので、次の（３）、（４）は関連がありますので、併せて質問させていただき

たいと思います。下平市政になってから、様々な取組をされていますけども、最初市長は、「補

助金をゼロベースで見直す」というふうにおっしゃっておられました。そこで、私が疑問に思っ

たことをちょっと拾い上げてみました。これは一般会計の分だけ見まして、役務費と委託料に限

定して集計してみました。役務費というのは、通信費とか手数料とか保険とかいろいろあります

けれども、これで全課にわたって調査しまして合計しますと４億9,600万円ありました。それか

ら委託料、これは設計料とか施設管理、健康診断とか、今年は特にワクチン接種が２億3,000万

円使われておりますので、それも含めますと23億400万円、委託料がこれだけございました。こ
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れは毎年行われる健康診断もありますので、それも含めての金額ですけれども、この「入るを量

りて出ずるを制す」という市長の公約の一つで重要な公約であります。このことについて、この

４年間で何か具体的な効果があったのか。そこのところをまず聞かせていただけますでしょうか。 

○市長（下平晴行君） まずは、先ほど申しましたように補助金のゼロベースということで取組

をしました。これは、それと併せて、乙地方の日当及び半日当の廃止等を令和３年度当初から実

施したと。それから、国による保育料の無償化に伴って、本市独自で実施した０歳児から２歳児

までの保育料の４割補助は、６割に拡充したところであります。また、給食費の半額補助を今年

度から取り組んだということでございます。それから、新電力への取組ということで1,000万円

程度の削減をしているところでございます。 

○３番（尖 信一君） 給食費の半減というのは、必ずおっしゃるだろうなと思っていました。

全く評価していないわけではないんですけれども、一つ大きな疑問があったのは、去年12月の一

般質問で、学校給食会の件でお聞きした時に、本市も学校給食会から6,000万円近い仕入れがあ

るわけなんですね。ここの見直しをお願いしたわけなんですけども、その時に市長はこうおっし

ゃったんですね。「私も議員時代に問題があって、問題を一般質問で質問したことがある。」とお

っしゃいました。私はそれを聞いて、過去を遡って調べてみました。事務局にも問い合わせをし

ました。私が９年前に志布志市に帰ってきたときに、それまでの議員の方の一般質問を、３年間

に遡って全部調べてみましたけれども、これは９年前の話ですけれども、その時に市長の給食会

についての一般質問はなかったんですね。記憶違いか問題意識があって、質問したつもりでいた

のか分かりませんけども、今日はそのことを問うのではなくて、議員でできないことでも、市長

になればできることがあるとおっしゃったわけですね。この6,000万円の経費の見直しを、なぜ

問題意識を持っておられたのに取り組んで来られなかったのか。ここだけ聞かせてください。 

○教育総務課長（萩迫和彦君） お答えいたします。 

給食の食材を給食会へ発注しているところですけれども、市長からも話があったところでござ

いました。そして、尖議員の一般質問を受けて、再度確認をしたところでございます。給食会へ

食材を発注している要因といたしましては、例えばですけれども、米飯のときの米があるわけで

すが、大量に扱うということから、無洗米の米を、こちらが必要とする米を安定的に、安全に供

給をしていただけるということが１点ございます。 

それから２点目といたしまして、今60人ぐらいのアレルギー対応の給食を提供して、子供たち

のアレルギー対応をしておりますけれども、そのアレルギー対応に対しまして、どんな食材にど

んな成分が含まれているという、そういったしっかりとしたデータ等がある関係から、給食会の

ほうへ発注をしているところでございます。まだ見直すところは少しはあるのかなと考えており

ますので、今後ちょっと時間をいただきまして、精査、検討をさせていただければと思っている

ところでございます。 

○市長（下平晴行君） このことについては、いわゆる地元の生産された食料等を野菜等も含め

て使うことができないかということで、私も実際一般質問をした経緯があるんですが、このこと
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については例えば先ほど課長からもありましたけれども、それと変わって規格の問題ですね。そ

ういうことやら、地元でそういうものが数だけ求められないということ等もあって、しかしこれ

は、給食会というところから受け入れていることでありますので、これもちょっと拡充して、地

域での生産者団体が集まって対応しているところも実際あるわけであります。そういうことがで

きるかどうかですね、そこ辺も含めて今後も精査してまいりたいと考えております。 

○３番（尖 信一君） 予算組みをなされている最中なんで、なかなか経費削減というところは

難しいかと思いますけれども、こういうところが、取組次第では予算削減効果が高いというふう

に私は思っていますので、今、市長の答弁を聞きまして、そこら辺は期待しておきたいと思いま

す。 

次の環境行政についてお聞きしたいと思います。要旨が２点ありますので、通して読ませてい

ただきます。世界をはじめ国内でも官民問わず、脱炭素社会に向け様々な取組が行われているが、

本市ではどのように考えているのかをお伺いします。 

また、必要な電源構成が今後大きく変化していく中で、これまでとは違い水素やアンモニアな

どの利用が新たな注目を集めております。このような背景から、本市の臨海工業団地を活用した

新たな産業の育成を考えていないかお伺いしたいと思います。 

○市長（下平晴行君） 気候変動問題について2015年に合意されたパリ協定では、平均気温上昇

の幅を２度未満とする世界共通の目標が広く共有されるとともに、2018年に公表された国連の気

候変動に関する政府間パネルの特別報告書においては、気温上昇を２度よりリスクの低い1.5度

に抑えるために、2050年度までに二酸化炭素の実質排出量をゼロにすることが必要とされており

ます。 

本市におきましては、リサイクルの推進や使用済み紙おむつの再資源化に取り組むなど、積極

的に二酸化炭素の排出抑制に取り組んでおりますが、脱炭素社会に向けて市民及び事業者を巻き

込んだ新たな取組の必要性も感じているところであります。令和３年３月に、議員から一般質問

を受けた後に企業が実施した脱炭素研修会に、課長等がウェブで参加をしております。今後、市

として環境問題に貢献できる道を探りながら、しっかりと対応してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

○３番（尖 信一君） 前回３月に一般質問をさせていただいたときに、「そのうち国も自治体

に対して、いろいろなプレッシャーをかけてきますよ」と御指摘をしておりましたけれども、７

月に環境大臣が「脱炭素に向けた取組、新しい地方交付税の創設をして、今後自治体を支援して

いく」と発言がありました、小泉環境大臣ですね。その中で、脱炭素の専門家の派遣も2022年か

ら行うと。それから2022年度概算要求請求で、地域脱炭素移行・再生エネルギー推進交付金とい

うのを設けて、2030年まで75％を補助すると。これは繰越しもオッケー、民間との共同事業でも

オッケーと、非常に幅の広い交付金が創設されるようであります。市長、この件は御存じですか。 

○市長（下平晴行君） はい、このことについては承知しております。 

○３番（尖 信一君） では、早々何か課内でこの件について協議していないですか。この事業
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に向けてどう取り組むかとか。 

○市長（下平晴行君） 内容については、具体的にどうしたいということではないわけですが、

志布志市ではリサイクルの取組、先ほど言いました紙おむつの再資源化等々を、できることはま

ずやっていこうと。それから「エコライフ55」という宣言をしておりますので、充実をしていく

必要があると、そういうことも含めて協議をしたところでございます。 

○３番（尖 信一君） 本市は皆さんよく御存じのように、リサイクル率トップクラスでずっと

来ているわけなんですね。ただ、ここ数年ちょっと順位を下げていますけれども、私は、この再

生エネルギー、リサイクルも含めて、ステージが変わったと思っています。今までの皆さんがや

っておられる市民を巻き込んだリサイクルから、行政が主体となった民間と共同した再生エネル

ギーを目指していかないと、とても2030年度までに45％の削減はできないという政府の危機感が

こういうことを、いろんな補助金を使ってでも推進していこうというふうに政府の考えが変わっ

てきているんですね。ということは、リサイクルは当然やらなくてはいけないんだけれども、今

後はステージを１ランク、２ランク上げないと、脱炭素化は目指せないというふうに私は判断し

ております。 

そこで一つの御提案ですけれども、本市では臨海工業団地が造成され、分譲され、多くの企業

が参加していただいております。ただ残念ながら、倉庫業、運送業が主で多くの雇用は見込めな

い、産業技術も移転されない。そういう負の面もあるわけですよね。そこで、今５工区が分譲中

で、６工区が今後造成されるという予定でありますけれども、合わせて9.6haぐらいございます

よね。ここに今国土交通省が、グリーン成長戦略重点分野としてカーボンニュートラルポート

（ＣＮＰ）、要するに脱酸素に向けた港の活用ということで、ＰＤＦファイルで76ページぐらい

割いて出しているんですよね。どうでしょうか、５工区、６工区をまとめて、ここに水素、アン

モニアを中心とした生成プラントを誘致するというような大胆な考えは、市長ございませんか。 

○市長（下平晴行君） 港の活用については、港を利用していただく基準というのを設けており

ますので、こういうことができるのかどうか内部ではまだ議論はしていないところであります。 

しかし、このカーボンニュートラルポートについては昨年12月に、神戸港など多様な産業が集

積する全国６地域７港湾が対象とされております。対象となった港湾については、背後に製鉄所

や火力発電所、石油化学産業を抱える地域が多いところでございます。志布志港においては、飼

料工場が多く立地しておりますが、需要や利活用方策の動向を見ながら、港湾管理者であります

鹿児島県と連携を取りつつ、状況を注視してまいりたいというふうに思います。 

なお、これまでの分譲においては、募集対象業種を原則として、先ほど言いました製造業及び

物流・倉庫業等の港湾関係企業で、雇用の創出と地域経済の発展に寄与が求められるものとして

おります。新産業の創出も含め、志布志港を核とするさらなる産業振興を図るため、引き続き県

などと協力しながら、臨海工業団地への企業立地に尽力していきたいと考えているところでござ

います。 

○３番（尖 信一君） 国が、こんなすばらしい計画を補助金を付けて提示しているわけなんで
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すね。それに対して本市、今の市長の考えでは、今までの継続という形で製造業も一応入っては

いますけれども、ぜひともこの脱炭素に向けた第２段階、第３段階まで、国が一生懸命やろうと

しているところを利用して、３番目にありますまちづくり、このまちづくりと連携して、新たな

志布志市という姿が、まちづくりができるんじゃないかなと、私はそういう希望を持っておりま

す。 

３番目にも触れますけれども、志布志市は港を中心として高速道路が完成して、物流網がほぼ

出来上がる見通しが立ってまいりました。本土から見ると、最南端の港でもありますし、海外と

の航路もきちんと確保されている。本市に入港するさんふらわあの親会社ですね、株式会社商船

三井がオーストラリアの企業と提携して、アンモニアをオーストラリアで生成して輸入するとい

うようなことも発表しています。日本郵船株式会社は、ＬＮＧ（液化天然ガス）向けタンクを将

来アンモニア燃料対応にできる設計に変更すると、こういう様々な企業が脱炭素に向けて、特に

水素、アンモニアに向けて、むこう10年を見据えた戦略を今一生懸命練っています。国もこうい

う政策を提示していますので、ぜひとも課内でもう一回協議していただいて、製造業もオッケー

ということですから、ぜひとも検討していただきたいなと思います。最後に市長、ここのところ

だけ決意をお願いします。 

○市長（下平晴行君） このことについては、将来の環境、我々の次の世代のためにも取り組む

必要性はあろうかと思いますが、港の管理については県の対応でございます。また、先ほど言い

ましたように、臨海工業団地についても、十分内部で協議をして取組をしてまいりたいと考えて

おります。 

○３番（尖 信一君） 私のモットーは、最初できないことを言うんではないと、まずやると。

必ず障害が出てきます、問題が出てきます。そこは修正しながら進むというのが、私のモットー

なんですね。だから、行政という立場ではいろんな条例、法令等があり、規約があり、がんじが

らめなところもあるでしょうけども、新しいまちづくりをするためには、何をどうしなければな

らないんだと。そこの決意が市長にあれば、多くの問題は解決できるのではないかと思います。

次の４年を目指して、ぜひともそこら辺は新たな取組の一つとして取り上げていっていただきた

いなと思って、次の質問に移ります。 

３番目、まちづくりについてですが、コロナ禍における新しい働き方として、地方ではワーケ

ーションへの取組が見られます。本市の夏井・陣岳地区で宅地造成を行い、ワーケーションに適

した分譲地とすることで、人口増加及び経済活性化につながるのではと考えますが、市長の見解

をお願いします。 

○市長（下平晴行君） お答えいたします。 

ワーケーションにつきましては、主にリゾート地や観光地などにおいて、テレワークを行いな

がら休暇を楽しむという、コロナ禍における新たなワークスタイルとして注目されております。

環境整備や誘致活動に積極的に取り組む自治体や、働き方改革の一環として、ワーケーションを

導入している企業も見受けられるところでございます。 
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本市におきましても、既存施設を活用したワーケーションを紹介する県のサイトや市のホーム

ページにおいて情報発信を行っておりますが、議員お尋ねの夏井・陣岳地区における宅地造成に

つきましては、ワーケーションをきっかけとした移住政策として、東九州自動車道の整備による

将来的な交通アクセスの向上を見据えた事業展開であると認識をしているところであります。 

今のところ移住者向けの新たな受皿として、宅地造成の計画はないところでありますが、今後

テレワーク環境での働き方が主流となり、多くの企業におけるワーケーションに対するニーズが

高まれば、観光振興策及び移住促進策の両面で調査・研究していく必要があろうかと考えており

ます。 

○３番（尖 信一君） 必要性はあるというふうにお答えをいただきました。今回庁舎移転をし

て、もうすぐ１年になりますけれども、市長は「庁舎移転の目的は、ヒト、モノ、カネ、情報が

集まるんだ」ということを常におっしゃっていますね。その結果を云々というのではなくて、こ

の前も本庁舎移転後の有明庁舎の利活用についてもお聞きしましたら、私はそのときに、「ＩＴ

を専門とした職業学校を誘致したらどうか」というような質問をさせていただきました。そのと

き市長は、「私自身もアイデアはたくさん持っている」というような答弁をなさいましたけれど

も、その後結構な時間が経っておりますけれども、この庁舎移転後の市長のまちづくりというの

を、もう一回聞かせていただけますか。 

○市長（下平晴行君） これは地理的優位性を生かしたまちづくりをしていかなければならない。

そして核となる拠点が必要だということで、本庁舎の移転を、元志布志町役場のほうに移転をし

ていただいたということであります。 

おかげさまで、都城志布志道路、東九州自動車道の開通によって、人の流れ、車の流れが大分

変ってきたと。やはりまちの活性化は、人の交流の行き交いで活性化するということが基本では

ないかと思います。その証拠に、コロナ禍によって人の交流がないと、このようにまちが疲弊し

てしまうのかと、これはこのことを言っているのではないかというふうに私も理解しているとこ

ろであります。そういう面では、有明庁舎も含めて有明地域、松山地域の特性を生かしたまちづ

くりをしっかりしていかなければいけないという思いは、しっかりと持っております。 

庁舎の問題についても、いろんな考え方があるわけでありますが、有明庁舎についても今空き

部屋があるわけであります。私もいろんな、ここではちょっと言えない部分もあるんですけれど

も、考え方をしっかり持っておりますので、これを生かして今志布志市のいわゆる本庁舎移転と

いうことで、皆さんの協力をいただいた。これを生かしていくためにも、有明庁舎も同時に生か

していく必要があると思っておりますので、また皆さん方の協力もお願いしたいと思います。 

○３番（尖 信一君） 通告書にワーケーションと入れておりますけれども、御理解いただけな

い方もいらっしゃるかもしれませんが、これは、都市部にいる方がお休みとか有休をとって、自

分の住みたい、行ってみたいところでテレワークを活用しながら仕事をすると。ワークとバケー

ションを合成した言葉でございます。 

当初は、この働き方改革で大変な変革をしている中で、特にこのコロナ禍では、労使ともに非
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常に難儀しているわけなんですけれども、その中でワーケーションが結構浸透してきております。

内閣府の調査によりますと、首都圏在住の３割が移住に興味があると。さらに25％の方がテレワ

ークでも支障がないというふうに判断しているようであります。そういうことから、ワーケーシ

ョンからさらに進んだ移住も含めた地方でのテレワークの在り方というのが、多くの企業が始め

ております。例を挙げたらきりがないのでやめておきますけれども、前回もパソナが淡路島に本

社を移したとかいうことは、御紹介した記憶がございますけれども、日本のグーグル本社も、今

出社を全部ストップしていますね。在宅勤務ということをやっております。 

そこで、ある新聞社が調査をしました。全国で大体10万人以上の都市で、どこが一番適してい

るのかというのを調査して、１位は滋賀県の彦根市、この調査をしたときの基準は、そのワーケ

ーションをするときの住宅の面積とかインターネットの通信速度、それから公衆無線ＬＡＮの整

備の数、貸オフィスの数、ここら辺を基準にして調査したところ、第１位が彦根市でした。ここ

はテレワーク拠点を整備することに対して支援する国の交付金を利用して、市庁舎内に60席を

2022年度に整備するという発表をしています。すごいことですよね。 

２位が酒田市、ここは本市とよく似た港湾都市でもあります。ここも昨年テレワーク補助金を

設けて申請者を募ったところ、期限内に24件の申請があったと発表しています。 

３位が松江市、ここは私が議員になったとき、最初にタブレットの御紹介といいますか、タブ

レットの学習を推奨しました。まだあの頃は、コロナが全く想像もできない時期でしたけれども、

そのタブレットの基本ソフトを開発している、唯一世界に通用する日本の開発者、松本さんとい

う方がおられるんですけれども、この方が、「ルビーオンレイルズ」というプログラミングの基

本ソフトを開発しておられますけれども、その方の故郷なんですね。その方の故郷というだけで、

企業が全国からここに集まっているんですね。大阪にフェンリルというプログラムの開発の会社

があります。ここに３年前に会派獅子と公明で視察しました。私も、公民館長時代に中学生、高

校生を10人ほど連れて見学に行きました。ここがやはり本社は大阪なんですけれども、松江市に

営業所を開設しています。理由を聞いたら、やはりこの松本氏、「ルビーオンレイルズ」を開発

した松本氏の故郷であるというだけで営業所を出しているんですね。 

こういう意味でテレワークが可能な地域が、今このコロナ禍でもどんどんどんどんいろんな企

業、移住者を誘致しているんですね。そこで私も今回この質問にあたり、当時バブルの頃なんで

しょうか、夏井・陣岳がゴルフ場開発ということで、計画が上がったと聞いております。その当

時の資料が欲しかったものですからお願いしたんですけれども、３か月経ちますけれどもまだ提

出されておりません。そこで、この夏井・陣岳地域の今の主な所有者、１社でもいいと思うんで

すけれども、その所有者とどれくらいの規模になるのか教えていただければ、お願いしたいと思

います。 

○財務課長（折田孝幸君） 夏井・陣岳地区のその用地の件ですが、所有者については今確認は

しておりませんが、その当時、今現在、市が所有している面積が、おおむね30町歩という形にな

っております。 
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○３番（尖 信一君） 大変な広さですね、30町歩。この夏井・陣岳地区、お隣の外之牧地区、

ここに志布志インターチェンジができます。そこから串間市を通って日南市の南郷、北郷それか

ら宮崎市の清武を通って宮崎市内まで行くと、この距離を担当課にお願いして距離を測って数字

を合計したところ、大体70数キロございます。車でどうでしょうか、45分、50分ぐらいでしょう

かね。あそこにインターチェンジができると、宮崎空港と本当にひとつなぎになるわけなんです

ね。そこに都市部から来られた方々が、リムジンに乗って志布志市に来られて、夏井・陣岳地区

の造成された住宅で仕事をなさると。また先ほど申し上げました臨海工業団地の水素、アンモニ

アのプラントの技術者がそこに住まれるとか。私自身も夢はたくさん持っているんですけれども、

市長になかなか通じないものですから、こういうような質問をさせていただいております。 

外之牧地区に、もしそのような広大な土地がまだ残っておれば、あそこに無料の駐車場を設け

て、この志布志市をはじめとする近隣の方が車であそこまで行って、あそこから、例えば小さな

リムジンで宮崎空港まで行くということも可能なんですね。鹿児島空港まで行って、駐車代を払

って自分で運転していく必要がなくなると。当然リムジンの運営とかいろんな問題も出てきます

けれども、そこら辺は十分な可能性があるのではないかなというふうに、私自身は考えておりま

す。これは人口増加と経済的な波及効果が相当あるのではないかなと思っております。本市がや

るのは造成とインフラ、ここまでで、あとの住宅開発、販売は、これは都市部の大手の住宅会社

にお任せするというのが一番リスクがないかなと思います。市長も担当の課長も常々おっしゃっ

ていますよね、「行政だけではできないんだ」と。「民間を巻き込んで連携してやっていくんだ」

とおっしゃっていますので、そこら辺は十分可能じゃないかなと思っています。後背地には風力

発電を設置して、各住宅には今無償で太陽光発電設備を住宅に設置してくれる会社もありますの

で、電気料金が安くなるとか、そういうこともできるんじゃないかなというふうに思っておりま

す。この前、事前のレクチャーでは冗談みたいな話で申し上げましたけれども、同じ敷地に星野

リゾートが出てきたらいいなと。結構なハイクラスのホテルを建ててくれたら、もっといいんじ

ゃないかなというようなことも御提案申し上げました。 

市長どうでしょうか。そういう夢のある、将来を見据えた、市民に志布志市は将来どんどん発

展していくなというような、希望のあるような計画を出されるような、これは例えばの話なんで

すけれども、そういうようなプランを考えてみられてはどうですか。 

○市長（下平晴行君） 尖議員の今の話でいきますと、大変先明るい話でありますが、ただ、あ

そこは30haあるわけですが、もうほとんど虫食い状態で、面積もばらばらであるわけであります

ので、その活用がどうなのかということで、風光明媚な立地条件、先ほどありました交通アクセ

スの利便性、これは大変重要なポイントであると認識しておりますけれども、過渡期である現時

点において費用対効果や実現性、企業の需要動向など懸念材料が大変多いため、今後も状況を見

極める必要があるんじゃないかということで、先ほど議員もおっしゃいましたように、企業が進

出してくれてそのことをやるというようなことになりますと、それはもちろん今おっしゃいまし

たように、市がやる役割、インフラ整備とかそういうものは出てくるだろうと思いますので、で
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きればそういう企業の進出が、大変有り難いなとは思っているところでございます。 

○３番（尖 信一君） 九州の企業で西鉄というところがありますよね。ここがベトナムで500

戸の高級住宅街を造るというような、九州の企業ですけれども、そういうところもあるんですね。

あそこにはＪＲの夏井駅もございます。いつも南議員が夏井駅のことを質問なさっておられます

けど、ＪＲ九州もＭＪＲというブランドで、分譲マンションを販売しております。そういう意味

では、西鉄とかＪＲ九州の力を借りるとか、またまた関西・東京方面の住宅販売会社を巻き込ん

で、ジョイントプロジェクトという形でできるんじゃないかなと私は思っております。今、市長

もおっしゃったように、インフラ整備だけで、あとは企業がやってくれるんだったら可能かもし

れないということなので、ぜひとも今後の課題として取り組んでいただければというふうに思っ

ております。そこのところ、もし次の４年間の任期も市長をなさるんであれば、検討、調査・研

究するということでよろしいでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 先ほど言いましたような状況等を見極めながら、調査・研究してまいり

たいというふうに思います。 

○３番（尖 信一君） これは先ほど述べました港湾の分譲とリンクしておりますので、そこら

辺も併せて検討していただきたいなというふうに思っております。それをお願いして、次の質問

に入らせていただきたいと思います。 

４番目の新型コロナウイルス感染症対策についてでございますが、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大から、早くも１年半が経過し、業種によっては大きな影響を及ぼしております。特に、

本市の銀座街は閉店や休業で疲弊しております。これまでの一時的な支援とは違う、業界全体の

回復のための抜本的な対策を講じる必要があると考えますが、取組の状況について問いたいと思

います。 

また、市内の全世帯に、一世帯当たり５万円の支援金支給は考えられないかを問いたいと思い

ます。お願いします。 

○市長（下平晴行君） 新型コロナウイルス感染症の経済対策に関しては、これまでも切れ目の

ない事業継続の支援策と地域経済の浮揚策を実施してきたところでございます。特に、飲食店や

宿泊施設を中心とした支援策については、家賃や人件費等に充てられる経営固定経費支援事業、

中小事業者管理コスト支援事業及び使途を限定しない各種応援給付金事業など、また地域経済を

浮揚させるための景気刺激策については、飲食店及び宿泊施設利用限定のプレミアム商品券発行

事業や貸切バス旅行誘致事業など、ニーズに応じた補助事業を実施してきており、令和２年度以

降から合わせますと５億円を超える取組を行ってきているところであります。 

今定例会においても、「コロナに負けるな！特別応援給付金事業計画」を提案しており、少し

でも市内の事業者を救うための対策事業を、引き続き行ってまいりたいというふうに考えている

ところでございます。 

○３番（尖 信一君） 昨日いただきました補正予算の中で、やはりコロナ対策の費用がたくさ

ん載っておりました。本当にありがたいなと思っております。宿泊分も含めまして合計したとこ
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ろ、１億円ぐらいの補正が組んでありました。感謝申し上げたいと思います。 

国も県もそして本市も、様々な支援策をこの１年半の間やってきております。ただ、それとは

裏腹になかなかこのコロナ禍が沈静化しないと、経済が疲弊していると。特に飲食業、宿泊業、

限られた業種でありますが大変なことになっていると。廃業、休業していらっしゃる方がたくさ

んいる。 

そこで、政府がこの１週間新型コロナウイルスの感染状況が少し緩和しているということに合

わせて、行動制限をもう緩和しようかなと、実証実験を始めるというようなことを言っています

よね。それに呼応をするように、大阪府の吉村知事が飲食業界に対して実証実験を行うと。今日

の朝の新聞では、福岡県も10月には行動制限の緩和を行いたいというのを発表しております。ワ

クチン接種証明書とかＰＣＲ検査をするとか、飲食店側では第三者承認をきちんと受けるという

ことの前提で、行動制限の緩和を行うというようなことを発表しております。 

そこで御提案申し上げたいんですけども、これは昨年３月、私が初めて新型コロナウイルス感

染症について「大変なことになりますよ」と一般質問した折に、さんふらわあの利用客に大阪市

と志布志市で乗船するときに、ＰＣＲ検査をしたらどうかというような御提案を申し上げたこと

があるかと思いますが、市長、覚えておられますか。 

○市長（下平晴行君） はい、これはしっかりと覚えております。 

○３番（尖 信一君） 当時は、今よりもハードルが確かに高かったですよね。どういうふうに

やるか、また新型コロナウイルス感染症がどういうものか、あまりまだ分からないような状況で

したから、できなかったのはよく分かるんですけれども、その後空港等でＰＣＲ検査をするよう

になりましたですね。そこら辺は認識していただいていると思います。 

そこで、政府が抗原検査キット、これは今まで研究用ということで限られた方法でしか使えな

いというふうにしてきたんですけれども、近々薬局で販売をするというようなことも発表してお

ります。それに合わせて私が今回御提案したのは、この銀座街の一角に検査場を設けると。ここ

で毎日銀座街を利用する方は抗原検査を受けてもらう。もちろんスタッフ、従業員の方も毎日検

査をする。インターネットで調べてみますと、抗原検査キット、安いもので1,000円ちょっと、

高いもので2,000円、3,000円していますけども、毎日使う数をもって交渉すれば、1,000円ぐら

いになるかなというふうに思っているんですけれども。この抗原検査を毎日して、陰性の方だけ

利用してもらうと。ここら辺は人権の問題とかいろいろあろうかと思いますけれども、こういう

ことで飲食店を利用される方、迎えられる方の双方が安心して営業ができるということができる

んじゃないかなというふうに思って、今回この提案をさせていただきました。 

そこで、抗原検査キットが1,000円という形で試算してみました。これを４者で負担する。県

と市と店舗、そして飲食店を利用する方、大体一つの組織で１人で利用者も含めて250円の負担

になります。従業員も毎日検査するわけですが、これは店負担、本人負担ということになろうか

と思いますが、昨日の補正予算で計上されていました本市の飲食店の数が210となっていたかと

思うんですが、私は今回、店舗数を銀座街に絞って80で試算してみました。一日の利用者が150
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名、該当する店舗が80店舗、稼働が月に25日、検査時間を５時半から９時まで、検査員を５名ぐ

らい、月間検査キット数が約9,750本、１万本ぐらいですね。1,000円×150人×25日、これを４で

割って、さらに80で割ると、お店の負担は大体１万1,700円。これを25日で割るとお店の負担は

１日470円になります。一日の利用者が200人で計算すると、お店の負担は625円になります。こ

れには検査員の有償、無償は入っておりません。有償にすれば当然単価が上がりますよね。 

いろいろ問題はあると思うんですよ。ただ、こういうことをすることによって、市は、業者の

皆さんのことを、市民のことをきちんと考えて、前向きにいろんな施策をやりますよというよう

な市の姿勢も見えてくるのではないかなというふうに思います。課題もあります。５名の検査員

の確保をどうするのかとか、その方たちの医療レベルをどうするのか、医者も必要なのか。今申

し上げたように有償なのか無償なのか。そこら辺も問題になります。私も初めて知ったんですが、

本市の銀座街は全体的な飲料組合がないと。じゃあ、店舗をどうしてまとめるんだと。商工会が

中心になるのかという問題もあります。また、検査時間の９時が適切なのか、その後飲食街に入

って来られる方はどうするのかとかですね。参加しない店舗も当然出てくるでしょうから、それ

をどうするのか。また、これが実施された場合に、いつまでやるのか。反対にいつやめるのかと

いう問題もあろうかと思います。また、検査する方の個人情報、これの管理・保管をどうするの

か。本当にいろんなハードルがあるんですけれども、市長、どうでしょうか。もしかしたら志布

志モデルになるかもしれません。行動制限緩和に向けた形で、夜の街、飲食店街を活性化すると

いうような意味で、このような取組もあってもいいんじゃないかなというふうに思いますけれど

も、御意見を聞かせていただけますか。 

○市長（下平晴行君） 議員がおっしゃるように、私どもは、事業者の皆さんの事業継続をして

いただくために、いろんな形で支援をしているということで全く同じでございます。 

ただ、この抗原検査のガイドラインというのがありまして、発熱等の風邪に似た症状がある場

合に検査を行うこととされており、公的機関が配布する検査に用いるキットも薬事承認を得てい

るもので、高齢者施設等で使用することと定められているようであります。 

個々の飲食店で検査するとした場合、医療従事者等が不在時に行う検査を想定するところです

が、市場に流通している抗原簡易キットは、安価で入手しやすいというふうに思うわけでありま

すが、素人が検査を採取することで、採取方法によって検査結果の安全性に疑問が生じることに

なります。 

また飲食店の安心・安全がＰＲでき、先ほどおっしゃいますように経済効果を生み出す仕組み

というふうに考えるところですが、一つの案としてあり得るとは思いますが、現段階では陰性ま

たは陽性反応に不確定要素がある以上、市が簡易キットを配布する、そういうものを使うという

ことについては、大変厳しいのではないかというふうに考えているところでございます。 

○３番（尖 信一君） 先ほども申しましたけど、まずできないことを言うのではなくて、どう

したらできるかということが、私は行政、市長の役目だと思うんですよね。壁は確かに高いし、

たくさんありますよね。先ほど市長も申し上げられましたように、医療従事者の確保をどうする
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のか、判断をどうするのかというのがいろいろあろうかと思いますけれども、現在は、感染して

いるかどうかも分からない方が利用なさるわけですよね。それに比べたら、かなりの感染抑制の

効果はあろうかと思いますが、そういう意味では、ぜひともどこかの組織、商工会もそうですけ

れども、中心となって取り組んでみる価値はあろうかと思いますね。いずれこれは、どこかがや

ってきますよ。だから、どこかがやってからやるのではなくて、志布志市が率先してやってみる

と。今回の抗原キットの販売も少しゆるくなります。薬局で販売ができるようになります。そう

なると、このようなプランをやる自治体も出てくる可能性が十分ありますよね。その時に後追い

ではなくて、先進的に取り組んでいくと。問題も出てきます。問題が出てきたら必ず解決方法を

見つけ出して、前に進めるというような取り組む姿勢が、私は必要かなというふうに思います。

そこら辺は保健上の問題、個人情報の問題、先ほど申しましたように、それに参加しない店舗を

どうするかとか、本当に様々な問題がありますけれども、今この飲食業の方々が、意欲を失いか

けているんですよね。もう廃業しようかとか、辞めようかとか、勤労意欲がすごく落ちているん

ですよね。これをこのままにしておくわけにはいかないわけですよね。そういう意味では、この

事業をぜひとも前に進めていただく検討ぐらいは、お願いしたいなと思っております。 

２番目の質問ですけれども、一世帯当たり５万円の支給ということですけれども、この件につ

いて市長の考えを聞かせていただけますか。 

○市長（下平晴行君） 新型コロナウイルス感染症対策につきましては、その影響を受けている

方々に対し、雇用や暮らしを守るために必要な対策をしっかりと講じていくことを第一に考えて

取組をしているところでございます。 

ただいま尖議員から提案のあった一世帯当たり５万円の支援金の支給につきましては、地域経

済の回復や生活支援の下支えの意味合いも含まれていると思うところではございますが、個人消

費が低迷している現状におきましては、その効果は限定的なものになるのではないかと懸念され

るところでございます。 

新型コロナウイルス感染症の収束の見通しはいまだ立っていない状況でございますので、コロ

ナ禍において本当に困っている人への支援を充実させるとともに、市民の皆様の安全・安心を最

優先に考え、感染状況や社会経済活動の動向を見極めながら、真に市民に必要とされる取組や施

策の展開をしていきたいという考え方で、今取組をしているところでございます。 

○３番（尖 信一君） 本市も様々な支援金を出しておられます。個人にはないんですが、プレ

ミアム商品券ということで出されております。前回のプレミアム商品券も好評で、３日か４日ぐ

らいで完売したというふうにお聞きしております。 

今回の補正でも、先ほど申しましたけれども１億円ぐらいの補正予算がありますが、前回のプレ

ミアム商品券もそうなんですけれども、どうしても皆さんが使うのはスーパーなんですよね。そ

こら辺の統計は取られていないですよね。どこでどれだけ使われたということはですね。統計の

取りようがないですよね。数字が上がってくるから、そこはできるかと思いますけども、課長が

今頭を振ったからあえて聞きませんけれども。ただ、私これは言葉足らずで申し訳ないんですけ
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ど、５万円の支給と言っていますけど、私の思いはプレミアム商品券で５万円配るということな

んですね。そのうちの４割、２万円を飲食店限定のプレミアム商品券にすると。１万円ぐらいは

スーパーで使ってもいいんでしょうけども、残り２万円をさらに飲食店もしくはほかの小売業で

使ってもいいと限定します。すると、この５万円のうちの４万円は、市内からお金は逃げないん

です。分かっていただけますでしょうか。スーパーで買い物したのは、全部市外にお金が行って

しまうんですね。お金が回らないんですね。この２万円を仮に飲食店向けに限定すると、単純計

算ですよ、後で述べますけど、５万円を１万5,000世帯で掛けると７億5,000万円、ふるさと納税

の約３分の１に該当するかと思うんですが、そのうちの７億5,000万円の４割、３億円が飲食店

に落ちるんですね。今までは飲食店に10万円とか20万円とかいうお金を支給なさいますよね。す

ると、いわゆる根っこのところにお金がいって、それよりももっと上からお金を振ると、市民、

消費者にお金を振ると。水は上からかけるんです。これは経済の原則です。市民に支給して使用

するところを限定すると、そしたらここまで全部、市民も利点を受ける、使う飲食店も利点を受

けるという意味では、今までのプレミアム商品券とは全然効果が違うんですよね。だからそうい

う意味での今回のこの一般質問では、ちょっと説明不足で申し訳なかったなというふうに思って

いますけども。どうですか、そういう限定されたプレミアム商品券を、当然金額も大きいので、

１年ぐらい使用期間を長くとるとかいろんな方法があるかと思いますけど、市長どうでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 先ほどもお答えしたところでありますが、市民の皆様の大事なことは、

安全・安心を最優先に考えて取組をしているということでございますので、今議員がおっしゃっ

たようなことを実施するとなると、今おっしゃったような財源も相当必要になってくるというこ

とでございますので、そこ辺の中身についてはそういう取組や施策をしっかりと講じていくこと

を第一に、市民のために取組をしていきたいと考えているところでございます。 

○３番（尖 信一君） ふるさと納税を本市は一生懸命頑張っていただいて、大変な財源になっ

ております。その恩恵は、いろんな方が受けていらっしゃるかとは思いますけども、市長、今コ

ロナ禍なんです。資源は限られています。それをまんべんなく配るのではなくて、選択と集中で

限られたところに、困っているところに集中して経済効果を狙うと、市民の働く意欲を滅失させ

ないと、そういう政策が必要かなというふうに私は思っております。必ず、市長の答弁は厳しい

ものがあると、私がそれだけ厳しい、ハードルが高い質問をしているのかもしれませんけれども、

できないわけではないですよね。それは御理解いただけるかと思います。今の答弁でも安心・安

全が第一だとおっしゃいましたけど、それならば抗原検査キットを利用した方法をするのを第一

に考えるのが当たり前ではないですかと、私はそう思うんですね。そこのところをお願いして、

最後に教育行政についてお伺いしたいと思います。 

新たに教育長が任命され半年が経過しましたが、現在の本市の小・中学生の学力について、ど

のように考えていらっしゃるか。また、学力向上のための具体的な対策についてお伺いをしたい

と思います。 

また、教員の不足が懸念される中、新学期に向けた教員の確保ができているかどうかお伺いし
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たいと思います。また、10年ごとの教員資格更新制の廃止が決定しましたが、これによる教員の

質の維持・向上を今後どのように考えておられるかお伺いをしたいと思います。 

○教育長（福田裕生君） お答えいたします。 

本市の小中学生の学力につきましては、着実に向上していると捉えております。令和３年５月

に実施されました全国学力学習状況調査の結果によりますと、小学校においては全国平均と同等

の学力が身に付いております。中学校におきましては、国語、数学ともに、全国正答率を下回っ

てはいるものの、令和元年度よりも全国との差が縮まっております。 

一方で、主体的に取り組む態度に課題があるということが分かってまいりました。 

今後も教育委員会といたしましては、一つ目には日々の授業の充実、二つ目には授業外の学習

活動の充実、三つ目には家庭学習の充実、この三つの視点で学校長のリーダーシップの下、各学

校の学力向上アクションプランに沿った取組が推進されるよう、指導、助言そして支援に努めて

いきたいと思っているところです。 

また、令和２年度に策定いたしました、第２次志布志市教育振興基本計画に示しました今後５

年間の目標を踏まえまして、全国平均を上回る学力を目指した取組というのも、引き続き続けて

まいります。併せて主体的に取り組む姿勢について課題が見られましたので、今後も夢や目標、

それから憧れを持って、子供たちが自分の将来像を思い描きながら、それを学習意欲へとつなげ、

学力の向上を図る取組を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

○３番（尖 信一君） 今回、また新たな発見があったということですね。子供たちの主体的に

取り組むというのが分かったと、ここに問題があるということでございます。前教育長は四つの

問題点をおっしゃっていました。家庭の環境学習、それから児童・生徒の勉強に取り組む姿勢、

教師のレベルの問題、最後に管理職の危機感の不足があるというふうにおっしゃいました。私も

全く同感ですが、今の学力調査の結果で、やはり中学生の高学年になると、全国レベルで見てい

くとどうしても落ち始めるということが、これは前々から分かっていることなんですよね。その

一つの解決策が、３年前に私はタブレット学習というのを申し上げたんですね。自分の弱点がよ

く分かると。それに対して教師が個別指導ができるというようなタブレットがありますよと、使

われたらどうですかということで、一時そこの会社のタブレットを伊﨑田小学校で試験的に使っ

ていただきました。それはもう心より感謝申し上げたいなというふうに思います。 

そこで、やはり今教育長が、子供たちが主体的に取り組むということに課題があるというふう

におっしゃいましたけど、私は、やはり教師の教える技術、レベル、これが一番大事ではないか

なというふうに思っております。そこで、教える力の共有化、各先生たちがそれぞれいろんな技

術、レベルをお持ちだと思うんですね。これを共有化して一元化して、いわゆる相互にそのノウ

ハウを共有すると。教員の教える技術のオープンソース化ですよね、これをやっていくべきでは

ないかなというふうに思います。 

本市の場合もそうですけれども、教職員の方は３、４年ぐらいで転勤なさる方もたくさんおり

ますので、そういう意味では、その技術を定着させるということでは、いろいろな問題があろう
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かと思いますけれども、そこら辺を一度教育長、検討していただきたいなと思います。 

○教育長（福田裕生君） 教職員の指導技術の課題については、私も同様に捉えているところで

ございます。本年２月にこちらにまいりまして、過去のこと等も踏まえて申し上げれば、教員が

本市において指導技術を高めるための様々な施策が、着実に定着してきているなというのが率直

な思いでございます。 

一方で、さらに高めていかなければならないこととして、私が今思っていますのは、いわゆる

学校内において、様々な経験、様々な領域に力を持っておられる先生方がおられますので、学校

内において日々の教育活動をしながら、しっかりとお互いに同僚間でピアレビュー、ピアコーチ

ング、つまり同僚間での教え合い、コーチのしあい、批正をしながら、お互いの良い指導技術を

身に付けていくといったところを、もっとオープンにしていくことが必要ではなかろうかなとい

うことをつくづく思っているところです。 

これはなぜかと申しますと、外での研修に出向くとなりますと、その間研修に時間を取られて

しまいまして、一定時間の授業を別の先生が担わなければならないといったような課題等も出て

まいります。それはそれでフォローする体制は取っているんですけれども、一番は学校内、日々

の業務の中で、お互いにお互いの力を見せて、学び合ってそして高めていく。そしてそれを子供

ために尽くす、地域のために尽くしていくような、いわゆるＯＪＴのシステムをしっかりと築き

上げていくことが大事であろうと思います。そのためには、これはやはり管理職のリーダーシッ

プでございますので、いろんな研修会の折に、こういったところに特化したような内容を盛り込

んでいるところでございます。 

○３番（尖 信一君） 小学校５年生から英語、プログラミング、それから今回のタブレット使

用と、もう本当に様々な負担が一気に児童・生徒にも、教師の方々にもかかっているわけなんで

すよね。教師の加配もなかなかないという中での限られた取組しかできないというのは、私もよ

く理解しておりますので、ここは教育長の力の見せどころというふうに思っておりますので、ぜ

ひ頑張っていただきたいと思います。 

最後のこの教員不足が懸念される中で、教員の資格更新の廃止が決定しました。教育の手法が

大きく変わろうとしている中で、教員不足、35人学級、いろんなプレッシャーが教員、学校にも

かかっておりますけれども、そういう中でこの教員の免許の更新が廃止されたということについ

て、本市では教員の質の担保をどういうふうに考えておられるか、最後にお聞きしておきたいと

思います。 

○教育長（福田裕生君） まず最初に、教員の配置状況についてお答えいたします。 

本年度４月時点におきましては、教員の不足は生じておりません。特別教育支援員それから医

療的ケアの支援員、それぞれ１人ずつが未配置の状況がありましたけれども、その後すぐに２人

の支援員については配置ができたところでございます。 

また２学期のスタートにあたりましては、教員１人が未配置の学校がありますが、配置の見通

しは既に立っておりますので、現在具体的な手続き等について、大隅教育事務所と協力してその
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手続きを進めているところでございます。 

今後、教員免許更新制は変わっていきますので、これについては国の動向、県の動向をしっか

りと見ていく必要があると思っております。文部科学省は、教員免許制の廃止後も県教育委員会

が実施している研修の充実を図りつつ、都道府県ごとに教員個別の研修受講歴を管理するデータ

ベースを整備して、個々の先生方の受講実態を把握しながら、教員の資質向上を目指す取組を推

進していくといったような方向性を示しております。 

本市におきましても、国・県のこのような動向はしっかりと注視しつつも、本市独自に現在取

り組んでおります鹿児島大学との包括連携協定を生かした支援を受けるということ、それから新

年度からはさらに県の総合教育センターとの連携も、これまで以上に強化をしながら、研修会の

在り方、その質の充実に努めてまいりたいと。そのことを本市の子供たちのために十分に生かせ

るように、取り組んでまいりたいと思っております。 

○３番（尖 信一君） 大変心強い答弁をいただきました。ぜひとも前向きに取り組んでいって

いただきたいなというふうに御期待申し上げたいと思います。 

ちょっと先ほど申し上げるのを忘れましたが、新型コロナウイルス感染対策についての銀座街

での実施の件ですけれども、私が昨年９月から、庁舎内にも導入したらどうかというオゾン発生

器というのがございますね。ここが大阪府の株式会社タムラテコというんですけれども、なんと

鹿児島市のラ・サール学園にありとあらゆるところに入っていますね。ラ・サール学園でも感染

者が出たんですけれども、玄関から廊下、教室、食堂、厨房設備の厨房の中、各寮の中にもこの

タムラテコ社のオゾン発生器が入っております。また、板橋区の医師会の会長さんがやっている

病院及びその介護施設で、50人のスタッフのところで１人感染者が出たんですね。50人のスタッ

フの中で、２日間勤務なされたんですけれども、クラスターが発生しておりません。そういうオ

ゾン発生器というのがありますので、夜の飲食店の皆さんに補助金を出して導入していただけれ

ば、より前向きな営業ができるんじゃないかなというふうにお願いをして、私の質問を終わりま

す。 

○議長（東 宏二君） 以上で、尖信一君の一般質問を終わります。 

ここで、しばらく休憩いたします。 

──────○────── 

午前11時26分 休憩 

午前11時34分 再開 

──────○────── 

○議長（東 宏二君） 会議を再開いたします。 

次に、15番、小野広嗣君の一般質問を許可します。 

○15番（小野広嗣君） 皆様こんにちは。会派、獅子と公明の小野でございます。先番議員であ

ります尖議員の御配慮によりまして、午前中と午後と２回にわたって質問ができるという、幸せ

な状況でございますが、初めに無電柱化の推進について質問をいたします。この件については、
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本田市政、下平市政と数回にわたって質問をしてまいりました。下平市長も、これまで前向きな

答弁をされておりますが、御存じのとおり市役所や商店街に通じる新町通り、上町通りは、道幅

が狭く、近年の車両の大型化により、朝夕の通勤時やお昼時などで通行に支障を来している時間

帯もあることは、従前より指摘されておりますが、本年より本庁機能の移転により車両の往来が

さらに増え、車両が電柱・歩行者と接触する危険性が高まっているのが現状であります。 

そこで、通行空間の安全性や道路の防災機能の向上へ向けたその後の無電柱化の推進状況につ

いて伺いたいと思います。 

次に、交通安全対策について質問いたします。 

市民の皆さんから、交通安全対策に関して、様々な相談・要望を受けますが、その内容は多岐

にわたります。当局にも様々な声が届いていると思いますが、私のほうにも危険箇所に対する信

号機の設置の必要性を求めるものや、横断歩道や停止線などをはじめ、道路の白線が消えている

箇所が市内に多く見受けられ、雨の日の夜などは、特に危険であるとの相談が寄せられておりま

すので、その点について、当局の現状認識と対応方について伺いたいと思います。 

次に、企業版ふるさと納税のさらなる活用について質問をいたします。 

昨春から税の軽減割合が引き上げられ、手続きも大幅に簡素化された結果、企業版ふるさと納

税制度を活用し、企業から寄附を集めようという自治体が増えております。どの自治体も厳しい

財政運営の一助にと期待しているようであります。本市も取組を開始以降、徐々に成果が出てき

ておりますが、まだ制度を重要に活用しているとは言えないのではないかと思います。先進自治

体の取組などを参考にしていただきながら、さらなる推進を期待するものであります。施政方針

にも、企業にとって魅力的な地方創生プロジェクトの情報発信を行い、積極的に企業版ふるさと

納税を活用するとあります。 

そこで、本市の現状と今後の展望について伺いたいと思います。 

次に、学校教育におけるＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進について質問をい

たします。 

９月１日にデジタル庁が発足しました。デジタル庁はその推進するデジタル社会のビジョンと

して、デジタルの活用により一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せ

が実現できる社会を目指し、誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化を進めていくとしてお

ります。現在、教育の現場では、ＧＩＧＡスクール構想により、様々な施策が推進されようとし

ておりますが、こういった国のビジョンの下、今後はさらに学校教育におけるＤＸの推進が重要

になってくると思います。 

そこで本市では、教育現場におけるＤＸの推進に向けて、今後どのように取り組んでいかれる

のか教育長に伺いたいと思います。 

○市長（下平晴行君） 小野議員の御質問にお答えします。 

まず無電柱化の推進につきましてお答えいたします。 

無電柱化につきましては、これまで何回か小野議員の一般質問をいただいているところでござ
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います。これまでの答弁に対しまして、真摯に向き合い、検討を重ねて進めてきておりますが、

様々な課題を抱えて今に至っているところでございます。現在、鹿児島県無電柱化協議会へ加入

し、事業推進に向けて協議を行っているところでございます。 

続きまして、交通安全対策につきましてお答えいたします。 

交通安全施設につきましては、市民の皆様からの声も届いているところでございます。信号機

の設置などは警察及び公安委員会へ進達しておりますが、優先順位もありなかなか進んでいない

のが現状でございます。外側線などの白線につきましても要望等が届いており、対応できるとこ

ろから安全性の確認を進めているところでございます。 

続きまして、企業版ふるさと納税のさらなる活用につきましてお答えいたします。 

企業版ふるさと納税につきましては、平成28年度の税制改正によりスタートし、地方公共団体

が行う地方創生の取組に対し、企業が寄附を行った場合に、税額控除の優遇が受けられる制度で

ございます。また、令和２年度の税制改正により、税負担軽減の割合が６割から９割に拡充され、

手続きにつきましても、企業が利用しやすいように緩和されたところでございます。 

本市におきましても企業とのつながりを重視しながら、着実に事業を進めているところでござ

います。 

続きまして、学校教育におけるＤＸの推進につきましては、教育長がお答えいたします。 

○教育長（福田裕生君） お答えいたします。 

本年３月に、一人１台端末と高速大容量のネットワークの一体的な整備を完了いたしました。

学校現場では、今年度からタブレットの利活用がスタートしております。現在、教員の指導力向

上や授業におけるＩＣＴの効果的な活用を目指し、取り組んでいるところです。ＧＩＧＡスクー

ル構想により、教育現場においてもデジタルトランスフォーメーションが急速に進む中、市とし

てもデジタル教材をより有効的に活用し、子供の学びの一層の充実や業務改善につなげられるよ

う取組を進めたいと考えております。 

その活用にあたりましては、子供の発達の段階や学習場面に応じた従来の対面型の授業と、デ

ジタル教材の良さを適切に組み合わせて指導することが極めて重要であると考えております。 

また、タブレットの持ち帰りにつきましては、先行実施の都道府県、本県の地域等の情報を参

考にしたり、専門家の意見を聞いたりしながら、安全対策等をしっかりと講じた上で、有効に使

えるよう準備を進めているところでございます。 

今後もデジタルトランスフォーメーションについて研究を進め、本市の実態からどのような進

め方がよいのかをしっかりと見極めながら、その充実を図ってまいりたいと考えております。 

○15番（小野広嗣君） それぞれお答えをいただきましたので、まず無電柱化の推進についてか

ら市長にお聞きをしてまいりたいと思います。 

この新町・上町通りの具体的な道路状況については、先ほど市長が述べられたように、もうこ

れまでも繰り返して述べてきておりますので、市長も十分現状は御存じだろうと思いますので、

これまでの流れだけ先にざっと申し上げて、質問に入りたいと思っています。 
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まず平成21年に、私も参加していたわけですが、商工会を中心に商店街の活性化対策を検討す

る中で無電柱化の意見が出されて、それを取りまとめた報告書が市当局にまず提出をされており

ます。 

そして平成26年３月定例会の一般質問で、私のほうで行ったんですが、「商店街の活性化に向

けて」という項目の中で、電柱の地中化について質問をした際、当局の答弁としまして、これは

港湾商工課長が答弁をされましたが、「これから先、地域の皆様方の意見を聞く機会等を設け、

商工会等とも連携をしながら、そういう声やいろんな意見を聞きながら検討していく」という答

弁でありました。 

それを受けて、翌年平成27年５月に、２日間にわたって商工・行政意見交換会が開かれ、その

際私も参加しておりましたけれども、無電柱化についても意見・要望が出されまして、商店街活

性化への多くの貴重な意見が出されました。 

こういった経緯を受けて、翌年の平成28年12月に一般質問を行いました。車の接触の危険性を

はじめ、歩行者の安全対策が急務であるとして、新町・上町通りの無電柱化を図る考えはないか

聞いております。その際、本田市長は「車両や歩行者の安全性及びこの地区の商店街活性化対策

との調整も含めて、今後関係機関と連携を図りたい。そしてこの地域にも電柱の地下埋設が可能

と思われるので、関係部署を招集し、このことは検討を加えたいと思う」と述べられたわけであ

ります。 

そして、翌々年の平成30年９月、これは下平市長に対してでございますが、一般質問を行いま

した。中心市街地の活性化に向けた取組を聞く中で、無電柱化の推進についてお聞きをいたして

おります。その際、下平市長は平成30年２月に、先ほどありましたように鹿児島県無電柱化協議

会へ加入をしており、「商店街の中心道路である市道上町線の無電柱化について協議をしている」

と、かなり前向きな答弁をされております。 

以上、ざっと申し上げましたが、こういったこれまでの12年ほどの一連の流れを改めてお聞き

になり、この無電柱化の推進については、今回で私４回目の質問となるわけでありますが、どの

ような思いで受け止められているのか、率直なお考えをお聞きしたいと思います。 

○市長（下平晴行君） これは、４回ほど議員が質問されたということで、進んでこなかったと

いうことであります。私も、先般答弁であったかどうか分かりませんが、歴史のまちづくり事業

の取組をすることによって、景観整備事業で無電柱化ができるんだということで、この事業の取

組をしていきたいというお答えを確かしたような気がしておりますが、そういうつもりで、私も

このことについては、しっかりとした本庁舎移転も含めてまちづくりをしていこうということで

は、真剣に考えてるところでございます。 

○15番（小野広嗣君） まさしくそのとおりで先ほど冒頭質問で、市長になってかなり前向きな

答弁をしていただいたというふうに理解をしているわけですが、その際、市長とのやり取りの中

で、市長はこう述べられているんですね。「駅周辺の整備、空き家・空き地・空き店舗対策、商

店街の無電柱化等については」、ここからが大事だと思うんですが、「現在、それぞれの部署が連
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携した職員体制の中で、具体的な取組を進めている」と言われているんですね。そして、「引き

続き電線管理者との合意に向けて調整を進めていく」というふうに述べられております。この点

については、その後どのような進展があったのかお聞かせください。 

○市長（下平晴行君） 無電柱化の進展状況でございますが、現在、鹿児島県無電柱化協議会の

中で、無電柱化要望リストに上げております。採択の前の合意形成に向けて、電線管理者との協

議を行っているというところでございます。 

○15番（小野広嗣君） 今の答弁をお聞きして、要望リストの中にしっかり上げていただいてい

ると、そういった中で様々な課題をクリアしながら進めていくしかないんだろうなというふうに

思うんですが、前回の市長とのやり取りの中で、市長はこう言われているんですね。「国交省の

ホームページ等でいろんなやり方、工法が紹介されている。現在情報収集を行っている状況であ

る」というふうに言われているんです。その情報収集の結果がどうだったのか、そしてこれまで

無電柱化に対してはコストがかかるというふうに言われていた時代があったわけですが、こうい

った工法等を基にして、コスト削減ができる、そういう手法が生まれてきているわけですね。そ

ういった意味からしたときに、こういった工法・手法を取り入れて、本市で今私が述べている区

間を無電柱化しようとした場合、どのくらいかかるのか。そういった積算というか試算はされて

みたのか、お示しをください。 

○市長（下平晴行君） まだ事業が採択されていない状況の中で、詳細な設計ができていないと

いうことでございます。工法ごとの工事費等の比較はできておりませんので、国土交通省の情報

を参考に１km当たりの概算の工事費を把握しているというところでございます。 

○15番（小野広嗣君） 今市長が言われたように、概算の積算といいますか、工法がそれぞれあ

りますので、その工法によって当然積算額は変わってくるわけでありますが、以前質問をした際

に、直埋め方式というのが一番コストが安くて済むと。そしてこれを実現するために、スピード

アップも図れるというようなことも述べておりますけれども、こういった協議は、九電のほうと

話されていないのか、そこら辺の協議状況も少しお示しをください。 

○建設課長（鮎川勝彦君） お答えいたします。 

小野議員がおっしゃったとおり、低コストの手法が今様々な方法が発表されているところでご

ざいまして、前回御質問があったときの直埋施設方式が一番安いだろうということで、現在九電

等に、この工法が日本国内で採用された実績があるのかとか、九州内でどうなのかという問い合

わせをしているところでございますが、まだ九州内では、実績がないというところでございます。 

○15番（小野広嗣君） 直埋め方式だけに限らず、一番素早く取り組めるのは、こういった工法

だろうと思うのですが、段階が工法によって様々にありますね。そういった段階等もしっかり見

ていただきながら、そこで当局としての積算みたいなものをしっかり上げて、九電さんとも協議

をしていくということも大事だろうと思いますので、そこは鋭意進めていっていただければと思

います。 

あと前回のやり取りの中で、市長はもう１点こう言われているんですね。「中心市街地活性化
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基本計画を策定している」、これは鹿児島市なんですが、「ここが有利な補助事業を導入している。

こういった先進事例もあるので、今後具体的に調査をしてみたいと考えている」と述べられてい

るのですが、この点については、補助金等も含めてですが、調査進展があったのかお聞きをした

いと思います。 

○市長（下平晴行君） 無電柱化事業に対する国からの補助としては、社会資本整備総合交付金

があり、補助率は50％から60％であるということでございます。 

○15番（小野広嗣君） 分かりました。お聞きしているのは、今の答えも当然理解をしているの

ですが、中心市街地活性化基本計画、こういったものをしっかり立てて、有利な補助事業を引っ

張っている鹿児島市の例がある。こういった例が全国的にはいっぱいあるわけですね。そういっ

た情報を収集して、内部の検討はどこまで進んだのか。そこをお聞きしたいところであります。

どうですか。 

○建設課長（鮎川勝彦君） 鹿児島市の中心市街地活性化基本計画の中で、無電柱化計画事業を

掲げて事業をしております。鹿児島市は、先ほど市長が申しました社会資本整備総合交付金の中

の特別メニューで、防災安全交付金というような形で事業をしているようでございます。私ども

もこの無電柱化計画を進めるのであれば、社会資本整備総合交付金の中の特別なメニューを使っ

て、要望していきたいと考えているところでございます。補助が全てではございませんで、また

公共事業債等の起債も活用しながら進めていきたいと考えているところでございます。 

○15番（小野広嗣君） よく分かりました。課長がそういった答弁で具体的に述べていただきま

したので、そういった方向で進めていきたいということですので、しっかり市長を中心に協議を

して進めていただきたいと思いますが、市長、これまでの前回のやり取りの中から、少し確認を

させていただきながら今この質問を行っているわけですが、改めてこの無電柱化の目的というも

のについて、市長はどのように認識されて理解されているのか、まずお示しをいただければと思

います。 

○市長（下平晴行君） 先ほども言いましたように、無電柱化につきましては、いわゆる安全性、

それから景観等とも含めて取組をしていかなければいけないというふうに考えております。しか

し、今までの質問の中にありますように、そういう商店街活性化の団体等との協議等も進めてい

かなけれいけないと思っておりますので、今おっしゃったようなことも含めて、まちの活性化、

景観も含めて取組をしていかなければいけないと思っているところでございます。 

○15番（小野広嗣君） 繰り返しになりますけど、景観であるとか安全対策であるとか、そして

防災対策であるとか、そういった必要性というのは、市長も当然共有されていると思います。今

商店街活性化対策というお話もされましたけど、この件は12年前に遡って、お互いにもう地元で

はその必要性は共有されていることなんです。だから改めて聞くとかいう次元ではなくて、当局

側がそういったことを十分に理解し、文書でも上がっているわけですから、要望書もね。そして

港湾商工課は担当の所管が変わりますので、それぞれ変わっていっても引き継がれているものだ

と僕は思っております。市長もそういう立場で、この商店街の聞き取りを本当に細やかにされた
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時期がありましたよね。本当に一生懸命されていました。そういった意味で一番分かっていらっ

しゃる市長だと、そこは思いますので、そういったことはしっかり理解していただきながら、前

へ進めていっていただきたいたいなと思うんですけど、今そういった目的から考えたときに、こ

の志布志市内には一体どれだけの電柱が立っているんだろうかと思われたことはないのかなと思

うわけですが、担当課のほうにもそういったことは、僕も何度もこれまでも投げかけております

ので、もしお分かりであればお示しをください。 

○市長（下平晴行君） 建設課が管理している路線においては、電柱は１万299本ということで

ございます。 

○15番（小野広嗣君） 大変な数でございますけれども、それでは、今回の質問の範囲となりま

す新町とか上町、もっと言えばこのちょうど前川の手前の東町郵便局までは、何本あって延長は

どれくらいなのか。ここをお示しいただければと思います。 

○市長（下平晴行君） 延長については1.4kmで、電柱の本数が34本から49本ということでござ

います。 

○15番（小野広嗣君） 本数が49本で、延長が1.4kmということであります。前回様々に聞いて

おりまして、聞く際にも私のほうでも調べておりますけれども、ほぼ一致する数だと思っており

ます。 

市長、先ほど質問にあたって、市長のほうにも事前にお届けしましたけれども、この「通行区

間の安全快適性上町線」というこの写真、市長のほうに先ほど質問前にお渡ししました。そのほ

うがいいかなと思いましたので。これは同僚議員も皆さん見ていただければ分かると思いますが、

大変な状況ですね。軒並み電信柱がずっと立っていました。車は、後ほど質問する白線をずっと

またいで、いわゆる歩道に入り込んで、歩行者がこのままいるとはねられますね。こういった状

況が、いわゆる通勤時あるいは夕方、昼食時、頻繁に見受けられているんですね。こういった写

真等から判断しても、大変なところだなと思うわけですが、市長、どういう感想をお持ちでしょ

うか。 

○市長（下平晴行君） 今までは下を向いて歩いていましたので、あまりそのように思っていま

せんでしたが、この写真を見ますと本当にこんなふうなまちなのかと、びっくりしているところ

です。これがなくなった場合には、本当にすばらしい景観もあるまちになるのではないかと思っ

たところでございます。 

○議長（東 宏二君） ここで昼食のため、休憩いたします。午後は１時５分から開会いたしま

す。 

──────○────── 

午後０時00分 休憩 

午後１時01分 再開 

──────○────── 

○議長（東 宏二君） 会議を再開いたします。 
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○15番（小野広嗣君） 先ほど市長のほうにも見ていただいて、こういった写真の状況の中から

大変な状況にあると。普段はそう感じないかもしれませんけれども、改めて見ると驚くという話

で、先ほど副市長のほうも、そういった感想を休憩時間に述べていただきましたけれども、そう

いった中で景観であるとか観光そして安全、快適、防災と、こういった目的意識の中で、国にお

いても様々な議論がこれまで重ねられてきたわけです。そうした中で、無電柱化の日というのが

そういった議論を経て決まったわけですが、このことについて市長は御存じでしょうか。 

○市長（下平晴行君） そのことについては、存じていないところであります。 

○15番（小野広嗣君） 以前、本田市長にもお聞きしましたけれども、御存じでないという答弁

でありましたけれども、実は市長、平成26年11月10日に無電柱化の日というのを決めているわけ

ですが、この11月10日というのは「１」を電柱と見立てて、それが３本並ぶわけですね、そして、

それを「０」にする日ということで、11月10日が無電柱化の日となっているということで、無電

柱化を進める上でも、ぜひ心に受け止めていただければと思います。 

これを１年後に、実は無電柱化を進めるための市町村の会が全国の市町村長が集まってスター

トをしているんですね。調べてみましたら、本年５月現在で288の市町村が参加しておりまして、

県内でも15市町村がこれに参加をしております。実はお隣の都城市の池田市長は、この会の幹事

をなさっております。本市は、まだここに参加しておりません。定住自立圏構想等でも都城市と

様々な情報の共有、施策の共有をしております。そういった意味からも、この会にしっかり入っ

ていただいて、この施策の推進を進めていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 今までそういう無電柱化の推進等々の文書等も見ていないところであり

ますが、都城市の池田市長とは都城志布志道路促進協議会等々でも一緒に要望活動をしておりま

すので、その機会にお会いした時にお話を聞きながら進めてまいりたいと考えております。 

○15番（小野広嗣君） ぜひこの会に入りながら、様々な情報が入ってくるようでありますので、

それを入れながら推進をしていただければと思います。国も本年５月に、２度目となる無電柱化

推進計画を定めておりました。この推進計画については、国のほうで県と市に、努力目標として

定めていただきたいということを要請しておりますので、ぜひとも本市においても計画的に進め

ていく上で、この無電柱化計画の策定が必要ではないかというふうに思っております。国におい

てもそういった相談窓口として、いわゆる九州地方整備局であるとか、ここで無電柱化ワンスト

ップ相談窓口とかも用意しております。鹿児島県の無電柱化計画等も見ていると、しっかりとし

たまとまりで、10年計画で、10年スパンで去年からスタートしているようでありますので、そう

いった例が身近にいっぱいございますので、そういったものを引き入れながら、この推進計画の

策定というものに今後取り組んでいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 今回、国の無電柱化推進計画が見直され、無電柱化推進期間が令和７年

までに延長されたことから、鹿児島県無電柱化計画も見直されるのではないかと考えますので、

その内容などがどのようになるのか検討してまいりたいと考えております。 

○15番（小野広嗣君） ぜひ、さらにそういったものを参考にしながら、検討を深めていってい
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ただければと思います。 

実は市長、ここに「無電柱化革命」という本がございます。これは小池百合子さんと東大大学

院の松原教授の共著です。実は、小池さんも松原教授も神戸市出身なんですね。そしてそれぞれ

の実家が、阪神淡路大震災を経験されております。中でもこの松原教授は、その震災の際に妹さ

んを亡くされております。どういった状況だったかと言いますと、電柱が倒れまくっておりまし

て消防車が入れない、救急車が入れない。そういった状況の中で家屋の中で倒れている人を救え

ないという、まさにこの世の地獄としか言いようがない、そういった体験をされているんですね。

そういった状況の中で、何も電柱が悪ではないんです、電線は必要なんですね。だけれども、防

災から見たときに、電柱をやはり無くしていかなければならない。そういう思いが小池さんもこ

の松原教授も強くて、無電柱化革命という本を出されて、この推進に取り組んでいらっしゃいま

す。このことについて、市長の御感想を求めておきたいと思います。 

○市長（下平晴行君） 本市においても、豪雨や台風など災害が年々多くなっているというふう

に感じておりますが、テレビ等でも電柱が倒れて車の往来ができないような状況を見るわけであ

りますが、そういうことから含めて、本当にその必要性を十分に感じているところであります。 

○15番（小野広嗣君） ただいまの市長の率直な思いをお聞きしましたので、十分理解をすると

ころでありますけれども、ぜひ担当職員の方には、こういった本をしっかり読んでもらえたら有

り難いなと思っています。無電柱化に対する認識はさらに深まると思いますし、市長は大変忙し

いですので、そのエキスの分だけでも、市長に職員の皆さんからお伝えしていただければと思い

ます。 

この中を読んでいきますと、「広がれ、まちの無電柱化」といいまして、埼玉県川越市の例が

実は出ております。川越市は歴史的な蔵造り、商家のまちであります。無電柱化の整備前に比べ

て、実は観光客が２倍増えています。これは300万人から650万人に増えているんですよ。およそ

２倍強増えている。これは、全て無電柱化の整備によってそうなったと言われています。志布志

市も歴史のまちづくりの推進を標榜しておりますので、交通安全対策であるとか防災対策である

とか、交通空間の安全性であるとか様々ありますけれども、そこに景観が入ってきて、そして観

光が入ってくる。こういう点からも、この無電柱化というのはすごく大事だと、僕は思っていま

す。市長も、これまでの答弁を見てもそういう理解をされていると思うんですよ。そういった意

味では、まちのブランド力を高める上でも、この歴史のまちづくり構想と合わせた、いわゆるま

ちづくり、無電柱化の推進というのは、すごく大事だと思いますが、その観点から観光という観

点から、市長はどう受け止められるのかお聞かせください。 

○市長（下平晴行君） 歴史遺産を活用した魅力ある観光まちづくり計画を策定し、その中でも

街並み整備事業として電話・電気線の地下埋設化を掲げております。また先ほど歴史のまちづく

り事業でのことも話をしましたが、これも景観整備事業というのがありまして、いわゆるそうい

う無電柱化の事業等もあるわけであります。そのような取組をしていけたらと思っているところ

であります。また、この区間は通学路でもありますが、交通安全対策、防災対策、景観対策など
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あらゆる面で必要な事業と考えますので、商店街や近隣住民の皆様の御理解をいただきながら、

進めてまいりたいと考えております。 

○15番（小野広嗣君） ただいま市長のほうから十分理解をされた上で、必要な事業であるとい

うことで、目的に沿った先ほど述べていただきましたその観点から、今述べられたように観光等

も入ってきますので、ぜひとも前に進めていっていただきたい。この点については、市長とも個

人的にも何回となくお話をさせていただき、市長もぜひとも必要な事業だというふうにこれまで

も述べられました。先の６月定例会でも、２期目の出馬の意向を問うた際に、市長も出馬の意向

を述べられましたので、そういった意味から言うと、これは私自身の個人的な思いでもあります

けれども、市長のマニフェスト、公約等でも、しっかりこの無電柱化の推進ということをうたっ

ていただいて、やはり真を問うとかいう思いであっていただきたいなというふうに、これは私の

思いとしてあります。そういった意味では、この項の最後として、市長にその意気込みについて

お聞かせいただければと思っております。 

○市長（下平晴行君） 先ほど申しましたとおり、通学路でもあり、交通安全対策あるいは防災

対策、景観対策などあらゆる面で必要な事業だと思っておりますので、いつの時点でそのことが

できるか、できるだけ早めに内部でも協議をしながら、取組をしてまいりたいと考えております。 

○15番（小野広嗣君） 十分理解できる答弁でありますので、次の質問に移らせていただきます。 

交通安全対策のうち、信号機の設置の件からまずお聞きをしたいと思っております。市民から

御相談のあった３か所の設置要望について、初めに２、３点ほどお聞きをしまして、それから後

で全体的な市長のお考えをまた伺いたいと思っております。これまでも、市道の安全対策の観点

から一般質問を行ってまいりましたが、当局も御存じのとおり、１か所目については、これは私

の家の近く。いわゆる市道昭和弓場ヶ尾線、ここと市道上町線の交差する地点の件であります。

御存じのように、ここは見晴らしが悪い上に信号もなくて、そして極めて危険な状態、交差する

３か所に一旦停止線はしっかりあるんですけれども、これは郵便局側から優先となっておりまし

た。ときにはものすごいスピードで駆け上がってくる車もあります。当然停止する必要がないわ

けですので。ところが、その優先車である車は停止しなければいけないと思って停止する場合も

あります。停止しなければならない車が、逆に走ってくる場合もあります。そして、お互いが上

町線同士で新町に向けて行くと、お互いがこの見合ってしまう。こういったこともあって、過去

にも接触事故等が相当ございました。そういった観点から見れば、地元からの要望書も当局に上

がっています。そしてこのことは、過去にも質問をいたしておりますが、その後警察署との協議、

その内容等はどうだったのかお示しをください。 

○市長（下平晴行君） 市道昭和弓場ヶ尾線と上町線の交差点の信号機設置においてでございま

すが、平成27年５月に要望書を提出しておりますが、大原方面からの下り勾配がきつく、交差点

手前が曲線であり、現状では信号機の設置はできないところでございます。 

○15番（小野広嗣君） 今あった答弁は、そういったやり取りは本田市長とやったときにも、そ

ういった答弁は返ってきていないんですよ。その後の要望とか出ているんですね。そういったこ
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とに対して理解ができていないから、そういった答弁になるんだろうと思いますけれども、ここ

の信号機の設置が難しいことは、僕も十分分かっています。けれども僕が質問を行った際に、何

ができたのかといったら、交差点の線をしっかり引く、優先順位をしっかり付けるとかそういっ

たことだけが行われました。それだけでも進んでよかったなという地元の声もありましたけれど

も、ここ本当に難しい道路だなと。確かに市長が言われるように、上からの線が急勾配になって

います。そこで信号によって急に止まれるのかという問題も十分承知をしていますが、じゃあど

うすればいいのかと。この問題はずっと棚上げ状態で来ているんですよ。そういった中で、今の

ところこの信号機の設置が市として難しいのであれば、市長にも何回となくお話をしております

けれども、あの写真館の隣の荒れた土地がありますね。あそこをしっかり整備して景観もよくな

る、そして拡幅をすることによって通学路が広がっていく。そしてもっと言えば、あの通学路は

私どもの地域の避難路でもあるんですよ。いざ緊急の避難のときに、あの狭さだけではとても避

難ができないというのは、もう目に見えているんですね。そういった観点からも、もし信号がま

だまだ先であるんであれば、そういったことにはしっかり取り組んでいいただきたいと思います

けれども、いかがでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 今議員がおっしゃったようなことをすることで、そのことが安全性が担

保されるというようなことであれば、そういうことを含めて現状をしっかり確認して、できるこ

とから取組をしてまいりたいと考えております。 

○15番（小野広嗣君） ぜひ、この件は市長が一番御存じなわけで、何回となくそのことは本田

市長のときから申し上げていて、それが受け継がれて、市長も十分そのことは理解をされている

と思いますので、前向きな検討を加えていっていただきたいというふうに思っております。 

後で総論としてまたお聞きしますけれども、２か所目は、市道香月線と稚児松・松波線の交差

点、この点についてであります。以前ここについては、一旦停止の方向が変わった際に、危険だ

という声が上がって、「信号機を早く設置すべきである」との市民の声を当局に届けたわけです

が、その際には、「市道香月線の延伸工事が完了して、東九州自動車道の志布志有明インターに

つながっていくと交通量が増えて危険なので、それに合わせて速やかに設置できればと考えてい

る」とのことでした。現在、市民からも「ここは危険なので、早く設置してほしい」との声もお

聞きしますし、既に当局にも要望が上がっていると思いますけれども、ここについてはどうなっ

ているのかお示しをください。 

○市長（下平晴行君） 市道香月線と稚児松・松波線の信号機設置におきましては、香月線延伸

計画時から公安委員会に要望しており、香月線と東九州自動車道の開通時期に合わせて設置の要

望を再度しておりますが、いまだに設置できない状況でありましたので、通学路、交通安全点検

の中で改めて回答を求めているところであります。 

○15番（小野広嗣君） 今の状況は、今の市長の答弁で理解をするわけですが、全員協議会でも

この市道香月線の延伸スケジュールの説明があった際にも聞いているんですね。そして、これま

でもここは交通量の増加に伴う安全確保というのが、すごく懸念をされていたわけですけれども、
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例えば今はコロナ禍であって、この運動公園であるとか港等でイベントは制限をされているわけ

ですね。けれども、ここが一旦イベント等が行われるようになると、大変な交通量になっていく

わけですね。危険度が増していくと。そういった意味では、車同士の接触、あるいは接触の危険

性ですね。道路の優先順位はあったにしても、あそこは一旦停止がどっちかというのが、いまだ

に分かっていない方もいらっしゃって、かなり危ないと言われております。こういったケースも

ありますので、非常に憂慮はしているのですが、こういった本当に危険を感じる箇所に関しては、

しっかり警察当局にも強く要請をしていただければ有り難いと思っておりますが、重ねていかが

でしょうか。 

○市長（下平晴行君） 信号機の件については警察の関係でありますが、なかなか設置について

のお願いができないような状況であります。これは公安委員会ではなくて志布志警察署に再度お

願いをして、早急に設置ができないかということで、再度お願いをしてまいりたいというふうに

思います。 

○15番（小野広嗣君） 後で、この点に関しても総論で聞かせていただきますが、次に、３点目

ですが、県道柿木志布志線と市道昭和弓場ヶ尾線の交差点についてであります。市長も御存じだ

と思いますが、以前から信号機はもとより無いわけですが、横断歩道もなくて、危険であるとの

声が上がっていたわけですが、現在この東九州自動車道や都城志布志道路がつながってからは、

これまで以上に車の通行量が増えて、県道と交差しているのに、市長、実は市道がめちゃくちゃ

広いが故に、その市道をめちゃくちゃスピードを出して走っている車が多い。見通しも悪いです

よ、カーブを切っているからですね。非常に危険であるという声が上がっているわけですが、こ

の点について当局はどのように受け止めていらっしゃるのかお聞かせください。 

○市長（下平晴行君） 県道柿木志布志線は、バス路線であり、市道の昭和弓場ヶ尾線は交通量

が増え、危険な交差点であるというふうに認識しております。信号機設置の要望を公安委員会へ

行いたいと思います。なお、市道部分におきましては、スピードを抑制するような対策の検討を

行いたいと思います。 

私もここを通って仕事に来るわけでありますが、おっしゃいますように、市道側の道路の幅が

広くて、県道は狭いというようなことで、市道のほうがスピードを出して通っているというよう

な状況であるわけでありますので、やはり県道のほうからのいわゆるカーブになっているために

交差点の中まで入ってくるような状況もよく見るわけでありますので、これも改めてお願いをし

てまいりたいと思っております。 

○15番（小野広嗣君） まさしく市長が言われたように、御相談のあった方々の中からも、「市

長はここを通っていらっしゃるから、一番よく知ってらっしゃると思いますよ、小野さん。」と、

つい先だって言われたばかりでございまして、よく御存じだと思いまして、今の答弁は理解しま

すし、公安委員会の方にしっかりおつなぎをしていただければというふうに思うのですが、ここ

については、順番的に言えば「せめてこの横断歩道とか、点滅信号でもいい」という声がありま

す。一方で言えば、スピードを上げている車がありますから、市道においては市でできる交通規
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制というか、スピードをダウンさせる方法とか、標識を掲げることによって、市道においてもや

り方というのがあるのではないかという声もいただいたところであります。この点についてはい

かがでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 市でできることがどういうことなのか、看板等々でできるのか、そこ辺

は現状をまずはよく見て、対応してまいりたいと思います。 

○15番（小野広嗣君） ぜひ建設課等とも協議していただきながら、現地のことは多分現場課の

課長もよく御存じですので、しっかり検討方をしていただきたい。 

この信号機の設置については、事は市民の命に関わってくるような問題にも直結していくわけ

ですね。そういったことを調査をしながら、しみじみと実感したんですけれども、この本会議場

においても、様々な議員の方々から様々な地域のそういった信号機の設置要望とか道路の状況に

ついて、質問等のやり取りがありました。そういった中で、要望も直接市に上がったりもしてお

りますけれども、なかなかうまくいかない。やはり相手があるわけですので、県警、港湾、様々

あるわけで簡単にはいかないんですが、また今年も諦めかと。そして道路事情は、この道路の拡

幅の状況も厳しかったりして、なかなか信号設置までいかないみたいよとか、様々な返事をいた

だいて諦めの感が漂ってしまうと。けれども、やはり市民の安全ということ、命を守るというこ

とであれば、こういったことに対して当局は、おざなりに対応してはいけないと思っているんで

すね。棚上げ状態にしてはいけない。先ほどの私の家の近くの問題もそうですが、絶対にそうい

うことではなくて、やはり地元はその要望がかなうまで要望は続けるわけですので、そのことに

対してどういう状況であるのかというのをしっかりとお返しし、市と市民との信頼関係というも

のが、しっかり構築されていかなければならない。この辺についてはどうお考えでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 国・県などの要望に対しては、進達や要望書等を提出をしているところ

であります。また、土木協会などの要望活動の中では、私が直接要望している場合もあるところ

でございます。信号機などの要望に関しましては、志布志警察署長とお会いする機会などを通し

て、お願いをしてまいりたいと思います。 

○15番（小野広嗣君） ぜひ、そういう方向で進めていただければと思います。 

次の観点に移らせていただきますけれども、この車道外側線という言い方は、正式な言い方で

すけれども、この白線が消えてしまっているために、通行する車がその消えた白線を越えて走っ

ていると。もうすごく多いですね、そういうことが。がゆえに、通行人との接触事故につながら

ないかとひやひやする箇所が何か所もあるという御相談と思います。同じようなことですが、市

内の道路というのは白線が本当に消えていて、通学路でもそういったところがあると。それで危

ないので引き直してほしいと。このことを誰に言っていいのか分からないのでメールをしました

という相談もございました。確かに、白線の引き直しというのを考えたときに、市道であれば志

布志市、県道であれば県、国道であれば国。これは横断歩道とかになってくると、県警、公安委

員会と。非常に分かりづらい。市民から見たら、市だろうというふうに見る人たちが多いわけで

すね。ずっと調べてみますと、６年前の志布志市の広報で、この立て分け等を少し説明していた
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だいておりますけども、小さな記事でした。これでは分かりづらいなと。そういう意味ではしっ

かりと市民に届くように、分かりやすいくイラスト等も入れたりしながら、ページ数をしっかり

押さえて広報してほしいと思いますが、いかがでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 白線でございますが、毎年予算の範囲内において、要望のあった箇所を

中心に対応をしているところでありますが、現在、通学における交通安全のさらなる確保につい

て、国・県からの緊急点検の指示があり、危険箇所の点検を行っているところであります。今後

は対策案の検討を行い、外側線などの引き直しなどを含めて交差点内の安全確保など、早急に取

り組んでまいりたいと思っております。 

また、過去に交通安全対策の周知の中で、広報の関係でございますが、少し掲載したところで

ありますが、改めて市報かホームページ等で掲載してまいりたい。おっしゃいますように、国道、

県道、市道、農道あらゆるものが市道だと市民は思っていらっしゃるということで、このことに

ついては、関係する課とも協議をしたところであります。ですから、そういう市民から見た対応

の仕方、これはしっかりと対応していかなければいけないと。国・県がやる分は国・県に対して

それぞれの要望を出すのではなくて、やはり市がその中に入って対応しているわけでありますの

で、それと併せて対応してまいりたいというふうに思っております 

○15番（小野広嗣君） 理解できましたので、ぜひそのように進めていっていただければという

ふうに思います。その際、広報においては、信号機や横断歩道等に関する権限は公安委員会、そ

うした場合に、鹿児島県警では、この道路標識とか交通信号の意見箱というのを設置しているん

ですね。標識ボックスであるとか信号機ボックスが設置されています。そして書面やＥメール、

電話による受付も行っていますので、周知する場合には、そのことも併せて掲載していただけれ

ば、市民の理解度は増すと思います。その点どうでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 市民の皆さんが、行政に伝えやすい対応の仕方をしてまいりたいという

ふうに思います。 

○15番（小野広嗣君） 白線の話に戻らせていただければ、この道路の外側線、横断歩道や一旦

停止とか様々かすれたり、消えたりしているわけですね。何でそうなるんだと市民から聞かれる

わけです。そういったときに、先ほど予算の範囲内でと市長は答弁をされましたけれども、この

原因というのは一体何なのでしょうか。予算不足が原因なんですか。 

○市長（下平晴行君） いろんな事業については、予算の範囲内で毎年計画を立てて事業をして

いるわけでありますが、そういう中での予算の範囲ということであります。これはおっしゃると

おり、白線が私が見ても、また要望をされている箇所についても、しっかりとそのことについて

は対応していかなくてはいけないといのは感じているところでありますが、その予算の範囲とい

うのは、予算が限られた中での対応でありますので、その予算をどのように確保して対応してい

くかということも、総体的にどうしてもしなくてはいけないこと等も含めて、予算の配分の在り

方を検討していかなくてはいけないと思っております。 

○15番（小野広嗣君） それでは改めてお聞きしたいわけですが、この下平市政になってから、
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この交通安全施設の要望件数、そしてそれを受けて整備された件数、こういったものを３年弱に

なると思いますがお示しください。 

○市長（下平晴行君） 交通安全対策としては、白線の引き直し、ガードレール・カーブミラー

の設置など、過去３年間で111件の要望をいただき84件の対応を行っております。また、その他

にも舗装の打開工事や打換え工事において、白線の引き直しを行っているところでございます。 

○15番（小野広嗣君） 今数字をお示しいただきました。それなりに取り組んでいらっしゃると

思いますが、そういった御要望等を受けて整備した実施率という言い方が正しいのかは分かりま

せんけど、約75％ぐらい進めていただいているということでありますけれども、市長、この外側

線とか規制線がはっきり見えると、もう当然事故を防げるわけですね。そういった意味では、本

当にさっき市長が言われたように、限られた予算の範囲の中で何かできるかというのを精査して

いきたいという答弁、それは市長として当然でしょうけれども、やはりこれは一つ命が関わって

いく問題だから、本来ならばしっかりとして、予算を抜本的に見直して増やしていくという方向

性だけは持っていっていただきたい、これが一つ。そして県と国にも、この引き直しについても

素早く対応できるように物申していただきたい。この２点について答弁を求めておきます。 

○市長（下平晴行君） おっしゃいますとおり、子供たち含めて市民の生命・財産を守るという

部分では、はっきりと白線の対応をしていかなくてはいけないというふうに思うところでありま

すので、その予算がどういう形で編成ができるのか、そこも内部でしっかりと決めていきたい。 

それから、国・県に対しても、もちろん国道、県道あるわけでありますので、その対応もして

いただくように併せてお願いをしてまいりたいと思います。 

○15番（小野広嗣君） ぜひそう願いたいわけですが、今回交通安全の観点から、信号機の設置

とか道路標示の問題など、いっぺんに述べたわけですけれども、後ほど同僚議員からも質問があ

ると思いますが、このマスコミをにぎわせた直近の悲惨な事故がありました。これを契機に、道

路上での安全対策が市民の間でも非常に関心が高まっているんですね。こういった時期をしっか

りと捉えて、道路上の表示についても総点検をしっかり担当課でも行っていただいて、併せて、

実は一番言いたいのはここなんですが、県警等に対しても志布志警察署に対してもそうですが、

担当課はいろいろと日常的に協議をされていますけれども、ここぞという危険箇所に対しては、

ここが遅れている、ここは急いでほしいということに関しては、市長自らが乗り込んでいって訴

えると、そのくらいの思いで取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○市長（下平晴行君） その気持ちは十分あるわけでありますが、ここで言っていいか分かりま

せんが、警察がどこまで対応していただけるのかですね、私が行って対応していただけるのであ

れば大変ありがたいのですが、そこも含めて考え方というか検討させていただきたいと思います。 

○15番（小野広嗣君） ここであまりそのことを強く言うと、市長の今後の立場もあるでしょう

から。ただこの件については、市長のリーダーシップを本当に期待しておりますので、前に進め

ていただくように要請をしておきたいと思います。 

次へ移ります。企業版ふるさと納税ですが、本市もチャレンジされているのはよく分かります。
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だけど私のほうから見て、本市のあの地方創生のプログラムをいっぱい見ると、まだまだ訴えら

れる力があるなと、伸びしろはあるんだなというふうに思っているんです。その観点から今回質

問しているんですが、現在までの成果として、これまで依頼した企業の数だとか、そしてその結

果受けた寄附の件数、そして寄附総額、こういったものをお示しください。ホームページでは、

私もある程度確認はしております。 

○市長（下平晴行君） 税制改正後である昨年度は、３社より御寄附をいただいたところでござ

います。令和２年度、鹿児島県では32の市町村が、企業版ふるさと納税に係る地域再生計画の認

定を国から受けているところでありますが、そのうち約半数の15市町村は、寄附がなかったとい

うことでございます。十島村など突出して寄附件数が多いまちがございますが、３件以上の寄附

をいただいたのは、本市も含めて７市町村であり、税制改正後の初年度としては、よいスタート

を切れたものというふうに考えております。ＢＴＶ株式会社が500万円、外山木材株式会社が10

万円、ＬＲ株式会社が110万円、白水興産株式会社が100万円御寄附をいただいているところでご

ざいます。 

○15番（小野広嗣君） 今市長が述べていただきました。大体700万円強の寄附額ということだ

と思います。そういったこれまでの取組をしていただいて動いてこられた、その中から見えてき

た今後の見通しといいますか、企業訪問だとかＰＲをされてきているわけですので、それを通し

て得た今後の手応え、こういったものはどうなのかお示しください。 

○企画政策課長（西 洋一君） これまでの実績につきましては、先ほど市長が答弁された内容

になろうかと思いますが、今後におきましても、先ほど御質問にもありましたように、総合戦略

全てのプロジェクトが寄附の対象となっておりますので、企業側としてもそれぞれの企業理念で

あったり、事業展開に合致した事業に対して寄附をするという傾向がございます。ただ、全てを

出すことで埋もれてしまうと、その事業がなかなか表に見えてこないという部分もありますので、

そこについては、しっかりとそれぞれの企業ごとにＰＲしていくプロジェクトを仕分けして、取

り組んでいきたいと思っております。 

○15番（小野広嗣君） 分かりました。市長、担当課による本年７月１日付の事務事業の一覧表

というのをちょっと見させていただきました。そうすると、この民間企業に対して推すプロジェ

クト、いわゆる地方創生に取り組む意義ですね。ここの絞り込みは、なかなか本市はできていな

いという評価をしています。そういったことから言えば、この課題の克服については、どう考え

ていらっしゃるのかお示しをいただければと思います。 

○市長（下平晴行君） 今おっしゃったように、推しが足りないということであるとすれば、や

はり企業との連携、お願いにあがったり、そして私は、やはりそれぞれの課で関連している企業

等々もあるわけでありますので、そういう課と兼ね合いのある企業等々の連携をしっかり図って、

そういう御寄附をしていただくような取組はできないのかどうか考えているところでございます。 

○15番（小野広嗣君） 今僕がお聞きしたのは、絞り込みができていないという状況、そこをど

う克服するのかという問いでありますけれども、少し答弁がずれていたと思うわけですが、そこ
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はいいです。答弁自体が間違っているわけではないですよ。ただ、聞いたことに対して少し違う

かなという感じがしました。 

それで市長、もう御存じなんですが、この企業版ふるさと納税制度で企業が受けるメリットと

いうものに注目をすると、企業は最大で寄附額の約９割が軽減される。実質的には企業の負担が

約１割まで圧縮をされるわけですから、節税効果は極めて高いんですね。そしてその上で寄附を

したとすれば、その企業は地方創生に最も熱心な企業だというイメージアップにもつながるわけ

ですよ。その上で自治体への寄附を通じて、その地域とのつながりも生まれてくると。そうする

と、そこから新たな事業の展開というのも生まれるわけですね。そういったことを考えれば、極

めて企業にとっても魅力的な制度だと僕は思うんですが、市長はどう受け止めていらっしゃいま

すでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 企業版ふるさと納税については、企業にとりましても社会貢献による自

社イメージの向上、それから地方創生への参加といったプラス面があるところでございます。ま

た、関係性を深めた上で、地方公共団体とのパートナーシップの構築、地域資源などを生かした

新事業への展開なども期待ができるものと考えられます。国においても、こういったメリットに

ついて広く周知が図られているところでありますが、本市においてもプロジェクト組立てや見せ

方の工夫を凝らして、周知を図ってく必要があるというふうにあります。 

先ほど言われましたとおり、企業にとっては９割の税の軽減効果、それから地域への貢献、人

材育成等々が図られるわけでありますので、そういうことを説明しながら取組ができればという

ふうに考えております。 

○15番（小野広嗣君） 企業に対してはそういうことでありますね。市長が今答弁されたとおり

であろうと思います。一方で、逆に自治体にとっては、いかに多くの企業から寄附を集められる

のかというのに対して、知恵を絞らないといけないわけですね。本市は、企業にとって魅力的な

事業を立案できているのかと。そして、興味を示してくれそうな企業のリサーチができているの

かと。いわゆる自治体の戦略的な取組が求められていると思うわけですが、僕は、まず何よりも

情報発信力の強化が必要だろうと思っているんですね。そういう意味では、企業版ふるさと納税

のＰＲができる、その特化したポータルサイトを構築して、全国の企業に向けて市のプロジェク

トに対する寄附を募集すると、これが一番大事だろうと。なぜこの質問をするかというと、うち

はふるさと納税はすごいです。そのふるさと納税のコーナーの中に、ちょっとだけ企業版ふるさ

と納税のコーナーが載っているだけなんですよ。隣の大崎町はしっかりしたものを作り上げてお

ります。鹿児島市もそのためのチラシまで、「貴社の力を鹿児島市の力へ」と、市長、こういう

チラシを身近なところで鹿児島市なんかも作っていますので。本市も知恵を絞ってこういったこ

とに対して取り組んでいただきたい。しっかりしたポータルサイトの構築というのが大事かと思

いますが、この点いかがでしょうか。 

○市長（下平晴行君） これまで寄附をいただいた企業を訪ねてみますと、やはり自社の事業と

関連のある事業を好まれるようであります。そういった意味において、現在、まち・ひと・しご
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と創生総合戦略全体が寄附対象事業であることから、お好みのものを広くお選びいただけるとい

うメリットもございます。 

一方では、一つの画期的な事業を立上げ、その事業そのものに共感を得て、寄附へつなげると

いった手法があるということも存じ上げているというころでございます。 

そういうことで、令和２年度においては港湾商工課を主軸としながら、企画政策課との連携体

制を進めてきたところでございます。企業に訴求できるようなプロジェクトの絞り込みができな

いなど、難しい部分もあったようでありますが、企業版ふるさと納税については、事業の組立て

から実施、地域再生計画の管理、プロジェクトの決定、寄附の募集、情報発信、受入企業とのつ

ながりの構築、国との連携、財政面での調整など、多様なプロセスがございます。さらには令和

２年10月から人材派遣型も加わり、多様化・拡大化が進んでおります。このような状況を踏まえ、

これらを一元的に扱える担当部署の設置も、一つの選択肢としつつ、企業版ふるさと納税のどの

ような取組を特化していくのか、それにどのような役割分担が必要であるのか、全課をもって検

討してまいりたいと考えているところでございます。 

○15番（小野広嗣君） 分かりました。後ほど突っ込んでお聞きしたいということに関する答弁

が先に出ておりますけれども、改めて聞かせていただきたいと思います。先ほど少し例に挙げま

した大崎町は、インターネット事業の最大手のヤフー株式会社、ここから寄附金を4,600万円い

ただいたというニュースがテレビや新聞でずっと出ていましたけれども、これは８団体が採択さ

れているんですね。実は、普通は我々のほうから「寄附をしていただけませんか」と言うんです

けど、これは「カーボンニュートラルに関して手を上げる自治体はありませんか、そこには寄附

できますよ」という、ヤフーが募集したことによって大崎町も手を挙げて採択されたわけですよ。

僕はここを見ていて、すごくお隣がそういうふうになったので、このことには拍手喝采ですが、

一方では同じようなことをやって、同じようなＰＲもできる本市がそのことに手を挙げていない、

あるいは情報を得ていなかった、そういう状態にあったのか。そこをすごく気にしたところであ

りますが、その辺の原因とか状況を少しお示しください。 

○市長（下平晴行君） 今おっしゃいましたように、やはり大崎町がそういう多額の御寄附をい

ただいたということでは、大変嬉しいことでもありますが、悔しいところでもあります。企業側

からの募集という形態での企業版ふるさと納税については、主流ではないものの今後増える可能

性もございますので、アンテナを高く張り、情報収集に努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○15番（小野広嗣君） 市長のほうからアンテナを高く立てて、情報収集をしていきたいという

ことでありますから、その点から見たときに、すごく気になるのは、地方創生を所管する企画政

策課とこの地方創生関連事業を所管するそれぞれの課との連携というのがどうなっているんだと、

しっかり取れているのかなと。様々な情報が企画政策課にも各課から上がっているのかと気にな

るのですが、その辺はどうなんですか。 

○市長（下平晴行君） 地方創生担当については、今年度から企画政策課内の企画調整係、地方
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創生広報戦略係の連携体制にて推進しており、各課との連携体制にも厚みが増していると考えて

おります。また、地方創生に資する情報については、関係課への個別の声掛けをはじめ、庁内掲

示板を利用してメールマガジンのように発信するなど、各課のアンテナにかかりやすくするよう

に取組を実施しているところであります。今後もこれまで同様に総合的な視点での地方創生担当、

専門的な視点での各課が、情報を共有しながら連携を深めて取り組んでまいるということでござ

います。 

○15番（小野広嗣君） そういう意味では、今の市長の答弁はよく理解できるんですけれども、

本市としては企画政策課がその担当になっていて、各事業主体の課と連携が取れているんですか

という質問なんです。連携が取れていれば、先ほどのヤフーみたいなこともどうなんだろうねと。

企画政策課ではなかなか知り得ない場合もありますね。これを逆に市民課であるとか、港湾商工

課であるとか、ここがつかんだ後に連携が取れていれば、素早く手を打てると、僕はそのように

思うんですよ。そこらについて、これまでそれができていたのかというのを聞きたいんです。 

○企画政策課長（西 洋一君） これまでの企業版ふるさと納税の寄附の実績の取組につきまし

ては、企業との接点が多い港湾商工課が主体となって、企業等にＰＲをした後に寄附を受け入れ

るというような形で、今年度企画政策課のほうに所管を移管しましたけれども、取組の流れとし

ましては、今のような内容でする予定で行っておりました。そういった関係で今回ヤフーの情報

については、情報の収集ができていなかったところであります。 

今後においては、それぞれの業務において企業と接点がある部分も出てきますので、そこら辺

については、しっかりと連携を図っていきたいと考えております。 

○15番（小野広嗣君） 今後そういった取組を進めていっていただければと、反省点は反省点と

して生かしていただいて。 

あと市長、今回のこの税額控除の特例措置は、令和６年度までの期間となっているんですね。

それから言えばあと３年ちょいです。もう本当に取組のスピードアップを図らないと、あっとい

う間にこの制度が終わってしまう。その危機感を持ちながら仕事をしていただきたいなというふ

うに思います。所管課がこれまで述べられた今後の方向性というのを読ませていただくと、「対

象事業の選定、担当課のプレゼン能力の強化、旗振り役の設置が今後の実績につながると考える」

と述べているんですね。こういったことを実行に移すとなると、先ほど市長も少し述べていらっ

しゃいましたけど、企業の事業を売り込むための担当部署の明確化、そして企業側の機運を高め

る経営活動も重要になってくると。そのためにも、この推進体制の強化というのが急務ではない

かと私は思うのですが、先ほどの答弁と少し重なりますけど、再度、市長の答弁を求めておきた

いと思います。 

○市長（下平晴行君） 先ほども言いましたけれども、そういう企業とのつなぎの構築、情報発

信、受入れ、それと課の中での対応ですね、企画政策課ではなくて、直接関係する課が計画をも

って対応するといったようなことを踏まえますと、しっかりした中心となっていく室なのか、何

かそういうものを設けて取り組んでいかなければいけないのかなというふうには思ったところで
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あります。 

○15番（小野広嗣君） 私も全く同感でありまして、そういう思いで今回質問をさせていただい

ておりますので、前向きな検討方を要請しておきたいと思います。この件は、さっきの旗振り役

というのが出ましたけど、市長が一番の旗振り役だというふうに思っておりますので、この時限

的なことを考えたときに、本当に市長の音頭で前に進めていっていただければと、これは要請を

しておきたいと思います。 

次の教育委員会サイドに質問をさせていただきたいと思います。先ほど答弁もいただきました

けれども、このＤＸを進めていく上で様々あるんですが、このデジタル教科書の導入というのも

推進していかなければならないというふうにうたっておりますけれども、まずは本市の現状はど

うなっているのか、まず教育長お聞かせください。 

○教育長（福田裕生君） デジタル教科書の現状についてお答えいたします。 

現在、全小・中学校に整備をし活用が進んでいるところでございます。学習者用のデジタル教

科書につきましては、今年度文部科学省の実証事業に市内の３小・中学校が参加をし、教育効果

を検証しているところです。現時点におきましては、紙の教科書を主として授業が進められてお

りますけれども、音声であるとかシミュレーションといったデジタル教科書ならではの活用がで

きる場面では、その良さを生かした活用を進めているところでござます。 

○15番（小野広嗣君） 今の現状というのは教育長から述べていただきましたけど、このＧＩＧ

Ａスクール構想、今まで何度となくこの場でも質問しておりますが、ここではＩＣＴを活用して

いくことになるわけですが、ここで当然オンラインでの授業とか宿題の配布をする場合、さらに

今述べたデジタル教科書やデジタルドリルの活用など、各人の状況に合わせて推進することによ

って、いわゆる多様な学びの実現が図られる。そして教員の負担軽減などへの期待が高まってい

るんですが、ここに対する認識をお聞かせください。 

○教育長（福田裕生君） ＩＣＴ活用による授業の改善については、これまで本市においては段

階を追って取組を進めてきたところでございます。今後におきましても、本市においてどういっ

た形での推進がより適切であるのかといったところをしっかりと見極めながら、対応を研究して

そして実戦に結び付けていく、全ての学校で取り組んでいくという姿勢を大事にしていきたいと

思っているところでございます。 

なお、詳細については、また学校教育課長のほうからも答弁をさせます。 

○学校教育課長（上木勝憲君） 本市のＩＣＴ活用の現状についてお答えしたいと思います。 

現在、研修会や校内研修会で授業を進められるように、特にロイロノート授業支援システムの

活用を図っているところでございます。 

こちらの支援ソフトについては、課題の一斉送信をしたり、回収をしたり、児童の意見をその

まま比較検討したりするようなものができるようになっております。そして、グループ活動や一

人一人の個別の対応に生かすような対応ができるようにしております。 

今後活用をより深めていくために、それぞれの研修の充実をしたり、ＩＣＴ支援員がおります
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ので活用を図って、より手に届くような研修の充実を図っていきたいと考えております。 

以上です。 

○15番（小野広嗣君） よく分かりました。今研修の充実を図るということで、教職員の負担を

軽減すると言いながら、実際は初期の段階では負担が大きいわけですよね。そういう意味ではし

っかりと研修をして支えていっていいただくということが大事で、国のほうでも教員のＩＣＴ活

動指導力チェックリストを基にして、状況を掌握しています。これ活用状況は上がっているんで

すよ。もう70％ぐらいまで上がってきていますね。ところがこの指導力においてはなかなか進ん

でいない。ここに対してどうするかということで、校内研修リーダーであるとかＩＣＴ支援員、

ここをしっかり活用していくんだと言われているのですが、ここの充実に向けてはどうなのでし

ょうか。 

○教育長（福田裕生君） 本市におきましても、教職員の特にＩＣＴに関する実技を伴う研修と

いうところを、まず大事にしているところでございます。ＩＣＴ支援員を派遣し、校内の研修に

関して、まずはとにかく子供が使えるように実技研修をしっかりと充実させていくということを

やっております。それにおきましては、本市には専門性を有している指導主事もおりますので、

指導主事の派遣、それから先ほど申しましたＩＣＴ支援員の派遣、あるいは設置業者の協力も得

ながら、学校の要請に応じた対応もしておりますし、不測の事態が生じたときにはすぐに駆け付

けられるような連絡体制も取りながら進めております。 

また、学校によっては、さらに一歩二歩進めた取組をやってみたいという学校等もございます

ので、そういったところにもしっかりとフォローができるような体制を構築しているところでご

ざいます。 

○15番（小野広嗣君） 今教育長の話を聞いて、大分安心したところで、しっかりとした取組を

なさっていただくということで安心をしましたが、あと文科省は、学校と保護者の間での判この

やり取りを見直すなど、いわゆる連絡手段をデジタル化していく方針というのを教育委員会に通

知しているわけですね。こういったことを受けて、いわゆる保護者と学校間の円滑化を図るとい

うことがうたわれておりますけれども、ここについてはどのように受け止めていらっしゃるでし

ょうか。 

○教育長（福田裕生君） それぞれの学校とその保護者との連絡体制につきましては、従来であ

りますと、固定電話機それから携帯電話機で学校側から直接電話をして連絡を取り合うという形

が主でありましたけれども、現在におきましては、それぞれのＰＴＡ組織が一斉メールの配信会

社と契約をするなりいたしまして、学校から一斉に保護者の携帯ないしはＰＣ等に連絡が伝わる

ような体制が全て整っているという認識をしております。 

今後におきましても、その方法等がより進んでいくものと考えますが、一方で個人の情報等の

流出だとか不適切な活用といったこと等も気になるところではございますので、送られてきたま

た受け取った情報を、しっかりとそれぞれの保護者が管理できるような指導・啓発というのも大

事にしていきたいと考えております。 
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○15番（小野広嗣君） おっしゃるようによく理解をするところであります。このＤＸを進めて

いく上では、初期の段階で懸念されるものを全部クリアしてから導入していくという、特に子供

ということが大事になりますので、そういった方向で進めていただければと思います。 

このシステムやソフトウェアの更新とか、今まで設置した設備の更新であるとか、様々なこと

がこのＤＸを進めていく上で出てきます。そのための予算確保ということがすごく大事になって

くるのですが、この点についての現段階の検討方をお示しください。 

○教育長（福田裕生君） 学校配当予算の確保につきましては、これまでも関係各課と十分に協

議をしながら、適切な配当がなされるようにしてきたところではございます。 

今後におきましても、子供たちの一つ目には健康、安全、安心、つまり命を守るという視点で

の配当がまず１番目。それから２番目においては、それぞれの学校の実態に応じた学校の課題解

決を図るための予算措置をしていくということが二つ目。三つ目には、特色ある教育活動をより

充実させるという視点もございます。その中において議員のほうからも御指摘があったデジタル

トランスフォーメーションといった内容をどのような形で盛り込み、そしてそれを各学校から要

望が上がってくるのか、そこら辺りをしっかりと見極めた上で、財政担当局と市長部局と十分に

協議をしながら、適切なる配当がなされるようにしていきたいと考えております。 

○15番（小野広嗣君） よく分かりました。 

あと特にこの点確認をしておきたいわけですが、デジタル教科書のみを使用した場合には、学

習の基本能力である読解力の低下が危惧されるわけですね。そこで、よく聞くこと、よく読み、

よく書くなどの生徒が学び続けるための基本的な学ぶスキルを身に付ける上では、紙面の活用と

対面学習の併用が極めて大事だと思っています。ここを抜いての学習というのはないと思ってい

ますけれども、ここについての教育長のお考えをお聞かせください。 

○教育長（福田裕生君） その点に関しましては、今議員がおっしゃったとおりの考えを持って

おります。これからの社会では、デジタル社会に対応した、いわゆる読解力といったものが強く

求められてくると思っております。その基礎となるのは、やはり紙ベースで書かれた文章をしっ

かりと読んで理解すること。そして自分の思い、考えをしっかりと紙に書き落とす、書き記すこ

とができるという力が、全ての学びの中心になっていくと、基礎になっていくというふうに捉え

ております。ＩＣＴ活用のスキルも必要ですけれども、対面授業や紙を使った、紙ベースの従来

型の学習というのは、やはりこれはしっかりと施していかなければならないということを肝に銘

じているところでございます。思考力を育成するためには、いつも画面に向かってばかりではな

く、実際、人と人とが顔を見ながら、表情を見ながら思いをくみ取ったり、気持ちを高めていっ

たりとかそういうような学習活動の展開というものは、デジタル社会が進展する中においても、

私たちは強く大事にしていく必要があるというそういう認識でおります。 

○15番（小野広嗣君） 分かりました。これは教育長に「釈迦に説法」かもしれませんけれども、

私から見て、国が様々な教育方針を出してきますね。そういった中には、御都合主義というか言

葉は悪いけれども、場当たり的なものもこれまで私から見て時に見受けられることもあったんで
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す。何か国家のための教育と、国ははき違えているのではないかと思うようなこともこれまでも

ありました。国が現在求めているこのＤＸを推進する上での教育現場では、何のための教育なの

かいうこと、この原点を見失わずに、教育は子供の幸福のためにあるんだという立場で取り組ん

でいただきたいと、当然そういう思いでされていると思いますけれども、このコロナ禍で教育現

場、教師にとっても子供にとっても、本当に大変な状況にあると思います。２学期が始まってま

たいろいろありますよ、これ、コロナ禍で。デジタル化をそういった中で推進する中で、基本的

にともすれば、どういう人間教育をするのかというのを忘れてしまう可能性もございますので、

そこをしっかり基本理念を据えて取り組んでいっていただきたい。これは「釈迦に説法」かもし

れませんけど、お考えを伺いたいと思います。 

○教育長（福田裕生君） 私は、教育の目的というのは、人格の完成だというふうに思っており

ます。人格の形成に向けて、例えばデジタルであるとか従来型のアナログであるとか、今の子供、

これからの社会を生き抜く、これからの日本、志布志市、鹿児島県を支えていく子供たちをどう

育てていくか、そのことが子供たちの幸福につながるし、国民、市民の幸せづくりにつながって

いくものと思っておりますので、何を進めるにしても、この人格の完成を目指すということをし

っかりと肝に銘じた上で、それぞれの事業、施策を講じていくことが非常に重要だろうと思って

おりまして、担当課の職員にも、そして各学校の管理職を中心としたリーダーたちにも、こうい

った思いを伝え続けていきたいとそのように思っております。 

［小野広嗣君「終わります」と呼ぶ］ 

○議長（東 宏二君） 以上で、小野広嗣君の一般質問を終わります。 

ここで、しばらく休憩いたします。 

──────○────── 

午後２時07分 休憩 

午後２時15分 再開 

──────○────── 

○議長（東 宏二君） 会議を再開いたします。 

次に、６番、野村広志君の一般質問を許可します。 

○６番（野村広志君） 皆さんこんにちは。志みらいの野村でございます。３人目ですのでお疲

れのところでしょうけども、お付き合いいただきたいと思います。 

今朝の新聞でありましたけれども、鹿児島県内100歳以上の方が1,887名と、10年連続で過去最

高を更新したという記事が大きく掲載されていました。昨年より134名増えたということで、そ

のうち443名が自宅で生活をされていると。また晩酌をされている方も48名いらっしゃるという

ことで、驚きながら感心させられたところでありました。医療の進歩等が背景にあるという記事

になっておりましたけれども、超高齢化社会に突き進んでいくのかなと改めて感じたところであ

りました。今月20日が敬老の日であります。コロナ禍で表立ったお祝いごとはなかなかかないま

せんけれども、志布志市内の高齢者の方々が、健やかに安心して生活ができますことをお祈りし
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ながら、早速質問に入らせていただきたいと思います。 

まずは、通学路の安全確保についてお聞きしてまいります。６月に千葉県の八街市の市道で、

下校途中の小学生５人が、大型トラックにはねられて死傷した痛ましい事故が発生をいたしまし

た。まだ記憶に新しいことだと思います。そのことを受けて、早速、通学路の総点検が全国で再

び進んでおります。こういった事件や事故が発生いたしますと、全国各地で通学路の危険性や不

備等について速やかに再点検が行われるわけですけれども、私は、今回のこの痛ましい事故は、

平時からの通学路における危機管理が適切に行われて改善がなされていれば、未然に防げた事故

ではなかったのかなと強く感じております。私が以前同様の質問をさせていただいた時に、本市

では通学路の交通安全点検実施要項に基づいて、３年に一回の割合で点検を繰り返して行い、通

学路における交通安全確保を継続的に着実にかつ効果的に取組を推進するとしておりました。 

そこで、そういった取組を踏まえた中でお聞きをしてまいりますが、市長と教育長それぞれに、

千葉県で起こったこの痛ましい事故をはじめとし、こうして度々起こる通学路における同様の事

故等を踏まえて、どのように受け止めておられるのかまずはお聞かせいただきたいと思います。 

○市長（下平晴行君） 野村議員の御質問にお答えいたします。 

千葉県八街市において下校途中の小学生の列に大型トラックが突っ込み、児童５人が死傷した

事故を受け、大変悲しく痛ましい事故が起きないように通学路の点検が必要と感じたところでご

ざいます。 

そのようなことから、通学路の点検を教育委員会、建設課で早急に行うよう指示したところで

ございます。 

○教育長（福田裕生君） お答えします。 

池袋での横断中の親子の死亡事故、大津市で園児の死亡事故などに引き続いて、今回千葉県八

街市で幼い子供の尊い命が奪われるという事故が発生したことは、大変痛ましく、あってはなら

ないことと思っております。突然に家族を失った遺族の苦しみ、悲しみを思うと、このような悲

惨な事故が決して繰り返されることがないように、行政としての取組、併せて一人一人ができる

取組を進めていかなければならないと、切に思っている次第でございます。 

本市においても、このような事故が起こらないような対策をこれまで以上に関係機関と十分な

連携を図りながら、強化を図っていきたいと考えております。早速本市におきましては、各小・

中学校において、安全確保のための対策として登下校時の管理職や教職員、ＰＴＡ等による立し

ょう指導の強化、警察や駐在所への見回り依頼や、スクールタクシー停留所周辺の安全や送迎の

状況確認などを行ってきたところでございます。 

今年度はスクールガードリーダーを３人から５人へ増員して、市内全小学校の巡回指導を行い、

またスクールガードや防犯ボランティアの協力も得ながら、登下校時刻の安全確保に努めている

ところでございます。 

今後とも子供たちの大事な命を守るために、学校やＰＴＡ、地域が一体となって、見守りの強

化や青パト隊等の協力を得て、子供の安全確保に引き続き取り組んでまいります。 
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○６番（野村広志君） 私も教育長と違わぬ思いでありますけれども、おそらくこれは未然に防

げた事故もあったのだろうかなと思われますし、通学路の安全確保の徹底について、今さらなが

らに考えさせられたところでありました。当然本市でも同様の事故が発生しないとは言い切れな

いわけでありまして、未然防止への対応、対策については急務であると言わざるを得ないのかな

と感じております。 

そこでお聞きしてまいりますが、本市の中でこの通学路が絡んだ事故の発生について、近年ど

ういった事案が報告を受けておられますか。それについてお示しいただけますか。 

○学校教育課長（上木勝憲君） 本市の通学路で起きた事故の状況について話をしたいと思いま

す。 

昨年度は登下校中の自転車と自動車が接触をし、けがをする事故が中学生が１件、自転車同士

の接触事故が中学生で１件発生しております。今年度につきましては、登校中に自転車と自動車

が接触し、けがをした事故が１件発生しております。 

○６番（野村広志君） 今報告をいただきましたけれども、毎年のように、主には自転車が多い

ようでありましたけれども、こうやって事故が発生しているようであります。本市の中でもまだ

まだ危険な箇所があり、対策を進めなければならない部分もあるのかなと思われるところですけ

れども、そのような中で先般の新聞報道で、鹿児島県内全43市町村の教育委員会が、学校側から

改善要望があった通学路の危険箇所について、814か所あったと報じられております。主だって

は、歩道の拡幅であったりとかガードレールの設置など、ハード面の整備を求める声が多かった

ということでありますが、それでは本市の中では、この通学路においての危険箇所と思われる報

告は、何か所ほど報告を上げたところでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 令和３年度志布志市通学路交通安全推進会議にて73件の報告を受けてお

ります。地域別で言いますと、志布志地域が17件、有明地域が36件、松山地域が20件でございま

す。要望内容でございますが、歩道設置道路改良が14件、ガードレールの設置が11件、区画線再

設置要望が７件、横断歩道の設置が５件、信号機設置が２件、標識の設置が３件、伐採要望が11

件、のり面維持管理が６件、維持業務・蓋板設置等でありますが10件、その他ということで速度

取り締まり等ということで４件でございます。 

○６番（野村広志君） 全部で73か所の報告を受けたということで今いただきましたが、この通

学路における危険箇所、ここの判断の基準になりますけれども、これは学校長の判断でこうやっ

て上がってくるということ、そこに委ねられているという見解でよろしいでしょうか。そこはど

うですか。 

○教育長（福田裕生君） お答えいたします。 

各学校、ＰＴＡ等と連携をいたしまして、校区の危険箇所を見て回り、安全マップを作成し、

通学路検討委員会、スクールゾーン委員会などで危険箇所の点検を行っております。その判断に

つきましては、最終的には学校長の判断ということで、報告をいただいているところです。 

○６番（野村広志君） 学校長が校区内全てを把握するというのは、なかなか困難なことではな
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いかなと思いますが、通学路の危険箇所等については国や県、市の中で、何か危険箇所というこ

との基準になるようなもの、指針になるようなものというのはございますか。 

○教育長（福田裕生君） 文部科学省から通学路における合同点検を行う観点が示されておりま

す。 

一つ目は、見通しのよい道路、幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやす

い箇所や大型車の進入が多い箇所というのが１点目です。２点目は、過去に事故に至らなくても、

ヒヤリハットした事例があった箇所、これが２項目目です。３点目が、保護者、見守り活動者、

地域の住民などから、学校、市町村への改善要請があった箇所。こういった観点で危険箇所とい

う認定で学校長は判断をし、教育委員会に報告をするようにということで現在行っております。 

○６番（野村広志君） 文部科学省のほうで、そういった指針が設けられているということで報

告いただきましたが、当然学校長の判断、これは今ありましたように、先生、地域の方、保護者

の意見も組み込まれていると思いますけれども、正確に把握をするために、具体的にどんな方法

で学校長はその正確な情報を把握されているのかなと、すごく疑問に思うわけですけれども、な

かなか見通しのよい道路で大型車の進入であるとか、過去に事故があった云々という、学校にそ

ういった情報がしっかりと蓄積されて、情報が共有されていればでしょうけども、具体的には情

報の入手の方法というのは現状はどうでしょうか。 

○教育長（福田裕生君） お答えします。 

ＰＴＡによる、保護者によるアンケート調査を行っている学校もございます。それから教職員

が出向いて指摘されたところを確認するという方法を取っているところ、それから長期休業中な

どを利用し、職員による校区内のフィールドワークによって危険箇所を指摘しているという方法

もございます。併せまして、学校運営協議会それから地域住民広くから声を集める方法等で、危

険箇所の選定をしているところが多数でございます。 

中には日曜参観の際に、保護者と子供が一緒に普段の通学路を登校し、そして子供目線それか

ら親の目線で、「ここが危ないよ」とか子供に教えながら、またそのことを、学校当局側にも伝

えていただけるような流れを作っている学校もございます。 

○６番（野村広志君） 様々な取組でこの情報を集めているということですけれども、この危険

箇所の情報については、やはり正確に把握をするためには、一番に保護者を含めながら、地域の

声を上手に拾い集める必要があるのかなと感じております。そこで学校や地域においては、先ほ

どもありましたとおり、防犯マップ等が整備をされているかと思いますが、学校側が指定されて

いるということですか、この通学路について危険箇所等についても、こういった地域の防犯マッ

プと共有されながら、学校や地域、保護者また教育委員会をはじめとする行政側においても、同

じようなフォーマットを使いながら、情報の共有が図られることは非常に大事なのかなと思って

います。 

こういった防犯マップ等を使った情報の共有という分については、今どういった状況でしょう

か。できておりますでしょうか。 
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○市長（下平晴行君） 教育委員会を通じ、各学校に危険箇所の点検を依頼し、毎年８月末に志

布志市通学路交通安全推進会議を開催し、関係機関を含め対応を協議しているところでございま

す。対応内容につきましては、市のホームページに掲載し、周知をしているところです。 

○６番（野村広志君） 防犯マップのことを少しお話をしましたので、情報の共有を図るために

は効果的な手法かなと思いまして、ちなみに今お示ししたのが、これが新橋校区における安全安

心マップになります。仮に参考までにという思いでお持ちをいたしましたけれども、新橋校区で

はコミュニティ協議会に本年から変わりましたので、それ以前にふるさとづくり委員会で作成し

たものになります。全部で35の自治会、集落が当時ございましたので、35自治会別に安全安心マ

ップが作成をされております。地図のドットについてもなるべく合わせてありますので、全てを

並べると新橋校区全体の安全安心マップが出来上がるというようなことになろうかと思います。

その中には、通学路をはじめ避難経路や避難場所、そして危険箇所などの情報が記載をされてお

ります。また自治会から聞き取りをいたしました安全対策等の要望等も記載がされております。

それに加えて、空き家の情報であったりとか危険家屋の情報、そして見守りや手助けを必要とす

る世帯の情報等も自治会から情報をいただき、自治会別に地図に落とし込みをしております。ま

た同時にデータベースの中で管理をしております。 

こういった地図を作っておりますけれども、新橋校区の中でもこういった整備をされているけ

れども、現状としてはなかなかこういったものを情報の共有を図りながら、積極的な活用という

ところまではまだまだ課題が残っておりますけれども、現在それに向けての活用の仕方であると

かいうのは、協議をしているところでありますけれども、参考までにお示しをしたところでした。 

各学校、校区公民館とかで様々な工夫を凝らしながら校区内の危険箇所の把握がなされている

かと思いますけれども、やはりここの課題については繰り返しになりますけれども、関係機関の

方々の情報の共有ということが一番なのかなと思っております。地図情報等をいかに活用して、

危険箇所を把握して解消につなげていくのかということにつながるのかなと感じております。ま

ずは可視化できるこういった共通のマップ等を作成して活用を図り、そして情報の共有化に取り

組んでいく。そういったことが非常に大事なのかなと思いますけれども、市長、教育長、これは

いかがお考えですか。 

○市長（下平晴行君） これはハザードマップの最小版というようなものになるのではないかと

いうことで、大変見やすく活用できるんじゃないかと思ったところでございます。 

○教育長（福田裕生君） 今議員から実際のマップを見せていただきましたけれども、それぞれ

の方々がそれぞれの立場で感じられたことが、しっかりと地図の中に落とし込んでありますので、

こういったものをまた学校で、そしてそれぞれの自治会単位で、子供からお年寄りまで皆さんで

共有していくことによって、交通安全、事故を減らすということにつなげていくということは、

非常にすばらしいことだなと思って見させていただいたところです。 

こういう手法が、今後広がっていくような状況を作ることも必要ではなかろうかなと、見させ

ていただきながら感じているところでございます。 
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○６番（野村広志君） そういったマップ等の作成については、やはり地域住民の方々の声とい

うのが一番重要になってくるのかなと思います。そういった仕組みづくりについても、しっかり

取り組んでいただければいいなと思っております。参考までにしていただければなと思っており

ます。 

一度作り上げますと、データの中で管理をしておりますので、毎年の更新については比較的容

易に更新ができるものと思っております。参考にしていただければなと思っております。 

通学路の話に戻しますけれども、この通学路を含め危険箇所について、先ほども様々な手法で

危険箇所を把握されるということでしたけれども、実際、教育委員会としては、この現場等につ

いては確認をされますか。 

○教育長（福田裕生君） それぞれの校区における危険箇所の教育委員会としての確認でござい

ますけれども、危険度の高いところにおいては、実際出向いて見させていただいたり、先ほど報

告をいたしました実際に通学路上で事故が起きた箇所には、すぐ出向いてその状況は把握するな

り、そしてその後の対策、それから指導の在り方等を学校側と一緒になって検討を進めることは

しているところでございます。 

○６番（野村広志君） では、先ほども73か所ということで報告がありましたけれども、この危

険箇所について、学校側から報告があったものについては、どういった流れをもって、対処なり

改善に向けた対応にあたっていただいておりますか。 

○建設課長（鮎川勝彦君） 先ほど市長が申しました通学路交通安全推進会議の中で、73件の報

告をいただいているところでございます。 

この危険箇所についての流れでございますが、教育委員会を通じ、各学校に危険箇所の点検要

望を依頼しております。その結果を受けまして８月末に志布志市通学路交通安全推進会議を開催

いたしまして、国、県、警察、教育委員会、総務課、建設課の関係機関を含め、今後の対応を協

議しているところでございます。 

○６番（野村広志君） であれば、教育委員会と市長部局のほうでは、その会議を通してしっか

り情報の連携とか共有は図れているという認識でよろしいわけですね。その部分は安心している

ところですけれども、一方で、学校側が先ほど言った地域であったりとか保護者の方々からいた

だいた通学路の危険箇所等の情報、そういったものを教育委員会が一回その情報を吸い上げると

いうような形で取りまとめて、所管課である建設課にそれをお伝えして対処なりをしていただく

と、また会議の中で協議をしていくという流れになろうかと思いますが、当然ここには国や県、

関係団体の関係性も出てくるのかなと察するわけですが、結果、すぐに対応できないものであっ

たりとか、時間のかかるものであったり、対処ができないもの等々精査をされると思いますが、

そこでその結果について教育委員会を通して、各学校にしっかり伝わっているということでよろ

しいわけですか。併せて、その情報を提供された保護者であったりとか地域の方々に、その情報

については、しっかりとどういった結果になりましたという報告がされていますでしょうか。大

変そのところが重要かなと思っております。情報を提供したけれども、改善されるのかどうなの
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か分からず、まして改善されればいいんですけれども、そのままどのような対応になるのかも分

からないような場合も見受けられるようであります。まずは、通学路の認定から危険箇所の把握、

そして改善や対処にあたっていただきまして、最後にその結果の報告といったこの一連の流れに

なりますけれども、もう一度再確認をしていただきまして、その在り方についてを見直していく

必要があるんじゃないかなと少し感じております。そこら辺についての考え方はいかがでしょう

か。 

○教育長（福田裕生君） 先ほど建設課長も答弁がございましたけれども、各学校から上がった

内容について教育委員会を経由し、建設課、担当課のほうにつないで交通安全推進会議の中で検

討していただく。そしてそこの中で、施設面であるとか、比較的早い時期に改善ができる、でき

ないといったところの見極めと言いますか、順位を付けていただいたものを一覧にしていただい

ております。例えば、年度内に対応ができるとか３年以内にとか、そういうところの区分をした

一覧をそれぞれの学校には報告をしているところでございます。 

それぞれの学校から該当する地区の方々へ連絡がいっているかどうかについては、十分私ども

として確認ができているかどうかについては、少し今後反省しなければならない点があるかもし

れません。それぞれの学校への伝え方、保護者含め地域の方への伝え方については、改善の必要

があろうかというふうに思っております。 

○６番（野村広志君） 市内21の学校がございますので、様々あろうかと思います。通学路の交

通安全プログラムの中にも、こういったＰＤＣＡの流れを明記がされておりますので、そういっ

たことについてももう少し検討していただければなと思っております。先ほどありましたとおり、

ちなみに学校運営委員会が全て設置をされておりますので、そういった場面をこの危険箇所の情

報の提供であったりとか共有、また改善や対処の報告であったりとか、上手にこの学校運営委員

会等を活用するというのも一つの方法ではなかろうかなと思っております。現在、私もこの学校

運営委員会に入っておりますけれども、なかなかこの中では通学路の危険箇所の問題であったり

とか、そういったものが議題に上がってこないというのが、私のところだけかもしれませんけれ

どもあるようであります。この学校運営委員会の中での目的とか意義とか、もろもろあろうかと

思います。重要な協議もしてまいりますけれども、この子供たちの安心安全という通学路の問題

も、非常に大事な問題ではなかろうかなと思いますので、ぜひこの学校運営委員会等でも、協議

ができるような促し方というか提案の仕方というのも教育委員会で考えていただければなと思い

ますが、そこはどうでしょうか。 

○教育長（福田裕生君） 今議員から御指摘いただいたことは、もっともなことだろうと私は思

っております。保護者によるＰＴＡももちろんですけれども、地域の方々が委員となってくださ

っているそれぞれの校区の学校運営協議会、そういった方々のお力をお借りして、その審議会の

中でしっかりとこの件については提案もし、どういった形でより安全を守れるのか、担保できる

のかといったところを、学校運営協議会の方々の声も反映させながら、いわゆる熟議しながら子

供たちの安全を守る形を整えていくことが非常に重要なことだと思っております。そういったと
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ころが今本市において、どの程度の学校できちんとなされているかどうか、そこらのところは今

後しっかりと私どもも把握しながら、啓発を十分図っていく必要があろうと思っている次第です。 

○６番（野村広志君） 上手に活用できるこの仕組みをぜひ検討していただければなと思ってお

ります。 

もう一点、この危険箇所について、先ほど日曜参観の時に一緒に子供たちと通学路を回るとい

う話がありましたけれども、大人の目線だけではなくて、子供たちの目線でのこの危険箇所とい

うのは、非常に大事なのかなと思っています。こういった子供たちの意見を聞いたりとかいう場

面というのは、どうですか、全校には広がりがありますか。 

○学校教育課長（上木勝憲君） 本市の現状につきましては、数は少ないですが、全校生徒によ

るアンケートを実施している学校がございます。教育長の答弁でもありましたように、日曜参観

等を利用しながら保護者と一緒に登校をして、危険な場所はないかというのを確認して、実際の

場所を見ながら確認している学校もございますので、そのようなことはとても大事な視点だと思

いますので、子供の視点を捉えた通学路の安全確保について、今後広げてまいりたいと考えてお

ります。 

○６番（野村広志君） 子供たちの目線というのは非常に大事だということで、認識されている

ようであります。固定観念にとらわれていない大人ではなかなか気付かないものというのが、子

供の行為にもあろうかと思いますので、しっかり受け止められるような仕組みをお願いしたいな

と思っております。 

では、具体的にこの危険箇所等についての対処についてであります。この通学路の安全点検実

施要項については、推進会議において協議をして先ほども協議をしたということでしたけれども、

これは７月か８月に実施するということになっているようでしたけれども、本年度は実施をされ

ましたか。そして具体的にどのような内容の協議がなされたかお示しいただけますか。 

○市長（下平晴行君） 通学路交通安全推進会議は、国、県、警察、教育委員会、総務課、建設

課のメンバーで８月27日に開催を予定していたところでありますが、新型コロナウイルス感染拡

大によりまん延防止等重点措置が適用されましたので、書面により開催し、現在対応を取りまと

めているという状況でございます。 

○６番（野村広志君） 予定をしておりましたが、コロナ禍で実施ができなかったということで、

書面でしっかりと協議をされて取りまとめをしているということでしたので、こういったことが

改善の遅れにつながらないように、取組を進めていただければなとお願いしておきたいと思いま

すが、では、具体的にこの危険箇所の対応処置について、先ほど73か所あるという答弁もありま

したけれども、かなりの数がやはり上がってくる中で、毎年そういった情報が上がってくるかと

思いますけれども、所管課としては、どのようにこれに優先順位を付けて対応にあたっていらっ

しゃいますか。 

○建設課長（鮎川勝彦君） それぞれ、国、県、警察、市それぞれの所管がございますので、そ

れぞれお願いをしているところでございます。特に市に関するものにつきましては、全てにおい
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て現地調査を行い、危険性の高いものから、またすぐ対応できるようなもの、優先順位を付けな

がら対応している状況でございます。 

○６番（野村広志君） すぐできるものはすぐということですけれども、予算が伴うものもあろ

うかと思いますが、関係機関としっかり連携をしながら、国・県のものというのも非常に多いか

と思いますし、関係団体のものもあろうかと思います。先ほども答弁の中に少しありましたけれ

ども、多種多様の要望に対しては、所管課の中では、大変苦慮されながら判断されているんだろ

うなということは推察できますけれども、ちなみに、なかなか改善されないもの、ないしはでき

ないものとか前進していかないという、歯がゆいものとかが担当課の中でもあろうかと思います。

当然これは国や県のもの、市のもので危険なものであれば、何とか計画を立ててということにな

りますけれども、国・県であれば、先ほど同僚議員の質問の中にもありましたとおり、なかなか

前に進んでいかないという箇所については、歯がゆい思いがあろうかと思います。実際、今抱え

ている案件の中で、市内にどれぐらいそういった危険箇所と思われるもので、国・県が絡むもの

で、なかなか前に進んでいっていない保留になっているものというのがございますか。 

○建設課長（鮎川勝彦君） 件数的にはちょっとまだ整理できていないところでございますが、

昨年も同じような会議をしまして、ホームページ等で結果を公表しております。その部分におい

て改善されていないものは、再度また国・県にどうなっているのかと、今回またこの推進会議の

中でお聞きしているところでございます。 

なかなか解決できない事案といたしましては、歩道設置を要望された場合に、なかなか民地等

の用地取得がうまくいかないとか、そういった自分のエリア内であれば予算を付ければ対処でき

るんでしょうけども、どうしても相手がいるところが難しいのかなと感じているところでござい

ます。 

○６番（野村広志君） 先ほど同僚議員の中でも、県や国のもの、関係機関のものについては、

市長自ら出向いて行ってでも、その危険な箇所の解消に向けた取組を進めていただきたいという

ような話もありました。根気強くこういった改善に向けた動きが大事なんだろうなと思いますの

で、事故につながらないような未然防止という意味合いも込めて、ここは市長としても本気でそ

のことについては取り組んでいただければなとお願いしておきたいと思います。 

今、担当課のほうからありましたとおり、民有地の部分が少しありましたので、そこについて

少しお聞きしますが、危険箇所について民有地の部分が妨げになって、特にこの見通しの悪い場

所等については、この民有地が絡むとなかなか改善が難しい部分もあるということをお伺いして

おります。こういった特に民有地に対する当局の対処の考え方ですね、どういった考え方を基に

して、この民有地の方に協力をお願いしていくのかということについて、少し見解をお聞かせい

ただけますか。 

○建設課長（鮎川勝彦君） 植栽など民地部分が妨げになる部分の御指摘かと思いますが、あく

までも所有者の財産になりますので、所有者に管理をお願いしているところでございます。 

○６番（野村広志君） このことは、見通しが悪くて今言った伐採であったりとか、雑木等々の
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こともありますけれども、実際に見通しが悪くて事故につながったというケースを、同僚議員か

らも聞いております。民有地にカーブミラー等の設置ができないかという話もあったかと思いま

す。当然、今話があったように、植木等の伐採の協力をもらうとか対応が取れないものかと思い

ますけれども、そういった情報はお聞きになっていますか。 

○建設課長（鮎川勝彦君） 民地等が度々そういった中で、いろんな方々から見通しが悪いとい

うあらゆるところ出てまいりますが、あくまでも所有者のほうにお願いをして、切っていただく

ような形でございます。また、台風等で倒木があったりした場合は、市で市民に多大な迷惑を掛

けるということで、撤去作業等をしているところでございます。 

○６番（野村広志君） このケースは、実際に自転車に乗った子供と事故が発生したという事案

があったようでございます。カーブミラー等の設置のお願いも少しあったということですけれど

も、なかなか民有地ということで、前に進んでいかないということがあるようでしたので、この

民有地の対応の仕方、相談の仕方等についても、担当課でもう少し頑張ってもらいたい、いろん

な仕組みを考えてもらいたいとお願いをしておきたいと思います。当然、今言われたとおり個人

の財産でありますので、強制的にそこにそういったものを立てたりとか、伐採したりということ

は、なかなかかなわないものかと思いますけれども、安全を守るという意味でも、そこには何と

かお願いをしていくというような方向を取っていただければなと思います。市長、そういった事

案等がたくさんあるということですけれども、どう思われますか。 

○市長（下平晴行君） これは、人の土地であるということで、なかなかお願いをするという形

でしか方法はないのかなと。これを譲ってもらうとかいうことができない状況であるわけですの

で、先ほど課長が言いましたように、その部分は、その方に管理をしていただくというようなお

願いしかないのかなと思っているところです。売っていただければ、譲渡していただければ、市

のほうで対応していきたいと考えているところです。 

○６番（野村広志君） 仮に、先ほど雑木等々ということで、本人さんが高齢であったりとか、ま

たこっちの地元にいらっしゃらないとかいうような状況の場合、「代行して市のほうでやりますよ」

と言うぐらいは、しっかりと取組をしていただけるという認識でよろしいですか。 

○市長（下平晴行君） そういう所有者が自らができないという状況の中では、それは当然安全

のために、市が対応していかなければいけないんじゃないかなと思います。 

○６番（野村広志君） では、そこを併せてカーブミラーであったりとかそういったものも、個

人の場所に設置していいですよと、設置してくださいという要望があれば、そういったことも検

討するという、併せてどうですか。 

○危機管理監（萩原政彦君） お答えします。 

カーブミラーの設置につきましては、総務課のほうで対応しております。今お聞きの用地につ

きましては、基本民有地でありますと、後々のことがありますが、どうしても民有地に立てる場

所が望ましいということになった場合には、民有地の所有者の方の御協力をいただいているとこ

ろです。 
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設置につきましては、民有地につきましては借りるという形になりますけれども、現に民有地

に立っていて、設置をさせていただいているところも結構ございますので、これからも協力をい

ただけるような形で、相談をしてまいりたいと思います。 

○６番（野村広志君） 目的については、安全確保ということでありますので、どこでも設置し

ますよということではないということは十分理解しておりますので、そういった相談があったと

きには、しっかり現場を確認していただきまして、対処にあたっていただければなと思っており

ます。行政として積極的に動いていただければなと思っております。 

では、少し視点を変えましてお聞きしてまいりますが、現在も、志布志市には都城志布志道路

と東九州自動車道、この二つの自動車専用道路が一部開通をしておりますが、このことにより車

の流れが少し変わったのではないかなと考えております。特に大原見帰地区の志布志インターチ

ェンジ付近と尚志館高校前交差点では、大型車両と普通車両が混在をし、時間帯によっては大変

混雑が発生をしているようであります。この辺は、歩道が整備されておりますが、通学路として

の現状についてはどうでしょうか。お聞かせください。 

○市長（下平晴行君） 大原見帰地区は、歩道が整備されており、今回の通学路点検での要望は、

受けていないところでございます。尚志館高校前交差点から志布志有明インターチェンジ間にお

きましては、一部歩道がないところがありますが、今年度整備をする予定であります。 

今後は、通学路内の交差点だまりなどの危険箇所には、車両用ガードパイプなどを設置し、通

学路の安全確保に努めてまいりたいと思っているところであります。 

○学校教育課長（上木勝憲君） 二つの自動車専用道路のインターチェンジ付近を通学路にして

いる児童・生徒について説明いたします。 

通学路としている生徒につきましては、３小学校、４中学校の子供たちがおります。合計123

人が通学路として利用している現状でございます。 

○６番（野村広志君） 123名がそこを通学していると。何か情報として危なかったとか危険だ

ったりとか、怖いよというような話は聞いておりませんか。 

○学校教育課長（上木勝憲君） 以前と比べまして、車の量とかそういうことは非常に増えてき

ていますが、今のところ報告は受けておりません。 

○６番（野村広志君） 交通量の多い場所については、ありましたとおり車道路歩道を分離する

ということで、ガードレールであったりとかラバーポール等で区分されているようでありますけ

れども、この区間を含めながら、市内全域特に通学路においてですけれども、この車道と歩道の

すみ分けがしっかりなされていない箇所等を含めて、この車歩分離の考え方について、少しお聞

かせいただけますか。 

○市長（下平晴行君） 歩道の設置においては、道路構造令の規定に基づき、地域の実情を踏ま

え運用していきます。基本的には、交通量や歩行者数により設置の有無を検討していくというこ

とでございます。 

○６番（野村広志君） この車歩分離の考え方というのはしっかり持って、先ほども同僚議員の
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話の中で、商店街の中ですけれども車が歩道のところまで乗り上げないと通れないと、こういう

考え方に立ってみると、しっかりとこの車歩分離の考え方を持ちながら、改良ないしは安全確保

にあたっていただかなければならないのかなとお願いをしておきたいと思います。これは歩道だ

けではなく自転車やバイク通学の生徒も見受けられるわけですので、安全対策にはやはり十分な

配慮が必要だなと言えるのではないかなと思っております。 

実際に千葉県の八街市で、冒頭お話をしましたが、ここもガードレールの要望が上がっていた

という情報もございます。管内で該当する危険箇所等についても、いま一度精査をしていただけ

ればなとお願いしておきます。 

あと市内には国道、県道、市道と入り混じっている箇所がございますが、先ほども少しあった

かと思いますけれども、通学路の安全対策についてこの各々の道路管理者は違うわけですけれど

も、どういった連携を取りながら、この安全確保についての協議がなされているのか、そこにつ

いて少しお示しいただけますか。 

○建設課長（鮎川勝彦君） 先ほどから申しております通学路交通安全推進会議等で、危険箇所

の情報共有を行いながら対策を講じているところでございます。また、日常の維持管理におきま

しても国・県とは密な連携を取って、対策を講じているところでございます。 

○６番（野村広志君） 情報の共有がなされているということであります。密に連携を取りなが

ら事にあたっていただきたいものだなと思っております。 

では、次にこのことも学校からの聞き取りの中で多く声が出ているということで、先ほども報

告がありましたが、通学路の歩道脇の雑木や雑草の伐採であります。生い茂っているような状態

では歩道を通れず、一部車道にはみ出ないと通行ができないような現状が見受けられるようであ

ります。こういった箇所については、当然伐採を進めていただきたいわけですけれども、ここは

予算も必要になってまいりますが、積極的にメンテフリーののり面を順次延長を延ばしていただ

きたいものだなと思っております。そして併せて必要な箇所については、歩道等の拡幅について

も十分検討していただきたいものだなと思いますが、こういった考え方について、市長はどうお

考えでしょうか。 

○市長（下平晴行君） のり面のメンテフリーは、道路改良の中で行ったり、維持管理節減のた

め年次的に行っております。今回の通学路点検では、伐採の要望がありますので、今後の対応を

検討していきたいと考えております。 

また、歩道設置の要望が多くありますが、道路拡幅が必要となることから、多額の費用と時間

が必要になります。要望に追いつかないところもあるかと思いますが、緊急性の高いところから

順次整備をしてまいりたいと思っております。 

○６番（野村広志君） なかなかこの通学路に限定したメンテフリーののり面というのは、難し

い部分もあるのかなと察するところですけれども、せめて把握されているこの通学路について、

優先的に見回りの強化であったりとか、雑木や雑草等の伐採管理については、積極的に進めてい

ただきたいものだなと思います。 
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あと併せて防犯街灯に雑木や雑草が生い茂り、本来の効果が確保できていない箇所が市内には

多数見受けられるようであります。これは高所伐採にあたるものかもしれませんけれど、こちら

についても同時に対応する必要があるんじゃないかと思いますが、そこについても併せて答弁い

ただけますか。 

○市長（下平晴行君） おっしゃいますとおり、防犯街灯についても木等が影響を及ぼして、効

果を発揮できていないという状況があるところもありますので、そこはしっかりと高所作業車等

で対応してまいりたいというふうに考えております。 

○６番（野村広志君） ではもう一点、先ほども少し触れましたが、車歩分離の取組として同僚

議員の中でも先ほど質問がありましたけども、さほど交通量が多くない地区について、これは目

視効果を高めるために歩道を示す線、外側線の引き直しのことと併せて、通学路の歩道部分にお

いてのカラー化を進めていただきたいというような思いがあります。これは一部進んでいるとこ

ろもありますけれども、まだ通学路の部分でこのカラー化がされていないところも多数見受けら

れます。山間部の通学路では、この歩道を示す線が薄く消えているところも多数見受けられます。

こういった箇所についても、当局は把握されているかと思いますけれども、このカラー化も含め

て、その見解をお聞かせいただけますか。 

○市長（下平晴行君） 今回の千葉県の事故を受けまして、通学路における交通安全のさらなる

確保について、国・県からの緊急点検の指示があったところであります。危険箇所の点検をそう

いうことで行っております。今後は対策案の検討を行い、今おっしゃいました外側線のカラー化

のことも含めて、引き直しを含めて交差点内の安全確保など、早急に取り組んでまいりたいと思

うところでございます。 

○６番（野村広志君） では、カラー化についても積極的に協議して進めていただけるというこ

とでよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○６番（野村広志君） 順次進めていただけるということで確認させていただいたところでした。 

では、もう一点確認させてください。この通学路における整備に係る予算の考え方について少

しお聞きしますが、先ほどよりもろもろの提案を申し上げました。また、当局のほうとしても、

積極的に進めていきたい事案もあるようでございました。この通学路等の危険箇所整備に係る予

算については、学校関連予算または教育関連予算からの支出になるのか、それとも道路管理者側

としての一般市道の整備等々として捉えていいのか、その辺の考え方について少しお示しいただ

けますか。 

○建設課長（鮎川勝彦君） 通学路の整備におきましては、一般会計予算の土木費の中の道路改

良の予算から計上しているところでございます。 

○６番（野村広志君） では、あくまで道路管理者側の責任として、市長、これは責任を持って

進めていくという認識でよろしいですか、確認です。 

○市長（下平晴行君） 今課長が答弁したように、しっかりと予算を計上して対応してまいりま
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す。 

○６番（野村広志君） 今市長から答弁ありました、今まさに新年度予算、令和４年度の予算の

積上げが各課でもろもろされている時期ではなかろうかなと思いますけれども、来年度について、

この通学路の危険箇所等についての予算に取り組んでいくということでありますので、それなり

の予算に伴うものがあろうかと思います。その考えについてはどうですか。 

○市長（下平晴行君） それはしっかりと、やはり子供たちの安全確保が大事でありますので、

予算の確保をどういった形で執行をしていくのか、できるだけそういう対応ができるような予算

の確保をしてまいりたいと思います。 

○６番（野村広志君） 今、市長からありましたので、しっかりと予算を取っていただいて、対

応にあたっていただきたいなと思っております。 

この通学路は、全てくまなく安全対策を取り続けることは、なかなかこのマンパワー的にも予

算的にもかなり厳しい現状であろうかと思います。しかし、不断の決意を持ってこの住みよい安

全で安心できるまちになるように、本市で悲しい事件や事故が発生しないように、危険箇所の管

理、危機管理の徹底について、最後にこの取組の在り方について、その決意を市長、教育長、そ

れぞれお聞かせいただけますか。 

○市長（下平晴行君） 交通安全を厳守するためには、交通事故の実態や要因を総合的に解明し、

これを踏まえた効果的な交通安全対策が必要であるというふうに考えております。事故危険箇所

の点検をしっかり行い、警察や国・県と連携し、必要な対策を実施して、そういう事故等が起き

ないように対応してまいりたいと考えております。 

○教育長（福田裕生君） 特に通学路での事故を減少させるためには、子供たちの目線の視点を

入れた点検を強化するとともに、ＰＴＡをはじめ地域の方々を含めた様々な関係機関と、これま

で以上の連携の精度を上げる必要があると思っております。その上で、例えば標識の設置、交通

規制の要請であるとか、通学路の変更などを対策の一つとして視野に入れた安全対策をきちんと

講じていきたい。場合によっては予算を伴うこともあろうかと思いますので、関係各課としっか

りと連携を取りながら積み上げていきたいと思っております。 

○６番（野村広志君） 市長も教育長も十分に認識をしておられますので、少し安心をしており

ますが、繰返しになりますけれども、平時よりしっかりとしたこの取組が大切なんだろうと思っ

ております。関係各所と連携を図りながら速やかに対策が講じられるよう、仕組みづくりをお願

いしておきたいと思います。 

次に移ります。サツマイモ基腐病対策についてお聞きをしてまいります。昨年も大きな被害が

発生をし、質、量ともに甚大な影響を及ぼしたわけでありますが、今年は昨年以上の脅威になり

そうであります。様々な策を取っていただいておりますが、まさにこれからがさらなる被害の拡

大が懸念されるところであります。 

そこで、お聞きます。現在の被害状況について把握されているものをまずお示しいただけます

か。 
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○市長（下平晴行君） サツマイモ基腐病については、平成30年12月に鹿児島県内で初めて発生

が確認され、本市においても令和元年度から被害があり、年々被害が拡大傾向にあるところであ

ります。 

鹿児島県病害虫防除所から発令されたサツマイモ基腐病に関わる注意報や県から示された対策

に基づき、本市においても市報やホームページを含め、市内全域に注意喚起の周知を徹底してい

るところでございますが、現状把握のため実施している月２回のサツマイモの生育調査では、調

査ごとに被害が拡大しており、８月31日時点においては、一部でも発生が見られるほ場の割合は、

調査ほ場の70％近くに及び、うち甚大な被害を受けたほ場は約６％であるということで、深刻な

状況となっているところであります。 

今後、畝間に停滞水が生じるような豪雨や雨を伴う台風などにより、さらなる被害拡大が想定

されるところでございます。 

○６番（野村広志君） 市内でも大変な広がりを見せているようでありますが、実際に生産者の

方の声をお聞きしますと、昨年も被害を受けてさらに今年もとなると、もう生産を諦めるとかい

うような声もお聞きをいたします。実際に生産を諦めて農地が耕作放棄地になっていくのではな

いかという懸念も取り沙汰されておりますが、そこでお聞きしますが、昨年度からすると、この

サツマイモのほ場面積の変化については、どのような状況になっておりますか。 

○市長（下平晴行君） 毎年、畑かん受益地を対象に作付調査を行っており、令和３年７月時点

においては、サツマイモの作付面積は1,068.8haであり、サツマイモ基腐病発生以前の平成29年

度と比較しますと、253.8haの減少となっております。 

主な要因としては、全国的な焼酎の需要低迷に伴う契約数量の減少や、新型コロナウイルス感

染症によるさらなる契約数量の減少に加え、サツマイモ基腐病まん延による高齢生産者の生産意

欲低下などが想定されているところでございます。 

○６番（野村広志君） 幾つか要因があるようでありますけれども、作付面積の中で253.8haと

いうことで、非常に大きな減少になっているようであります。これは減った面積分、カンショ、

サツマイモの耕作地は現在どのようになっておりますか。何か転作されているのか、また休耕田

とかになっているのか、その辺の情報はございますか。 

○農政畜産課長（大迫秀治君） 平成29年７月調査時点から令和３年７月時点におきまして、平

成29年７月をサツマイモの作付面積を100としましたところ、そのままサツマイモが植えてある

面積につきましては77％、実際に23％減っているところでございますが、うち飼料作物が14.1％

でございます。また荒地、山等になっているところが5.6％でございます。残りが野菜、芝等で

ございますが、野菜につきましては、里芋、ゴボウ、ショウガ等を作付しているようでございま

す。 

以上です。 

○６番（野村広志君） 250町分以上ということで、大変な面積でありますので心配しておりま

したが、こういったことを含めながら、先般発表された農業生産高ランキングで、本市の農業生
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産高が大きく順位を下げた要因の一つでもあるのかなと少し感じたところでしたが、私も幾つか

ほ場に出向きまして、直接生産者とお話を聞いたところでした。こんな状況ではサツマイモの生

産を諦めたいと、しかし変わる作物もなくて機械等の投資をしたものもあり、大変悩んでおられ

ました。生産者の方々は、こういった病原菌による農作物の被害は、ある程度生産する上ではそ

のリスクを承知して作付けをされておられますが、毎年のように年々この被害が拡大するような

中では、まさに災害級であるということで危機感を持っておられました。 

そこでお聞きいたしますが、このサツマイモ基腐病については、その効果的な対策については

大分判明をしてきているわけですけれども、現在市では、どのようなことを生産者に指導の徹底

をお願いしている現状でしょうか。 

○市長（下平晴行君） 農業・食品産業技術総合研究機構でありますが、技術者向けに発行した

サツマイモ基腐病の発生生態と防除対策、マニュアルに基づき「持ち込まない」「増やさない」

「残さない」について広報を行ってきております。 

定植に関わるものとして、当日の苗消毒及び当日調整した消毒液の使用、また月２回程度のほ

場確認による早期発見、発病株の抜き取り、ほ場外への持出しの徹底や予防剤、治療剤のローテ

ーションによる複数回散布、排水対策徹底について周知を図ったところでございます。 

○６番（野村広志君） これは生産者から伺ったところですけれども、やはり苗から拡散が広が

っていくということが見受けられるため、ウイルスフリーであったりとかバイオ苗を活用したこ

とをちょっと進めていきたいということでしたけれども、農林水産省からの供給がなかなか少な

くて、手に入らないようなこともあるようでございました。 

それと併せて、この苗でありますけれども、消毒管理された苗床で一括して生産していくとい

う供給体制が取れないかということを少し考えております。水田地等、休耕田等を活用しながら、

この苗床を完全に消毒管理がされたところで、一括で管理をしながらほ場に供給していくと。当

然そのほ場自体が完全に食毒されていなければ、このウイルスフリーであったりとかバイオ苗を

もってしても、完全に止めることはできないわけですけれども、発生を遅らせることもできると。

全面的に広がりも抑えることができるということもありますので、そういったことも考えていく

必要があるのかなと思ったところでしたけれども、そこについてはどうでしょうか。 

○農政畜産課長（大迫秀治君） 一時感染源としまして、まず感染苗の持込み、それから土壌内

に残った昨年度の罹病残渣、そういったところが考えられるところで、特に健全な苗の確保とい

うのは非常に重要であると認識しているところでございます。 

バイオ苗につきましては、芽の先端部分のみを無菌状態で培養して作ったウイルスフリー苗か

ら、育苗ハウスによって脇芽を増やして切り出して育苗した苗でございます。実際にウイルスフ

リー苗、バイオ苗につきましては、ＪＡの話を聞いたところでございますが、バイオ苗の供給に

は、非常に限りがあるというようなお話でございました。ですので、ウイルスフリー苗を購入し

ていただいて、個人でバイオ苗を作るという方法が望ましいのではないかというところで、お話

を伺っているところでございます。 
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昨年度国の助成等におきましては、このウイルスフリー苗の導入につきまして助成もあったと

ころでございます。 

以上です。 

○６番（野村広志君） このバイオ苗についてはなかなかやはり数が足りないということもあり

ましたので、そういったバイオ苗を作って活用していくというような今答弁でありましたけれど

も、先ほど話をしましたこの苗床についてですけれども、消毒をされた管理された苗床について

一括で生産できるような体制を作って供給をしていくと、それが、どこがそれを管理しながらや

るのかということのもろもろ問題がありますけれども、今個人で苗を管理したりとかＪＡであっ

たりとか、もろもろのところから供給をいただいている現状もあろうかと思いますけれども、そ

ういったことについてはどうでしょうか。 

○農政畜産課長（大迫秀治君） またＪＡ等とそこにつきましてはしっかりと話をしながら、現

状とかそういったところも含めて、生産者の声も聞きながら調整していければと考えているとこ

ろでございます。 

○６番（野村広志君） これは「持ち込まない」「増やさない」「残さない」という基本的な考え

の下で、今お示しいただきました効果的な対策を講じても、以前としてまだ発生が見られ被害が

拡大し続けているということは、まだ対策が不十分なのかなと感じているところです。悩ましい

問題でありますけれども、やはり最終的には生産者の方々に理解と協力を得て、さらなる防除に

努めていただくことにしか頼らざるを得ない状況ではないのかなと考えております。多くの生産

者はこのことを真摯に受け止めて、ほ場の消毒から苗の消毒、排水の管理や残渣の処理に至るま

で、取り得る対策については丁寧に実施をしていただいていると思います。「もうこれ以上対策

は取れない」というようなことを漏らされる方も、実際にいらっしゃいます。でもそういった

方々のほ場であっても、ある程度被害の拡大は抑制できたとしても、完全に止めることはできて

いない現状であります。こういった状態が続くと、さすがにやる気を失せているようでありまし

て、このサツマイモ基腐病、土壌伝染症の糸状菌、カビでありますので、隣のほ場から伝染して

しまう可能性も否めず、対策に大変苦慮されております。 

ここで、この広がった被害拡大、この要因として、当局としては何が一番の要因になっている

のかということを考えていらっしゃいますか。 

○市長（下平晴行君） 感染経路として、畝間に停滞水が生じるような豪雨や雨を伴う台風によ

る二次感染が考えられるところでございます。また、長雨等による不測の事態に対応する生産者

の従事者数の不足や、兼業等により十分な従事時間が取れないこともあり、対応については、各

生産者の実情により温度差があるものと考えております。 

○６番（野村広志君） この各生産者の実情による温度差というところ、大変気になりますけれ

ども、このサツマイモの生産者の中でマンパワーが不足しているというようなことだと思います

けれども、思うようにこの防除策が取られていない、対策の徹底がなされていないということが、

原因の一端であるという認識でありますけれども、当局も告知放送等で様々アナウンスされてお
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りますが、対策の徹底がなされていない現状が今の状況を生み出した一つの要因であるとすれば、

しかるに私はこうも考えております。先般、冒頭市長からありましたとおり、先月鹿児島県の病

害虫防除所のほうから、サツマイモ基腐病が多発するおそれがあるとして、注意報が発令されま

したけれども、主には予防や対策の呼びかけにとどまっておりますが、私は、もう少し声のトー

ンを上げて、各自治体が強く発信していく必要性があるんじゃないかなと考えております。先ほ

どの話に少し戻りますけれども、やはりここはサツマイモの生産者に理解と協力をさらに仰いで

いただきまして、各生産者間の対策の温度差を少しでも縮めていただきまして、危機感をもって

対応にあたってもらうべき強いメッセージを市長自らの声で、他の自治体に先駆けてということ

になろうかと思いますけれども、発出する必要があるんじゃないのかなと強く思っております。

例えば、緊急事態宣言ではございませんけれども、志布志市のサツマイモ基腐病多発警報のよう

なものを発令してみてはどうかなと思っております。これは単にスローガンに過ぎないと言われ

るかもしれませんけれども、官民一体となった防除対策の推進と、基幹産業としての志布志市の

農業を守るという意味でも、その意気込みと覚悟を市長自らが宣言という形で示すことも、大変

重要ではなかろうかなと思っております。市長いかがですか。 

○市長（下平晴行君） サツマイモ基腐病は年々増大が想定され、危機感を持っているところで

あります。しかしながら、県などの機関から示された対策を早めに周知することにより、一定の

効果がみられるほ場もあります。爆発的な被害拡大を抑えていると感じているところでもござい

ます。 

今後さらなる啓発、啓蒙に努めるとともに、私からのメッセージを発信したいというふうに考

えております。 

○６番（野村広志君） 発信したいとの答弁でありましたので、当局としてもその本気度を生産

者に示していただきまして、対応方あたっていただけるものと期待を申し上げたいと思います。

いかんせん、その効果は不明でありますけれども、発信する目的は最終的には防除で、被害拡大

を抑制するということになりますので、生産者と気持ちを共にしていただきまして、取組を進め

ていただきたいものだと思います。 

あとやはり生産者にも一定の理解と協力を様々にお願いをしていくわけでありますので、市単

独としても何らかの形でサツマイモ生産者の将来を見据えた支援の在り方を模索、検討していた

だきたいものだと考えますが、その点については、市長いかがですか。 

○市長（下平晴行君） しっかりとそのことも含めて対応してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○６番（野村広志君） 単独でも何か検討していただけるという理解でよろしいですか。 

○市長（下平晴行君） サツマイモ生産者へは、国の助成の動向を探りながら、全ての被害農家

が申請できるように、発表後はいち早く周知を図って申請の支援に努めてまいりたいと思います。 

また具体的対策としましては、農研機構や大隅地域サツマイモ基腐病対策プロジェクトの情報

を基に、事業化の検討もしてまいりたいというふうに考えております。 
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○６番（野村広志君） 今ありました大隅地域サツマイモ基腐病対策プロジェクトの情報を基に

事業化の検討をしたいということでしたけれども、現段階では何か具体的な話ができるところは

ございますか。 

○農政畜産課長（大迫秀治君） 大隅のプロジェクトにつきましては、実証とか試験的なものを

今実施しているところでございます。具体的な事業としては、特に今のところ示されていないと

ころでございます。 

○市長（下平晴行君） 事業が見えてきたら、しっかりとその辺の情報提供をしてまいりたいと

考えております。 

○６番（野村広志君） 当局としても様々知恵を出していただきまして、進めていただければな

とお願いしておきたいと思います。確か国のほうで支援策が設けられている水田の転作事業等を

活用してみてはどうかなと思っております。例えば、６月でもお話をしましたが、海外輸出向け

の２Ｓサイズの青果用のカンショなどの生産を促してみてはどうかなと考えているところです。

これをしますと、農機具等はそのまま使用できて、志布志港から輸出用の品目として検疫等の環

境整備も同時に進めながら、生産輸出の推進が図られれば、将来を見据えた取組として後押しに

なるのではないかなと感じております。こういった視点を含めながら検討していただくことは、

市長どうでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 農産物の輸出につきましては、取組を進めていかなければならないと考

えているところでありますが、サツマイモにつきましては、焼酎原料用のサツマイモ生産農家も

多いことから、まずは、サツマイモ基腐病対策について、重点的に取り組んでまいりたいという

ふうに考えているところでございます。 

○６番（野村広志君） ６月議会の中でも質問をいたしましたが、志布志港からの農産物の輸出

については、今後十分にその可能性を秘めているわけでありますので、産地づくりは輸出品目づ

くりにおいても、この危機的な状況であるサツマイモ基腐病を逆手に取るではございませんけれ

ども、農業分野において新しい成長戦略の一つとして捉えて、取組を進めていただきたいものだ

なと強く感じております。サツマイモ基腐病対策を重点にやりたいということで、今市長の答弁

がありましたので、このことについては今度またゆっくりとやりたいと思いますので、置いてお

きたいと思います。 

あと最後に少し視点を変えてお聞きいたしますが、現在こういったサツマイモ基腐病、病原菌

等による被害や天候不良、気候・災害等による農業収入の減少に備えた農業者収入保険助成制度

が平成31年１月から創設されております。農業作物全般にわたって網羅しており、条件は青色申

告をしている個人、法人に限るとなっているようであります。ですので、こういったサツマイモ

基腐病による減収等にも対象になっているかと思いますが、そこでお聞きいたしますが、農業者

収入保険助成制度というのが昨年度から創設されておりまして、一部補助がされておりますけれ

ども、昨年度の加入促進がなされたということでありますけれども、現在の加入状況については

どんな状況でしょうか。 
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○市長（下平晴行君） 令和２年度の加入実績は111件で、1,124万7,000円であります。そのう

ち、カンショ農家は24件加入しているところでございます。 

○６番（野村広志君） 111件とカンショ農家が24件ということで、少し対象が比べられません

ので、加入可能な対象者として何％ほどの方が加入されていらっしゃいますか。 

○農政畜産課長（大迫秀治君） 2020年の農林業センサスの数字でございますが、農業経営体数

ということで出ておりますが1,094件です。そのうち528件、48％の方が青色申告をしているとい

うところでございます。 

なお、サツマイモに関しましては、雑穀イモ類という作物を主に生産している方につきまして

は230経営体の方がいらっしゃいますので、大体その割合でいけば、100名ぐらいの方が青色申告

をしているというような状況ではなかろうかと想定しているところでございます。 

○６番（野村広志君） 今大体の数字をお示しいただきましたけれども、この農業者収入保険助

成制度の創設をして、加入が大分進んだということでありますけれども、なかなかやはりもう一

歩加入が進んでいかないということですけれども、なかなか進んでいかない理由というのは、ど

こにあるのかなと思いますけれども、当局のほうでどの程度まで加入を推進していきたいなと、

進めていきたいなという目標としている加入率みたいなものが何かございますか。 

○農政畜産課長（大迫秀治君） 生産者がしっかりと自分の経営について認識をしながら、こう

いったリスクに備えていくということであれば、しっかりとなるべく多くの方が加入していくと

いうことで、加入推進を図っていきたいというふうに目的を定めているところでございます。 

○６番（野村広志君） では、具体的にはどこまでという数字は、まだ持っていないということ

でよろしいですね。この収入保険の必要性は、十分に認識するところで、掛け捨て保険の方式と

積立保険方式が選択できるということで、なかなかこの制度が難しくて理解が進んでいないのか

なという気もいたしますけれども、個人の資産形成に直接つながらないように、掛け捨て部分の

保険料に現在上限を設けて一部補助をしていただいておりますけれども、今後この加入促進につ

ながり、ひいては緊急時の収入補塡としてのセーフティネットとしての役割も期待されるところ

でありますので、さらなる加入促進が必要だと思いますけれども、市長はこの加入促進について

の考え方はどのように思っていらっしゃいますか。 

○市長（下平晴行君） 収入保険の加入促進につきましては、昨年度掛金の一部を助成する制度

を創設し、加入促進を図っているところであります。令和２年度対象分については、大幅な加入

増加につながったところであります。 

今後につきましては、現在の補助制度を維持しつつ、加入の要件の一つである青色申告の実施

促進等、関係機関の協力を得ながら推進し、さらなる加入促進を図ってまいりたいというふうに

考えております。 

○６番（野村広志君） 一つ提案ですけれども、加入促進のために先ほど上限を設けて補助をし

ているというところがありますので、この上限額を少し引き上げて、さらに加入しやすいような

しくみを取るというようなことは考えられないでしょうか。いかがですか。 



（101） 

○市長（下平晴行君） その上限額がどの程度がいいのかどうかですね、これも内部で十分協議

させていただいて、対応してまいりたいと思います。 

○６番（野村広志君） 関係団体の方々、または実際に生産者の方々と十分に協議いただきまし

て、さらなる加入促進が図れるような仕組みを取っていただければなと思っております。農業を

取り巻く環境については、リスクの予測が大変困難で深刻な場合が多くございます。農業者の経

営努力だけではなかなか避けられない様々な問題に対応するため、この収入保険制度の加入促進

は不可欠であり、唯一無二の制度であると考えております。そのためには、さらなる加入促進へ

の取組を推し進めていただきたいものだと思っております。このことは、当然このサツマイモ基

腐病の対策だけにとどまらず、近年多発しております豪雨災害等での被害にも対応でき、現在猛

威を振るっております新型コロナウイルスの感染拡大により、収入に影響の出たコロナ対策にも

広く網羅されていると思われますので、今まさに取り組むべき課題ではなかろうかなと思ってお

ります。 

最後にもう一度市長、全てこれを参酌しましてお気持ちをお聞かせいただけますか。 

○市長（下平晴行君） サツマイモにつきましては、市の基幹作物でありますので、一日も早い

効果的な防除技術が開発されることを望んでおります。 

市としましては、サツマイモ生産農業者が継続して安定的な農業経営ができるように、国の助

成制度の申請支援など、生産者に寄り添った様々な支援を行ってまいりたいというふうに考えて

おります。 

○６番（野村広志君） 市長の気持ちもお聞きできたところでした。本市の基幹産業であります

ので、この農業分野においても一人も取りこぼすことなく、安心して志布志市の中で就農して生

活が営まれるように、ぜひともしっかり寄り添った政策を取っていただければなとお願いをして

おきたいと思います。 

私の一般質問はこれで終わりといたします。 

○議長（東 宏二君） 以上で、野村広志君の一般質問を終わります。 

ここで、しばらく休憩いたします。 

──────○────── 

午後３時40分 休憩 

午後３時49分 再開 

──────○────── 

○議長（東 宏二君） 会議を再開いたします。 

次に、５番、青山浩二君の一般質問を許可します。 

○５番（青山浩二君） 改めましてこんにちは。真政志の会、青山でございます。本日４人目と

いうこともありまして、皆さん本当にお疲れのことと思います。また、時間も時間ですので、な

るべく早く終わらせたいと思っております。そのためには、市長が気持ちのよい答弁をすること

が必要不可欠でございますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。それでは早速通告に
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基づき質問していきたいと思います。 

まず初めに、新型コロナウイルス感染症の予防対策についてお聞きしていきます。新型コロナ

ウイルス感染症の発症を予防する効果と重症化を予防する効果が期待されているワクチンでござ

いますが、このワクチンの接種状況についてお伺いします。現在までの接種対象者に対しての接

種率について、65歳以上の方と64歳以下の方に分けてお示しいただきたいと思います。併せて、

現在までの感染者数について、直近の数字をお示しいただきたいと思います。 

○市長（下平晴行君） 青山議員の御質問にお答えいたします。 

新型コロナウイルスワクチン接種の目的は、発症を予防し、死亡者や重傷者の発生をできる限

り減らす新型コロナウイルス感染症の予防を図ることでございます。 

厚生労働省によりますと、発生予防効果は本市が接種しているファイザー社製のワクチンでは、

接種した人の発症率が接種しなかった人の発症率より95％少ないという結果も出ております。本

市では、５月10日から75歳以上の方から医療機関での個別接種、集団接種を実施し、９月13日時

点で全体の12歳以上の接種率が１回目が74.5％、２回目が66.4％となっております。65歳以上の

接種率は、１回目が93.4％、２回目が92％。12歳から64歳までの接種率は、１回目が62％、２回

目が49.3％となっております。 

今後も感染症予防の効果と副反応リスクの双方について、周知をしっかり図ってまいります。 

感染者数でございますが、95人ということでございます。 

○５番（青山浩二君） 数字については、理解したところでございます。 

では、その接種率でございますが、当局が当初予想していた数字というものもあるかと思いま

す。当初予想していた数字と今時点がどれくらい違うのか、あるいはおおむね順調に進んでいる

のか、そこを少しお示しいただきたいと思います。 

○市長（下平晴行君） 全国から見ても、志布志市の場合は進んでおります。ちょっと割合が分

かるものを持ってくるのをあれでしたけれども、おかげさまで接種券の発出についても、６月い

っぱいにはほどんどの市民の皆さんに送付できております。 

○保健課長（川上桂一郎君） 市の接種の目標ということで、７月末までは65歳以上の希望され

る方の接種ということで、大体80％ぐらいを予定しておりました。それよりも接種率が高い実績

等になったところです。最終的には、今10月末を目標に12歳以上である接種対象者の80％を超え

る方を今目標にしております。今のところ予約等がもう入っておりまして、ほぼその80％以上と

いう接種率というのは達成できるというふうに考えております。 

○５番（青山浩二君） 接種も今おおむね順調というより、大分接種が進んでいるというふうに

理解したいと思います。 

それでは、このワクチン接種について少し関連がありますので、この項目についてもう少し質

問していきたいと思います。ちょっと前ですけれども、大変ショッキングなニュース、記事を見

ましたので、この接種率を聞いたところでございます。政府の新型コロナウイルス対策分科会、

尾身会長のところですが、９月３日にまとめた提言書によると、全ての希望者がワクチン接種を
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終えたとしても、社会全体が守られるという意味での集団免疫の獲得は困難ということを発表さ

れております。当初新型コロナウイルス感染症に対する集団免疫は、60％から70％の接種率で達

成できる可能性があるというふうに試算されておりましたが、政府の資料で希望者全員が接種し

た後でも、集団免疫が達成できないことが明示されたことになります。理由としては、従来型よ

り感染力の高いデルタ株が広がっているためだということらしいです。ただ、集団免疫が獲得で

きなくても、個人免疫を獲得する方が多ければ、おのずと感染リスクは低くなっていくと私は思

っておりますので、今後においては個人免疫の獲得の取組が大事になってくるというふうに感じ

ております。個人免疫の獲得イコールワクチン接種ということになります。これが結果的にワク

チン接種率のさらなる向上につながっていくというふうに思っております。 

しかしながら、このワクチン接種は強制ではございませんので、一人でも多くの方が接種して

いただくような施策を今後は考えていき、そのことがワクチン接種に導いていくようになればい

いのかなというふうに思います。これについては、国においても接種済証明書を活用した取組で

すね、飲食店利用や買い物など、証明書を提示すれば割引がされたり、ポイントが付与されたり

と活用策を模索していますので、本市も本市なりの施策を知恵を絞りながら考えていただきたい

というふうに思います。これならワクチン接種率のさらなる向上も図られると思いますし、経済

活動の回復にも寄与できると考えますが、この点についていかがですか。 

○保健課長（川上桂一郎君） 今、いろいろその集団免疫の話、個人免疫の話等ございました。

確かに当初の時点で普通の感染株ということで、市としても60％、70％以上の集団免疫というの

を目標にしておりましたが、この変異株の出現によりまして、やはりもっとその集団免疫も上げ

ないといけないと。今のところ全国、高齢者の方よりやはり若年の方の感染がみられるというこ

とで、そういった若年者の方の感染を防ぐために接種というのをしていただきたいと。国の新型

コロナウイルス感染症対策本部でも、今は11月頃をめどにそういった行動制限の緩和等をまたい

ろいろ方針を立てられておりますので、市としましては、その国の状況と県の動向等を踏まえて、

少しでも若年の方が接種ができるようなインセンティブが考えられるのであれば、検討していき

たいというふうに考えております。 

○５番（青山浩二君） 御検討方どうぞよろしくお願いしたいと思います。また、本市において

もコロナワクチン接種が始まって約５か月ぐらい経過しておりますが、接種体制についてお伺い

したいと思います。 

例えば、個別接種を地域別に何か所とか、集団接種はどことどこで月何回するとか、少し具体

的にお示しいただきたいと思います。 

また、併せて今後の計画もお示しいただきたいと思います。 

○保健課長（川上桂一郎君） 御質問の接種体制についてですが、市内の医療機関といろいろ協

議をしまして、本市としましては実施医療機関が当初の段階では15医療機関ございましたが、12

歳以上16歳以下の対象者の方には、市内にある小児科の医療機関にも協力をお願いいたしまして、

今17の医療機関で実施をしております。 
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地域別に申し上げますと、松山地域が１か所、有明地域が５か所、志布志地域が11か所という

17か所でございます。これにおきまして７月末までの高齢者向けの接種のときには、週に2,000

回を超える接種予約枠というのを、医療機関と協力して行っておりましたが、その後８月以降に

ワクチンの供給量が少し減ったということで、またその週の予約枠というのも調整をしておりま

した。やはり土日にしかどうしても休みがない若年の方とか、それ以外の方にも市のほうで集団

接種というのをこれまでにトータルで10回実施をしました。今後その個別での接種での予約枠は、

供給量に合わせた形で今調整をしております。集団接種もあと９月、10月にトータルで４回実施

をすると計画をしております。 

○５番（青山浩二君） 今課長の答弁で、具体的にお示しいただきましたけれども、この集団接

種の場所ですね、ここが答弁がちょっと漏れていたようですので、場所をもう一回お示しいただ

けますか。 

○保健課長（川上桂一郎君） 集団接種におきましては、有明地区公民館で全部で８回、志布志

地区の健康ふれあいプラザで２回、今後４回実施をすると申し上げましたが、健康ふれあいプラ

ザのほうで実施を予定しております。 

○５番（青山浩二君） 接種体制とまた今後の計画については理解いたしました。これからも多

くの市民の方が受けられると思いますので、今の体制を維持していただいて頑張っていただきた

いと思います。 

そこで、このワクチン接種については、事前に予約をしなければなりません。ちょっと余談に

なりますけれども、私は、私の父と母の予約を電話でいたしました。父、母共に高齢者でありま

すので、一番最初の優先グループでの接種ができたわけでございますが、電話をかけ続けること

大体100回ですね。これぐらいでやっとつながりました。周りの方に話を聞くと、「100回は少な

いほうだよ。」と言われる方もおられました。私以上に電話をかけている方もいるんだなと思っ

た次第でありました。これについては、全員同じ条件の下、電話をかけているわけですから、特

に苦情を言うつもりはございません。当局においても限られた人員の中で、最大限の対応をして

くださっているのは分かっているつもりでございますし、逆に職員の皆さんの対応に感謝してい

るところでもございます。しかしながら、電話がつながりにくかったというのは事実であります

から、このことに対して、市民の方から苦情というものはなかったですか。 

○保健課長（川上桂一郎君） 議員おっしゃるとおり、４月26日から75歳以上の約5,000人の方

の予約を開始をするということで、コールセンターの体制というのを６人体制で準備をしており

ました。その前に、いろいろコールセンターで実際やり取りのシミュレーション等も行って、こ

ちらの想定が甘かったのかもしれませんが、大体５、６分で終わるというふうに思っていたので

すが、実際コールセンターが予約を受けるとなると、やはり高齢者で「接種券を準備してくださ

い」とか、「カレンダーを見てください」、「メモの準備をしてください」とか、そういったやは

り電話でのやり取りというので、うまくつながらないということもありまして、やはり１件の対

応が10分を超えるというのがみられました。これにつきまして、私たちのワクチン接種推進室で
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も、この対応の考え方が甘かったというふうに考えております。 

そのために５月の連休を返上しまして、開設も追加をして行いまして、その後コールセンター

のほうも６人体制から12人体制と、ウェブ予約も開始がされて、なかなかコールセンターで当初

はつながらなかったんですが、割とつながるようになったということでございます。 

しかし、やはり最初の私たちの想定というのが甘かったというふうに考えておりまして、その

百数十回電話をされた方とか、いろいろ皆さん心配をされたと思いますので、この場を借りてお

わびをいたします。申し訳ございませんでした。 

○５番（青山浩二君） 当初苦情があって、それを改善したということで、本当に対応について

は感謝しかありませんので、また今後もよろしくお願いしたいと思います。 

そこで、この接種の予約受付方法について、別の市民の方からいただいた意見というものを少

し述べていきたいと思います。これについては、若干不公平感が否めないなというふうに思いま

したので、質問させていただきたいと思います。 

12歳から49歳の方の予約受付が、本年７月22日からウェブで開始されました。７月22日は海の

日で祝日、翌23日はスポーツの日で祝日ということでウェブ予約のみということでしょうが、ま

ず確認したいのは、その次の７月24日土曜日、７月25日は日曜日になるところでございますが、

この７月24日、25日の土日の２日間は、まずウェブ予約はできたのか、ここをお示しいただけま

すか。 

○保健課長（川上桂一郎君） ウェブ予約は可能でした。 

○５番（青山浩二君） それでは、この７月22日から25日までの４日間ですね、ウェブ予約が何

件入ったか数字をお示しいただきたいと思います。 

○保健課長（川上桂一郎君） ７月22日に1,299件、７月23日に259件、ちょっと24日と25日は合

わせてなんですが223件と、合計で1,781件のウェブ予約が入ったところです。 

○５番（青山浩二君） 数字については分かりました。そこで同じ条件、12歳から49歳の方で電

話予約の方は週が明けて７月26日月曜日午前９時からの予約受付開始となっておりました。12歳

から49歳の方でネット環境がない方は、この４日間は待たなければならないという状況が続いた

ところでございます。今の時代、ネット環境がない方というのは、ごく少数ではございますけれ

ども、実際いるわけですね。同じ年齢条件なのに、ネット環境の有無で予約の順位に差が出るこ

とに不公平感を少し覚えました。今の答弁でいくと、1,781件の差が生じたということでござい

ます。なぜこんな仕組みにしたのか、これで公平と言えるのか、ネット環境がない方への配慮が

足らなかったんじゃないかと感じますが、ここについてはいかがですか。 

○保健課長（川上桂一郎君） まず今回のこの７月22日から祝日、土日が入ったというところで、

ウェブ予約しかできないということに対しましては、こちらの確認というか、このときに本来で

あればウェブ予約をコールセンターと同時に予約受付をするということをすべきだったんですが、

こちらとしましてその分を、これまでが７月１日から基礎疾患者、60歳から64歳の方、50歳から

59歳の方という予約の受付開始日を、その後毎週木曜日に設定をしておりました。こちらとして
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もその流れで毎週木曜日の予約開始ということで、その時にその日が祝日、土日が入るというこ

とを、土日はあれだったんですけど、祝日ということの確認をしていなかったというふうに考え

ております。できれば、７月26日の月曜日からというふうに考えてはいたんですけど、一日でも

早く予約受付を開始したいという思いから、こういった不公平があるような対応をしてしまった

ということでございます。 

○５番（青山浩二君） それではこの件について、市民の方から苦情とかそういうのはなかった

ですか。 

○保健課長（川上桂一郎君） ４、５件ありました。 

○５番（青山浩二君） ですよね。少数ではございますけれども、そういった方がいますので、

今後の対応、配慮というものをどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

今後ワクチン接種３回目という話も、専門家の中では出てきております。少数ではございます

が、そういった不満を持つ方が出てこないような仕組み、予約の方法を考えていただきたいと思

いますけれども、いかがですか。 

○市長（下平晴行君） これは、今課長のほうから答弁がありましたとおり、配慮に欠けていた

ということでございますので、このようなことが二度と起こらないように、しっかりした体制で

対応してまいりたいというふうに考えております。 

○５番（青山浩二君） その点については、ぜひお願いしておきたいと思います。 

このことで最後です。そのほかに今言った電話がつながりにくかった、またネット環境の有無

で不公平感を感じる、これ以外にワクチン接種全般において、市民の方から御意見とかなかった

でしょうか。 

○保健課長（川上桂一郎君） 接種のそういった予約等については、こちらのほうもコールセン

ターでは丁寧に説明をして行ったところですが、ワクチン接種を受けられない方への誹謗中傷と

か、そういった配慮をしていただきたいという要望はあったところです。 

○５番（青山浩二君） 今回のこういった事業は、当局においても初めての経験でありますし、

一生懸命頑張っておられるのも十分分かっております。しかしながら、まだまだ出口が見えない

新型コロナウイルスとの戦いでございますので、来たるべき３回目の接種に向けて、しっかりと

体制を整えていただきたいというふうに思います。私たちもできる限りの協力はしていきたいと

思っておりますので、共に収束に向けて頑張っていけたらというふうに思いますので、どうぞよ

ろしくお願いしたいと思います。 

それでは、次に移ります。ワクチン接種後の副反応についてはどのようなものがあるのか、ま

た、本市においてこれまでに副反応の報告がなされているのかお伺いしますということで通告し

ておりました。ちょっと具体的な答弁の前に確認しておきたいのですが、本市における個別接種、

集団接種、共に使用しているワクチンの製造メーカーはどこになりますか。 

○保健課長（川上桂一郎君） 本市で使用しているものは、ファイザー社製のワクチンでござい

ます。 
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○５番（青山浩二君） それでは、副反応について各製造メーカー、報道等では様々あるようで

ございます。ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、メーカー別にどんな症状が起こる可能性

があるのか。またそれはどれぐらいの確率で起こる可能性があるのか、具体的にお示しをいただ

きたいと思います。これは、別に市民の皆さんに不安をあおっているわけではございません。接

種するにあたって正確な知識として知っておくべきだと思って質問しておりますので、誤解のな

いようにお願いしたいと思います。 

○市長（下平晴行君） 日本で接種されているワクチンはファイザー社、モデルナ社、アストラ

ゼネカ社のものがあり、接種後の主な副反応として、50％以上の方に接種部位の痛み、倦怠感、

頭痛などがみられ、10％から50％の方に発熱、関節痛などがみられたと報告がされております。 

実証実験の結果では、モデルナ社のワクチンのほうが、これらの副反応の発生頻度が５ポイン

トから20ポイント程度高く報告されているほか、接種から１週間程度経った後に接種した部位の

かゆみ、痛み、腫れなどが１％から10％の方にみられたということが報告されております。 

アストラゼネカ社のワクチンでは、ワクチン接種約10万回から25万回に１回程度、まれに珍し

いタイプの血栓症が起きるという報告があります。 

○５番（青山浩二君） 先ほどの答弁で、本市はファイザー社製を使用しているということでご

ざいます。それでは本市において、これまでにどれぐらいの副反応の報告がなされているのか、

お示しいただきたいと思います。 

○市長（下平晴行君） 報告基準となる症状、アナフィラキシー、血栓症、入院、治療を要する

もの、死亡、身体機能の障害に至るものなどを知った医師または医療機関の開設者は、予防接種

法第12条に基づき報告しなければならないこととされています。 

収集した報告については、厚生労働省の審議会に報告し、専門家による評価を行い、その結果

を公表するなどして、安全性に関する情報提供を行っていくことになります。実際に報告された

症例や評価の結果等は厚生労働省のホームページで公表されているということでございます。 

県、市へ報告提供がなされます９月10日現在で、本市へは３件の情報提供があったところでご

ざいます。 

○５番（青山浩二君） 本市においては、３件ということで報告があったということですね。副

反応については、どれぐらい本市の中ではあったのかということをお聞きしたかったわけであり

ますし、これ以上掘り下げるとプライバシーの問題にもなりますし、個人の特定にもつながるお

それがあるため、もうこれ以上はお聞きいたしません。件数については理解いたしました。 

それでは、関連がありますので、この副反応について３点だけ一般的な対処方法をお示しいた

だきたいと思います。専門的知識については私も分かりませんし、当局におかれましても医療従

事者ではありませんので、深いところまでは分からないと思います。あくまでも一般的な対処方

法ということで御説明いただけたらと思います。 

まず１点目でございますが、副反応の中でもアナフィラキシー症状というのが一番重篤だとい

うふうに理解しますが、このアナフィラキシー症状というのはどういった症状なのか、まず御説
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明をお願いしたいと思います。 

○保健課長（川上桂一郎君） まず御質問のアナフィラキシーとは、薬や食べ物が体に入ってか

ら短期間で起きることがあるアレルギー反応でございます。蕁麻疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐

などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が急に起こったりします。それと血圧の低下や意

識レベルの低下を伴うというような症状が、アナフィラキシーショックであります。 

○５番（青山浩二君） それでは、２点目にこのアナフィラキシーの治療方法についてお伺いし

ます。仮の話でございますが、接種会場でアナフィラキシーが起こった場合の対処方法について、

具体的に説明をお願いいたします。 

○保健課長（川上桂一郎君） まず集団接種会場におきましては、医師が来ております。それと

消防署のほうから救急救命士の方にも来ていただいております。それと薬剤師も接種会場にはお

ります。もしこういった症状が起きた場合には、会場にその救護室というのを設けておりまして、

そこに心電図とか救急処置が必要な医療器具というのは、医師の指示の下にそろえております。

それと薬剤ですね、アナフィラキシー症状が出た場合に、アドレナリンの投与とか、呼吸の確保

等考えられますので、そのような対応というのを医師の指示、薬剤は医師しか確保できませんの

で、そういったところも医師の協力を得て準備をしているというところでございます。 

○５番（青山浩二君） それでは、最後３点目になります。ワクチン接種後、自宅に帰ってから

副反応が起きた場合、これはどうすればいいのかということと、また併せて熱が出た場合の対処

方法についても、お示しいただきたいと思います。 

○保健課長（川上桂一郎君） まず接種後の帰宅をしてからと、接種をして15分間の経過観察の

方、30分間の経過観察の方がいらっしゃいます。集団接種においては、そのような経過観察の場

所は分けておりまして、そこに当日は市で行った場合が日曜日でしたので、その日の当番医のお

示しをして、あとは曽於市の夜間急病センター、鹿屋市の大隅広域夜間急病センターという、夜

間の診察ができる医療機関の案内をしております。それと経過観察のところに、先ほど申し上げ

ましたように救急救命士と経過を診る看護師も待機をして、その看護師のほうからそのような説

明をすることもあります。 

もし熱が出た場合というのも、市販でされている解熱剤等を使用されたり、よく症状が出るの

が翌日とか、二日三日経ってからやはり熱がというのもありますので、そのような市販薬を服用

されたりとかして、それでも改善しない場合というのはやはり医療機関の受診等を勧めるという

ふうに案内をしております。 

個別接種においても、そこの医師のほうからそのような話があるということでございます。 

○５番（青山浩二君） よく分かりました。皆さんまた起こる可能性もあるというふうな感じも

ありますので、ぜひ理解していただきたいというふうに思います。私についても理解したところ

でございます。 

それでは次に、新型コロナウイルスワクチンとそれ以外のワクチン、これについては同時期に

受けることはできるんでしょうか。例えば、高齢者におきましては、肺炎ワクチンなどもありま
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す。また、これからの時期インフルエンザ予防接種も受けることになろうかと思います。これら

については同時期に接種することは可能なんでしょうか。そこをお示しいただきたいと思います。 

○保健課長（川上桂一郎君） 御質問のその別のワクチンの接種とコロナワクチンの期間の関係

なんですけど、これにおきまして厚生労働省のほうでは、コロナワクチンを打って２週間以上経

てば、別のワクチンを接種してもよいと、逆に言えば別のインフルエンザワクチンを打って、２

週間経ってからコロナワクチンを打ってもいいと示されております。やはりそういった場合、医

師に確認をというか相談をした上で、やはり接種というのは判断していただきたいと。同時接種

というのはもういけないというか、無理があるのかなということでございます。 

○５番（青山浩二君） 大体２週間は空けてくださいねということと、しっかりと医師の診断を

仰いでくださいねということですね。分かりました。 

では次に、これまでにおいて新型コロナウイルス感染症に感染したことのある方、本市におい

ても直近の数字で先ほど95人と言われましたけれども、その方々はワクチン接種を受けることは

できるのですか。 

○保健課長（川上桂一郎君） 感染した方もワクチンを接種することは可能です。現時点でも、

通常どおり２回接種するということでございますので、やはりこれも医師に確認をしたりとか、

そういったことを踏まえた上での接種というのがよろしいかというふうに考えます。 

○５番（青山浩二君） よく分かりました。 

それでは、この項目の最後になります。一般的にワクチン接種においては、副反応による健康

被害が極めてまれではあるものの、避けることができないことから、救済制度が設けられている

と思います。このコロナワクチン接種にも、その救済制度は適用されるのか。また適用されるの

であれば、どのような救済制度なのか具体的にお示しいただきたいと思います。 

○保健課長（川上桂一郎君） 健康被害救済制度についての御質問ですが、これは今回の新型コ

ロナウイルスに限らず、やはり予防接種法にあるこの接種においては、健康被害救済制度という

のがございます。先ほど市長が申し上げました、３件のちょっと重症的な副反応の疑いがある報

告を受けたところで、やはりそういった方たちからの申請が、まず市に来ます。そして市におき

ましてこれを県に進達する前に、市のほうで予防接種の健康被害調査委員会というのを設置をし

ておりますので、やはりそこにおいて、そのような事象においての調査等を行います。それによ

りまして、県に進達をしまして、県から厚生労働省に行きまして、厚生労働省から今度は第三者

等で設置をする疾病障害認定審査会というのに諮問をいたします。その審査会から厚生労働省に

答申がありまして、そこで厚生労働大臣が、今回の被害というものが予防接種によるものだとい

うことが決定をされれば、そこからまた県を介して市にその認定の通知、否認の通知も来ますけ

ど、それがなされます。そこからその被害者の方に対しての給付が開始をされると。給付におい

ては、その方がその被害を受けた疾病とかそういったもの等の医療費とか、またその状態にもよ

るのですが、障害年金の支給とか、そういった金銭的給付が行われるということでございます。 

○５番（青山浩二君） 救済制度については、よく分かりました。本市においても先ほど答弁が
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あったように、出ている方もいらっしゃるようでございます。そして、またこれからまだまだ多

くの方がワクチンを接種されると思います。市民の方々には、今御答弁いただいた副反応が出た

場合の対処方法等をしっかりと理解していただきまして、また当局におかれましては、医療機関

と密に連携を取っていただきまして、万が一が起きた場合でも、迅速で丁寧な対応をお願いした

いというふうに思います。 

最後に市長から、この放送を聞いている市民の皆様へ、一言何かお願いできますか。 

○市長（下平晴行君） これまで質問の中で答弁してまいりましたが、私も市民の生命・財産を

しっかりと守っていくという義務がございますので、そこも含めて、これからも今まで以上にそ

の市民の皆さんに寄り添った体制づくりを整えて、取組をしてまいりたいと考えております。 

○５番（青山浩二君） それでは、次に移ります。 

市民の不安解消と無症状の陽性者の早期発見を目的として、ＰＣＲ検査等の費用を助成してい

る自治体が、全国的にもまた県内においても増えてきております。本市においても、このＰＣＲ

検査等の費用に関する助成事業に取り組むお考えはないのか、市長の見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） 新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検査は、感染が疑われる者、濃厚接

触者、集団発生が疑われる特定の地域や集団・組織等に対し、医師の判断で実施した場合は、検

査料は公費扱いとなり本人への自己負担はないところであります。しかし、任意のＰＣＲ検査を

受ける場合は、全額自己負担となっております。検査料は医療機関や検査方法によって異なって

おります。任意のＰＣＲ検査を受けた方への助成については、鹿児島県では妊婦に対して助成が

あり、県内でも独自で助成をしている自治体もあります。 

本市においては、変異株による感染が拡大していることから市民の不安解消と感染症の早期発

見のために、任意のＰＣＲ検査への助成については、他の自治体を参考とするとともに医療機関

と協議しながら、実施に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

○５番（青山浩二君） 実施に向けて、これから協議をしていくということですね。私はここの

一発目の質問で、そういう回答が返ってくると思わなかったんですよね。それで市長が、最後の

最後で言ってくれるのかなと思って、これから10個ぐらいあったんですよ。それでは飛ばします

ね。市長が実施に向けて取り組むという答弁ですので、すみません、市長、もう一回確認を取ら

せてください。 

○市長（下平晴行君） 医療機関と協議しながら、実施に向けて取り組んでまいるということで

ございます。 

○５番（青山浩二君） よく分かりました。ありがとうございます。市長が「なかなか難しい

ですね」という答弁があれば、私は鹿屋市と曽於市、垂水市この三つの事例を示しながら、また

市長を説得しようかなというふうな作戦を練っていたんですけれども、市長が取り組んでくれる

ということでしたので、市長のその強いリーダーシップをもって取り組んでいっていただきたい

と思います。私も、早速これを相談された市民の皆さんもいらっしゃいますので、このことをお

伝えしていきたいと思います。どうぞ取組をよろしくお願いしたいと思います。 



（111） 

それでは、大分飛びましたので、次の項目に移ります。全国的に感染拡大が止まらないまま、

市内の小・中学校においては２学期が始まりました。保護者・教職員からは、児童・生徒を感染

から安全に守れるか、不安を抱く声が数多く上がってきております。そこで、学校での感染予防

対策を強化する必要があると思いまして、この質問をさせていただきたいと思います。 

まず、本市の学校において、子供たちそして教職員は学校内感染から絶対守るんだと、そして

学校からは絶対クラスターは出さないんだと、そういう強い信念を持ちながら、日々教育行政に

携わっていただいていると思いますけれども、市長、教育長、それぞれのお立場からこの問題、

課題に対してどんな意識を持っているのか。あるいはどのようなお考えの下、リーダーシップを

取って子供たちも守っていただいているのか、まずそこのところをお二人にお伺いします。 

○市長（下平晴行君） 本件におきましては、感染拡大警戒基準ステージ４、鹿児島県独自の緊

急事態宣言が９月30日まで延長されたところであります。本市におきましても、感染者数は比較

的落ち着いておりますが、予断を許さない状況が続いているところであります。全国的な新型コ

ロナウイルス感染拡大の要因の一つに、若者の感染率が高いことが挙げられます。特に子供たち

の命を守るために、学校は安全でなければならないことが重要ですので、今後も教育委員会と学

校、地域、家庭が連携して、感染症対策に取り組んでいただくようお願いをしているところでご

ざいます。 

詳細につきましては、教育長から説明いたします。 

○教育長（福田裕生君） 新型コロナウイルス感染症対策につきましては、各学校の実態に沿っ

て、実効性のある対策を講じるように指示をしているところでございます。 

８月30日に開催いたしました本市校長研修会におきまして、給食、昼休み、休み時間等の学校

現場において、特に感染リスクが高いと思われる場面について、さらに各学校で工夫・改善を講

じるよう、これまで以上に意識を高くした取組をお願いしたところであります。 

具体的な各学校の取組といたしましては、検温を含めた健康観察の徹底、授業時間を調整した

手洗い時間の確保、空き教室や広いスペースを活用した密の回避、エアコン使用中の換気の徹底、

給食の配膳盆の消毒や黙って食事をとる、いわゆる黙食の実施等についてお願いをしたところで

ございます。 

新型コロナウイルス感染拡大を受け、子供たちの命を守るために、今後も感染拡大の未然防止

に向けて、まさに今が正念場という強い覚悟で、関係各課そして各学校の協力をいただきながら、

安全な教育環境づくりに努め、子供たちの学びの場をしっかりと保障するよう努めてまいります。 

○５番（青山浩二君） よく分かりました。 

それでは、まず学校での水際対策という観点からお聞きします。２学期は１年の中で一番行事

が多い学期でありまして、それに伴って来校者も格段に増えていきます。そういった方々へのス

ムーズな体温チェックということもそうですが、子供たちも自宅で一旦体温を測って学校に来る

わけではございますが、正面玄関での再度の体温チェック、これは二重チェックになって、水際

対策としては非常に効果があると思います。そういった体温チェックを自動体温計を導入して、
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スムーズに体温測定ができるように、各学校に自動体温計の設置を求めますがいかがですか。ち

なみにですが、市役所にも導入されておりますよね。ここの庁舎の１階にもあると思います。ス

マートフォンのような画面に顔をかざせば、１秒程度で自動で体温が表示される、あの体温計の

ことです。それを各学校に設置をお願いしたいという提案ですけれども、いかがですか。 

○教育長（福田裕生君） 各学校におきましては、感染対策を様々な観点からお願いをし、実施

していただいているところでございます。今議員から御指摘のありました自動体温計につきまし

ては、非接触また瞬時に体温測定を行えるため、感染リスクの軽減に加え、測定結果を即座に児

童・生徒も把握できるため、対策の一つとして有効であるというふうには考えております。 

○５番（青山浩二君） それを、今導入してはいかがですかという提案なんですけど、市長、こ

れについては、いかがお考えですか。 

○市長（下平晴行君） 子供たちの安全からいくと、即その結果が出るということでは大変重要

ではないかと考えております。それは一緒にそのことができるのか等々も含めて、財政とも協議

をしながら、もしできるとすれば早い時期に設置をしてまいりたいと思います。 

○５番（青山浩二君） よく分かりました。前向きな協議、検討をよろしくお願いしたいと思い

ます。今自動体温計のことを言いましたけれども、この自動体温計がもう既にある学校があると

聞いています。とある学校に聞くと、うちはないよという学校もあります。これはある学校が何

校あって、それが設置されていない学校が何校あってという、そういう数字的なものは当局は捉

えていますか。 

○教育長（福田裕生君） 現在、本市内において自動体温計を導入している学校は６校でござい

ます。導入していない学校が15校ということになります。この購入につきましては、国の学校保

健特別対策補助事業の一環でありまして、この補助金の趣旨は、市が一律にこれこれこういった

設備を整えて、各学校に一律に配置するというような趣旨のものではなくて、市全体としての上

限が示されまして、それに応じて各学校に配当された額内で、各学校の希望に応じてその内容を

挙げて、そして必要なものを購入していくといったようなものであったわけですので、学校の希

望に添った備品、消耗品の調達がなされているという、その中で６校は、これを希望されて購入

されたというような状況でございます。 

○５番（青山浩二君） よく分かりました。そういった補助事業というものを活用して、購入し

た学校もあれば、その補助事業は別のものに使った学校もあるということですね。ただ、その当

時については、自動体温計は必要ないと判断した学校があるかもしれません。この残りの15校で

すね。そういうこともあるかもしれませんが、今のこの感染拡大の中、ましては多数の方が来校

される２学期を迎えておりますので、私は、全ての学校に設置する必要性があると思っておりま

す。水際対策で、学校間において格差が生じることはあってはならないと思いますので、導入し

ていない学校については、市で支援することはできないでしょうか。再度お伺いします。 

○市長（下平晴行君） 今教育長から答弁がありましたとおり、それぞれの学校が必要とする備

品等を購入したということでありますが、しかし議員がおっしゃるように、外から来る来訪者の
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方々が、そういう感染的なものを持っているか持っていないか、体温があるかないのかというは、

やはり入口でしっかりと対応すべきではないかというふうに考えております。その設置について

は、もうちょっと議論させていただきたいと思います。 

○教育長（福田裕生君） 現在この件につきまして、各学校長から新たに購入を考えたいんだが

とか、困っているんだがといったような報告は受けていないところでございます。購入に関する

相談等がこの後あれば、各学校に配当されている一般予算というのもございますので、その中で

の購入の可否についても、話を進めていくことは可能かと思っております。 

○５番（青山浩二君） ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。声が上がらないのであ

れば、教育委員会側からでも「自動体温計はどうですか」というような問いかけも必要ではない

かなと思いますので、この水際対策において、各学校間に格差があってはならないと思いますの

で、ぜひ、そこのところはよろしくお願いしておきたいと思います。 

次に、授業中の換気についてお伺いします。このコロナ対策においては、マスク着用と３密対

策もそうですが、換気が非常に大事であると言われております。現在の教室の換気対策について、

お示しいただきたいと思います。 

○学校教育課長（上木勝憲君） 現在の学校で行われている換気対策について説明します。 

まず、鹿児島県で感染が拡大しているデルタ株への対応としましては、特に換気が重要である

と捉えております。エアコン使用時においても45分から50分の授業がありますが、その時間ごと

に一回は必ず換気をすること、双方向の換気をすることを各学校に徹底をしております。 

具体的な学校の例としましては、双方向の窓を授業中10cm以上開けた常時換気を行っている学

校があったり、校内放送による換気の呼びかけ、給食時間中、授業中、会議中の常時換気等の工

夫をしている学校もございます。大切なことは、教師だけが指示をするのではなく、子供と共に

考え、感染症対策を一緒に考えていくということが大切ではないかなと思っております。 

○５番（青山浩二君） よく分かりました。ぜひ今のような対策を続けていっていただきたいと

思います。 

次、給食時間の対策についてお伺いします。この給食時間は、大人数での会食という状況にな

っております。大人でいう会食クラスターが発生しやすい状況にあるということでございます。

ですので、給食は本当に細心の注意を払って食べなければなりません。本来なら友達同士机をく

っ付けてお話をしながら食べる、こういった光景が今は見られないわけでございます。本当に子

供たちから楽しみを一つ一つ奪っていく新型コロナウイルスが憎いと、そういう思いでもござい

ます。そういった中、この給食時間での対策も非常に大事でございますので、ここでの対策をお

示しいただきたいと思います。 

○学校教育課長（上木勝憲君） 給食時間中の取組について御説明いたします。 

給食時間は、学校の教育活動においても、非常に感染リスクが高い場面であると捉えておりま

す。８月30日に行われました市の校長研修会においても、このことをしっかりと伝達をし、これ

まで以上に意識を高く持ち、それぞれの学校において感染対策を講じるよう指導しているところ
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です。 

具体的な対策としましては、配膳前の机等の消毒、密集場面となる時間差を付けたコンテナ室

を利用するときの学年の分散、対面ではなく同一方向での座席配置、教室では限りがありますが、

できるだけ距離を置いた座席の配置を行うこと、自分専用のお盆の使用、黙食、一人で黙って食

べるということになりますが、そのような徹底、食後のマスク着用等を行っているところでござ

います。 

今後、感染が拡大する状況でもありますので、給食時間中の対策を強化していきたいと思って

おります。 

○５番（青山浩二君） 給食時間が一番気を使う時間ではないかなというふうに思います。先生

方も本当に大変でしょうが、ここはひとつ感染対策に力を入れていただきたいと思っております。 

そこでこの給食時間ですが、子供たちのストレスを少しでも軽減するために、給食時間につい

てはテレビあるいはＤＶＤ等の視聴は構わないということにしてはどうでしょうか。もちろん、

先ほど答弁がありましたように、黙食というのが大前提ではございますが、こういった取組はい

かがですか。 

○学校教育課長（上木勝憲君） 議員がおっしゃるとおり、非常に感染リスクの高い給食の場面

があると思いますが、給食時間の狙いの中に、子供たちが学校生活をする中でそれを豊かにする、

そして明るい社交性を身に付けること、また郷土の精神を養うことの狙いもあります。このこと

を活かしまして感染防止策、例えば黙食であるとか食べた後の必ずマスクを着用するとか、消毒

をしっかり行うということを踏まえながら、ＤＶＤを視聴したり、また学校によりましては校内

放送を使いまして、教師の読み聞かせを行ったり、あるいは全校朝会や集会活動がなかなか行わ

れていない状況もありますので、子供との放送による対話をして、例えば、「おはようございま

す、皆さん元気ですか。」というときに、学年の学級の中から大きな返事が返ってくる、もちろ

んマスクは着用していますが、そのような光景もあると聞いております。そのような状況を踏ま

えながら、コロナ禍であるからこそ、できることがあるのではないかなと思っております。学校

の情報によりますと、そのような場面、なかなか一斉にできることも少なくなっているのですが、

音に集中したり、放送をしっかり聞いて自ら考えていくということも、コロナ禍で生まれてきて

いる子供たちの良さであるとも聞いております。そのようなものを生かしながら、今後に役立て

ていきたいと思っております。 

以上です。 

○５番（青山浩二君） 給食時間、本当に大変ですけれども、ぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。 

では次ですね、感染対策と衛生管理の観点から、給食のパンについて御提案したいと思います。

現在パンは、大きなビニール袋にたくさん入っておりまして、それを一人一人に配膳するという

方法であるというふうに思っております。このパンを個別包装にしたらどうかというふうに思い

ます。これは感染対策もそうでありますが、通常の衛生管理の面からも非常に大事であると思っ



（115） 

ております。この個別包装をしている自治体もあるというふうに聞いております。本市でも取り

入れてみたらどうかということでございますが、いかがですか。 

○教育長（福田裕生君） 食品衛生法の改正によりまして、本年４月からパン箱の中に直接パン

を入れるのではなく、大きなビニール袋に入れて、それをパン箱に入れ、配送を始めていただい

たところであります。パンの個別包装につきましては、コロナ禍にありまして２学期が始まるに

あたり、心配ごとの一つでもございました。そのこともありましたので、パンの製造業者に個別

包装ができないか確認も行わせていただいたところでございますが、設備面で十分整えることが

できないという状況があるというふうな回答でございました。 

今後は他の市町、それからパン製造業者及び鹿児島県学校給食会と連携、協議をいたしながら、

より良い方向性が見いだせないか、話合いを進めてまいりたいと思っております。 

○５番（青山浩二君） ぜひ、そういう協議の場があれば、積極的にそのことに対しては発言し

ていただきたいと思います。仮に、パンの納入業者にその機械がなければ、機械導入に対して一

定の補助をするなどして、衛生管理というものを徹底してほしいというふうにも思っております。

もっと厳しく言いますと、パンの個別包装が義務ですよというようなことを、納入条件に付け加

えてもいいぐらいだと思っております。そこまで徹底してほしいというふうに、こういった対策

では思いますが、教育長もう一回どうですか。 

○教育長（福田裕生君） 食の衛生管理の徹底というのは、非常に重要なことだと思っておりま

す。納入業者への機械導入に対しての補助につきましては、現在納入業者が市内の業者ではない

ので、これについてはできないのではないかと考えております。パンの製造業者につきましては、

鹿児島県学校給食会と契約をしております。市がその業者と配送方法等について契約をしており

ますので、パンの個別包装を納入条件としたときに、志布志市に納入できる業者がいるかどうか

ということも、課題の一つになっているところです。 

また個別包装を実施している自治体に確認をいたしましたところ、１食に付き７円程度給食費

の上乗せが必要になってくるということでございます。いずれにしましても、安全・安心のパン

の供給のためには、包装したパンを供給するよう改善していく必要は非常にあるかと思っており

ますので、他の市町との情報の共有、先ほども申しました鹿児島県学校給食会それからパン製造

業者と、十分にこの後も協議を続けてまいりたいと考えております。 

○５番（青山浩二君） ぜひ前向きな協議というものを強くお願いしておきたいと思います。 

それでは次です。教職員のワクチン接種についてお伺いします。学校内感染を防ぐ一つの方法

として教職員へのワクチン接種の啓発というものがあると思いますが、これに対して学校にはど

のような手だてを講じているのかお示しいただきたいと思います。 

○教育長（福田裕生君） 学校における感染拡大を防止する上で、教職員へのワクチン接種の啓

発は非常に重要なことであると考えており、既に啓発をし続けているところでございます。 

本市内におきましては、その件については、順調に進んでいるというふうに捉えております。

健康上の理由や様々な事情等には十分な配慮をしつつ、感染症拡大防止の大事な手段の一つとし
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て、ワクチンの接種が大事だということは、これからも啓発を続けてまいりたいと思っておりま

す。既に、８月末の校長研修会それから市教委から発出しております通知文等で、幾度となくこ

の件については、お願いごととしてお伝えしたところでございます。 

個別接種未定の方だとか、今後の接種の見通しがつかない方につきましては、９月13日から始

まっている大規模接種について周知も図っております。 

○議長（東 宏二君） 本日の会議は、時間を延長いたします。 

○５番（青山浩二君） これですね、子供たちの感染防止の一つの手段として非常に有効である

と考えますので、よろしくお願いしておきたいと思います。 

今教育長から、ちょこっと県の大規模接種という話もありましたが、その前に、現在志布志市

内に住所を有する先生方は、希望すれば全て予約可能な状況にあります。本市内に住所があれば

ですね。市外に住所があって、順番がまだ回ってきていない先生方が、まだ結構いらっしゃると

いうふうに話は聞いております。そういった先生方が、今度の県の大規模接種というものを受け

ることができるという理解でよろしいですか。 

○教育長（福田裕生君） 新型コロナウイルス感染症拡大防止を図るためには、何よりもワクチ

ン接種が重要であるということは、様々な場で啓発をしているところです。現在のところ、学校

職員を対象とした職域接種といったようなものは予定されておりませんけれども、県の大規模ワ

クチン接種は９月13日から９月19日、９月20日から９月27日であったかと思いますが、そういっ

たものをぜひ活用して、対策を講じていただきたいということをお願いしているところでござい

ます。これについて、教職員の意識はかなり高いというふうな報告を受けております。 

○５番（青山浩二君） ぜひですね、県の大規模接種で希望する先生方は早急に受けていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

それでは次に、政府が「小・中学校の検査体制強化のために簡易の検査キットを配布する」と

いうふうに発表しております。これについてタイムスケジュールはどうなっているのか、お示し

いただきたいと思います。 

○教育長（福田裕生君） 抗体検査キットにつきましては、基本的にはこれは教職員を対象とし

ております。教職員が発熱等風邪症状がある場合は、基本的には出勤していただかないというこ

ととしておりますが、出勤後の体調に変調があった場合には、速やかに帰宅させ、あるいは医療

機関を受診するように促すことが大原則でございます。 

このような状況の中において、どうしても医療機関を早々に受診できないような状況がある場

合、及び本人がこの検査キットを活用する意思がある場合において、校長の判断で使用すること

ができるというふうになっております。医療行為に近い行為ですので、立会いするものとしては

医療関係者の立会いが求められておりますし、それがかなわない場合には、医療関係者からの研

修を受けた者が立ち会ってというようなことにもなっているところでございます。 

また、子供は基本的には対象外となっております。 

検査キットにつきましては、各学校の規模に応じて２セットから10セットを配布する予定にし
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ておりまして、本市内総数としては、最大数の150セットを既に確保しているところです。 

○５番（青山浩二君） 今回国が配布する検査キットというのは、あくまでも教職員向けという

ことでございますね。それも一つの対策ですので、有効に使っていただいて、そして早期発見に

つなげていって、クラスター等の未然防止に努めていただきたいというふうに思います。 

このことについて、もう一点だけお伺いしたいと思います。日置市が、市内の小・中学校、市

立幼稚園に簡易ＰＣＲ検査キットを配布したということで、新聞に掲載されておりました。これ

は児童・生徒も対象だというふうに思いますが、本市においても日常の不安を取り除くためにも、

各学校に児童・生徒向けのキットの配布をすることはできないものか。これは市長にお伺いいた

します。 

○市長（下平晴行君） この件について日置市に問い合わせたところ、発熱等の症状のある教員、

児童・生徒を対象に唾液によるＰＣＲ検査を、検査センターに委託し実施しているようでありま

す。 

本市は、今後学校だけではなく市民に対し、任意でＰＣＲ検査をされた方へ助成を検討してい

るところでございます。 

○５番（青山浩二君） 今の答弁でいきますと、先ほどの私の質問の内容になるわけですね。

「任意の検査を助成するよ」という答弁につながっていくと思いますので、それはそれでいいと

思います。ぜひ、そちらのほうを頑張っていただきたいというふうに思います。 

それでは、次に学校の消毒作業についてお伺いします。現在、先生方が毎日放課後に手分けし

ながら消毒作業を行っていると思います。これは相当な労力を必要といたしますし、時間外の作

業になることもあるとお聞きしております。ただでさえ日常の業務に追われている先生ですが、

これに消毒作業も加われば、相当な負担であろうと思いますし、しかも、先生御自身の感染リス

クも高くなっていくと感じます。これについては、行政からの人的支援が必要であると強く感じ

ますが、教育長いかがですか。 

○教育長（福田裕生君） 新型コロナウイルス感染症対策として重要となりますのは、いわゆる

共有物、多くの方々が手にする、触れる場所の消毒でございます。例えば手すり、ドアノブ、蛇

口、配膳台などがございます。確かに人的な配置等があれば効率よく実施できる、その良さがあ

るかもしれません。現在、教育委員会としましては、感染防止策を教職員と子供たちが一体とな

って、感染リスクとなるような場面や場所に気づき、考え、どのように消毒していくかを考える

ような取組等についても進めているところでございます。目に見えないウイルスとの戦いです。

整えられた適切な環境で生活することは非常に大切なことです。自らウイルスの特性を知り、自

分なりに子供と先生たちが一緒になって、できることを行っていくというような教育活動も、こ

れまで以上に大切にする機会だというふうな捉え方をしております。 

デルタ株だけでなく、今後変異した新たなウイルスも出てくるということも考えられます。子

供たちにも見通しのつかない場面で、どのように考えていくか自問自答するよい機会だと捉えて

おります。 
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また、さらにこの状況が加速し、よくない状況の場合は、人的配置についてすぐすぐどうこう

ということはできませんけれども、例えば地域の方々にお手伝いできるような状況を作れないの

かどうかも含めて、様々な面から検討をしていくことになろうかと思っております。 

○５番（青山浩二君） これについても、市長の見解をお伺いしたいと思います。 

○市長（下平晴行君） 教育長の言われるとおり、人的な配置等があれば、効率よく実施できる

良さがあるかもしれませんが、感染防止策を教職員と子供が一体となって、感染リスクとなるよ

うな場面や場所に気づき、考え、どのように消毒していくかを考えさせるように取り組むことは、

とても大切なことだというふうに考えております。 

○５番（青山浩二君） 今、前向きといいますか、人的支援するよという答弁はいただけません

でしたけれども、様々な方面でのコロナ対策というものはあると思いますが、私は学校での対策

というものは、順位を付けるといろんなところに失礼なのですが、私は上位に位置するというふ

うに感じています。子供たちではどうにもならないこと、そして先生方ではどうしてもできない

こと、こういったことは多々あります。そこは、行政が積極的に支援するべきだと思っておりま

すので、前向きに検討していただければと思います。その人的支援というのも、先ほど教育長答

弁にもありましたように、地域の方々をお願いするとか、そういったことも考えられますので、

ぜひ前向きに検討をお願いしたいと思います。 

それでは次に、体育の時間のマスク着用についてお伺いします。基本的にマスクを着用したほ

うが感染リスクを抑えるという点ではいいとは思いますが、運動しながらのマスクは、熱中症に

なる可能性もあるわけでございます。これについては学校現場でも非常に悩ましいところである

というふうに思いますけれども、これについてはどんな指導をしているのでしょうか。 

○学校教育課長（上木勝憲君） 体育時間のマスク着用について説明します。 

運動時は身体的なリスクが非常に高い、リスクがあるということで、マスク着用は必要ないと

指導しています。特に呼気が激しくなるような運動を行う際、気温や湿度が高い日には、十分な

呼吸ができなくなるリスクや熱中症など、健康被害が発生する場面もあると思います。十分な感

染症対策を講じた上で、マスクを外すように指導しています。ただし、用具の準備や後片づけ、

また体育の時間の話し合う場面については、非常に距離が近くなりますので、可能な限りマスク

を着用するよう指導しています。 

○５番（青山浩二君） この体育の時間も、本当に悩ましい、すごく指導が難しい時間帯の授業

になりますので大変でありますけれども、ぜひよろしくお願いしたいと思います 

それでは次ですね、各行事の実施状況というものについてお伺いしたいと思います。まず運動

会、体育大会ですが、半日開催、無観客、保護者のみは会場に入れる、様々な形があると思いま

すが、本市においてはどんな形で実施するのでしょうか。そこをお示しいただきたいと思います。 

○学校教育課長（上木勝憲君） 運動会、体育大会の実施につきましては、各学校の規模、参加

者数、実施形態等を考慮し対応しております。 

感染防止策としましては、密集場面を避けること、短時間の視点を踏まえ午前中開催、受付で
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の検温、手指消毒、接触の軽減された競技種目の選定、共用する道具等の消毒、人との距離をと

った隊形、観客の人数制限、保護者の人数制限であるとか、来賓の人数制限であるとかというの

が具体的にあります。昼食カットなどの工夫を行い、各行事の狙いを達成するために努力をして

おります。 

○５番（青山浩二君） 私が聞いた学校によりますと、基本無観客でありまして、保護者のみは

入場可とし、それ以外の方、これは来賓の方々も含みますが、御来場は御遠慮いただくというこ

とで通知をしているという学校もあります。そういったことも、一つの感染対策の手立てでもあ

りますので、そこはぜひとも徹底していただきたいというふうに思います。これもまた、学校へ

の指導というのも必要になってくると思いますので、そこのところもよろしくお願いしたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

○学校教育課長（上木勝憲君） 運動会、体育大会の実施につきましては、保護者や地域との連

携を図ることがとても大切だと考えております。感染防止策としての学校の基本的な考え方を、

保護者や地域の方々にも御理解、御協力を十分に得ながら、受付での検温、手指消毒、観客の人

数制限、種目の工夫、午前中開催等を考慮し、実施するよう指導しているところでございます。 

○５番（青山浩二君） よく分かりました。その点についてもよろしくお願いしたいと思います。 

次に、修学旅行の状況についてお伺いします。現在まで実施済み校は何校ありますかというと

ころと、また今後計画している学校は、行き先を変更したり、日程を短縮したりと対応を苦慮さ

れると思います。その状況をお示しいただけますか。 

○学校教育課長（上木勝憲君） 令和３年度に修学旅行を計画している学校は、小・中学校合わ

せて19校あります。そのうち９校が現在実施済みでございます。今年度同一校において、２学年

計画している学校が３校あります。今後12校が実施予定になっております。 

この12校については実施にあたって、感染防止策の事前指導や児童・生徒の健康状況、同居す

る家族等の健康観察等をしっかりと徹底するとともに、感染状況を見極めながら、仮に当初予定

の実施予定日であった場合も延期を考えるとか、近距離での実施に変更するとか、旅行日程の短

縮を行うなど、実施方法の適切な変更、工夫について検討するようお願いしております。判断の

ための基本的な考え方を、市の校長研修会でも指導しているところでございます。 

以上です。 

○５番（青山浩二君） これは修学旅行といいますと、私たちもそうでありましたけれど、今の

子供たちにとっても、一年を通してのビッグイベントの一つでございます。行き先を変えてでも、

また日程を短縮してでも行かせてあげたいと、それが親の心情だと思います。感染対策を十分に

しながら、また密を避けるためバス借上げ助成もありますので、そこら辺を十分活用していただ

いて、できることなら中止にせず行かせていただくよう、教育長からも各学校への働きかけをお

願いしたいと思いますが、よろしいですか。 

○教育長（福田裕生君） 修学旅行は、児童・生徒の学校生活に潤いや秩序と変化を与え、思い

出に残るなど、大変有意義な教育活動であるというふうに捉えております。感染状況等を踏まえ
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た感染対策を十分に講じた上で、その実施について特段の配慮を行うことが必要であります。 

教育委員会としましては、令和３年度の修学旅行については、本市の感染状況、先ほど課長も

申しましたように、目的地となる地域の感染状況、宿泊する場所の対策の在り方等々、様々な観

点からその状況をしっかりと把握し、学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理

マニュアルというのがございますので、そういったものを十分に踏まえ、各種数字的なデータ等

の情報もしっかりと把握し、感染防止策の確実な実施、そして保護者などの理解を大前提にして、

適切に判断されるよう各学校長へはお願いをしているところでございます。 

○５番（青山浩二君） よく分かりました。よろしくお願いします。 

それでは、この項目の最後になりますけれども、感染対策の観点から、時差登校あるいは分散

登校についてはどんな考えを持っておられるのかお聞きしたいと思います。また、最悪の事態も

含めて、休校という判断をしなければならない状況も考えておかなければならないと思います。

この点について、判断基準あるいはガイドラインとかあるんでしょうか。お示しいただきたいと

思います。 

○教育長（福田裕生君） 感染予防対策を講じる視点から、時差登校あるいは分散登校は一定の

効果があると考えられます。市内の感染状況によっては学校規模が大きく、教室内で密閉、密集、

密接の三つの条件が同時に重なる場が生じる学校等においては、時差登校や分散登校等の実施を

検討する場合も出てくるかと考えております。 

なお、臨時休業等の判断につきましては、国が示した基準がございますので、それに基づき、

保健所の見解それから本市の医師会の学校医の助言を踏まえて判断することとなります。 

○５番（青山浩二君） 私の個人的な思いなんですけれども、この時差登校、分散登校、休校に

ついては、できればしてほしくないなというふうに思っています。やはり子供たちは、学校で大

勢の友達と一緒に学んだり遊んだりと、これが学校での楽しみの一つでもあると思っております。

ただ、最悪それをしなければならない状況になったとするならば、子供たちを守るために早めの

決断をお願いしたいと思います。 

私が今回この質問をした背景には、この時差登校、分散登校、休校という事態を避けるため、

そして学校からクラスターを出さないため、まだまだできる対策があるんじゃないかなと思って

質問いたしました。本市の子供たちを守るため、私たち議会もそうですが、市長部局そして教育

委員会一体となって頑張っていきたいと思います。 

この質問の最後に、今回の学校関係の質問を振り返って、市長それから教育長、一言ずついた

だけますでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 特に子供たちの命を守るためには、学校は安全でなければならないこと

が大変重要であります。今後も市長部局、教育委員会と学校と地域、家庭が連携して、感染対策

にしっかりと取り組んでまいります。 

○教育長（福田裕生君） 各学校におきましては、これまで様々な感染症対策を講じてきており

ます。そのかいあって、現在のところ、極端に心配するような状況にはないわけでございますが、
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ここで気を緩めてはならないというふうに思っております。併せて、家庭への注意喚起も必要で

す。人と人との距離は長く、それから時間は短く、会話は少なくといったことを徹底せざるを得

ない、いくらか寂しい状況ではあるんですけれども、今においてはそういうことをしっかりと守

りながら、今後も子供たちの学びの場を保障できるように努めてまいりたいと考えております。 

以上です。 

○５番（青山浩二君） 市長、教育長、そういったお考えの下、ぜひ本市の子供たちを守るんだ

という強い意識をもって、また取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

それでは、次の項目に移ります。過去の一般質問の答弁に対するその後の進捗状況についてお

伺いします。まず、平成30年12月定例会において、市長が市長選挙に当選された初年度のときの

質問になります。前市長と同様の質問を投げかけさせていただきました。前市長におかれまして

は、あまりいい答弁、前向きな答弁がいただけませんでしたので、下平市長はどんな考えを持っ

ているのかお聞きしたくて、質問した経緯がございます。振り返りの質問になりますので、今回

細かい部分は聞きません。３年前に隅から隅まで聞きましたので、今回は大まかにその後の計画

の進捗状況、それから現在の施設の管理状況についてお聞きしたいと思います。 

まず最初に、屋内練習場の整備についてお伺いします。本市には野球部がある高校が２校ござ

います。志布志高校、尚志館高校ですね。２校とも野球部があります。また中学生、一般社会人

もそうですが、試合前の練習場の確保あるいは冬期での練習を可能にするということは、選手の

競技力向上という観点では非常に重要になってきます。また、ソフトボール、サッカー、フット

サル、レクリエーションなどにも対応して、さらには災害時の避難場所にも対応できるような多

種多様な機能を持つ屋内練習場の整備を考えていただけないでしょうかという質問に対しまして、

当時下平市長は、「市内体育館の見直しの一つとして、有明体育館を室内練習場の機能を持つ運

動施設として改修していく」と答弁されました。このことについて、有明体育館の改修計画はど

の程度協議されているのかお伺いしたいと思います。 

また、確認の意味でお聞きしますが、答弁された当時と現在の気持ちは変わっていないですよ

ね、そこも併せて御答弁をお願いしたいと思います。 

そして、教育長におかれましては、本市のさらなるスポーツ振興を図ることや、多様化する市

民ニーズに対応するため、さらにはコロナが収束した後、国内外の大学野球部のキャンプ誘致の

材料に必ず良い影響を与えることができる、私はそう確信しておりますが、この屋内練習場の必

要性について、考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○市長（下平晴行君） 市内には、旧町時代に整備された三つの体育館があるわけでございます。

ほぼ同時期に建設され、35年から40年が経過しており、老朽化が進み、どの施設も不具合が発生

している状況でございます。そのため、優先順位を付け整備しなければならない状況となってお

り、現在、施設の規模が最も大きく、利用者数の多い志布志運動公園体育館の大規模改修の実施

設計を進めているところでございます。 

御質問の有明総合体育館におきましては、この志布志運動公園体育館の改修終了後に、以前か
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ら要望があります、屋内練習場の機能を持つ運動施設としての改修に取り組んでまいりたいと考

えているところでございます。 

○教育長（福田裕生君） 屋内練習場につきましては、年間を通じて天候等に左右されることな

く利用できることから、様々な種目の競技力向上やスポーツ活動、レクリエーション活動など、

市民の健康づくりの向上、さらには交流活動の向上につながっていくものを捉えております。併

せまして、スポーツ合宿や大会等の誘致の増加による市への経済効果も見込まれるというふうに

考えます。 

先ほど市長からもありましたとおり、市内には三つの体育館があることから、特徴のある施設

への改修というのは、さらなる市の活性化につながるというふうに考えます。 

○５番（青山浩二君） それではちょっと確認です。改修計画というものは、現在協議進行中で

あり、改修時期については未定であるけれども、改修工事自体は実施するという理解でよろしい

でしょうか。 

○市長（下平晴行君） はい、そのとおりでございます。 

○５番（青山浩二君） よく分かりました。今の答弁で、この項目については答えが出ましたの

で、安心をいたしました。そのことを競技団体それから市民の皆様に、しっかりとお伝えしてい

きたいと思います。 

それでは、ちょっと関連がありますので、一点だけ現在のこの施設の管理状況について質問さ

せていただきたいと思います。この有明総合体育館ですが、老朽化ということもありまして、以

前は雨漏り等で利用者の皆さんから補修の要望もあったかと記憶しております。今はそういった

ものは改善されて、その後の不具合等はないということで理解してよろしいでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 大規模改修を計画しているため、利用者の皆さんが満足いく改修はでき

ないかもしれませんが、大規模改修までは御不便をお掛けしますが、安全性や緊急度等に応じた

改修に努めてまいりたいと考えております。 

○５番（青山浩二君） よく分かりました。 

それでは、指定管理者による定期点検あるいは専門業者による点検、これらについてお聞きし

たいと思います。先ほど答弁にもありましたように、将来的には大規模改修が見込まれるところ

ではございますが、現在においては稼働中の体育館でありますので、定期点検は必要不可欠であ

ると思います。この施設は、どの程度の頻度でどんな点検を行っているのかお伺いします。 

○教育長（福田裕生君） 特定建築物調査員による建築基準法第12条１項の規定による総合点検

というものを、３年ごとに行っております。また同条３項による設備点検を毎年行っております。 

○５番（青山浩二君） では、その点検報告というものも上がってきていると思います。その報

告の中で、補修が必要である箇所等の報告というものはありますか。 

○教育長（福田裕生君） 内部の床、壁仕上げ材の剥離及び浮き上がり、非常照明器具の不具合

等の報告を受けているところでございます。 

○５番（青山浩二君） そういった補修の必要な箇所については、利用者の安全を第一に考えて
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いただきまして、優先順位を付けながら補修工事をしていただきたいと思います。 

先ほども言いましたけれども、大規模改修工事までには、まだ数年かかると思います。それま

では通常のこれまでのような利用が見込まれるわけですから、安全第一で施設の運営をお願いし

ていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

○教育長（福田裕生君） 施設につきましては、安全が最も優先することだと思っております。

必要な箇所につきましては、指定管理者と十分協議をいたしまして、適切に対応してまいりたい

と思います。 

○５番（青山浩二君） ぜひお願いしておきたいと思います。 

それでは、次です。最後になりますが、これも平成30年12月定例会での質問でございます。有

明体育館に隣接する有明野球場の再整備についてでございます。有明野球場においては、平成５

年から供用が開始されておりますが、現在においては環境も変化し、老朽化も著しいところでご

ざいます。「安心・安全な球場運営のために、子供たちが危険な高台に上って点数を付けている

手動式のスコアボードを電光掲示板にしていただきたい」また、「内外野を囲むコンクリートフ

ェンスを、選手の事故防止の観点からラバーフェンスに改良していただきたい」と質問いたしま

した。このときの市長答弁でございますが、「補助事業を調査し、有明野球場に係る整備計画を

策定し整備を進めていく」との答弁でありました。その後の整備計画の策定というのは、どこま

で進んでいるのでしょうか。 

また、さっきも聞きましたけれども、こちらについても答弁された当時と気持ちは変わってい

ないですよね。そこも併せて御答弁をお願いしたいと思います。 

また、教育長におかれましては、安心・安全な球場運営という観点から、この老朽化が進む有

明野球場の再整備について、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○市長（下平晴行君） 有明地域の体育施設整備につきましては、第１次、第２次スポーツ振興

計画の中でのゾーニングにおいて、野球場を中心に特徴を生かして整備していくこととしており、

これまで隣接する市民グラウンドと併せて、備品購入や施設整備を行ってきたところであります。 

有明野球場につきましては、これまでラバーフェンスの設置やスコアボードの更新の要望があ

ったところでありますが、国体会場の整備を優先したことと、設置自体に多額の費用を要するこ

ともあり、取組していないのが現状でございます。本年度より着手しました志布志運動公園体育

館改修や先ほど答弁しました有明体育館改修、さらには延期された国民体育大会におきまして多

額の費用が見込まれているため、改修時期や規模について検討が必要であると考えます。 

先ほど言われました考え方は変わっていないかということで、これは全く変わっておりません

ので、今のような状況で検討が必要だということでございます。 

○教育長（福田裕生君） 有明野球場につきましては、これまで子供から大人まで多くの方々に

年間を通じて利用をしていただいております。また、スポーツ合宿や大会の場としても活用がな

されていることから、市のスポーツ振興だけでなく観光、経済の振興にも、大きく寄与する施設

であるというふうに捉えております。 



（124） 

しかしながら、平成５年の整備から27年が経過し、修繕等が必要になっている箇所も多数あり、

利用者の皆様に安心して利用していただくためには、計画的な整備が必要であるというふうに考

えております。 

○５番（青山浩二君） よく分かりました。この点についても、今の答弁で答えが出ました。当

時と気持ちは全く変わっていないということで、改修工事をしていただくことについて、非常に

嬉しく思っているところでございます。こちらについても競技団体、市民の皆さんにしっかりと

お伝えしていきます。 

それでは、この球場についても、安全面のことで一点だけお伺いしたいと思います。スコアボ

ードの安全性についてですが、３年前の質問の時の答弁で、「指定管理者により年一回、年度初

めに点検を実施し、必要に応じて修繕を行っている状況であります。また耐震性につきましては、

建築基準法が改正された昭和56年以降の工作物であり、確認を行いましたが特に問題はないと考

えております」と答弁されております。あれから３年経過しております。その後の指定管理者に

よる定期点検等で、何か不具合等の報告はないでしょうか。 

○教育長（福田裕生君） 指定管理者による点検から腐食等についての報告を受けております。

特に現在スコアボードの活用を含めた改修等も、必要な状況ではなかろうかというふうに考えて

いるところでございます。 

○５番（青山浩二君） 指定管理者から腐食状況の確認をしているということですね。ただ、専

門業者による点検はまだしていないということですが、ああいう特殊な工作物ですね、こういっ

たものは指定管理者ではなくて、専門業者の点検というのが必要になってくると思うんですけれ

ども、これについてはいかがですか。 

○教育長（福田裕生君） 今議員から御指摘のとおり、大変大きな工作物でございますので、専

門による業者の点検というのは必要であろうと捉えております。 

○５番（青山浩二君） ぜひお願いしておきたいと思います。 

私も今回またこの質問するにあたって、改めてスコアボードの裏に上ってみました。素人の私

が確認しても、３年前からするとさびによる腐食というのがかなり進んでいまして、結構危険度

が増しているというふうに感じましたが、そんな報告は上がっていないですか。 

○教育長（福田裕生君） 報告としては上がっております。それから私も３年前に確認したとき

からすると、今回また見させていただきましたが、足場の腐食等もかなり進み、ボードそのもの

にも腐食が進んでいるというところを確認したところでございます。 

ボールカウント表示につきましては、バックネット裏からの操作が可能であるため、これにつ

いてはまだ使用可能ですけれども、その他についてはかなり傷みがきているなというふうに感じ

ております。 

○５番（青山浩二君） それなら、なおさら指定管理者ではなくて、専門業者の点検というのを

実施していただきたいと思います。 

それでは、前回の質問の時には市長にはお聞きしましたので、今回は市長には聞きませんが、
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教育長にお伺いします。教育長はこの高台にありますスコアボードの裏ですね、ここに上ったこ

とはありますか。あれば感想を聞かせてください。 

○教育長（福田裕生君） 私は、幼い頃野球をしておりまして、いわゆる野球少年でしたので野

球場に出向くことは大変好きでして、以前勤務していたときも、幾度となく球場の中に足を運ば

せていただいたり、スコアボードのところにも上らせていただきました。また今回も改めて、

久々に上らせていただいたところでした。スコアボードに上って裏手を見ればかなりの高さにな

りますので、その高さを眺望がいいというふうに捉えるか、かなり怖いなというふうに捉えるか

は、上った方の思いだろうと思っていますが、私個人的には、いい眺めだなというふうに思って、

今回上らせていただいたところでございました。 

○５番（青山浩二君） 教育長におかれましては、高くていい眺めだなと、そういう感想を持た

れたかもしれませんけれども、あの場所は、地上から高さ約３ｍ、４ｍのところに子供たちが２、

３人で、１試合約２時間から２時間半、重い鉄板の得点ボードの入替え作業ですね、結構ハード

であります。そして危険を伴う作業でもあります。電光掲示板にしていただくまでの間に、事故

でもあったら取り返しのつかないことになってしまいますので、ここは一度緊急的に腐食部分を

入念に調べていただいて、そして緊急的に必要があれば補修をしていただきたいと、そういう思

いでありますがいかがですか。 

○教育長（福田裕生君） 先ほどの答弁の中で少し足りない部分がございました。上らせていた

だいたときに、支柱が立っていますね、横の支柱いろいろありますが、かなり間隔が広いなとい

うのも第一印象としてございました。そこの間から例えば滑り落ちるとか、足を踏み外すといっ

たことも十分に考えられることだなと感じたところです。 

また指定管理者による目視による点検は実施しておりますが、先ほどから御指摘いただいたよ

うに、専門家による点検ということは、本当にやっていくべきだと思っております。併せて、す

ぐ対応ができない部分もありますので、上り口のところにはロープを張って、中に侵入がなされ

ないような緊急的な対応も指示をしたところでございます。併せて、スコアボードの上のほうに

放置されたままであるパイプ椅子であるとか、数字が書かれた古い鉄板、これらについても、先

日早急に撤去するような指示もしたところでございますので、またその状況等については早急に

確認をさせていただいて、使えなければ使えないなりの安全な状況を整えておくということの対

応も進めていきたいと思っております。 

○５番（青山浩二君） よろしくお願いしたいと思います。安全第一ということでございますの

で、そこのところはぜひお願いしたいと思います。 

今回、振り返りの一般質問をしたわけでございますが、細かい部分については３年前にやり取

りしましたので、大まかに計画の進捗状況と現在の施設の管理状況について質問いたしました。

３年前、市長が「屋内練習場も野球場の改修も整備計画を立ててやります」というふうに答弁し

てくださいました。そのとき、中体連、高野連を代表する競技団体それから保護者会、本当に喜

ばれており、「さすがスポーツを理解してくれる市長だね。」とおっしゃってもくださいました。
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ただ、「３年経っても、いまだに具体的な動きが見えない。」という厳しい御意見も実際ありまし

たので、今回質問させていただきました。この３年の中の約２年間といいますと、コロナ対応で

当局におかれましても大変な時期であり、そのことも相談者の方々には、私なりにお伝えしてい

るところでございます。そこは、相談者の方々も十分理解してくれていると思っております。現

在のこのコロナ禍で、なかなか思うように事業を進めることが困難な時期ではありますが、ぜひ

こういう時期だからこそ、市民が喜ぶ事業そして何より子供たちが夢と希望を抱いてくれるよう

な事業、こういうものに着手していただきたいと思っております。 

最後になりますが、現在、市民の皆さんそして競技団体の皆さんは、様々な制限を受けて活動

をしております。アフターコロナを見据え、この有明地域の体育施設の整備というものが、下平

市長の中心政策の一つになるように進めていってほしいと思います。そこに対する思いといいま

すか決意というものを、最後に市長それから教育長にも一言ずついただきまして、私の一般質問

を終わります。 

○市長（下平晴行君） このようなコロナ禍においてスポーツ活動やイベントの自粛が続いてお

りますが、以前のように活動ができるようになった際に、利用者の皆さんが安心して利用ができ、

さらには、市外からも多くの方に利用してもらえるような施設になるように、整備をしていきた

いと考えております。 

○教育長（福田裕生君） このコロナ禍におきまして、部活動であるとかスポーツ少年団活動な

ど、様々な活動それからイベント、そして学校においてもあらゆる場面で自粛が続いております。

今はまさに我慢の時。我慢の時だからこそ精神面をしっかりと鍛えておくべきときだ、そういう

捉え方も必要だろうかと思っております。 

施設の整備におきましては、アフターコロナをしっかりと見据え、活動が再開された際に利用

者の皆様に喜んでいただけるように、今は今できることを着実にしっかりとやっていくという、

そういう思いでこれからも進めていきたいと思っております。 

以上です 

○議長（東 宏二君） 以上で、青山浩二君の一般質問を終わります。 

──────○────── 

○議長（東 宏二君） お諮りします。 

本日の会議は、これで延会したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、本日はこれで延会することに決定しました。 

明日は、午前10時から引き続き本会議を開きます。 

日程は、一般質問です。 

本日は、これで延会します。 

お疲れさまでした。 
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午後５時43分 延会 
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午前10時00分 開議 

○議長（東 宏二君） これから本日の会議を開きます。 

──────○────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（東 宏二君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第90条の規定により、青山浩二君と野村広志君を指名いたします。 

──────○────── 

日程第２ 一般質問 

○議長（東 宏二君） 日程第２、一般質問を行います。 

順番に発言を許可します。 

まず、17番、岩根賢二君の一般質問を許可します。 

○17番（岩根賢二君） 皆さん、改めましておはようございます。獅子と公明の岩根でございま

す。よろしくお願いいたします。 

昨日は時間延長ということで、皆さんどうもお疲れさまでございました。今日は時間延長しな

いように、スムーズにいきますようによろしくお願いいたします。私の質問内容は、具体的にこ

まごまと通告がしてありますので、多分執行部とのやり取りもスムーズにいくのではないかなと

思っております。 

それではまず、選挙公営の制度導入について質問をいたします。市長をはじめ、私たち議員の

任期もあと５か月足らずとなってまいりました。それぞれ心の準備などで、何かと落ち着かない

日々が続くのではないかなと思っております。そんな中、次の選挙、つまり来年１月30日投開票

の選挙に間に合うぎりぎりのタイミングではないかなと私自身は思っているところですが、選挙

公営の制度について質問をいたします。 

公職選挙法では、選挙運動に係る経費を公費で負担することにより、候補者の負担をできるだ

け少なくし、立候補の機会均等を図る手段として、選挙公営の制度を設けております。そこで、

まず選挙公営制度の具体的な種類と、公費で負担する金額の限度額を示していただきたいと思い

ます。 

○選挙管理委員会事務局長（北野 保君） 総務課長ではありますが、選挙管理委員会の事務局

長を兼務しており、選挙管理委員長から委任を受けておりますので、私のほうで答弁させていた

だきます。 

公職選挙法では、地方公共団体の議会の議員または長の選挙において、選挙公営に関する規定

が定められており、選挙運動用通常葉書の交付のほか、任意性の選挙公営として候補者が選挙運

動のために使用する自動車等の経費、頒布するビラの経費、公営掲示板に掲示するポスターの経

費について、条例の定めるところにより無料とすることができるとされております。 

また、市や選挙管理委員会が実施するものとして、ポスター掲示場の設置、来年の選挙から実

施する選挙公報の発行があります。自動車、ビラ、ポスターにつきましては、条例により候補者
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ごとの上限を定める必要がありますが、国政選挙や県の条例に準じますと、まず自動車について

は一般運送契約、これはハイヤー等の場合でございますけれども、一日当たり６万4,500円、選

挙運動期間が７日間でございますので、その７日間を掛けまして45万1,500円。自動車借入契約

の場合につきましては、自動車分１万5,800円、燃料分7,560円、運転手一人分１万2,500円の合

計３万5,860円の７日間を掛けまして、合計で25万1,020円となります。 

次にビラにつきましては、市長選については、単価の7.51円掛ける頒布の上限であります枚数

が１万6,000枚でございます。それを掛けまして12万160円。市議会議員選挙につきましては、単

価の7.51円に4,000枚を掛けまして３万40円となります。 

最後にポスターにつきましては、525.06円に掲示場の216か所を掛けまして、31万500円を加え

た額を216か所で割り戻した単価1,963円に、掲示場の２倍の枚数432枚を掛けた84万8,016円が上

限額となっております。 

○17番（岩根賢二君） 総務課長も登壇されて、いい経験になったかなと思っておりますが、た

だいま限度額を提示していただきました。それでこの制度を、現在鹿児島県内では19市あるわけ

ですけれども、どのような状況になっているのか。実施しているところが何か所、実施していな

いところが何か所というのが分かればお知らせください。 

○選挙管理委員会事務局長（北野 保君） 県内での状況でございますが、19市のうちポスター

掲示場と選挙公報につきましては、全ての市で実施をしております。自動車の公営が16市、ビラ

が12市、ポスターが17市で制度化をしております。 

また、町村につきましては、24町村のうちポスター掲示場が22町村、選挙公報が３町村、そし

て自動車、ビラ、ポスターの公営につきましては、15町村で制度化している状況でございます。 

○17番（岩根賢二君） 市の単位でいけば、19市のうちに３市がこの自動車とかビラ。ポスター

については１か所は曽於市ですかね、今度からしているということみたいですけれども。19市の

うち16市ないし17市が実施しているということで、自動車、ビラ、ポスター関係について何も実

施していないのは、志布志市とあと１市だということになろうかと思います。 

それで、この３番目に入りますが、例えば本市でこの制度を導入した場合には、どれくらいの

経費が掛かることになるのか試算をしていただいていると思いますので、よろしくお願いします。 

○選挙管理委員会事務局長（北野 保君） 条例により上限を定めることになりますが、国政選

挙や県の条例に準じた単価で試算をしてみますと、自動車の借入契約、ビラ、ポスター、全て導

入し、市長選挙で候補者を５名とみております。そして市議会議員選挙で25名とした場合に、予

算を計上すると仮定した場合につきまして数字を出してみました。 

まず、市長選での自動車の公営分でございますが125万5,100円、ビラが60万800円、ポスター

が424万80円、合計で609万5,980円。市議会議員選挙でございますが、自動車が627万5,500円、

ビラが75万1,000円、ポスターが2,120万400円、合計で2,822万6,900円となります。 

種別ごとの合計にいたしますと、自動車で753万600円、ビラで135万1,800円、ポスターが

2,544万480円となります。またポスターの上限につきましては、県内他市においては条例により
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減額して設定している団体もあるようでございます。 

○17番（岩根賢二君） 私も若干試算をしてみたところですけれども、市長選挙に５人というの

は考えていませんでした。市長選には２人か３人かなということを考えて、試算をしたこともあ

りますけれども。今の計算でいきますと、市長選、市議選合わせて3,000万円を超えるというこ

とですか。合計はおっしゃいましたか、合計をお願いします。市長選と市議選、両方合わせた金

額を確認でお願いします。 

○選挙管理委員会事務局長（北野 保君） 合計で3,432万2,880円になります。 

○17番（岩根賢二君） 3,400万円余りということのようでございますが、現在志布志市が、ま

だこの制度を導入していない理由は何なのでしょうか。 

○選挙管理委員会事務局長（北野 保君） 先ほども予算の試算をさせていただきましたけど、

これにつきましては国政選挙での基準で試算をいたしておりますが、やはり相当な費用が掛かる

ということと、ほかの自治体を見てみますと、独自に上限を設けるところもありますので、そし

てまた事務につきましても、候補者の皆さんに契約をしていただいて、その契約書を選挙管理委

員会に届出をしていただきます。そういった事務の流れ等でしていただきまして、市につきまし

ては、事業者の請求に基づいて支払いをするという仕組みになっております。そういった事務の

流れの調査等もする必要があるというふうに考えておりますので、今後また調査・研究が必要な

のかなというふうに考えているところでございます。 

○17番（岩根賢二君） その精査はもちろん必要だと思うんですけれども、この制度が始まった

のはいつでしょうか。 

○選挙管理委員会事務局長（北野 保君） 制度につきましては、合併以前から制度としてはあ

ったところでございますが、ビラの配布につきましては、平成31年から始まっているところでご

ざいます。 

○17番（岩根賢二君） お隣の大崎町では、昨年この制度が改正をされまして、町村の段階でこ

の制度を導入してもいいですよと、そういうことになって、すぐこの制度を導入しているという

ことは御存じだと思うんですけれども、志布志市もやはりこういう選挙に経費が掛からないよう

にして、若い人だけではなくてまた新しい人が選挙に挑戦するような環境を整備してあげてもい

いのではないかなと思いますが、その点についてはどうでしょうか。 

○選挙管理委員会事務局長（北野 保君） 選挙公営制度につきましては、立候補に係る環境改

善の取組として有効であると考えております。しかしながら、市の予算支出を伴うことから、選

挙管理委員会におきましても効果を考えながら協議を行っているところでございます。 

選挙公営につきましては、今回の選挙から選挙公報を発行し、候補者の政策や主張を有権者に

届ける手段として、また政治や選挙への関心を高め、ひいては投票率の向上につながるものと期

待をしているところでございます。 

また、選挙運動用自動車等における導入につきましては、委員の皆様からは「志を持って立候

補をされると思うので、公営制度があるから立候補を決意される方は少ないのではないか」とい
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う意見と、あと「立候補の後押しにはなるが、予算を伴うもので市民の方々の理解が得られるの

か」といったような御意見もいただいておりますので、引き続き協議をしていくこととしている

ところでございます。 

ただ、県内市町村におきましても、多くの団体が導入している状況もありますので、今回の選

挙の状況を踏まえながら、４年後の市長・市議選挙までには、導入に向けた結論を出すこととし

ているところでございます。 

○17番（岩根賢二君） 志がある人は、こういう制度がなくても出るんじゃないかと、あるいは、

「市の税金を使って、そういう選挙に使うのはどうか」という意見もあるということですが、そ

れは、選挙管理委員会で出た言葉ですか。 

○選挙管理委員会事務局長（北野 保君） 選挙管理委員会の中で、この選挙公営につきまして

も平成30年９月から協議を進めているところでございます。その中で、やはり費用がかかること

により慎重な検討が必要であろうというところから、今回令和２年６月から選挙公報の導入につ

きましては、選挙管理委員会の中で決定をいただいたところでございます。 

そのほかの制度につきましては、まだ慎重な検討が必要であろうということで、引き続き検討

していくということにしているところでございます。 

○17番（岩根賢二君） 平成30年９月から検討に入ったということですけれども、もう既に３年

経過していますよね。過去のことを言ってもしょうがないですけども、検討が全然進まなかった

ということは、一つには何か経費のことがあるんじゃないかなと、お金がかかるからそれをその

選挙に使うべきかどうかということを、選挙管理委員会の皆さんはちゅうちょしておられるので

はないかなと思いますけれども。だけど、その委員会の皆さんは、鹿児島県の状況がもうこうい

う状況だよというのは分かっておられるんですか。 

○選挙管理委員会事務局長（北野 保君） 県内の状況等につきましては、資料を用いましてお

知らせをしているところでございます。 

○17番（岩根賢二君） 今回私が通告をして、そのことによって、また選挙管理委員会の皆さん

が集まって協議をしたとかいうことはあるんでしょうか。それとも、なしで総務課長のほうでそ

ういう答弁をされたのか、そこはどうでしょうか。 

○選挙管理委員会事務局長（北野 保君） 令和３年９月１日に定例会がございましたので、そ

の中でこういった御質問が出ているという内容と、あと選挙公営の内容につきましても再度御議

論いただいたところでございます。 

その中で、今後も引き続きやはり協議はしていくということで決定をさせていただいておりま

すので、先ほど申し上げましたとおり、県内の市町村ではかなりの率で実施されておりますので、

そういった方向もお知らせをしておりますので、検討については、引き続きやっていくというこ

とで決定をしているところでございます。 

○17番（岩根賢二君） 私冒頭に申し上げましたけれども、次の選挙に向けてのぎりぎりのタイ

ミングかなということで述べたんですけれども、この２か月余りで、その制度を導入ということ
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はもう難しいんですね。 

○選挙管理委員会事務局長（北野 保君） その９月定例会の折にもお話を申し上げましたけれ

ども、４年後に向けて協議をするということで、委員の方からも地域の方のまず意見も聞いてみ

るということでの御意見もいただいていますので、４年後に向けての協議ということで、今決定

をしているところでございます。 

○17番（岩根賢二君） 平成30年にその協議が始まった時点で、そういう態度を示していただけ

れば、今度の選挙には間に合ったんではないかなと思うんですね。ちょっと遅きに失したという

感じがしますが、ここで総務課長が「やります」とか「やりません」とかいうことは、もちろん

言えないと思いますので、今経費のその税金を使うということについてのところで、疑問点があ

るみたいな話もありましたけれども、もちろん選挙管理委員会がやろうということになれば、予

算も伴ってくるわけですが、そのときに市長のほうで、執行部のほうで、「いや、そんとは駄目

やっど」ということ、そういうことはないでしょうね。どうでしょうか。 

○市長（下平晴行君） お答えいたします。 

先ほどからありますように、選挙管理委員から制度化すべきとの意見があった場合、意見を尊

重しながら予算や制度上の課題等を検討の上、条例制定に向けた準備を進めてまいりたいと考え

ております。 

○17番（岩根賢二君） 私のこの質問に対して、大変期待をしていただいている同僚議員の皆さ

んもおられたかとは思うんですが、４年後ということでございますので、次の選挙には間に合わ

ないということの結論が出たようでございますので、次の質問に移りたいと思います。 

次に、市長の退職金見直しについてでございます。今定例会に市長の退職金を０円にする条例

改正案が提出されました。そこで、市長の考え方を聞いてみたいと思います。この案件につきま

しては、総務常任委員会に付託になりましたので、またさらに詳しい質疑が行われるとは思いま

すが、委員会には、なかなか市長が来ていただけないのではないかなということで、市長の考え

方を聞いてみたいと思っております。質問の内容によっては、事務方で答えていただきたいと思

います。 

それではまず、そもそもなぜ退職金の見直しをするのか、この点についてお願いいたします。 

○市長（下平晴行君） お答えいたします。 

企業に勤められている方や市役所の職員を含めて、一般的に30年、40年勤められて退職金を受

け取られる、そういうことで市長は４年で受け取ることに、市民の皆さんが疑問を感じているの

ではないかという思いと、また自主財源の確保、財政の健全化に資するための公約の一つとして、

退職手当０円を掲げていましたので、今回提案をしたところでございます。 

○17番（岩根賢二君） 最後のほうがちょっと聞き取りにくかったんですけれども、選挙の公約

にしていたからということをおっしゃいましたか。 

［下平晴行君「はい」と呼ぶ］ 

○17番（岩根賢二君） それでは、次の本市の特別職の職員の給与に関する条例では、第４条に
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「退職手当の額及びその支給方法は別に定める」とだけ書いてあります。この条例を見た時に、

「別に」というのはどこにあるんだろうとかと思って、市の条例を全部探してもこれはないんで

す。分かっている人には分かっているんですけれども、分からない人はこれを見たときに、じゃ

あどこにあるのかなということで探すんじゃないかなと思うんですけれども、他市の条例には、

その根拠である条例名をちゃんと明示している例がたくさんあります。本市でも例規集を見れば

誰でも分かるように、まず市民に分かりやすいように改めてはどうでしょうか。この点について

お願いします。 

○市長（下平晴行君） 志布志市では退職手当に関する事務の共同処理を行うため、鹿児島県市

町村総合事務組合に加入しており、退職手当の額及びその支給方法は、同組合の特別職の職員の

退職手当に関する条例に規定されております。志布志市特別職の職員の給与に関する条例第４条

の「退職手当の額及びその支給方法は別に定める」の「別に」とは、鹿児島県市町村総合事務組

合の特別職の職員の退職手当に関する条例のことでありますので、根拠条例名を明示して市民に

分かりやすいように改めてまいります。 

○17番（岩根賢二君） このことは、そのようにぜひ早く改めていただきたいと思っております。 

それでは、３番目の市長の任期中における、市長の分の市の負担金は幾らになるかお願いしま

す。 

○総務課長（北野 保君） 特別職の退職手当負担金につきましては、給料年額に1000分の280

を乗じて算定されますので、市長の場合でございますが、一年当たり279万2,160円になります。

任期中の４年間で1,116万8,640円になります。 

○17番（岩根賢二君） 市長の分として負担するのが４年間で1,116万円ということです。それ

では、この退職金を市長が受け取らないということで提案がされているわけですけれども、この

1,116万円を受け取らなかった場合には、どのように処理をされるんでしょうか。 

○総務課長（北野 保君） もし、この条例が改正されずに、受け取らないといけない状況にな

った場合につきましては、その場合でも市長のほうがもう受け取らないというふうに決断された

場合につきましては、鹿児島県市町村総合事務組合につきましては、退職手当を法務局へ供託す

ることになります。その供託した場合につきましては、消滅時効がございまして、10年経ちます

と権利が消えるということになっております。 

［岩根賢二君「10年経つと」と呼ぶ］ 

○総務課長（北野 保君） 消滅時効が10年でございます。 

［岩根賢二君「消滅というのは何ですか」と呼ぶ］ 

○総務課長（北野 保君） 国庫に入るということです。 

○17番（岩根賢二君） 市長が受け取らなかったとした場合には、それは市に返ってくるという

ことではないんですね。最終的に受け取らなかった場合は、法務局へ供託した後に、最終的には

国庫のほうに入っていくということになるわけですね。何かやり取りがありますけど、よろしい

ですか。 
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分かりました。 

それでは、４番目にいきます。本年３月の施政方針では、市長退職金の見直しについては、関

係機関との協議や審議会の意見を聞く必要があるとのことでした。それらの関係機関の名称と審

議会の名称を、まずお聞きします。 

○総務課長（北野 保君） まず関係機関でございますけれども、鹿児島県市町村課と退職手当

の事務を共同処理するために加入している鹿児島県市町村総合事務組合と協議を行っております。 

市長の退職手当を０円とするために、現に在職する市長が退職する日の属する月の給料月額を

０円とする条例改正については、了承を得ているところでございます。 

議員報酬等審議会につきましては、令和３年７月15日に委員10名のうち９名が出席をしていた

だきまして開催しております。今回の市長の退職手当を０円にするための現に在職する市長が退

職する日の属する月の給料月額を０円にするという条例改正につきましては、適当という答申を

いただいております。 

○17番（岩根賢二君） 県の市町村課と市町村総合事務組合のほうでは了解されたということで

すね。それと、市の報酬審議会のほうでも適当であるという答えが出たということでございまし

たが、１点だけお尋ねしますけれども、この市長が退職金を受け取らないあるいは０円にすると

いうことについては、この手法のほかにも何か手法があるんでしょうか。 

○総務課長（北野 保君） まず一つ目でございますけれども、退職金を受け取って寄附すると

いう方法につきましては、公職選挙法の寄附行為にあたりますので、できないということになり

ます。 

二つ目に、鹿児島県市町村総合事務組合の特別職の職員の退職手当に関する条例を改正する方

法がございますが、この方法につきましては、事務組合の定例会において、構成市町村による議

決が必要となります。そして組合側としては、共同処理の観点から、個々の事情に対応すること

は適切でないという意見をいただいているところでございます。 

三つ目に、鹿児島県市町村総合事務組合を脱退するという方法がありますが、こちらも同様に

構成市町村の議決が必要になることと、一般職員の分も含めて退職手当の事務を市単独で行う必

要があるため、財政的観点、事務が増大する観点から困難と判断されます。 

四つ目に、受取拒否をして法務局に供託する方法がございますが、これも10年後に国庫に入る

だけということで、市にメリットがないというところで判断しているところでございます。 

○17番（岩根賢二君） いろいろな方法があるけれども、寄附行為になったりしてできない、あ

るいは国庫に入るのでということみたいですけど、この市長が退職する月の給料月額を０円にす

るということについては、地方自治法の第204条には、「普通地方公共団体はその長及び職員に対

し、給料及び旅費を支給しなければならない」と規定されております。退職する月の給料月額を

０円にすることは、この条項に違反することになるのではないかなという疑問もあるわけですが、

この点についても、鹿児島県市町村総合事務組合または県の市町村課では何も議題にもならなか

ったのか、それでもよいということだったのか、その点お聞かせください。 
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○総務課長（北野 保君） 御質問の件につきましては、県の市町村課との協議をしているとこ

ろでございます。給料を支給しないことが法的に問題ないかということでございますけれども、

地方自治法第204条第１項で支給が義務付けられているところでございますが、「生計を維持でき

る額の支給について十分に留意した上で、附則等で特定月額を100％減額しても差し支えない」

ということで回答をいただいております。 

○17番（岩根賢二君） 私が一番疑問視していた点がそういうことで、私の心の内では解決しま

したので、了ということで理解したいと思います。 

それでは、最後に退職金を０円にすることにより、市の財政にどのような影響があるのかとい

うことで、通告してありますけれども、先ほどの質問の中で、受け取らなかった場合には３番目

の負担金のところでやり取りをしましたけれども、最終的には法務局へ供託するということでご

ざいました。そして、市のほうには別に返ってはこないんだよということでお聞きしましたが、

そのような理解でよろしいんでしょうか。 

○総務課長（北野 保君） 先ほどの供託につきましては、条例が改正されずに支給される場合

に、受取りのほうを拒否した場合については供託されるということでございますが、今回条例案

を可決していただきますと、その退職手当につきましては、もう支給が０円になるということで

ございますので、供託されることはないということでございます。 

今回、財政的にどういう影響があるかということでございますけれども、市町村総合事務組合

に支払う退職手当負担金につきましては、特別職と一般職と合わせた負担金の額と支給された退

職手当の額が同程度となるよう、負担率の調整や精算を行う制度となっております。今年度の負

担率や負担金の額につきましては確定しているため、今回退職手当が０円になったとしても、今

年度の負担金額には影響はございませんけれども、将来の負担率の見直しがあった際には、減少

する可能性があるということであります。 

○17番（岩根賢二君） ということは、市の財政に関して言えば、負担金の減少があるかもしれ

ないということですね。そこの試算まではしていないでしょう、どうですか。 

○総務課長（北野 保君） これにつきましては、退職者数の関係もございますので、試算等は

ちょっとできないところでございます。 

○17番（岩根賢二君） そうしますと、市長は当選されてすぐに、所信表明で五つの政策ビジョ

ンを述べておられます。その５番目にこのように述べておられます。「合併後12年が経過しまし

て、普通交付税については合併算定替えによる特例交付も平成32年まででなくなります。このよ

うなことから歳入の確保に努めながら、行政評価により各事業の費用対効果の把握をしっかりと

行い、支出の無駄を省き、真に必要な事業には予算配分しながら、めり張りのある予算編成に努

めてまいります」と述べられた後に、「そのような中で市長の今期の退職金につきましては、見

直しを行ってまいります」と述べておられます。 

この内容からしますと、市の財政も厳しくなるので市長の退職金については見直しを行うと、

財政と関連付けておられるのではないかなと思っておりますが、果たしてそうなのかなと。ある
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意味、市民に誤解を与えているのではないかなと思いますけれども、その点についてはいかがで

しょうか。 

○市長（下平晴行君） このことについては、先ほども言いましたけれども、やはり毎回一期ご

とに退職金をいただくということのいわゆる職員も含めてですけれども、私は30年から40年経っ

て初めて退職金がもらえるというその意識も含めて、この退職金をゼロにするという考え方であ

りました。 

確かに今説明があったとおり、財政的に将来の負担金の割合でいくと、そういうのが影響が出

てくるのかなというふうには思っておりますが、考え方としては、やはり財政の意識を持っても

らうということと、私も基本的には、その中身までは調べて一般質問したということではないで

す。基本的には財源確保というのは、やはり退職金をもらわないことでの意識改革を含めてお願

いをしたところでございます。 

○17番（岩根賢二君） 今、市長の答弁の中で１か所間違っていたところがありましたので、訂

正されたほうがいいんじゃないかなと思いますが、「一般質問しました」とおっしゃいましたけ

ど、所信表明しましたということではないかなと思います。 

○市長（下平晴行君） すみません、緊張しておりましたので間違ってしまいました。一般質問

ではなくて、公約として挙げたということでございます。 

○17番（岩根賢二君） 分かりました。市長の今おっしゃったようなことであれば、これは仮の

話になりますけれども、次の二期目に当選されても、同じように公約に掲げるということをお考

えでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 今はそういう立場ではございませんので、ここで答弁は控えさせていた

だきたいと思います。 

○17番（岩根賢二君） 今はそういう立場ではないとおっしゃいましたけれども、昨日の一般質

問では、次年度以降についての答弁もされていますよ。例えば、小野議員の無電柱化について、

「次期選挙のマニフェストにこれを入れる考えはありますか」ということの答弁が、「これに取

り組んでいく」とおっしゃっています。また野村議員の通学路関係の来年度予算について質問が

あった場合に、「予算確保をしていきたい」とおっしゃっています。尚志館高校のところの歩道

設置の件ですけれども。そういうことをおっしゃっていますので、それは当然当選した場合には

これをやりますよということだと思うんですが、同じように私は今聞いたわけです。当選した場

合というか、選挙公約に市長の退職金は二期目も受け取りませんよという公約をされるのかなと

いうことで、お聞きしたんですよ。 

○市長（下平晴行君） 昨日の質問に対して答弁したのは、これは事業の政策でございます。私

が今質問されたのは、私の個人的なことでありますので、そのような答弁をさせていただきまし

た。 

○17番（岩根賢二君） それでは了解いたしました。 

それでは、６番目に退職金を受け取らないという方法以外に、市の財政に貢献する方策は考え
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たことはないかということですが、この点についてはいかがでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 退職手当を０円とする方法として、鹿児島県市町村総合事務組合の特別

職の職員の退職手当に関する条例を改正することについては、個別の団体の特例的な扱いを行う

ことで同組合の共同処理の趣旨や目的、制度そのものが不安定になることから実施できないとこ

ろでありました。鹿児島県市町村総合事務組合で共同処理事務を行っている退職手当事務を脱退

すれば、市の条例で市長の退職手当を０円にすると規定できることになりますが、退職者が想定

よりも多かった場合の対応など、本市単独では対応が困難な事態が想定され、脱退することは将

来的に不利益を生じることと考えられます。 

また、退職手当の受取りを辞退することや受け取った退職手当を寄附する行為は、公職選挙法

に抵触するため、今回提案いたしております退職の日の属する月の給料を０円にすることが、最

良の方法であると判断をしたところでございます。 

○17番（岩根賢二君） 今市長がお答えになった部分については、先ほど総務課長もおっしゃっ

ていましたので、それは理解をしたところでございます。 

私がここの６番目に退職金を受け取らないという方法、ちょっとこの表現が悪かったんですけ

れども、退職金を受け取って寄附をするというのは、寄附行為になるから駄目だとおっしゃいま

したけれども、一旦受け取っておいて、市長を退職された後に市に寄附をするということも、市

に貢献することになるのではないかなと思いますが、そのようなことは考えたことはなかったで

すか。 

○市長（下平晴行君） そのようなことを考えたことはなかったんですが、そういうことができ

るとすれば、市の財政に影響を与えられるのかなという、今質問される途中で考えたところであ

ります。 

○17番（岩根賢二君） そういう方法もあるのかなと思いますので、また再考していただければ

なと思っております。 

私が最後に質問しようと思っていることに、お答えしていただけるかどうか分かりませんが、

仮に今定例会でこの市長の提出した０円にするという条例改正案が否決された場合に、「それは

私の意思とは違うから、再度また提案します」という、そういうお気持ちがあるのかどうか、そ

れだけお聞きしたいと思います。 

○市長（下平晴行君） それは気持ちはありますけれども、議会でそういう否決された場合には、

それは尊重しなければいけないんじゃないかなというふうには思います。 

○17番（岩根賢二君） ということは、もし否決された場合は、議会の意思を尊重して再提案は

しない、退職金は受け取るということで理解していいんですか。 

○市長（下平晴行君） 結果的には、今議員がおっしゃったようなことになるのではないかとい

うふうに思います。 

○17番（岩根賢二君） 市長の心意気を受け取ることができましたので、私の質問はこれで終わ

ります。 
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○議長（東 宏二君） 以上で、岩根賢二君の一般質問を終わります。 

次に、７番、八代誠君の一般質問を許可します。 

○７番（八代 誠君） 思った以上に早い時間に回ってきたなというふうに思っているところで

す。私も簡潔に質問してまいりますので、よろしくお願いいたします。改めまして、皆さんこん

にちは。真政志の会、八代誠です。早速通告書に基づき、一問一答により質問いたします。 

まず、本市単独の助成事業及び補助事業について質問いたします。これから質問する三つの事

業については、６月中旬から７月末日にかけまして、令和３年度の予算上限に達したため、受付

を終了しますよという旨のお知らせが本市のホームページに示されております。 

まず１項目目の防犯街灯設置に関する補助金について質問いたします。この事業につきまして

は、街灯の新設・増設の場合とＬＥＤ街灯への転換の場合の２種類に分類されていると私は考え

ていますが、制度の内容と今年度の申請状況及び実績について、具体的に御説明をお願いします。 

○市長（下平晴行君） 八代議員の質問にお答えいたします。 

現在、防犯街灯に関する補助金につきましては、２種類ございます。一つは維持管理に関する

補助金で、電気料金や電球の交換等、街灯の維持管理に関わる経費に対し、一基当たり1,700円

を助成しております。 

もう一つが防犯街灯の設置に関する補助金で、新たに設置する場合は設置費の２分の１、ＬＥ

Ｄ等への転換は一基当たりの３分の２もしくは9,000円を上限として助成をしているところであ

ります。 

実績でございますが、令和２年度補助金の実績は641万5,000円となっており、内訳は118自治

会と２校区公民館が申請され、ＬＥＤの新設が27基、ＬＥＤ等への転換708基を補助していると

ころでございます。８月末まで76自治会、校区公民館より申請をいただいているところでありま

す。内訳はＬＥＤ等の新設が13の自治会より26基分、ＬＥＤ等への転換が63の自治会、校区公民

館より515基分の申請がされている状況でございます。 

○７番（八代 誠君） それでは続きまして、２項目目の危険廃屋解体撤去事業について質問い

たします。この事業は、本市のホームページにおいて７月26日付で令和３年度の予算額に達し、

受付終了の案内がありました。なお、そのホームページの中に、解体相談、現地確認は随時行っ

ておりますので、係へ御相談くださいと注意書きが書いてあります。そういったことで、私のほ

うにも解体をされる事業者あるいは実際に申請手続きへ行った方々から、「今年はもう予算がな

くなったというふうに言われましたよ。」と、補正をしない限り来年になると、補正をしない限

りという言葉はないわけなのですが、来年になりますよと。ただ、相談あるいは現地確認はやり

ますので、窓口に来てくださいねという案内が書かれておりました。 

まず、今年度の申請状況及び実績についてお示しください。 

○市長（下平晴行君） お答えいたします。 

危険廃屋解体撤去事業は、住環境の向上並びに市民の安全安心の確保、市内産業の活性化を図

る目的で平成22年度から危険な住宅の解体に際し、その費用の一部を補助しており、また平成29
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年度からは附属屋のみの解体にも利用できるようにしているところであります。 

これにより本事業を利用した方は、令和２年度末で486件となっているところであります。本

事業の申請件数は47件となっております。 

○７番（八代 誠君） 今年度の申請状況が47件ということですかね。30万円上限額が出る分と

今附属屋ということの、その件数については把握されておりませんか。 

○建設課長（鮎川勝彦君） 申請件数は、今市長がお答えになりました47件が合計でございまし

て、住宅が32件、附属屋が15件になっているところでございます。 

○７番（八代 誠君） 分かりました。 

先ほどの防犯街灯に関する補助金は、私の記憶では４月13日から受付を開始しましたよという

ことでした。６月半ばだったかと思いますが、もう本年度の予算がなくなったということで、４

月13日から始まって５月、６月の約２か月で令和３年度の予算が上限に達したということになり

ます。 

この危険廃屋解体撤去事業につきましては、７月26日付で令和３年度の予算額に達したので、

受付を終了したいという案内があったわけなんですが、この危険廃屋解体撤去事業については、

開始日は４月１日でよろしいですか。 

○建設課長（鮎川勝彦君） ４月１日から受付を開始しているところでございます。 

○７番（八代 誠君） ということは、これも４月から７月までの約４か月ということで、半年

以上とか７か月ぐらい経ってからだったらちょっと分かるんですが、ちょっと対応がどうかなと

いうふうに考えていたところです。 

この質問の２番目に入っていくわけなんですが、本当に今回補正予算を組んでいただいてあり

がとうございましたということです。この危険廃屋解体撤去事業については、今定例会におきま

して450万円が増額になっています。この金額を示すことになった積算根拠をお示しいただきた

いと思います。 

○市長（下平晴行君） 補正予算根拠につきましては、過年度の８月以降の申請実績に基づいて、

20件を見込んでいるところでございます。 

○７番（八代 誠君） 先ほどお話ししましたように、ホームページ上では受付は終了しました

が解体相談、現地確認は随時行っていますということでしたが、建設課のほうでは、この450万

円の増額、過年度の８月以降の申込みということもありましたが、もう既に、今年補正予算を組

まなければさばききれない数字というのは把握されているのですか。 

○建設課長（鮎川勝彦君） 非常に人気のある補助事業でございますが、例年は10月、12月ぐら

いまで予算があるところですが、本年は７月で枯渇したというところでございます。相談も十数

件あるところでございます。 

また、ホームページ上で随時現地を確認しておりますというのは、危険廃屋に該当するのかと

いう相談、どのような業者がいるのかとか、費用がどれぐらいかというような相談を随時受けて

いるところでございます。 
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○７番（八代 誠君） それでは、今年度に限ってはこの450万円の増額で十分かなと、足りま

すよということで、課長よろしいですか。 

○建設課長（鮎川勝彦君） あくまでも市民の皆様からの申請でありますので、我々が計画して

なかなか件数を把握するのが非常に難しいところで、例年８月以降に20件程度の申請があるもの

ですから、それを根拠に今回予算の補正をさせていただいたところでございます。 

○７番（八代 誠君） そういうことで補正予算を組んでいただきましたので、本当に良かった

なと。今回補正予算が上がっていなかったら、かなり突っ込んだ形でいきたいなと思っていたと

ころですので、よろしくお願いいたします。 

それでは、３項目目になります。住宅リフォーム助成事業について質問いたします。この事業

は７月13日付で令和３年度の予算額に達したという案内があったところでした。これも４か月弱、

ほぼ３か月ちょっとということで受付を終了しています。今年度の申請状況及び実績についてお

示しください。 

○市長（下平晴行君） 本事業は地域経済対策として、市内産業の活性化、雇用の創出、環境対

策を行うことを趣旨として、改修及び撤去等の工事に係る経費の一部に対し、助成を行うことと

しております。 

住宅リフォーム助成事業は、平成24年度から実施しており、本事業を活用される方は令和２年

度末で累計871件となっているところでございます。本年度の申請件数は80件ということでござ

います。 

今までの実績件数は、今年度で80件を含めますと951件となるところでございます。 

○７番（八代 誠君） 同様に今回のこの事業についても補正予算によって300万円ほど増額に

なっていますが、先ほどと同様にこの金額を示すことになった積算根拠についてお示しをお願い

します。 

○市長（下平晴行君） 今回の補正予算については、例年平均して９月までの受付が可能だった

こともあり、今回締め切った７月からの受付件数の統計から、20件を見込むということでの補正

でございます。 

○７番（八代 誠君） この項目については、最後の質問になります。今回先ほどもお話ししま

したように、予算の増額補正に対しては、本当に大歓迎いたします。ただ、タイミングについて

対応が遅かったんじゃないかなというふうに私自身は考えています。先ほどもやり取りの中でお

話ししましたように、新年度が始まって３か月弱、あるいは４か月、12か月ある中で３か月から

４か月で新年度予算がなくなってしまって、受付を終了してしまった。市長の所信表明あるいは

施政方針には、市長がいつも言われるのは、「熱き思いで市民に身近な市政を」と、その信念の

下、「市民目線で市民が主役のまちづくりを推進し、市民生活の利便性の向上の実現に向けて全

力を尽くしていきたい」というふうに、市長は常々言われます。今回のこのタイミングも含めて、

私はちょっと遅かったんじゃないかなというふうに思います。市長の率直な見解をお聞かせ願い

ます。 
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○市長（下平晴行君） 例年９月までの受付を行えており、それ以降の補正にお願いした場合11

月、12月からの案内では、年度内に完成を見込めない場合もあることから、事業者の方に適正な

工事を取り組んでいただくというような計画が、いわゆる年度内に事業が終了するかどうかとい

うことも、この業務の場合は考えられるということから、予算のこういう決め方をしてきたとい

うことでございます。 

○７番（八代 誠君） いずれにしても、本当にこの補正予算を組んでいただいたことはよかっ

たなと思っています。いろいろタイミングについては様々な考え方があると思いますが、もう少

し何らか方法を考えていただきたかったなと思いますので、今後についてはよろしくお願いした

いと思います。 

○市長（下平晴行君） 話途中でしたので、最後の単独の助成事業の補助事業についてというこ

とでの総体の答弁をさせていただければと思います。 

補助金は公益性・公平性・有効性など市民のニーズと一致しているか、市民の生活にどのよう

に密着しているかなどを考えながら、年間の予算の範囲内で市民や民間の団体等が行う事業や活

動に補助金を交付しているところであります。今回のように、数か月程度で予算が枯渇してしま

う補助事業につきましては、本市の財政状況を見ながらでございますが、その補助事業の特性、

市民への公平性・有効性の観点など考慮し、増額による補正が必要ではないかと思っているとこ

ろでございます。 

今後は特にコロナ禍後の経済の流通などを見極めながら、緊急性を要するもの、市民に直接関

連するもの、その補助事業の申請から完成までの機関などを考慮すべきものなど、当初予算編成

時での在り方も考えた必要なものに、めり張りの利いた対策を講じながら執行していきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○７番（八代 誠君） ですから、市のホームページ、この三つの各事業については、現在受付

をしておりませんということですので、制度設計についても、本当はこういうどんな事業ですよ

ということの案内も、シャットアウトになっている状態です。結局、もう今年度の予算に達した

ので、「あれ、どんな内容になっていたかな」というふうに、制度の中身を調べようとしたとき

に、その中に入っていけない。そういったことになっております。今定例会で令和３年度９月補

正予算が可決されてから、再度案内ということになりますので、可決後は市民の不利益にならな

いように、早急な対応をしていただきたいというふうに思いますが、市長、その点について最後

になります。よろしくお願いいたします。 

○市長（下平晴行君） 今おっしゃった、市民に対して不利益を被らないように、いわゆる市民

の安全・安心、そして先ほど言いましたように、必要なものにはめり張りの利いた対策を講じて

いくという考え方でございますので、しっかり対応してまいりたいと思います。 

○７番（八代 誠君） それでは、この件につきましてはよろしくお願いします。 

次に、災害復旧等の問い合わせ対応についてということで、これは今年はそこまで問い合わせ

はなかったんですが、一昨年そして昨年の梅雨、あるいはその後の大雨で様々な市民の方々から
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災害復旧等の問い合わせというものがありました。ここでは、国や県が主体となる災害復旧等に

関して、本市にそれぞれ担当部署が配置されています。しかし、問い合わせに対する国や県から

の回答が、私は極端に曖昧であるなと考えています。問い合わせた市民の方々が納得できる回答

を文書で求めることができないかということなんですが、今そういったことで、建設課あるいは

耕地林務水産課や鹿児島県が発注した災害復旧工事が、急ピッチで進んではいます。しかし、い

まだに手付かずの災害箇所も本市では散見されています。今年５月から６月にかけてだったと思

いますが、本市が毎月各家庭に配布する使送便の中に、こういった「山地災害に備える」あるい

は「県政かわら版」等が配布されました。梅雨本番に備えて皆さん気を付けてくださいよという

啓発の意味のパンフレットだと思います。ただ、この「山地災害に備える」、市長も多分持って

おられると思いますが、５ページから６ページにかけて崩れた山を整備しますよという形で示し

てあります。そこには、みんなの暮らしを守る治山事業、「国や都道府県では、山地災害から地

域の皆さんの生命・財産を守るため、次のような対策を進めています」とあり、さらに詳細部分

を見ていくと、「山地災害が発生したとき、再び災害が発生しないように速やかに復旧します。

山地災害による住宅や公共施設などへの被害を未然防止」と掲載されています。先ほどお話しし

ましたように、昨年、一昨年の大雨で被災された方々は、すがる思いで「いろんな事業がでけん

けな」ということで、本市の担当部署に相談されるわけですよね。しかし、相談される方はこう

いった事業が採択されるその条件という詳細は分からないわけですよ。こういったパンフレット

が来たときに、いかにも自分も勘違いするような、何か表現が紛らわしいというか、文面と写真

になっていると私自身も思います。こういうパンフレットを見られて、去年、一昨年の災害で、

自分が本当に裏山が崩れたという、今年また梅雨前にこんなものが来た。私は勘違いするかなと

思いますが、市長の率直な意見をお聞かせ願いたいと思います。特に６ページの上の段ですよね。 

○市長（下平晴行君） 今議員が言われましたとおり、「山地災害に備える」のパンフレットの

６ページですね。これは山地災害が発生したときに、再び災害が発生しないように速やかに復旧

とありますが、治山事業には採択基準があることを伝えてほしいと思います。 

また、写真ですが、保全施設が下のほうに何もないように見えていますので、この箇所の下流

部には重要な幹線道路や受益地の多い用水路等があるのではないかというふうに思います。この

写真だけでは保全施設が見えないために、治山事業はどこでもできると誤解されると、議員がお

っしゃるように、私もそういうふうに見て思ったところでございます。 

○７番（八代 誠君） 特に、やはり私も60歳になりましたので、若い方からは相談はありませ

ん。70代、80代、もう父ちゃんが亡くなってばあちゃん一人、あるいは老夫婦暮らしの方が「本

当に晩も寝がならんなよ」というふうに、相談があったりするわけですよ。こういったものが配

布されると、「ないごてうちんとこはでけんとけ」という話になっていくんですよね。そういっ

た場合に、先ほどもお話ししましたように、国や県につないでいただく建設課や耕地林務水産課

があったりします。もちろん市民の方々から問い合わせがあると、うちの職員の方々は、ほぼ現

地に向かって現場を確認して、そしてどんな事業が適切かなということで、国や県につないでく
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れます。しかし、その後の回答が、非常に曖昧だなと私は感じています。例えば、回答はですね、

市長。県からの回答が「厳しいですね」ですよ、「厳しいですね」。できるのかできないのかも分

からない、「厳しいですね」。鹿児島県からそうやって「厳しいですね」と言われたうちの建設課

長、耕地林務水産課長の部下と言ったらおかしいですけど、職員の方々。問い合わせた市民の

方々にどんな回答をすればいいのか、私もちょっと分からんです。中には県の職員が見に来て、

「ああ、ここはシラスを採取しやったんですね」、結局「シラスを取っちょいやっですがね」と

いうようなことを言った県の職員もいた。入り口は乗用車がやっと入るぐらいの宅地なんですよ

ね。「大型ダンプがどっから入っとよ」というような、ちょっと自分もかちんときましたけど、

ですから何かこう不親切だなと。先ほどお話ししましたように、治山事業の採択基準の何か資料

をいただいたのですが、やはりすがる思いで相談されているのに、「厳しいですね」というよう

な言葉はちょっと乱暴かなというふうに思います。私たちにも相談があったときに、大体相談者

は、もう高齢者は気が短いですから、２、３か月ぐらいすると、「どげんなっちょったけな。何

という回答があったけ」「国でできるの、県でできるの、市でできるの」という問い合わせが来

るんですよね。そういうときに「どうでしたか」というふうに担当課に伺いにいくと、「厳しい

ですね」としか言われません。ずっと「厳しいですね」で、うっちょかれているわけですよ。こ

れはどうかなというふうに思います。 

ですので、そういった回答を文書でいただきたいと。市の職員の方々も、のさんですよ。その

相談された方々に「厳しいですね」と言われて、どんな答えをすればいいのか、自分もよく分か

りません。ですから、何かそういったルールというか、本市では県や国の該当するような事業に

対して、できないんだったらできないと、どういう理由でできない。できるんだったらまだいい

ですよ、できない理由をしっかり文書でいただきたいなというふうに思います。そういったお願

いをしていっていただきたいなというふうに思っています。市長どうですか。 

○市長（下平晴行君） これは議員がおっしゃるとおり、私もそのように思います。後から申請

して、後から申請した分が前のより危険度が高いとなりますと、そっちのほうを優先していくと

いうようなことで、次から次にそういうことになるんじゃないかと思いますが、しかし、申請さ

れる方は、今おっしゃいましたとおり、いつ来るのか、ただ厳しいのか、いつするのかというこ

とでは、本当に不安がより一層募るような形でありますので、要望される方については、市から

調査結果の内容を付して、文書で回答するようにいたしたいというふうに思います。 

○７番（八代 誠君） ぜひそういった形でお願いしないと、なかなか今でもはっきりした回答

をいただいていない、裏山が崩れた、あるいは自宅のすぐ軒先が崖になっていて崩れた、２年前

に被災されて何ら対策ができていない。ただ志布志市は総務課のほうで宅地災害に対する上限30

万円の補助制度ができましたので、まだ何とかなっていますけど、「土砂は何とか撤去できたけ

ど、また崩れるんですよね」と毎年大雨になると、もう気が気じゃない、大雨警報が出ますよと

いうたびに近くにある親せきの家に避難を余儀なくされている方というのは、結構おられますの

で、できないんだったらできない、できるんだったらできる、できないんだったら次の方法を、
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じゃあどうやって考えていこうかということになりますので、先ほどお話ししました今総務課が、

危機管理監も来られていますが、危機管理監のほうで総括されている宅地災害に関する助成事業、

補助金事業、そういったものをさらに充実していただけませんかという次の展開に入れますので、

そこら辺をしっかりやっていただきたいなというふうに思います。今市長が文書でということで

したけれど、もう一回、本当に大丈夫なんですかね。 

○耕地林務水産課長（小山錠二君） ただいま市長が申しているとおり、文書での回答というこ

とを県に確認をして、県から調査結果の内容が付してきますので、その内容について要望された

方に文書で回答したいと考えております。 

○７番（八代 誠君） ぜひそういった形で、文書で回答をお願いしたいと。できれば市の事業

についても何かちょっと煩雑になってきますけれども、なるべくそういった文書で回答していた

だければ、市民の方々もでけんとやりゃでけんで、また自分たちにも相談が来ますので、じゃあ

他の事業ということでみんなで考えて、いろんなそういった事業ができませんかということで、

またこういった一般質問の場で市長にお願いができていきますので、そういった形で進めていた

だきたいと思います。 

以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（東 宏二君） 以上で、八代誠君の一般質問を終わります。 

ここで、しばらく休憩いたします。 

──────○────── 

午前11時26分 休憩 

午前11時35分 再開 

──────○────── 

○議長（東 宏二君） 会議を再開いたします。 

次に、12番、丸山一君の一般質問を許可します。 

○12番（丸山 一君） 会派志みらいの丸山でございます。通告に従い質問をいたします。市長

の答弁次第では、短くも長くもなりますので、ひとつよろしくお願いをいたします。 

本年７月17日に、東九州自動車道の鹿屋串良ジャンクションと志布志有明インターチェンジが

開通をいたしました。私も志布志有明インターチェンジをよく利用するんですけれども、非常に

利便性がよくなりまして、志布志市のまちが非常に近いと。一区間でもうノンストップで行くわ

けですから、非常に有り難い。開通後、私が現場におきまして、危険な場所をときどき見かける

ようになりました。また地域住民や各種団体からの安全対策についての相談もありました。開通

から２か月が経過する中、市には相談や苦情等は寄せられていないか、また今後の安全対策につ

いて、どのように対応していかれるのか答弁をお願いします。 

○市長（下平晴行君） 丸山議員の御質問にお答えいたします。 

東九州自動車道志布志インターチェンジから鹿屋串良ジャンクション間が、令和３年７月17日

に開通しました。開通から約２か月が経過し、利用者及び地域住民、各種団体から担当課へ相
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談・要望が寄せられております。市としましては、相談・要望内容について現地を確認しながら、

内容について関係機関と連携し対応を協議している状況でございます。 

今後も利用者や市民の皆様からの意見を聞きながら、安全対策に努めてまいりたいと考えてい

るところでございます。 

○12番（丸山 一君） 野井倉地区に高速道路のインターチェンジができて利便性が上がりまし

て、非常に嬉しく思っておりまして、毎日行って眺めておりました。市の以前の説明では、開通

したことによって一日に約3,000台の車が通過するであろうということでありましたので、イン

ターチェンジ付近の車の流れはどうなるのか、何か問題はないのかということで毎日行って、１

回か２回は行きまして注視しておりましたが、大型車両が増えるに従いまして、ヒヤリハットの

事案等が増えてまいりました。今のような状況では、これは事故が発生するなと気づきまして、

毎日１回や２回は行きましてチェックをしておりました。高速道路の下で私がずっと車の流れ等

を見ておりますので、私を見かけた人は寄ってきて、「一ちゃん何しよっと」と言うから「チェ

ックをしよっとこじゃ」と言うと、皆さんが言われるのが「ここに信号がないから、絶対将来事

故が起きる」と。しかも「走りづらい」などを言われるようになりましたし、７月４日の通山小

学校、有明小学校、有明中学校の３校合同学校運営協議会におきましても、中学校への安全性に

問題があると指摘がありました。このことは要望書が出て提出されましたので、御承知かとは思

います。指摘箇所としては数多くありますけれども、例えば、信号機の設置、速度制限の表示、

路面カラー舗装の整備について、どういう対応をされるのかお伺いをします。 

○市長（下平晴行君） 志布志有明インターチェンジは、東九州自動車道の開通時期や用水路の

出水期の関係上、市道側の４車線などの整備が完了しない状態で開通されたこととなったところ

であります。現在、大隅河川国道事務所が発注しており、今年度内に完成する予定であります。 

有明中学校運営協議会ほか４団体より信号機設置の要望書の提出があり、国、県警と協議を行

ってきたところであります。県警により現地調査の結果、信号機は設置しない旨の回答があった

ところです。しかしながら、この場所は有明中学校の通学路であることや、交差点形状が未完成

であること等から、今後の交通量の経過を見守る等の回答も併せていただきました。市としまし

ても設置に向けて要望を続けてまいりたいというふうに考えております。 

速度制限についてでございます。公安委員会で規制しているところです。当該地域の周辺状況

から速度規制基準により50kmの規制となっているため、簡易看板で速度注意看板等の設置ができ

ないか検討をしてまいりたいというふうに考えております。 

４車線化され次第、順次路面のカラー舗装化をしてまいりたいというふうに考えているところ

でございます。 

○12番（丸山 一君） 今答弁がありましたけれども、信号機につきましては、市のほうでも以

前設置をしてほしいということは要望を出しておられたそうですけども、先の市道の飯山通山１

号線にあります信号から81ｍしか離れていないから、100ｍ以上離れていないと設置はできない

ということを以前にも言われたそうであります。今の答弁にありましたとおり、検討はするとい
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うことでありますけれども、実際乗り下りしてみますと非常に危ないんですよ。一番危ないのは

大崎方面から来た車が下りてきたところ、あそこが一番危ない。あそこは実際３車線ですから、

下りてきた車は一時停止なんです。ところが吉村方向へは１車線しかない。それと志布志・通山

方面は２車線あるわけです。ですから、一旦停止した車が出ようとしたときには、スピード制限

がないものだから通山方面から走ってきた車は時速60km、70kmで突っ込んでくるわけですよ。そ

れであっという間に目の前に来る。今までも何回もそれを見ているんですよ。「危ない、ぶつか

る」というのが。それと出て行った大型車両が右側に右折する場合には、かなり広く回らなくて

はいけませんので、今度は吉村方向から来た車がまた飛び出してくるものだから、これは危ねえ

なと、あそこが一番です。ですから、ほかのところも含めますと、これは絶対信号がないと、い

ずれでかい事故が起きます。ですから信号設置に関しましては、強く要望をしていただきたいと

思います。 

それと先ほど言いましたけど、速度制限もインターチェンジ付近を見ていますと、直線の走っ

てくる車はそのまま突っ込んでくるものですから、大体60km前後ぐらいで来るわけですよ。そし

たらあっという間に目の前に来るわけですね。ですから、これはもう絶対事故が起きます。 

それと、路面のカラー舗装の件ですけれども、高規格道路ができまして、私もよく都城方面に

行くんですけれども、どこから乗ってもカラー舗装でちゃんとラインが引いてあるんですよ、ブ

ルーのラインとか赤いラインとかいろいろありますけれども。それで走りやすいんですよ。とこ

ろが志布志有明インターの現状を見てみますと、そういうラインがないものですから、「どっか

ら入っとやろかい」という感じで、迷っておられる。ひどい人なんかは、進入路に入らなくて手

前の側道に入っていく人がいたりするんですよ。あれ農道ですけどね。そしてあそこからバック

してくる車がおって、後続車が今度は直進して来るものですから、やばいなという不安ですよ。

ですからラインがないと、これは一番安全性のことを考えた場合は、信号機の設置と速度制限の

表示、路面カラー舗装の整備。ここをもう一度答弁をお願いします。 

○市長（下平晴行君） 速度制限についてと路面のカラー舗装の整備ということでありますが、

おっしゃいますとおり、やはり市民の安全を考えるとどちらも大変重要なことであります。 

カラーについては、カラー舗装化をしていくということで、４車線化がされ次第整備をしてま

いるということでございます。速度制限については、警察のほうに再度要望していきたいという

ふうに考えております。 

○12番（丸山 一君） 今言われましたとおり、市道の４車線化をぜひやってもらいたいという

ことがあるんですが、４車線にするためには、現状の３車線からもう１車線増やさなくてはいけ

ない。そうなった時には飯山通山１号線の横にある野井倉改良区の３号水路があります。その３

号水路の畦畔が約２ｍぐらいありますので、あれを削って１車線を増設できるわけですよ。その

ためには、土地改良区との協議も必要だと思います。併せて、あそこが草ぼうぼうですから、や

はりいろんなことがありまして、我々野井倉土地改良区の年老いた役員が、ビーバーで草刈りを

したわけです。建設課長が来られて見ていましたけども、実際80歳近いじいさんたちが、一生懸
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命草払いをしているわけですね。将来のことを考えますと、手前は吉村のエノキがある辺り、イ

ンターチェンジから約40ｍぐらい向こうですけど、あそこから飯山通山１号線の信号の辺りまで、

合わせますと110ｍか120ｍぐらいなると思うんですけど、そこまでの３号水路を整備をして４車

線を造っていただきたいというのが希望です。 

それと、あと通学路の舗装、有明中学校までの防犯街灯の設置についてをお願いします。 

○市長（下平晴行君） 雑草の場所については、この国のほうで一部コンクリート化していただ

いているところでございますが、残りの部分についても除草対策が必要と考えておりますので、

やはりコンクリート化を実施していきたいというふうに思います。 

それから、通学路の舗装化等でございますが、ランプ付近の農道において一部砂利道になって

いる箇所がありますが、そこの砂利道については、今後、国と調整し舗装復旧をしてまいりたい

というふうに思っております。 

防犯街灯については、要望のあった箇所に優先順位を決め、設置している状況であります。志

布志有明インターチェンジ付近におきまして、今年度中に街灯を設置する予定でございます。 

○12番（丸山 一君） 今の答弁の中で、４車線化と３号水路の整備についてでありますが、３

号水路に関しましては約110ｍほどになるんですけれども、それに対する要望は可能かどうか。

それと中学校までの防犯街灯は、インターチェンジ付近も含めてなんですけども、通山地区から

有明中学校までの途中は、今までもさんざん言ってきたんですけども、それでもやはり完全にパ

ーフェクトじゃないということがあります。特に冬場の場合は、夕暮れが早いですので、特に中

学校から帰る子供たちのためには、もう一度見直しをしたほうがいいんじゃないかと。ときどき

夜走るときに、玉切れが起きてたりするから、ああいうことも含めて、ちょっと対応していただ

きたいと考えているんですけど。 

○建設課長（鮎川勝彦君） ３号水路のコンクリート化につきましては、インターチェンジのオ

ンランプ、オフランプの付近100ｍほどでございますが、今後整備をする予定としているところ

でございます。 

街灯につきましては、今回オンランプとオフランプそれぞれ１基ずつ４か所設置を予定してい

るところでございます。 

また、有明中学校から通山地区までの街灯が足りないということでございますが、街灯設置基

準を見ながらどこが足りないのか、また現地等を調査させていただきたいと思います。 

○12番（丸山 一君） 今答弁をいただきましたけれども、最低限必要でありますのでしっかり

と対応をしていただきたいと思います。 

次に、「通学路有り」の予告板の設置、出入口のワイド化、出口からの主要方面案内板の設置

についてお願いをいたします。志布志方面から入ってきますと、ちょうど下りてきたところに横

断歩道がありまして、そこが中学生の通学路なんですよ。そこには一旦停止の表示がしてありま

すけれども、一方通行とスピードと一旦停止の看板が三つセットになっているんですけれども、

それだけでは一旦停止をする車は見ていますと大体約２分の１です。ですから、手前30ｍか40ｍ
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ぐらいのところに、この先には通学路がありますよという看板設置ををしていただきたいという

のが一つ。 

出入口のワイド化というのは、大型車両が高速道路に入っていく場合に、一両の場合はいいん

ですけれどダブル連結のロングの場合が、かなり反対車線まで踏み出していかないと回り切れな

いということは、進入路線がちょっと間口がワイド化していないんですよ。ですからここも見直

しが必要であろうと。 

それと、例えば高速道路から下りてきたときに、よく一時停止で止まっている車を見ています

けれども、右に行こうか左に行こうかとよく迷っているんですよ。ということは、高速道路を走

ってくるときには、志布志有明インター、志布志港という表示がでかいのがありますけども、下

りてきたときに今度は右に行ったらどこなのか、左に行ったらどこなのかという表示、例えば右

に行ったら「国道220号線・志布志港」、左に行ったら「志布志市役所有明支所・吉村方面」とか、

そういう表示をしていただければこんなに迷わなくても済むんではないかと思うんですけど、ど

うでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 一つ目の予告板設置でございますが、予告看板を既存のガードレールに

設置可能か検討してまいりたいというふうに思います。 

それから、出入口のワイド化でございますが、道路構造令に基づいた設計をしており、最小回

転半径は普通自動車、セミトレーラ連結車で12ｍとなっております。ワイド化となると速度超過

した車両がランプに進入する可能性があり、大変危険なため、曲線部を広げることは困難ではな

いかというふうに考えております。中央車線には、ポストコーンで反対車線へのはみ出し防止対

策を行う予定であります。 

出口からの使用道路案内板の設置でございますが、案内標識については道路標識設置基準に基

づき、道路標識適正化委員会において、設置場所の決定を行っております。設置場所の選定につ

いては標識の視認性を確保し、道路の構造や交通状況、沿道の状況等を検討の上、ドライバーが

標識の指示に安全かつ円滑に従えるよう、道路の標識の種類に応じて適正に設置することとあり

ます。しかしながら、開通後間もないため、ドライバーが誤認するようであれば、ガードレール

等に簡易看板が設置可能か検討してまいりたいと考えているところでございます。 

○12番（丸山 一君） セミトレーラなんかは、左折で入っていく場合に２車線のところを走っ

てくるわけですけど、右側に膨らんで２車線を通り越したぐらいで曲がらないと、一両の場合は

いいんですけど、連結車の場合はかなり膨らまないと、大崎方面、鹿屋方面へは入っていけない

ということがあるわけです。志布志方面へは大型車両があまり行きませんので、そこは問題ない

んですけど。そこはまたいろいろ設置基準等があるようですから、そこは検討していただきたい

と。道路標識に関しましては、その協議会の中で協議をしていくということですので、ぜひ設置

の方向でお願いをしたいと思います。 

次に、側道出入口の一時停止と歩道ラインの整備、調整地のコンクリート舗装化、側道と調整

地間の蓋板設置、防音壁の設置、鳥類のふん対策についてお願いをいたします。 
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○市長（下平晴行君） 出入口の一時停止と横断歩道ということでありますが、一丁田宇都鼻線

のボックスカルバートについては、将来の歩道設置を見据えて、ボックス下のみに歩道が設置さ

れた状況であります。暫定的な措置として簡易看板を設置し、注意喚起を行ってまいります。一

時停止や横断歩道については、公安委員会の判断で設置される予定であります。 

先ほども申しましたけれども、コンクリートの残りの部分については、除草対策が必要である

と考えているため、やはりコンクリート化の実施をしていきたいと考えております。 

それから、蓋板の設置でございますが、現在蓋板の設置は考えていないところでありますが、

市有地であり今後駐車場等の利活用が見込まれるのであれば、乗入口の設置を検討したいと考え

ております。 

防音壁の設置については、現在、国へ調査確認の依頼をお願いをしております。騒音規制法に

基づき、騒音が規定値以上超えた場合でなければ防音壁の設置は厳しいと思われます。 

ふん対策については、既に国に依頼をしているところであります。12月末までには対応予定と

伺っているところでございます。 

○議長（東 宏二君） ここで昼食のため、暫時休憩します。午後は１時５分から開会いたしま

す。 

──────○────── 

午前11時58分 休憩 

午後１時03分 再開 

──────○────── 

○議長（東 宏二君） 会議を再開いたします。 

○12番（丸山 一君） 側道出入口の一時停止と歩道ラインの整備ですけど、この側道は前回認

定されました上肆部合３号線になる側道でありまして、ここと一丁田宇都鼻線の交差点のところ

の歩道ラインの設置をお願いしたいということです。簡易看板を立てるということでありますの

で、くれぐれも間違いのないようにお願いしたいと思います。 

調整地のコンクリート化は、もう「これはやる」ということであります。なぜこういうことを

言うのかといいますと、例えば通山方面から吉村方向、高速に向かって行ったときに、左側のほ

うには鹿屋方面への進入口があるわけです。その中間に調整地があって、１ｍ以上の高さの草ぼ

うぼうの土地があると。その手前に今度は側道があって、鹿屋方面に走っていく車が手前の側道

に入ってしまって、「あら、しもた、しもた」と言ってバックしてくるんですね。今度は後ろか

ら直進で車が来るということで、あそこも危ないなと。まさかあの草ぼうぼうの土地の向こう側

に、進入口があるとは思わんとですよね。慣れた人はそういう見間違いはないようですけど、そ

の草ぼうぼうの土地をコンクリート舗装をして、インターチェンジ付近をきれいな状態にしてい

ただきたい。これをお願いをしておきます。 

それと側道と調整地間の蓋板設置でありますけれども、先ほどの答弁ではしないということで

あったんですけども、実際、市の建設課とか耕地林務水産課の方たちといろいろを話をする中で、
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あの調整地をただ空き地のままで残していたら意味がないわけですから、そこを有効活用するた

めにも、側道と調整地間の側溝に蓋をしていただきたい。側溝に蓋をすることによって、この調

整地が生きてくるわけですね。ましてや農作業をするときにもあれだけの空き地がありますと、

例えばわらを収容する２ｔ車が来て、わらをかきまわすようなのが来て、梱包するのが来てと、

いっぱいになるわけですよ。ですからああいうときには、ああいう空き地があれば便利だなと。

それと11月の第１週になりますと、コスモスまつりがあります。そのときにもああいうところは

駐車場として利用できるのではないかと考えますので、ここの蓋板設置もぜひお願いをしたいと

思います。 

それと防音壁につきましては、吉村・押切線の上の部分になるんですけど、ちょうど鹿屋方面

から走ってきた車がちょうどそこ辺りで上りになりますので、そこで加速をするわけですね。で

すから特に大型車両の場合は、加速をして上っていきますので、そこでかなりの音が発生をする

ということで、できればそこに防音壁をお願いしたいという地元からの要望でありました。ただ、

所管課といろいろ協議をする中で、ほかにもいっぱい今付いてはおりますけれども、そこは防音

壁ではなくて目隠しフェンスだということでありますので、防音壁の設置は無理だという話では

あるんですけれども、それが無理であれば、目隠しフェンスでもいいのではないかと考えており

ます。 

鳥類のふん対策については、12月末でやるということでありますけれども、なるべくならもう

ちょっと早めにしていただけないかなと。この橋脚の下の隙間のところにハトが巣を作っていま

して、１か月ぐらい前にかなり羽の生えたヒナが落っこっていまして、なかなか飛べずにそこを

うろちょろうろちょろしていましたけれども、そこの巣があるところからふんが落ちてきている

わけですね。しかもそこを中学生が通るわけですよ。ですから、なるべくなら急いで対応してい

ただきたいと思うんですけど、どうですか。 

○建設課長（鮎川勝彦君） 今それぞれにあったところでございます。調整地のコンクリートに

つきましては、市のほうで対応していきます。側道と調整地間の出入口につきましては、コスモ

スまつり等で利用等が見込まれるのであれば、出入口の検討をしたいと思っております。 

本線の騒音について防音壁の要望でございますが、現在、国に騒音等の調査等を依頼しており

ますので、またその結果を受けて、国が対応するところでございますが、なかなか基準の騒音の

レベルまでには達していないのではないかと考えているところでございます。 

鳥類等のふん対策においては、既に国が12月までに施工というところでございますが、通学路

等でございますので、なるべく早い対応を再度お願いしたいと考えているところでございます。 

○12番（丸山 一君） 側道と調整地間の蓋板設置ですけれども、例えば出入口ばかりしたって、

そこを利用する方たちというのは、結局コスモスまつりとか農作業に来る方たち、軽トラや軽乗

用車が多いわけですよね。そして落っこったら困りますので、出入口だけだったらなかなか分か

りづらいところがあるから、できればそこは約30ｍぐらいですから、全面蓋板設置をお願いした

いと思います。 
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今までいろいろ申し上げてまいりましたけども、なぜこういうことを急いでやってもらいたい

ということを提案するかといいますと、実際、志布志方面から下りてきた車のところに、今度は

通山方面から走っていった車が、下り口のほうに進入していったわけですよ。そしたら今度は上

から下りてきた車は、目の前に車が来たものですから、慌ててクラクションを鳴らしよったんで

すよ。それで入っていった車は初心者マークかなと思って見ていたところ、高齢者マークの女性

でありましたけども、ああいうことを見ていますと、やはり蓋板設置も大事だし、信号も大事だ、

それと路面カラー舗装も大事だなということでありますので、私が今までいっぱい申し上げてま

いりましたけど、なるべく素早い対応をお願いしたいと思います。 

次に、２番目になります。近年豪雨災害が続いておりますが、道路パトロール隊を創設して、

災害の軽減を図れないかについて質問をいたします。50年に一回とか100年に一回、生まれて初

めてだというような災害が毎年発生をしておりまして、一昨年は市内で1,000か所を超える災害

が起きております。本年までその対応に追われておりました。そのうちの何割かは以前にチェッ

クをしておれば、未然に防げたのではないかと思われる案件があります。 

そこで各町ごとに２人ずつ人員を配置して、市内に600kmを超える市道認定道路がありますけ

ど、それを事前にチェックをしておけばと考えるんですけど、市長どうでしょうか。 

○市長（下平晴行君） お答えいたします。 

道路パトロールは道路の損傷や変状、落下物などを発見し、応急対策などを講じることにより、

道路交通の安全を確保する上で極めて重要だと認識をしているところであります。 

現在、市道のパトロールは建設課の職員が行うとともに、基幹市道約40㎞においては、ふるさ

と協議会に毎月一回程度のパトロールを委託をしているところでございます。 

○12番（丸山 一君） 今、市長答弁にありましたけど、建設課の職員がパトロールをすると、

ふるさと協議会が約40kmをということですけれども、残りが五百何十kmあるわけですね。ですか

ら合わせて600kmを超える市道認定道路がありますけど、そこを一年中走ることによってチェッ

クをしておけば、災害等を未然に防げるのではないかと。特に近年は、土地所有者がなかなか高

齢化しているのもあるし、所有者がこっちにおられないというのもあって、雨が降るたび、台風

が来るたびに梅雨時もそうですけれども、道路上に木が倒れてきたり竹が倒れてきたり、枯れ枝

が落っこって来たり、例えば雨が強い場合には、側溝から水が溢れてきたり、集水桝がいっぱい

になって溢れたという事案があって、それが災害に結び付いていく事案が多いわけです。ですか

ら、それに気付いた方たちが「一さん、どこどこがこげんなっちょっど、あげんなっちょっど」

と言うわけですね。それで行ってみると、例えば枝一本とか、倒れている竹が引っ掛かってきて

いるだけでも電話をしてくるわけですよ。それを今度は僕が市の職員に言って、市の職員が今度

は現地確認をして対応をしてというのはえらい時間がかかるから、「このぐらいは自分たちでで

きるから自分たちでしやい」と。「のこ一本、なた一本あれば済むこっじゃがな」「よか、ならビ

ーバーで切るが」とか、僕はいつも車に七つ道具を積んでいるんですけど、いちいちそういうこ

とが面倒くさいから、そういうことをするよりはこういうパトロール隊を付けて、その人たちが
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一年中走ることによって、そういう災害を未然に防げるのではないかという考えでいるわけです

ね。ですから、そういう人たちが自分たちの仕事として取り組んでくれれば、災害を未然に防げ

るんではないかと。それと、災害箇所が例えば２か所か３か所ぐらいあれば、６人の人件費はペ

イできると思うんですよ。だからそういうことを考えてみると、このパトロールの価値というの

は高いなと僕自身は思うんですけど、そういう対応はできませんか。 

○市長（下平晴行君） 道路パトロール隊の創設は、現状では厳しいと考えているところではあ

りますが、市民環境課の環境パトロール隊と連携して、今おっしゃったような道路の損傷や変状

についての情報共有をできることなら、すぐに対応してまいりたいというふうに考えております。 

○12番（丸山 一君） 市民環境課でと言われますけど、実際は600kmも超える市道があるわけ

ですから、そこをとてもじゃないけど回り切れないんですよ。僕なんかだって市内のいろんなと

ころから電話が来るわけです。行ってみると、「ああ、これは事前に何とかできたのにな」と。

それと「言ってもなかなかしてくれない」という苦情がまだ来るわけですよ。ですから、そうい

う苦情等を処理したり、いろんなことを考えれば、これは未然に防ぐためにもパトロール隊とい

うのをシルバー人材センターに６人の依頼をして、その方たちが一生懸命に働いてくれて、未然

に防止すれば災害の２、３か所分でペイできるわけです。損得勘定を計算しても、随分僕は助か

る。それに例えば建設課、耕地林務水産課の職員たちもいちいち現地確認に走らなくても、その

人たちが事前にパトロールしてくれれば、その人たちが課に電話をしてこうだったと、そしたら

職員は今度は調整だけで済むわけですから。ですから、職員の人数にはそんなに余裕があるわけ

ではないわけですから、そういう対応をしていただければなと、すごく仕事も効率よくできるし、

苦情等も減るんじゃないかと考えますが、もう一度お願いをいたします。 

○市長（下平晴行君） パトロール隊の創設については、今後検討してまいりますが、職員の通

勤時や出張の際に、道路の異常などがあった場合は、道路や水路などの所管課に報告するように

課長会等でも指示をしているところであります。また郵便局と協定を締結しております。道路に

異常があった場合は、連絡をいただくようにしているところでございます。 

また、有明庁舎４名、志布志庁舎４名、松山庁舎２名でパトロールを実施しているところであ

ります。道路維持作業班は今年度より職員を１名増やし、４名体制を３班、２名体制を２班の16

名体制で、実施していくようにしているところでございます。 

○12番（丸山 一君） 今答弁がありましたけども、やはりこの市の対応だけでは間に合わない

部分がかなりあるものですから、議員の皆さんそれぞれだと思うんですけど、僕らにいろんな電

話が来るわけですね。ですから、職員の仕事の軽減を図るためにも、我々の苦情処理を少しでも

減らすためにも、ぜひこの道路パトロール隊については、検討をいただければと思います。 

次に、本市における現在の絶滅危惧種等に関する保護対策は十分と考えるかについて質問をい

たします。 

今年３月に制定されました志布志市生物多様性地域戦略は、「将来にわたって市民が幸せな生

活を送ることができるようにするため、生物の多様性の保全と持続可能な利用についての計画で
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ある」とあります。市内には、植物461種、動物531種が確認されているようですが、その中には

絶滅危惧Ⅰ類、Ⅱ類、純絶滅危惧に分類されている動植物も数多くいるようでありますが、今度

できました生物多様性地域戦略においては、どのような対応をしていくのかお伺いをします。 

○市長（下平晴行君） 絶滅危惧種等に関する保護対策については、志布志市希少野生動物保護

活動の支援に関する要綱を令和３年４月１日から施行し、希少野生動植物保護活動員章や腕章そ

の他、保護活動に必要と認める物品を交付することとしております。令和３年度は、コアジサシ

の保護活動について申請がありましたので、腕章、帽子、ネームプレート等の交付を行ったとこ

ろであります。 

今後の保護対策についても、保護活動に取り組まれている方と連携をしながら、取組をしてい

きたいと考えているところでございます。 

○12番（丸山 一君） 市内には、11件の国・県・市の認定された天然記念物があります。その

ほとんどは、大体看板を立てて見守るだけでいいんですけれど、何件かやはり人間の手を加えな

くてはいけないというのがあるわけです。 

一つは、水源殿（みけんどん）のフクロハイゴケですよね。あそこだって崖がオーバーハング

になっていまして、その上にあった木がでかくなりすぎて、かなり荷重がかかった上に台風でゆ

すられて落っこって、フクロハイゴケが半分以上埋まってしまったという事例があるわけです。

あそこだって僕らも一生懸命やりましたけども、なかなか落っこった砂を撤去するにも人的には

難しい面があるわけです。落ちないようにするためには、上の木を何とかして処理してくれんか

ということでお願いをしているんですけど、そのままなんです。入り口にありました水を取るた

めの小さなタンクの小屋がありましたけど、あれは社長に言いまして、「これ、撤去しろ」と、

「おまえんちが造ったんだから、要らないんだったら撤去してくれ」と言って、今はきれいにな

っております。それで落っこちた砂もユンボの運転手が気を利かして、さらっと平たくしてくれ

たんですけどね、今はすごくきれいなんですよ。ただ、上に生えている木はそのまま、ちょうど

崖の上の真ん中辺りに水が流れてきた跡が見えるわけですね。ですから僕は教育委員会の方たち

にも、上にちょっと登って、「水が流れないようにしたほうがいいよ」と言っているわけですけ

ど、その後の対応というのができていないわけですよ。 

今市長の答弁にありましたとおり、例えばコアジサシに関しましても、今年の新聞に載りまし

た「コアジサシの子育ての夏」というのが、市長はこれは見られましたか。であれば、分かって

いらっしゃると思うんですけど、本当に嬉しかったんですけど、今年初めてコアジサシが、約60

羽弱が巣立ってくれまして、８月11日にオーストラリア・オセアニア地方に旅立ってくれたんで

すよ。これだって、我々が一生懸命やって800ｍぐらいの柵を設けて支柱を立てて、エスター線

を引っ張って、ネットを張って、それに捕食動物が来ないように今度は人間の髪の毛をぶら下げ

てというようなことをいろいろやって、しかも４月末から８月10日ぐらいまで約３か月ちょっと、

大阪から１人、三股町から１人、大隅町から１人、志布志市から１人の４人で、ずっと柵のとこ

ろで見張ってての結果なんですよ。今まで６年かかってもなかなか難しい面があって、なかなか
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うまくいかなかったんですけど、今年はうまくいった。そのためには、なかなか難しい面もある

かと思うんですけど、やはり自然環境とかということを考えれば、何かしらの対応策というのを

考えなくちゃいけないから、また僕らもいろいろ考えてはいるんです。野鳥の会の方たちと一緒

にいろいろ考えてはいるんですけれども、何かしらの対応策というのも市のほうでも考えてみる

べきではないかと。しかもこの生物多様性地域戦略ができたわけですから、この中で具体的に取

り組んでいくということをしないと、例えば帽子も、腕章とかもいただきましたけど、それ以上

の現地のほうの作業的なものをしていただかないと、こういう絶滅危惧種であるものはなかなか

防げないと思うんです。その対応を考えてはおられますか。 

○市長（下平晴行君） 県の事業で、「みんなの生物多様性サポート支援事業」があります。絶

滅危惧種の野生動植物の保護に関する活動が対象事業となっておりますので、そういう補助事業

等の活用、それから保護活動には、消耗品等の経費の支援ができないのか、このことも検討して

まいりたいというふうに考えております。 

○12番（丸山 一君） 僕は地元だからいいんですよ。例えば三股町から１人、大隅町から１人、

これは毎日来て、朝９時頃から昼過ぎ２時か３時頃まで、毎日ネットを張ったところで座って見

張っていてくれるわけですよ。見張っていないといろんな人たちがいます。サーファーの方たち、

フィッシングの方たち、投網の方たち、それとハングライダーの方たち、ジョギングをする方た

ち、犬を連れて散歩をする方たちがおられるわけです。だからそういう方たちが営巣地の中に入

らないように、ネットのところでずっと見張っているわけですね。それでけんかになったときに

は僕の出番ですけど、僕が一生懸命やりますから、そこは大丈夫なんですけど。ですから、そう

いう方たちは７月、８月のこの暑いのにじっと座って見張っているわけです。そしたら腕の皮だ

って２回も３回もむけるんです。そこまでしながらでも、やっとこう何とか志布志湾で育ってほ

しいという、志布志市の宝だということで一生懸命されているわけですから、そういう方たちに

も何かしらの対応策を考えていただきたいと思うんですけど、どうでしょうか。 

○市民環境課長（留中政文君） この野生動植物につきましては、先ほど市長のほうが申し上げ

ました県の「みんなの生物多様性サポーター事業」というのがございます。まずそれに取り組ん

でいただきまして、市としては、先ほど申しました平成３年３月に策定しました志布志市生物多

様性地域戦略に基づきまして、希少野生動植物の保護について支援をするというふうに計画のほ

うにも載っておりますので、今後、設立を予定しております志布志市生物多様性地域戦略センタ

ーの中で保護活動として支援を行うということを計画しておりますので、その中で支援を行って

いきたいというふうに考えております。また、その支援をした後は、環境フェアで活動の報告を

していただきまして、希少野生動植物の普及・啓発を図っていきたいというふうに思っておりま

す。 

○12番（丸山 一君） 今度できました生物多様性地域戦略に基づいて支援を計画をしていると

いうことなんですけれども、例えば先ほど申し上げた水源殿（みけんどん）の土地所有者も、も

う80歳近いわけなんですね。ああいう方に池の整備をしてくれとか、上の木を何とか処理してく
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れよということは、実際無理なんですよ。コアジサシに関しましても飛び回っている鳥類ですか

ら、オーストラリアから来たときには、益丸海岸のほうに行って持留川に最初行って、そこで捕

食動物にやられて、それから手前の田原川に逃げてくるわけですね、そこでまた卵を産むわけで

すけど、そこでまたふ化したらまたそこで動物にやられて、今度は菱田川の河口まで逃げてくる

わけですね。ですから、３回そういうことがあって、それを何とかしようといって僕らは一生懸

命やったんですが、今年はうまいことに田原川のところに来て、一回は全滅したんですけども、

田原川には今度中の島ができまして、そこが約100㎡ぐらいですけど、中の島があって、そこで

無事ひなが育ってくれて、水位が上がったり下がったりしたんですけど、何とか30組ぐらいの巣

が何とか巣立ってくれて、そこで約60羽ぐらいがふ化してくれて飛び立ってくれたというのがあ

るわけです。ですから、我々みたいに一生懸命する人たちがあちこちおられるわけです。ほかの

絶滅危惧種に関しても一緒だと思うんですね。ですから市のほうもせっかくこうやって戦略を作

ったわけですから、それに基づいて支援策をぜひ新規に取り組んでいただければと考えるんです

けど。 

○市長（下平晴行君） 先ほど課長のほうでも志布志市生物多様性地域戦略センター（仮称）が、

保護活動については支援していくということでありました。丸山議員が市内では１人で、あと３

人は市外からということでもありましたが、やはり市内にそういう協力をもらっている体制づく

りは、こういうこともして、行政も一緒になって取組をしていかなければいけないのかなと感じ

たところでありますので、一緒になって対応してまいりたいと考えております。 

○12番（丸山 一君） 今答弁にありましたとおり、この戦略を作るにあたりましてのメンバー

の表もあるわけですね。僕らの知らない世界を知っている方たちがいっぱいいらっしゃるわけで

すね。僕らはごく一部です、この中にいっぱい出ている中でも。そういう方たちと一緒になって、

できればいわば保護センターみたいな感じが、何とかセンターという名前を付けられて、それで

必要なところに対しては、財政的処理をするよという形を取っていただきたい。 

特に、平成19年にできました志布志市環境基本条例というのはありますね。その中の第４条の

第５項で、「環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよ

う努めるものとする」とありますよね。もうここで、平成19年にはこうやってうたわれているわ

けです。それ以来、財政的な支援は今まで一回も多分行われていないと思うんですよね。この際

戦略ができたから、併せてこの二つの条例と戦略によって、素早い対応をできればお願いをした

い。特に、必要とあるものに関しましては、やはり支援対策というのも必要です。ボランティア

でも限界があるわけです。ですから、そういうところも含めて、なるべくなら早い対応をお願い

したいと思うんですけど。 

○市長（下平晴行君） どういう支援策ができるか、内部でも十分協議をして、今後対応してい

きたいと考えております。 

○12番（丸山 一君） 次で最後になりますけど、サツマイモ基腐病のまん延を防止するための

具体的な対策や解決手法について、検討や議論は進んでいるかについてお伺いをします。 
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○市長（下平晴行君） サツマイモ基腐病とは、ヒルガオ科のみに寄主するカビ、糸状菌が原因

で、サツマイモの腐敗や葉、茎が枯れる病気であり、平成30年12月に鹿児島県内で初めて発生が

確認され、本市においても令和元年度から被害があり、年々被害拡大傾向にあるところでござい

ます。 

現在、大隅地域において県、ＪＡ、市町、農研機構、関係業者等でプロジェクトチームを設置

しており、残渣の腐熟促進剤検証、輪作による軽減効果、品種による基腐病の発生状況、有効微

生物の投入に伴う有害菌の繁殖抑制等、各地域により様々な解決手法について検証し、技術普及

を目指した取組を実施しておりますが、抜本的な解決に至っていない状況でございます。 

今後も関係機関と連携をより一層図り、情報収集に努め、防止対策に取り組んでまいります。 

○12番（丸山 一君） 昨日の同僚議員の一般質問の中でも、サツマイモ基腐病の質問があった

わけですが、それを聞いておりましても、なかなかこれは進んでいないなという現実を感じたと

ころなんですよね。 

ちょっと前置きが長くなりましたが、ちょっと聞いていただければいいかなと思います。今サ

ツマイモの収穫は進んでいるんですけれども、ほ場によってはほとんど出ていないところもあり

ますし、少々出ているところもあるし、かなり出ているなというところも実際見受けられるわけ

ですね。聞いてみると、「今年は、去年に続いて駄目だな」と言われる方も結構おられるんです

よ。ところがそれに対する対応策というのは、ほとんど示されていないものですから、去年と同

様に植え付けをして、大きくなるのを待って、今葉っぱが黄色くなってきて「ああ、また基腐病

が出てしもた、駄目だ、駄目だ」という感じで、農家の方たちが感じておられる。僕らはそれで

いいのかと、実際思うんですよ。 

実際、僕がいろんな農業をする中で感じてきたんですけれども、今の農業は化成肥料に頼り過

ぎている傾向がある。トラクターで耕うんしておりますと、例えば20cm下は耕うんされませんか

ら、畑の下に硬い盤ができるわけです。雨が降ったりしても浸透しないから、畑でありながら田

んぼみたいになっちゃうわけですね。それで根腐病のもとになるわけですよ。あらゆる植物が根

腐病とか起きて駄目になるわけです。だから、僕はそれじゃいかんだろうと思っていたところに、

飯山一郎氏の乳酸菌の問題がありまして、それでいろいろ勉強させていただいて、乳酸菌を使っ

た農業と。乳酸菌を作った畜産業というのがいろいろ利活用が増えてまいりまして、それで11年

前の現代農業の３月号に、僕は６ページ載っているわけで。それに載ったことによりまして、例

えば近くでは鹿屋市、垂水市、日南市、遠いところでは長野県安曇野市というところから研修に

来られた。その中でいろいろお互い勉強することによって、乳酸菌の活用というのはでかいなと

いうのが、実際感じたところであったわけです。 

６年前に都城市、三股町の方たちが３人来られて、「乳酸菌農業というのを教えてくれんか」

ということで教えたわけです。それから、その３人組といろんな交流が始まりまして、今のまま

の農業じゃいかんだろうと有機農業をどうすればいいかというので、結論が出たのが乳酸菌とミ

ネラルとキトサンとえひめＡＩ、この「４種混合ワクチン」と僕は冗談で言うんですけど、これ
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を利活用することによりまして、僕は随分畑の色合いが違ってくるし、これは絶対おもしろいぞ

というところに、今年６月に今度は肝付町のほうから「基腐病の対策を解決してよ」と、「来て

くれんか」と言われて行ってみたわけです。そしたら、そこの勉強会に来られた中に今度は農家

の方たちもおられて、詳しい方たちが何人もおられた。その方たちが今度は指摘したんです。

「もう基腐病は出ているよ」と。そこで僕らの持っている４種ワクチンを「２週間に一回ずつ打

ってくれんどかい」と打ってみたところ、８月10日過ぎぐらい、もう掘ってみたらもう200ｇ、

300ｇの赤イモが出てきたんです。去年は収穫ゼロですよ、基腐病で。今年はサツマイモ基腐病

は出たんですけど、それが広がらないで止まった状態になっていて、きれいな色の紅はるかが出

てきたんですよ。「これはすげえわ」と「やっぱり俺らがやっていることは間違いねかった」と

いうことで感じてはいるんですよ。ただ、我々がやっていることが、公的機関の裏付けがあるわ

けじゃないですから、僕らも声高には言えないんですよね。サツマイモ基腐病を根絶したよとい

うことは、なかなか僕らも言いたくても言えない面もある。公的機関が発表しているわけではな

いですから。でもこれは市長どうですか、参考に値すると思うんですけれども。 

○市長（下平晴行君） 私も有機で、いわゆる糸状菌ですので、恐らく土壌からの大きな影響は

あるんじゃないかということで、それを実践している方のところに聞き取りに行きました。丸山

議員がおっしゃるように、やはり基本は土じゃないかなというふうに思っておりますので、ただ、

これが先ほどおっしゃいますように、公がしっかりとした評価をしておりませんので、それが使

えるのか使えないのか私の判断では言えませんけれども、そういう形で基本的には糸状菌という

ことを考えますと、やはり土壌が基本になるのかなというふうには感じているところではござい

ます。 

○12番（丸山 一君） 今市長が言われるとおり、公的機関が発表しているわけではないですか

ら、そういうバックグラウンドにはならないわけですけど、実際ここにえひめＡＩという本があ

りますよね、この中にもいろいろあるわけです。僕も一生懸命勉強しますから。この中で納豆菌

とか酵母菌とかいうのと乳酸菌というのがあって、これを見ていることによって、「ああ、なる

ほどな、なるほどな、じゃあ自分たちで作ってみよう、畑にまいてみよう」といろいろやってい

るうちに、「これは間違いねえな」と。「畑にミミズが増えてきたよ」と、「土壌がふかふかして

きたよ」ということが実際あったわけです。それを今度肝付町の畑に、去年基腐病で駄目だった

んですよ、ゼロですよ。そこに植えた人も勇気があると思うんだけど、その植えた人が、「今年

はもう間違いなくいろいろ対策を考えて、間違いないですから。肥料の延命措置をするのと、マ

ルチの耕うん障害で基腐病が起きているんだ」ということを言われるから、「いやそうじゃない

よ」と、「これは土の中の問題ですから」ということで言って、僕らが４種ワクチンを打ってく

れと。打ち方も教えたんですよ。そしたら、２週間、３週間経ってくるうちにだんだんだんだん

葉っぱの色が窒素過多で青色の濃い色になっていたのが、だんだん黄色っぽくなってきたんです。

「これが正常な形だよ」と、「これが光合成するための準備になっているんだから、これでいい

よ」と言って、今度は「イモが採れたよ。いいのができた」と電話が来て、また僕らは走ってい
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ったわけです。そしたらきれいなイモがいっぱい出てきたんです。「ああ、やっぱり基腐病はこ

れで根絶できたな」という形で、この間の９月８日になりますけれども、そのほ場に鹿児島大学

農学部の教授が２人、県議が２人、南日本新聞の記者も１人来られて、何かしらのタイミングで

新聞に発表されるかどうかはっきり分かりませんけれども、何かしらの対応をされると思うんで

すよ。我々が考えた乳酸菌であったり、ミネラルであったり、キトサンであったり、えひめＡＩ

を使うことによって、ほかの農業でもいっぱい利活用できると思うんですよね。ですから、こう

いうところを多分間違いないと思うんですけど、サツマイモ基腐病はこれで根絶できたと思うん

ですけども、そういうところを市のほうでも何かしらの形でＰＲできればいいんですけど、裏付

けになるものがないですから、できればそういうところを何とか対応していただいて、広く皆さ

んに知らしめてあげないと、もうイモを作れない時代になっているわけですから、その農家の方

たちを救済するためにも、所得を上げるためにも、このサツマイモ基腐病を根絶しなくちゃいけ

ないんですよ。今年できたから来年もどうだということは、まだ僕らも絶対だということは言え

ないんですけれども、まず間違いはないだろうと思うんですよね。ですから、市長、どういうふ

うにお考えでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 市としても、好気性細菌を用いた肥料についての実証実験をしていると

ころでありますので、そこ辺等のことも加味しながら、それが有効に活用できるのかどうかです

ね、取組ができるのかどうか、そこ辺も検証してまいりたいと思っております。 

○12番（丸山 一君） このえひめＡＩの作り方も簡単ですし、あと乳酸菌は志布志地域でも大

量に作っている業者がおられますから、20Ｌで1,000円ですから、１Ｌ50円。それを10倍、20倍、

30倍にして振っていくわけです。幾らもお金はかからないんです。あとキトサンというのがあり

ました。このキトサンも連作障害防止のために絶対必要な微粒要素なんですよ。ですから、僕ら

もいろんな勉強をしながら対応してきていますので、間違いはないかと思うんですけれども、私

もつくづく思うんですけど、私もばか一直線ですからやるときは一生懸命やるわけですね。高校

のときに「こげん勉強しとけばよかったな」とつくづく思うんですよね。やるときは一生懸命に

なって、なるべく早く短期間で僕はマスターするようしていますから、ここで結果がこれで結び

付いているわけだから、市のほうもできれば、市の職員の中にも専門家というのはあまりいない

と思うんですけど、その方たちといろいろ僕らも情報を出しますので、なるべく早い対応をでき

ればとお願いをしたいんですけど。 

○市長（下平晴行君） できることはしっかりと取組をしていって、それが可能かどうかという

ことは、実際、実証してみないと分からないわけでありまして、丸山議員は実証されているとい

うことでございますので、そこ辺の活用がどの程度できるのか検証してまいりたいというふうに

思います。 

○12番（丸山 一君） 終わります。 

○議長（東 宏二君） これで、丸山一君の一般質問を終わります。 

次に、２番、南利尋君の一般質問を許可します。 
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○２番（南 利尋君） こんにちは。南利尋でございます。昨今、多様性を尊重することが当た

り前になりました。７月23日から８月８日まで東京オリンピックが開催され、33競技339種目が

行われました。多くの感動をもらいました。特に、柔道の大野将平選手とスケートボードの西矢

椛選手のインタビューの違いには、衝撃を受けました。多様性ということですね。大野選手のイ

ンタビューでは、「自分が何者であるか確かめるために、証明するために戦うことができました。

敵は自分にあり、自分の心にある。ようやく自分が柔道家であったという実感がつかめたオリン

ピックでした」というインタビューでした。これは、武道を極めた者にしか分からない感動のイ

ンタビューだったと思います。一方、中学生の西矢椛選手は、「みんなと仲良くやれました。と

っても楽しかったです。ラスカル聞いていました。お腹が空いたので焼肉食べたいです。」と、

とっても明るいおちゃめなインタビューをしておりました。両選手ともすばらしい金メダリスト

だと思います。スケートボードの解説者に至っては、オリンピックの解説で「超やべえ」とか

「まじやばいっす」「ハンパねえっす」「ゴン攻め」「びったびた」と今まで聞いたことのない言

葉を連発しておりました。その日のネットでは、トレンド１位になっておりました。解説者のイ

ンタビューまであり、「スケーターのすべりを見ていたら楽しくなっちゃって、ほんとに楽しか

ったです」と答えておりました。皆さんは、「ゴン攻め」とか「びったびた」ってお分かりです

か。誰も分かんないですよね。ごんずいとかごんぜびというのは鹿児島にありますけど、「ゴン

攻め」というのは、がんがん攻めるという言葉らしいですね。「びったびた」というのは、的を

得るというかボードを的にしっかりとはめてすべるということを「びったびたにすべる」という

ことで、この議場にいらっしゃる方は、なかなかピンとこないと思いますが、本当に多様性の時

代だなということを、そのオリンピックの種目に対してでも、本当に痛感したところでした。今

回は、多くの市民の意見を踏まえた政策提言で「ゴン攻め」しますので、「びったびた」の答弁

をよろしくお願いします。 

経済対策について伺います。長期化しているコロナ禍により、飲食、宿泊業などが深刻なダメ

ージを受けています。どのような支援事業に取り組んでいくのか、市長の見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） 南議員の御質問にお答えします。 

８月13日に鹿児島県緊急事態宣言が発令され、続いて８月17日に新型インフルエンザ等対策特

別措置法に基づく、まん延防止等重点措置が本県にも適用されました。このことで県民の経済活

動や行動に制限がかかることになり、飲食店や宿泊施設をはじめ、直接取引のある卸売小売業を

営む事業所にとっては、深刻な影響を受けていると思っております。 

本市においては、長期化しているコロナ禍において、特にこの８月に発令された緊急事態宣言

で影響を受けている市内事業者に対し、令和元年または令和２年同月と比較し、１割以上の売上

げ減少が認められる事業所に、応援給付金を交付する予算を計上したところでございます。業態

ごとに給付額を設け、特に飲食店に仕入れを直接行っている取引業者には、上乗せをしていると

ころであります。申請を10月１日からとし、少しでも早く給付できるよう、事業者に配慮したも

のとなっております。 
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○２番（南 利尋君） ９月12日までのまん延防止重点措置が、９月30日まで延期されましたね。

９月12日までの県の協力金が売上げに応じて60万円から180万円の間で給付されるとのことです

が、今答弁にありました本議会に提案されている議案の中で、本市単独事業の「第４弾コロナに

負けるな！特別応援給付事業」の内容は、県の給付の対象にならない事業者に対して一律の給付

額となっております。私は、売上げに応じた給付額にすべきではないかと考えるわけですが、市

長の見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） 令和２年５月に実施した第１弾となる経営持続化給付金支援事業では、

地方における標準的な売上げや粗利等の資料を参考にしながら、給付額を決定したところであり

ます。 

第２弾以降の給付金事業は、これまでの給付申請時に得た情報を参考にしながら、コロナ禍で

影響を受けたであろう月間を基に、前年または前々年の平均的な売上高から生じる粗利を勘案し

たものをなっております。 

今回提案している特別応援給付金でも、同様の手法を用いており、コロナ禍の影響を受けてい

ない令和元年７月及び８月の確定申告書または売上帳簿等のデータを基に、平均的な売上高から

生じる粗利を勘案したものとなっています。そういった意味では、各業種間において公平性を考

慮したものとなっていますので、御理解をしていただきたいと思います。 

○２番（南 利尋君） まん延防止重点措置の期間に限りのことで、ちょっといろいろ考えてみ

ますと、例えば、飲食店は２万5,000円から７万5,000円という形で24日分の補償がされるわけで

すね。その事業をその期間に60万円から80万円いただける飲食店もあるわけですね。例えばその

期間は関係なくても、その対象外の事業者は、飲食店であれば20万円、代行業者であれば、１台

につき10万円、２台目以降は上限20万円ということになりますよね。単純計算してみますと、対

象にならない方々も一生懸命頑張っていらっしゃって困っていらっしゃるんですね。それを24日

分の日割で計算してみますと、飲食店は２万5,000円から７万5,000円という枠で計算されますが、

これを独自の事業をその24日間の救済という仮定で考えてみますと、飲食店に対しては一日

8,333円になるわけですね。例えば、代行業においては一日１台4,166円ということで、その期間

だけを考えるとそういう考え方もできるわけです。例えば、代行業者の方々は、本当に市長も御

存じだと思うんですけど、夕方から夜中まであそこに待機して、二人一組で頑張っていらっしゃ

るわけですね。まん延防止重点措置が発令されてから、今までは家飲みが多かったわけですよ。

だけど、その措置が出て家飲みも全くなくなったそうですね。もちろん人の流れが以前より止ま

ったわけですから、そういう声もいろいろ聞いて、廃業される業者ももう何社が出てきておりま

すね。だから、例えば代行だけを考えてみますと、代行がいないということは、これからコロナ

が収束したと、例えば新たに飲食店を利用される方々が増えるような状況の中で、代行業者がい

ないということは、コロナ禍が収束後利用する方々の増加にも影響を及ぼす事態が懸念されるん

じゃないかなと私は思うんですね。だから、今も何社かの代行さんは取りあえず営業されていま

すよね。飲食店には最近は出向いたことはないんですけど、しぶしアピアのほうから見れば、代
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行さんが並んでいるわけですよ。でもゼロでも取りあえず何台かは並んでいるわけですね。そう

いう現実を見ると、代行さんに関してはやはり4,000円ではなかなか持続できないんじゃないか

なと思うんですね。飲食店に関しても、一日8,333円といういろんな見方、考え方、計算の仕方

があると思うんですが、そういうもので鑑みてもなかなかもっと本当の未曽有の非常事態の状態

ですから、そこら辺ももうちょっと、今までの申請でそういう計算方法になっていますというこ

とだったんですけど、これからまた時短営業が最短でも９月30日までは飲食、代行業は壊滅的な

状況にあるわけですね。だから、新たな今回のそういう支援事業は、そういう申請の在り方だと

いうことで提案してあるわけですから、ぜひ今度新たな支援事業を提案していただく折には、も

っと売上げとか本当に業種、業種の状況をしっかりと把握された上で、申請方法や給付金の増額

も熟慮していただきたいと考えますが、市長の見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） 本市の給付金事業は、休業や営業時短に伴う売上げを補償するものでは

なく、事業継続を応援するための支援金となります。 

その中で運転代行業に関しては、営業車を３台以上保有している事業者がごく少数ということ

もあり、２種類の給付額を設定したところであります。給付額については、コロナ禍の影響を受

けていない令和元年度の平均的な売上高から生じる粗利を勘案したものとなっています。算定に

あたっては、多業種との公平性も重要なこととなりますので、引き続き研究を重ねながら、今後

の取組内容を計算してまいります。 

なお、国や県の支援事業も公表されていますので、本市の給付事業と併用しながら、事業の継

続に役立てていければというふうに思うところでございます。 

○２番（南 利尋君） 私はちょっと知らないんですが、今度の時短営業要請の中で、県とか国

のほうからもそういう支援事業があるんですか。 

○港湾商工課長（假屋眞治君） まず８月20日から９月12日、そして今回９月13日から９月30日

のこの期間、最初が24日間そして18日間というのが今回時短要請ということで、そういう要請を

された方で協力された方には、そういう支援金が出るということでございます。 

先ほど市長が述べました、あと国・県等が支援するものをも併せてやってくださいということ

で、市のほうはその時短要請がなかったところに支援をするわけですけれども、それ以外に今回

県のほうも県議会のほうに月次支援金というのも、その要請をしなかったところにする支援金も

準備しているということでございますので、それが可決されれば、そういうものも情報収集しな

がら併せて支援が受けられるように努力をしていただきたいと思いますし、私どもも情報を発信

していきたいと思っております。 

○２番（南 利尋君） ということは、今の答弁だと、まだそういう事業は提案されていないと

いうことですよね。 

○港湾商工課長（假屋眞治君） 県議会のほうも今週始まっておりますので、提案をされている

というふうに伺っております。 

○２番（南 利尋君） 代行業者とかも入りますか。 
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○港湾商工課長（假屋眞治君） 要項等発表されてみますと、全業種ということで、ただ売上げ

が県の場合は30％から50％下がっていること、それから国については50％以上下がっているとい

うような条件もあるようでございます。 

○２番（南 利尋君） 緊急事態な状況なわけですよね、未曽有の緊急事態が今発生しているわ

けですよ。市内は、意外と本当に皆さんで代行業者さんを使われたことはない人はいらっしゃら

ないと思うんですね。みんなおかげさまで飲酒運転をしなくて帰れる、酔っぱらってべろべろに

なっても気づいたら家にいるというような、本当に代行業者さん、タクシー業者さんのおかげな

んですよね。そこが今悲鳴を上げているわけですよ。そこに対してこういうことだからこうだと

いうことを、例えばいろんな方がおっしゃいます。サラリーマンの方は、「なんで飲食だけそう

いう救済をするんだ」という声も、私の周りでは聞いたこともあるんですね。だけど、この前の

一般質問でもさせていただきましたが、「スポット的にどこが本当に緊急事態の一番あおりを受

けているか」ということで、「しっかりと把握してください」ということも、この前お願いしま

した。現実にはもちろん飲食店とかは、多分居酒屋さんだったら午後８時まで営業して、それ以

外は休業しますで、そういう給付金が発生するわけですね。だけど、市のほうでもそこに該当し

ない方は、救済しようということでされていると思うんです。だけど本当に現実に何社も廃業し

ていますし、「どうにもならないです」ということを、例えば代行業を副業でやっていらっしゃ

る方は、それはもちろん次の収入があると思うんですね。だけど、代行業をなりわいにされてい

る方というのは、なかなか本当にもう１年半以上続いているわけです。これが昨日も僕はちょっ

と首をかしげちゃったんですけど、分科会の尾身会長が、「あと２、３年は続きますよ。」という

ような発言をされたわけですね。もうみんなひっくり返っちゃいますね、本当にああいうことを

聞くと。だから、今本当に持続していただかないと、志布志市の経済にとってのちのち後遺症が

残るようなところには、しっかりと目を向けて給付していただくことが必要ではないかというこ

とで質問させていただいております。見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） 先ほどから課長も含めて答弁しておりますが、基本的には事業継続とい

うことでの支援をしていくという考え方でありますので、先ほど課長も私も答えたとおり、その

支援の内容について問題があれば、そこはしっかりと研究してまいりたいというふうには考えて

いるところでございます。 

○２番（南 利尋君） 本当に市長も、どこかの代行業者さんを利用されたりしていて、いろん

な要望をお受けになったこともあると思います。ぜひですね、生の声をしっかりと行政でも把握

していただいて、できればその事業者がコロナ禍の収束が来るまで、まだ経済が回復するまで、

しっかりと事業継続ができるような補助の在り方も、しっかり検討していただくことを強く要請

しておきます。 

次に、接待を伴う全ての飲食店には、利用客が無料で利用できるカラオケ設備があるわけです

ね。市長も副市長も、なかなかの歌唱力だとお伺いしております。１か月のリース料が４万円か

ら５万円かかるそうです。利用者が激減して、維持費が大きな負担になっていると聞きます。カ
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ラオケ業者間では値下げはしないということが、はっきりと決められているとのことです。接待

を伴う飲食店にとっては、欠かすことのできない利用者へのサービス手段であって、固定費にな

っているわけですね。これも平時とは違って有事の時ですから、補助対象にすべきだと考えます

が、市長の見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） 経営手法は店舗によって異なり、当然に固定経費に占める比重も変わっ

てきます。今回の特別応援給付金は、事業自体の継続を目的としております。その使途範囲を限

定してはいませんので、事業者によって継続するために必要な経費に対して、自由に充てていた

だければというふうに思っております。 

○２番（南 利尋君） おっしゃることは分かるんですけど、ただ、事業者というのは、本当に

飲食店はまだ補償があったりする場面があって、それなりの何か月間かは持続ができると思うん

ですね。家賃を払って、カラオケの使用料を払って、例えば皆さんカラオケを歌われる方はいっ

ぱいいらっしゃると思うんですけど、これが１年半以上で売上げもなくて、約100万円前後の使

用料を飲食店の方は払っていらっしゃるわけですね。それは事業する上で当たり前のことなんで

すけど、昔の方が結構いらっしゃいますので、昔は１曲200円とか払って歌っていたという場面

があったんですけど、今はカラオケというのは無料提供なんですよね。だから、そこに対する売

上げは全くないわけです。だけど、接待を伴う飲食店は、もう全店舗でカラオケが置いていない

店があったら手を挙げて教えていただきたいんですけど、全部の店がカラオケを置いているわけ

ですよ。それがもし仮に５万円という固定費を100万円売上げがないのに、ましてカラオケを利

用して営業しても誰も歌わない、「大声を出さないでください」というのがあるわけですから、

全く使わないものに対しても、まだ頑張って営業して、そのときは皆さんがお越しいただいたら

カラオケを歌ってもらおうということで、一生懸命途中解約もせずに頑張ってお金だけを払って

いらっしゃるわけですね。だから、そこも有事の事態なので、普段はそういうカラオケを補助し

てくださいなんて、「大丈夫かよ」という話になっちゃうわけですけど、本当にこの危機を全市

民一丸となって乗り切るには、やはり今まで志布志市の経済を支えていただいている飲食店業界

に対しては、平時でないそういう補助も必要だと思いますが、市長の見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） 先ほど言いましたように、事業を継続するために必要な経費に対して自

由に充てていただくということと、今話がありましたけれども、基本的には支出する場合には公

平性がありますので、本当に公平に支出しているのかどうかということも勘案しながら、そこ辺

がどこまでそういう経費のいわゆる支援ができるのか、そこは内部で十分協議してまいりたいと

いうふうに思います。 

○２番（南 利尋君） 皆さん御存じのとおり、飲食業の方々、代行業者さんは、本当に大変な

思いをされております。まだ当分はコロナ禍で、コロナ禍の後遺症的なものが経済に対しては付

きまとうと思うんですね。そう考えると、その公平性も大事なんですけど、誰一人取りこぼさな

いという観点からも、やはりいろんな担当課の方々でも、しっかりと状況を把握していただいて、

また新たな支援事業を考えていただけるときは、その辺も踏まえた対策をよろしくお願いいたし
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ます。 

長期化しているコロナ禍に対して、固定費などの支援だけでは、経済の底上げは図れないと考

えます。利用者を増やして、スピード感ある経済の底上げを図るためにも、全市民に対して、飲

食、宿泊、代行などで使用できる商品券配布を行うべきではないかと考えますが、市長の見解を

お伺いします。 

○市長（下平晴行君） 新型コロナウイルス感染症の収束には、まだまだ多くの課題そして時間

を要する状況で、飲食店や宿泊施設などは開店していても客足が戻らず、売上減少とは別に管理

費だけは生じてしまうという現実問題が続いております。災害とも言えるコロナ禍でも、生活の

基盤となる地域経済の浮揚策を講じることは、非常に大切なことと考えております。この地域経

済の循環を考えた場合に、ヒト、モノ、カネが循環して初めて景気刺激策につながると考えてお

ります。 

一方で、商品券を全市民に配布するということは、生活困窮者に配慮したものだと思うところ

でありますが、商工業者への支援というより生活支援を目的とした施策になると考えております。

人流を増やし、経済の底上げとなる景気刺激策については、新型コロナウイルス感染症の状況を

見極めながら、関係機関と意見を交わして商工業振興策として効果的なものになるよう模索して、

取組をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○２番（南 利尋君） 私は商品券配布については３月、６月議会でも提案させていただきまし

た。多くの自治体が経済回復の手段として、商品券配布を行っています。幾つかの自治体の９月

議会で商品券配布が議案に上がっているということもお伺いしました。私は、今の状況でどうの

こうのではなくて、ワクチン接種が進む今こそ、コロナ収束を見据えた取組が不可欠だと考えて

いるわけです。現金給付は貯蓄に回る可能性もあります。期限付きの商品券であれば、期限内に

使用しなければただの紙切れになるわけです。例えば、市長への３回目の質問なんですけど、３

連続で今質問させていただいて商品券の質問をさせてもらっているわけですが、生活困窮者とい

うことに必ず触れてこられるわけですね。僕は今経済対策としての項目で質問させていただいて

いるんですけど、これは例えば、もし仮に全市民に１万円ずつの商品券を配布したとします。そ

うすると今の人口が３万300人ぐらいですよね。ということは、３億300万円になるわけです。こ

れを２か月の期限で、今は時期尚早なので、コロナ収束を見据えた事業として、その収束の時点

か２か月間で使ってくださいという場面であれば、単純に計算すると３億300万円の飲食・宿泊

事業者に対して、２か月間で３億300万円の経済が動けば、もう一気に前より回復しちゃうんで

すね。そんな景気のいい時期あったっけという話になるわけです。それがうまく飲食・宿泊業に

対しての配布があればということなんですけど。だから、例えば10枚つづりで、1,000円を10枚

で皆さんに配布したとします。お釣りなしでいけば、例えば「2,500円です」と言われたときに、

みんな500円は多分1,000円券は使わないと思うんですよ。500円分は現金で、2,000円分は商品券

で払うようなパターンが、お釣りがなければ出ると思うんですね。ということは、１万円プラス

アルファのそういう経済波及効果も生まれてくると思うんです。だから、コロナ収束を迎えると
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きが来たら、そういう事業にも取り組むべきではないかと考えるわけです。商品券配布が実施さ

れた幾つかの自治体の住民の方々にお聞きしますと、皆さんが喜んで使用されており、ありがた

いと感じていらっしゃるとのことでありました。どうでしょうか、市長。 

○市長（下平晴行君） 地域経済の底上げとして、感染状況や社会経済活動の動向を見極めなが

らの実施となりますが、今定例会の補正予算に、貸切バス旅行誘致事業の増額や新規事業のキャ

ッシュバック志布志キャンペーン事業を提案させていただいているところでございます。 

そして商品券の配布となると、先ほど答弁しましたとおり、商工業者への支援というより生活

支援を目的とした施策になると考えていますので、商工業振興の景気刺激策については、関係機

関を意見を交わしながら、より効果的なものになるよう模索していきたい。それと併せて、やは

り実際困っている人に投資をしていくという考え方で、取組をしているところでございます。 

○２番（南 利尋君） もちろん困っていらっしゃる事業者に対してのそういう支援事業という

ことなんですよね。固定費だけを何回も、今第４弾になりますけど、ここで５弾、６弾、固定費

だけ払っても利用客がいないことには経済は回らないわけですよ。その不動産屋さんへの家賃支

払いが遅れないように、みんな固定費を払います、カラオケ代を払います。それで飲食をなりわ

いにされている方は、もうそれで生活費がありますという感覚になるわけですね。そこに一日で

も早く、行政の救済を離れるような事業を提案するためには、経済を回すということは、人流を

起こすということが一番の経済回復にはつながると思うんですね。だから、経済を回すという意

味でも、しっかりと方向性を考えていただければ、簡単に言えば、飲食店を皆さん利用していた

だくような動きを取りあえず作りましょうということなんですよ。誰を救済する、何を救済する

ではなくて、取りあえず志布志市の経済、例えばスーパーとかそういうところには人はいっぱい

行っているわけです。家飲みをしたりとか、自分の家でいろんな飲酒はやっていらっしゃるわけ

ですから、スーパーとかそういうものに対して救済してくださいというのは、ある程度は回復し

ている状況があると思うんです。ただ、飲食業界、宿泊業界、代行業界は大変な思いをしている

わけですから、そこに対して次は固定費ではなく、商品券で「皆さん頑張り次第で２億円の経済

が回りますので、もう自分なりのオリジナリティを持った営業をしてくださいね、２か月間頑張

ってくださいよ」ということになればですね、また違った事業の取組になると思うんですね。例

えば、本市からは医療従事者、福祉従事者に対しては労をねぎらうような給付はまだ行われてい

ないわけですね。そのような方々に対しても、その商品券でおいしいものを食べていただいたり、

のんびりしていただいたり、労をねぎらってもらって、飲食業を利用していただくことにもつな

がると思うんです。本市の飲食業、代行業者は未曽有の危機に陥っているわけですね。だから、

スピード感ある経済の底上げをしていくには、一番の起爆剤になるのは、ほかの自治体の事例も

いろいろ調査してみますと、商品券ではないかなということで私は提案させていただいておりま

すが、もう一度見解をお願いします。 

○市長（下平晴行君） 基本的に市が給付事業をしていることは、事業の継続でございます。で

すから、見えた形での投資をどうしていくかということでの対応でありますので、今おっしゃっ
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たその医療従事者あるいは福祉従事者等々に対しては、大変ありがたいと思っておりますが、次

の段階でどういうことが支援ができるかですね、今のところは事業継続の支援をしっかり給付し

ていきたいという考え方でございます。 

○２番（南 利尋君） 次の事業で、いろんな自治体の事例を参考にしていただいて、その中で

商品券配布というそういう事業もありますので、その辺の経済効果とかそういうのもいろいろ調

査・研究していただいて、前向きに取り組んでいただくことを期待しております。 

漁業振興について伺います。本市では、漁業の衰退が懸念されています。新たな部署を設け、

漁業振興に取り組むべきではないかと考えますが、市長の見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） 平成18年１月に志布志市が誕生して、耕地課と統合されて耕地林務水産

課としてなったところであります。平成29年度と平成31年度に、水産の専門の大学を卒業した職

員を配置して水産の業務に励んでおり、現在のところ部署の設置は考えていないところでありま

すが、志布志漁協とは日頃より連携を取り、取り組んでいるところであります。 

また市の漁業振興策対策協議会を通じ、事業報告や翌年度以降の事業計画について協議を行い、

漁業振興に係る施設の整備や機械導入、並びに稚魚の放流や魚食普及の啓発等、水産振興を図っ

ているところであります。 

○２番（南 利尋君） よく総合振興計画などに本市の特性を生かしたまちづくりという文言が

出てくるわけですね。本市は漁業資源、観光資源の豊富なまちです。漁業資源、観光資源を活用

したまちづくりが、本市の新たな新しいまちづくりに必要不可欠なわけです。しかし、現在農業、

観光に特化した部署がありません。以前は、観光課を設けるべきではないかという提案をさせて

いただきました。今回は水産課を設けるべきではないかということで提案させていただきます。

本市の基幹産業である農業に対しては農政畜産課があります。職員の中には、実家が農家である

という方もいらっしゃるので、農業に精通する方が多いわけです。例えば、農地などに対しては、

耕地林務水産課や農業委員会が関わってくるわけですね。農業や畜産事業に対しては、行政、農

協、農業公社なども連携して取り組んでいるわけです。盤石な組織が確立されて、日本トップレ

ベルの農業、畜産があると考えます。しかし漁業に対しては、今市長が答弁された耕地林務水産

課でいろいろ対応しなければならないという状況なわけですね。本市の名の付いた志布志湾とい

う漁業資源の豊富な漁場があるわけですね。今はしらす漁が行われている、市長も今後一回でも

見ていただければ分かると思うんです、これはリアルな話なんですけど、ちりめん漁の船がある

んですけど、朝６時に僕も何回か「行って見てくれよ」と言われて行ったんですけど、普通の鮮

魚の漁業はほとんどされていないんですね。後で質問させてもらいますが、だからそういう志布

志湾の豊富な漁業資源を生かして、もう一回漁業振興に取り組まないといけないんじゃないかと

いうことで提案させていただいているんですけど、港湾事業が進むにつれて、どんどん漁業が衰

退していくように感じているのは私だけではないと思うんですね。やはり今こそですね、昔は

「港町・志布志」というのがあったわけですよ。港が栄えた志布志というのがあったわけですか

ら、この漁業・水産業に精通したスペシャリストをトップに置いて、水産課を設けるべきではな
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いかと考えるんですが、見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） 新たな組織を立ち上げる際には、限られた人材の中でどのような業務が

あり、どの程度の人員が必要かといった具体的な政策、見通しを考慮しながら進めていくことか

ら、まずはどのような政策を進めていくかといったことから検討する必要があるというふうに考

えております。 

○２番（南 利尋君） そういうことなんですよね。だから、その担当課が、どういう事業を提

案していくかということになるわけだと思うんですね。例えば今回の補正予算にスタートアップ

商工業者応援事業として210万円が計上されているわけです。商工業者に対しては、新たな創業

やリフォームに対して手厚い支援があるわけですね。新規就農者に対しては、後継者育成事業な

どの支援事業があるわけです。なぜ漁業の新規就業者に対しては、このような事業は提案されて

いないんですか。 

○市長（下平晴行君） 志布志漁協からの新規就業者への補助等の問い合わせがないところです

ので、今のところはそのような事業は考えられないというか、考えていないところであります。

今後志布志漁協から支援の要望があった場合は、協議して前向きに取組をしていきたいと考えて

おります。 

○２番（南 利尋君） 市長がよく先手管理、先手管理と言われますけども、あったからやろう

よという話じゃなくて、志布志湾を活用した志布志のまちづくりをしようよということであれば、

漁業に対しても、何かの事業を行政の方から提案するべきだと私は思うんですね。例えば、昨今

「もうかる農業」とか、「もうかる畜産」というような言葉をよく耳にするんですね。農林水産

省や水産庁のホームページには、「もうかる漁業」「がんばる漁業」などがあるわけです。漁業に

対して、もうかる漁業のシミュレーションを行われたことがありますか。 

○耕地林務水産課長（小山錠二君） 現在、担当課としてはシミュレーションという形では取り

組んでおりませんが、水産振興対策に取り組む中では、漁業の現状を踏まえた意識の中では、漁

協と同じ考えを持っているところです。 

今後その制度の必要性など、市の漁業振興対策協議会などを通じて、そのようなシミュレーシ

ョンとかを図ってまいればと思っております。 

○２番（南 利尋君） 例えば農業に対しては、Ｉターン・Ｕターンの新規就農者に対してピー

マン農家などで研修を行い、創業まで支援する制度があります。様々な角度からシミュレーショ

ンを重ね、もうかるピーマン農家の制度が確立されたのではないかと思うんですね。漁業資源の

豊富な志布志湾を活用して、もうかる漁業の制度を検討し、Ｉターン・Ｕターン、後継者に対し

て情報発信を行えば、漁業振興にもつながるのではないかと考えますが、見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） 鹿児島県と鹿児島県漁業協同組合連合会では、平成30年度から名前を変

えてかごしま漁業学校を設置し、原則４か月の研修を行い、漁師を目指すにあたってのきっかけ

作りから、漁業体験、就業の適否判断や技術の習得を経て、漁業に就業し農村に定着するまでの

一連の支援を行っております。 
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この漁業学校は、鹿児島県内で就業される方が対象で、受講料は無料となっております。漁業

へ就業を考えている方は、この漁業学校へ入校してもらい、漁業へ就業してほしいというふうに

考えているところでございます。 

○２番（南 利尋君） そういう県の取組があると思うんですけど、例えば志布志市は、グルメ

のまちでも情報発信されているわけですね。現状では、市内の飲食店で皆さんも刺身とか頼まれ

ていると思うんですよね。鮮魚類は、ほとんどが鹿屋市、串間市、日南市などの近隣から仕入れ

ていらっしゃるわけです。目の前に豊富な漁業資源があって、志布志湾という志布志の名前が付

いている漁場があるのに、串間市とか鹿屋市とか日南市とかから仕入れをして、お寿司屋さん、

居酒屋さんは営業されているわけです。例えば、鮮魚が水揚げされるまちというのは、目井津港

もあります、垂水港もあります。例えば三浦半島には三浦海岸にもまぐろのまちがあったりする

わけですね、沼津港だったり、三崎港とかあるんですね。そういうところは、今日も目の前に焼

肉屋さんがオープンして、おいしそうなメニューが回ってきたんですけど、焼肉屋さんというの

は、大体皆さん地元で食べるわけですよ。「地元のおいしい焼肉屋さんができたよ、じゃあ、そ

こに行って食べようか」という話になるんです。でも、魚介類に関しては、「港の海の見える新

鮮なあそこに行って食べたいな」とみんな思っていらっしゃると思うんですね。だから今、都城

志布志道路が開通した状況の中で、都城市の方々は居酒屋さんでももちろん夜は食べられると思

うんですけど、「たまには空気のいい志布志湾の港沿いのあそこの定食屋の刺身でも食べてみた

いね」という話になると、これが観光振興にもつながるということなんですね。漁業だけがどう

のこうのだけじゃなく連携して新しいまちづくり、志布志市の特性を生かしたまちづくりという

ことになると、せっかく志布志市にお越しになってくださる方が多いということは、やはり志布

志市でとれたもので、おもてなしをするということが大事なわけです。であれば、今鮮魚漁はな

かなかされていないわけですから、そこにもちゃんと着目して、おいしい刺身を志布志市に来ら

れた人には食べさせてあげようよ、それに担当課の方は目井津港とか垂水港とか行ってもらえれ

ば分かると思うんですけど、観光客が多いんですね。それに垂水市に来たからイチョウとかを見

て、何を見て、じゃあ垂水港の定食を食べて帰ろうかとか、そういう経済効果が生まれるわけで

す。だから、それが点じゃなくて線になって、志布志市が回っていけば、すごい経済効果が生ま

れるわけですね。そういう志布志市でとれた鮮魚を、志布志市で食べるようなイメージをした漁

業の事業にも取り組んでいただけませんか。見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） 先ほど述べたとおり、新たな組織を立ち上げる際には限られた人材の中

で、どのような業務があり、どの程度の人員が必要かといった具体的な政策見通しを考慮しなが

ら進めていくことから、まずはどのような政策を進めていくかといったことから検討する必要が

あるというふうに考えております。 

また漁業へのＩターン・Ｕターン者への支援でありますが、例えば農協あるいは森林組合等と

も協議会を立ち上げているわけですね。その中でどういう方向で、いわゆる経営をしてその関わ

りを持っている事業者に生産者にどう対応していくかということもその中で議論して、そして支
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援の策を市にも求めてくるというやり方をしているわけでありますので、できれば志布志漁協か

らもそういう取組の考え方があれば、一緒になってその要望があった場合には協議していけると

いう方向性が見える形での取組が必要じゃないかと思うところでございます。 

○２番（南 利尋君） 漁協からそういうアプローチがあった場合ということなんですけど、私

も今回質問するにあたって、漁協関係者からも水産漁業のことに関して役所に問い合わせても、

なかなかそういううまくつながらない場面もあると、そして時間もかかると。だから、「もうち

ょっと漁業に対してちゃんとした取組をしてくれないかと、市長にも言ったこともあるんですけ

どね」というようなこともお伺いしたことあるんですね。本当かうそか分からないです。僕はそ

れを「ありました」ではないんですよ。「そういうことも聞きました」というようなことですか

ら、だから、何で耕地林務水産課、昔は林務水産課があったわけですよね。何であっちこっちす

るような、そういう扱いなのかなと単純に思うと私はそう思うんですよ。今度は耕地林務水産課

にあります。でも志布志湾の一番大事な目の前に広がるそういう漁業資源の材料を、何であちこ

ちたらい回しにして課が変わるのかも、私はちょっとクエスチョンマークになりますし、ただ漁

業関係者からはそういう意見があっての初めての漁業振興ということで、私は今質問させていた

だいております。だから、そういう観点からも、今おっしゃったＩターン・Ｕターンを考えてい

る方は、農協とかそういうところからいろいろな協議会の中で考えていかれることかもしれませ

んが、でも実際、私が思うにピーマン農家の事例を考えれば、例えば全国から移住・定住で漁業

をされたい方は志布志市に来ませんか、２年間志布志市がいろんなカリキュラムを組みますので、

その２年間のカリキュラムをクリアした人は、じゃあ志布志市で船を買うときは、1,000万円か

かるんであれば300万円は志布志市が補助しますとか、そこの軌道に乗るまでは志布志市がそう

いう支援をしていきますよ、というような感覚でもし取り組んでもらったとすれば、ピーマン農

家と一緒みたいに何軒も増えていくような可能性もあると思うんですね。ただ、リアルに志布志

の今漁協には、なかなかそういうソナーのようなものを備えた船がないわけなんですよ。今は魚

群探知機とか言いますかね、そういうソナーを備えて、「ああ、あそこに魚群がいるから、あそ

こで漁をしよう」とか、そういう現代的な漁がなかなかできない。まして後継者にとっても、漁

協がじゃあ金融機関と連携を図っていけるような場面があれば、漁協を通してそういう金融機関

と連携して新たに漁業に取り組む人には、漁協がその資金までちゃんと段取りしてあげようとか、

例えば油津漁港とかには、マリンバンクとかそういうのが入ってるわけですね。そういうのがあ

れば後継者も増えていきますし、船が壊れた時の修理代も、そういう金融機関がいろいろ漁協と

連携してできるわけですよ。だけど、現実は怒られるかもしれませんけど、なかなかその連携も

図れていないような組織になっているわけです。だから、そこがしっかりと行政が取り組んでい

くべき点ではないかなということで、漁業振興に対して提案しておりますが、見解をお願いしま

す。 

○市長（下平晴行君） 先ほどのなぜ耕地林務水産課ということでありますが、基本的には私が

ちょうど旧志布志町役場にいるときに、商工水産課というのがあって、そこに水産部門があった
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わけです。結局なぜ耕地林務水産課に持ってきたかというと、ちょうどその頃漁協が山に木を植

えるというときだったんですね。いわゆる山、川、海というプランクトンのこれは森林を豊かに

育てることで、漁協も魚がとれるというそういう流れの中で、合併して耕地林務水産課と同じよ

うにそういう取組をしてきたことじゃないのかなというふうに思います。それは先ほどのあれで

すけど、今議員がおっしゃる中身なんですが、先ほど言いましたように、できればそういう協議

会等の中で議論されて、こんな志布志市の漁協を目指したいというものがあって、行政と連携を

して一緒になってやるというのが、私は一番手っ取り早いやり方じゃないのかなと思っておりま

すので、漁協からの連携はそういうことで議員のほうにお話があったということですか。 

○耕地林務水産課長（小山錠二君） 先ほどの漁協から水産課というような形での課が設置でき

ないかということも含めて、私も漁協のほうに確認をしてきたところであります。漁協としては、

今度の本庁舎移転に伴って、水産係も志布志庁舎のほうに来てくれるんじゃないかというような

ことでは考えていたところなんですけども、そういう形ではなくて、来てもらえれば窓口も近い

というような形で、漁協としては助かるというような話は伺っております。その中で、様々な漁

業振興というような形でお話を伺ったところです。先ほどの漁具とか魚探とか様々な施設の整備

とかいう形になった場合には、現在水産資金制度の融資とかそういう制度ももちろん漁協も漁連

からの情報も十分入ってきて、活用の方法とかも聞いてはいるところであります。 

先ほどの話にまた返りますけれども、新規就業、後継者につきましては、先ほどのかごしま漁

業学校という制度も漁協のほうは十分理解をしているところであります。その中では、漁師にな

りたいというような形で話が来ることもあると。しかし、先ほど議員からあったように、今の漁

業の現状というようなお話をする中では、あと一歩前に踏み出せないというようなことは聞いて

おります。 

今後は市長が先ほど申したように、十分対策協議会を通じて漁協と協議しながら、また今後の

漁業振興、水産振興について図ってまいりたいと考えております。 

以上です。 

○２番（南 利尋君） ちょっと今訂正しておきますけど、私は「漁業組合から話があった」と

は言っていません。漁業組合員の中の方々から話があったということなんです。そこはまた明日、

僕も発言の訂正とかいうとあれなんで、そこは漁業組合からそういう相談があったとは言ってい

ませんので、組合員の方々の中でそういう話をもらった、だからそれが漁協のトップを通じて何

かをしたということではないですからね。皆さんの現場で一生懸命夏井港で頑張っていらっしゃ

る方とか、志布志港で頑張っていらっしゃる方というのは、大体もう限られていますよね。そう

いう方々が、いろいろ漁協から僕に何かこれでどうだというのは何もないですよ。「漁業関係者

です」ということを僕はさっきから言っていますので。だから、漁業振興というのは、本当に志

布志市の観光事業にもつながっていくわけですね。だからそういう意味でも、例えばⅠターン・

Ｕターンで今課長の答弁にもありましたが、そういう希望者があればということなんですけど、

全国からＩターン・Ｕターンで漁業者が来てくださいという事業があれば、また移住・定住の促
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進も図れるようなことも出てくるんじゃないかなと思います。前向きにいろんな今は衰退してい

くようなことが言われておりますので、漁業振興に対してもしっかりとした、農業と漁業を現実

を比べれば一番分かるじゃないですか、今、体制を考えれば。農業事業と漁業事業がどれだけ今

どっちをやろうかなといったときに、いろんな状況が分かるのは農業だと思うんですよね。農業

はどこに相談に行ったらいいんだよ、取りあえず農業だから農政畜産課に行ってみようかなって、

「農」が付いているわけです。でも役所内調べても耕地林務水産課ってありますから、耕地林務

だけ見た方は、「水産課はどこだよ」という話になるわけですね。だから本当に志布志湾の豊富

な漁場を生かした漁業振興にも、前向きに取り組んでいただくことを強く期待しておきます。 

観光振興について伺います。昨今、マイクロツーリズムの普及により市内観光スポットの利用

者が増えております。保全・管理をしっかり行うべきではないかと考えますが、見解をお伺いし

ます。 

○市長（下平晴行君） コロナ禍における新たな旅行形態として少人数で近場を選択するマイク

ロツーリズムのニーズが高まってきていることは確かでございます。特に、ダグリ岬一帯をはじ

めとした景観は、おいでいただいた観光客が楽しみにしている本市の魅力の一つであることも、

十分認識をしているところであります。 

今後は県からの市へ譲渡される予定のダグリ岬展望所と併せ、指定管理者への景観維持の指導

を行いながら、本市の魅力ある観光スポットの環境整備に努めてまいりたいと考えているところ

であります。 

○２番（南 利尋君） ９月になってもダグリ岬周辺や国際の森には、以前より多くの方が訪れ

ているというのが現状なんですね。以前にも何度か要請したことがあったのですが、保全・管理

がしっかりと行き届いていないわけです。設置されているいすやテーブルを利用して、食事や休

憩を取れる状態ではないんですね。のりや苔が生えて枯葉などがくっ付いています。国際の森の

トイレ施設は、雑木で薄暗く、清潔感もなく、観光スポットの施設としてはあり得ない状況なわ

けですよ。早急に対応していただけませんか。見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） 国際の森トイレの施設は、展望台の維持作業につきましては、耕地林務

水産課の作業員で年４回行っており、トイレとタンクの水補給作業を委託しているところであり

ます。 

国際の森のベンチにつきましては、表面が老朽化してきておりますので、早い段階で補修を行

いたいと考えております。 

またトイレ、東屋海側の雑木でありますが、トイレ付近が明るくなるように、直営の作業班に

より可能な限り伐採の対応してまいりたいと考えているところでございます。 

○２番（南 利尋君） 本当に早急な対応をよろしくお願いします。僕は通り道なので何回もあ

そこをチェックするんですけど、結構いらっしゃるんです。あそこでカップルとか家族で来られ

たり、一人でたそがれていらっしゃる方もいらっしゃるわけですね。できれば、雰囲気づくりを

しっかりよろしくお願いします。 
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ボルベリアダグリの周辺は、雑木・雑草などが生い茂り、蚊とかブトなどの衛生害虫などが発

生し、景観のいい場所からも全く海が見えなくなっています。おもてなしの心は全く感じられま

せん。今回の補正で、ボルベリアダグリに対しては繰出金が増額されています。コロナ禍で管理

者も大変な苦労をされていると思います。行政が景観保全にしっかりと取り組むことで、利用者

や訪れる方が増える可能性も出てくると考えます。早急に取り組むべきではないかと思いますが、

見解をお伺いします 

○市長（下平晴行君） ボルベリアダグリ周辺についてでありますが。ボルベリアダグリからの

眺望は、観光客にとっても魅力あるものと認識をしております。周辺の生い茂った木々は、今年

度新たに開設したグランピング施設のための木蔭づくりにも必要であることや、海岸線までの崖

地の木を伐採することで、大雨時における災害の危険性もあることから、木々の伐採には慎重な

対応が求められているということでの状況でございます。 

○２番（南 利尋君） 最近、民放でもＢＴＶでもよく先の展望台が出てくるんですよ。志布志

湾を一望できるどうのこうのとかですね。市長は、最近行かれたことはありますか。 

○市長（下平晴行君） このグランピングが設置されたときに行っております。 

○２番（南 利尋君） 僕も結構忙しいんですけど、何回か行ったんですよ。そうすると、私が

言っているのは、木をがんがん伐採しろとかそういうことではないんです。例えば、ボルベリア

ダグリの横の崖のほうに、海水浴場のほうの横にコンクリートのテーブルと椅子があるんですよ

ね、皆さん御存じですよね。あそこがもう草ぼうぼうで、例えばボルベリアダグリを利用された

方が、風呂上がりにあそこで涼もうなんていうことができるような状態ではないということです

よ。もう草が生い茂って、草のほうがテーブルより高い状況になっているわけです。だから、そ

この横の景観をちょっと邪魔するような雑木とかの枝を切ればいいじゃないですか、簡単に言え

ば。前に港湾商工課のほうで、あそこのグランピングを提案されたときに、「多少は伐採しても

いいですよね」という話をしたら「県と協議します」ということで、「ある程度だったら伐採で

きます」という答弁もいただいたことがあったんですね、委員会のほうで。だから、別に「がん

がん伐採しろ」という話ではないんです。景観を取りあえず作ってあげるぐらいの、まず夕涼み

にボルベリアダグリを利用された方が、庭先の夕涼みをするために座れるような状態にしてくだ

さいよという話なんですよ。木をがんがん切れとかそういうことではなくて、例えば、展望台に

行かれる方が弁当でもジュースでも持って、ちょっと木蔭で一服しようかなんて言ったときに、

つるっつるののりの生えた椅子と、虫がわいたテーブルでお茶を飲みたいという人はいないわけ

ですよ。ボルベリアダグリの経営者も一生懸命頑張っていらっしゃるのに、市が管理するそうい

う土地とかが、雑木とか衛生面で管理が行き届いていなかったら、ボルベリアダグリのイメージ

にもつながるんではないかなということなんですね。だから、常に保全・管理をしていけば、景

観のきれいないい場所ですから、そこもしっかり取り組むべきではないですかということなんで

すけど。 

○市長（下平晴行君） ダグリ一帯は、日南海岸国定公園内に位置するため、草払いなどの軽微
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な刈払いは許可なく可能でありますが、木々の伐採については、鹿児島県自然保護課への伐採申

請及び許可が必要となっておりますので、このことからも木々の伐採に関しては、景観や安全に

配慮した管理・保全の下、伐採を行ってまいりたいと考えております。 

○２番（南 利尋君） 後で、担当課のほうにこういうことをやってくださいということで、具

体的にお願いに行きますので、「草を払って枝を取っ払ってください」というだけの話なんです

けどね。前向きな取組をよろしくお願いします。 

新しい生活様式の中で、需要の多い観光事業にスピード感をもって取り組むべきではないかと

考えますが、見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） コロナ禍における新しい生活様式、新たな旅行形態への対応が求められ

る中、少人数で密にならないマイクロツーリズム等の旅行、観光の人気が高まっており、その新

しい生活様式にいち早く対応した観光地を求め、旅行客の移動が見られることは十分認識してい

るところでございます。 

本市が新しい生活様式に対応した観光地となるために、どのような整備、取組が適しているの

か、庁舎内の意見に限らず、様々な方向から協議検討し、早急に取り組める事業については、ス

ピード感をもって取り組んでまいりたいと考えております。 

○２番（南 利尋君） 前回の答弁では、観光振興計画の中で取り組んでいきたいとの答弁があ

ったわけですね。私も、そこの現地を何度も視察したんですけど、私がいつも思っているイメー

ジは、市長が「パラダイスは撤去に３億円かかるからちょっと無理ですね」という話で、「三角

の土地の辺りにどうにかできないかなということを考えたこともありますよ」というような答弁

をしていただいたので、何回もあそこのイメージを作ると、ダグリ遊園地があって、その道路の

反対側に道の駅的な施設とオートキャンプ場があったとします。昔、海水浴場の駐車場が、今き

れいな芝が生えた土地があるわけです。昔はその土手側に、旧町時代にキャンプ場があったわけ

ですよ。あそこのイメージを考えれば、キャンプ場が昔あったところを整備して、洗い場を造っ

たりトイレを造ると。そして芝生のところはそういうグランピングでもできます、きれいなとこ

ろですからそういうものをすると。浜辺では泳げます、岩場では何か捕れますとか、道の駅があ

ります、オートキャンプ場がありますということで言えば、そんな具体的な何十億円かけて何を

しようということではないわけですね。ましてや横に遊園地がありますから、子供から大人まで

幅広く利活用できる場所になるわけですね。だから、私が思うには、できればそういうキャンプ

場、道の駅を造って、ジェットコースターでもあれば完璧な場所になると思うんですけど、だか

らキャンプ場と道の駅のようなものを整備するだけでも、あそこの景観は変貌するわけですね。

だから、観光振興計画の中でも、長期・短期・中期とあると思うんですけど、短期事業計画と位

置付けて、スピード感をもってそれぐらいの対応をしていただけませんかという提案なんですけ

ど、見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） コロナ禍において、密になりにくい自然に親しむレジャーやオートキャ

ンプ場が人気となっていることにつきましては、いろいろな方面から見聞きをしているところで
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ございます。 

本市においても新しい旅行形態にあった受入態勢を整え、観光客誘致を図るため、オートキャ

ンプ場やそれに係る施設の整備も含め、どこにどのような取組、整備が適しているのか、様々な

意見を参考に協議・検討していきたいと考えております。そして協議された内容につきましては、

今年度策定中の第２次志布志市観光振興計画にしっかりと盛り込み、魅力ある観光地の整備に早

急に取り組めるよう努めてまいります。 

○２番（南 利尋君） ぜひですね、いろんなことを言いたかったんですけど、本当に市民の方

は夏井で思いっきり遊びたいとか、夏井でゆっくりしたいという方が本当にいらっしゃいます。

僕はこの前の一般質問で、「当分パラダイスは無理ですから違うところで考えましょう」という

話で、いろいろ話をさせてもらったことがあったんですけど、市民の皆さんが本当に思っている

ことなので、ぜひ短期計画として前向きに取り組んでいただくことを期待しております。 

環境行政について伺います。昨今、多くの場所でたばこのポイ捨てが目に付きます。対策を講

じるべきではないかと考えますが、見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） ポイ捨て防止の対策については、空き缶、吸い殻等の投棄、飼い犬のふ

ん放置等、ポイ捨ての防止等を図るため、志布志市ポイ捨て防止条例を、平成21年10月１日から

施行しております。 

ポイ捨て対策については、おじゃったもんせクリーン大作戦やマイロードクリーン大作戦等で

市民の方々に取り組んでいただいております。環境パトロールでの不法投棄による空き缶等の回

収量を平成21年度と令和２年度と比較しますと、平成21年度が１万1,637kg、令和２年度が

6,647kgになっており、57％の減少をしている状況であります。 

しかし、いまだにポイ捨てはなくなっていない状況でありますので、今後も市民の啓発に努め

ていかなければならないと考えております。 

また、たばこのフィルターは、マイクロプラスチックとして海洋汚染につながると言われてお

りますので、その観点からもたばこのポイ捨てを減らしていくべきだというふうに考えておりま

す。 

○２番（南 利尋君） 今おっしゃったように、ＪＲの周辺やしおかぜ公園、飲食店入り口など

は、最近ポイ捨てが目立つんですね。健康増進法が改正されて、喫煙できる場所が少なくなりま

して、余計増えたような気がしております。 

そこで、市の単独事業として、ポイ捨て撲滅運動に取り組むべきではないかと考えるわけです

ね。管理可能な施設の敷地の片隅に、スタンド灰皿を置いてそこに市のマークと目立つステッカ

ーを貼って、「ポイ捨て撲滅のまち、志布志」のような、そういう灰皿を作れば、その啓発にな

ると思うんですがこれも一つの逆転の発想なんです。「ここで吸ってはいけません」と言うと、

結構高い確率で吸う人が多いわけです。「吸ってくださいよ、でも志布志市はポイ捨ての撲滅運

動をやっていますから」という感じでやっていけば、これも一つの逆転の発想で、ここでポイ捨

てはしちゃいけないけど、ここだったらいいというような感じだから、ここで吸ってほかにポイ
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捨てしないようにしようという考えも出るかもしれませんし、これも一つの逆転の発想なんです

けど、一回試しに取り組んでいただけませんか。 

○市長（下平晴行君） 灰皿の設置については、設置だけでなく管理もしていかなくてはいけな

いということであります。受動喫煙防止対策を図りながら施設管理者と協議し、理解を得られた

施設については設置をしていきたいと思っております。 

○２番（南 利尋君） 私もたばこメーカーに問い合わせたんですけど、「志布志市で取り組ん

でいただければ、全面的に協力します。全国初の取組になるかもしれません。必要な灰皿は無償

で提供します」とのことでした。無償で灰皿を提供してもらえれば、予算はシールを作るだけで

十分なんですね。ですから、ポイ捨て撲滅対策事業が低予算でできるわけですから、実際駅前と

か今度多目的スペースがありましたよね、必ずあそこらあたりは、たばこ喫煙者は訪れるわけで

すよ。でもあそこら辺には喫煙所がないし、灰皿もないわけなんです。できればもう「ポイ捨て

僕滅対策のまち、志布志」みたいな、こんだけ目立つのを作ったのかよぐらいのステッカーで、

片隅に置いていただければ、ポイ捨ても少なくなると思うのですが、見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） 灰皿の設置については、先ほども答弁しましたが、受動喫煙防止対策を

図りながら、施設管理者と協議し、理解を得られた施設について設置していきたいというふうに

考えております。また、捨てさせないように、市民の意識を変えていかなければいけないと思い

ます。それには、子供の頃からの家庭教育が大切だというふうに考えておりますので、教育委員

会と連携して、小・中学生の皆さんにも環境学習の充実を図っていければと考えております。 

○２番（南 利尋君） ぜひですね、今は多様性の時代なので、吸う人も吸わない人も嫌な思い

をしないよう前向きな検討をよろしくお願いします。 

ごみ処理に対して多くの意見を聞きます。市民の意見も取り入れた環境に優しい廃棄物処理設

備等の検討も行っていくべきだと考えますが、見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） 志布志市では、旧町時代の平成11年より本格的な資源ごみ分別を始め、

現在で22年経過しているところであります。市民の皆さんに御協力いただき、最終処分場への埋

立量も分別開始前と比較しますと、約８割減となっている状況でございます。 

現在の志布志モデルを始めたきっかけは、平成２年度に現在の最終処分場建設後、大隅半島の

市町で広域での焼却施設の検討会を発足し、ごみを焼却するかリサイクルするかを検討したとこ

ろでございます。焼却炉の建設は多額のコストがかかることや、地球温暖化の問題等もあり、資

源のない日本であることから、あるものをしっかりと生かすために「混ぜればごみ、分ければ資

源」を基本に、限りある資源を有効に活用するリサイクル方式を選択したところでございます。 

本市では、現在のところさらなるごみの減少を図り、ごみゼロを目指していますので、焼却炉

の建設は考えていないところでございます。 

○２番（南 利尋君） ごみ処理に対して、多くの意見や要望を今まで聞いておりました。不法

投棄が多く見受けられます。宅地の庭や空き地、田畑などで、結構いろんなところで煙が上がっ

てるのを見かけるわけです。個人や企業などでは、簡易な焼却炉を設けたり、会社、事業者あた
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りは月に２、３万円でコンテナボックスを借りたりするような状況が結構多いわけなんですね。

そのような状況は、市長はどう把握されておりますか。 

○市長（下平晴行君） 基本的には焼却してはならないと思いますので、そういうところがある

のかというのは、ちょっと私も見ておりませんので、分かりません。 

○２番（南 利尋君） 煙が上がっているのを見たのは私だけなんですかね。いろんな方が見て

いらっしゃると思うんですけど、ごみ処理に対しては簡素化してほしいという意見が多くあるわ

けです。例えば子育てでは、「朝大変忙しくて、ごみ出しが大変だ」とか、「分別に時間がかかる

ごみを置くスペースがなく、ストレスを感じる」「近隣自治体のようなごみ出しに取り組めばよ

いのではないか」「水道代もかかるし、洗剤も使う、生活用水も多くなる、生活排水も多くなる、

手間暇がかかって大変だ」などがあります。高齢者の意見には、「以前は分別できたが最近難し

くなってきた」「体が思うように動かなくなり、知り合いに頼んでいる」「一人分のごみになった

ので、庭先で燃やしている」、企業などに伺うと、「志布志市はごみ出しが大変だから、コンテナ

ボックスを置いている」「簡易な焼却炉を設置した」、都市部とか市外から採用した社員や転勤し

てきた職員の中には、大変だからということで近隣から何人か通勤しているということでした。

前回、ごみ出しが困難になった高齢者への対応を質問したところ、「地域コミュニティ協議会の

中で対応できないか検討したい」との答弁がありましたので、先日行われた潤ケ野地区コミュニ

ティ協議会の定例会で、議案に挙げてもらいました。出された意見としては、「人の家に上がる

だけで犯人扱いされていることもある」「自宅のごみ出しも大変なのに、人の家のごみ出しまで

はできない」「自治会長の年齢層も高いし、『老老ごみ出し』になるので無理である」というよう

な意見だけで、前向きに取り組めるという自治会長の意見はありませんでした。私は、現状に鑑

みると、分別を簡素化し焼却場の整備も検討すべきではないかと考えます。分別するものはして

もらい、紙くず、木くず、布ぎれ、ビニールなどは焼却するような出し方も検討すべきではない

でしょうか。見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） 現在でもごみ出し困難者の対応は行っておりますが、高齢者などのごみ

出しについては、対応していかなければいけないというふうに考えているところでございます。 

紙類の分別の簡素化やいつでもごみを出せるような常設のごみステーションについても、調

査・研究していきたいと思います。 

また、焼却施設を持っている自治体でも、全てのごみを焼却しているわけではありません。容

器包装プラスチックや新聞紙や雑誌類の分別は行っていると思います。また現在プラスチック製

品の一括回収も国は進めているような状態でありますので、焼却施設ができたとしても、ごみの

分別は必要になってくるというふうに思うところでございます。 

○２番（南 利尋君） 分別を簡素化したほうがいいんじゃないですかということなんですね。

例えば、志布志市のごみは家庭用だけではないんですね。港湾事業が進めば港湾のごみも多くな

りますし、例えばさっきから出ている基腐病のイモですよね、あれは一般廃棄物で、一般廃棄物

は市町村が責任を持って処理しなければならないということがあるわけです。今、基腐病のあの
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イモはどういう処理がされているんですか。 

○市民環境課長（留中政文君） 基腐病に罹患したカンショの廃棄でございますが、通常の一般

ごみについては、最終処分場で埋立処理をしておりますが、有機物の受入れを行っていないため

に、カンショについては有機物のために受入れができないところでございます。 

一方、生ごみや草木などを受け入れております、松山の有機センターについても、委託先でご

ざいますそおリサイクルセンターとも協議を行いましたが、100％県が示す確証が持てないとい

うことから受入れができないところでございます。 

○農政畜産課長（大迫秀治君） サツマイモの基腐病につきましては、カンショ残渣が越冬する

ことにより、翌年の一次伝染源になることから、適切に処分する必要があり、罹病残渣の分解が

進むことで次作の基腐病の発生は軽減するものとされております。 

志布志市では、罹病残渣をできるだけ次作に残さないように、早期発見した発病株は抜き取り、

ほ場外へ持ち出す。それから収穫後は分解促進資材等を活用し、複数回耕うんすることについて

周知依頼をしているところでございます。 

実態としましては、現在の残渣処理状況について、昨年の基腐病に対する国の補助金申請者

161名を対象にアンケートを実施したところ、89名から回答がありました。約54％の方がすき込

みをしておりまして、約46％の方が持ち出しというような状況でございます。 

○２番（南 利尋君） ほとんど持ち出していらっしゃるんですよ。もう早く収穫しないとどん

どん基腐病は広まりますので、生産者にすれば、取りあえず耕うんしている暇はないわけですね。

だから、それでこの前も農政課から、「ほ場に鳥獣の餌となるようなものは置かないでください」

みたいな行政放送も流れていましたよね。だから持ち出しているわけですよ。それがどこに行き

ましたかという話なんです。串間市は、ちゃんと出たものを日南市に委託して、焼却処分してい

るわけですね。こういうこともしっかり取り組まないと、鳥獣被害の拡大に必ずつながると思う

のですが、見解をお伺いします。 

○市民環境課長（留中政文君） サツマイモの基腐病については、近隣の処分状況を確認したと

ころ、鹿屋市や日南市などの一部の地域では、焼却処分をしておりますが、ほとんどの自治体で

は、水分を多く含んでいるというような理由で、焼却処分はしていないという状況でございます。

廃棄物処理につきましては、先ほど農政畜産課長が答弁したとおり、早期発見した発病株は抜き

取り、ほ場外へ持ち出す。収穫後は、分解促進資材等を活用し、複数回耕うんすることが大事だ

というふうに考えております。 

○２番（南 利尋君） ぜひですね、その件に関しては、しっかりと現状把握と早急な対応をよ

ろしくお願いします。 

昨今では、想定外のことがいつ発生するか予測できないわけですね。例えばコロナ禍により相

当数のマスクが毎日捨てられるわけですね。市内でも３万枚以上のマスクが捨てられるわけです。

今は一般ごみとして処分されるわけですから、志布志市の場合は、使用済みマスクも埋め立てる

わけですよ。マスクは焼却しないと熱を持って何してかにしてって埋め立てたら、そういう場面
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も出てくるわけですよね。マスクは焼却するべきだと思うんですが、見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） 今後もしばらくはマスクの使用が続くと思われますが、新型コロナウイ

ルスは時間の経過により死滅する、72時間というようなことを言われておりますが、埋立処分で

あっても、市民への感染リスクはないものと考えているところでございます。 

○２番（南 利尋君） ということは、このまま埋立てするということになりますか。 

○市長（下平晴行君） 今のところは、そういう取組をしてまいりたいという考えです。 

○２番（南 利尋君） 全国で焼却炉を持たない、埋立処分をしている自治体というのは、何か

所ぐらいあるんですか。 

○市民環境課長（留中政文君） 一般廃棄物処理事業実態調査の結果では、焼却施設を持ってい

なく委託もしていない自治体は、九州では志布志市と大崎町の２自治体、本州・四国にはなく、

北海道に数か所あるようでございます。 

○２番（南 利尋君） 考え方として埋め立てるということは、後世に残すということになるわ

けですね。市長がよく言われる延命処置を行っていくとありますが、焼却することで延命処置に

つながると私は思うんです。今、焼却灰というのは、例えば土木資材の原料とかコンクリートの

材料とか、畑に撒く肥料になったりするわけです。今の厳しい環境基準に合った焼却炉は、ダイ

オキシンとかそういう公害物質を出すようなものは一切ないわけですね。この前曽於市でも、建

替えが終わったということもお伺いしました。でも、現状に鑑みれば、埋立てをするということ

も大事かもしれませんが、リサイクルは大事なんだけれども、埋立てはやはりいろいろ考えてい

く必要が私はあると思うんですね。現場近くの住民の方々にいろいろお話を聞きますと、「絶対

今度は処理場は造らせないぞ」っていう話を強くされる方がいっぱいいらっしゃいますね。みん

なあの処理場があって楽しいという人は誰もいないわけです。だから、身近にあったときのこと

を考える、人の身になって考えると、絶対ごみ出しとかそういうごみ処理法は、いろいろな場面

で検討していく、ただ焼却炉を造る、造らないとかじゃなくて、埋立てに関して、マスクの処理

に対してどうなんだということで、具体的にしっかりとした軌道修正をしていかなければならな

いのではないかと考えますが、見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） これは、今言われていますように、2050年までのいわゆる脱炭素という

ことも含めて、本当に焼却炉はそういうことでいいのかどうかということもあります。それから

ＳＤＧｓの考え方も含めて、基本的には処分場もごみゼロにしていくという、将来的にはそうい

う考え方もあるわけありますので、現状では今の処分場を使うことで、焼却炉の建設の取組は考

えていないということでございます。 

○２番（南 利尋君） もちろん、ごみは資源になるわけですよ。焼却灰はさっきお伝えしたよ

うにコンクリートの材料になったりするわけです、いろんなものにですね。なおかつ、今経済産

業省が最近カーボンニュートラルという言葉が使われますが、カーボンリサイクルという事業に

も取り組んでいるんですよ。そのものをどうやって資源化していこうかという事業も取り組んで

いるわけですね。であれば、経産省もニュートラルもあるんだけどリサイクルもあるよねという
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話で、いろんな観点から取り組むわけですから、志布志市もそういう観点からもしっかり軌道修

正するべきものはして、また続けるものは続けるということで、多様性の時代ですから、これじ

ゃなきゃいけない、あれじゃなきゃいけないじゃなくて、これをしながらあれをやるという、そ

ういう施策も大事ではないかということをお伺いします。見解をお願いします。 

○市長（下平晴行君） 分別の簡素化やいつでもごみを出せるような常設のごみステーションに

ついても、調査・研究をしていきたいというふうに考えております。 

議員が言われる焼却炉については、以前からすると技術改修も行われていることもありますが、

維持管理も毎年多額の経費もかかるようであります。焼却炉のある自治体からすると、一人当た

りのごみに係る経費は、本市の場合は全国平均の約３分の２で済んでいるということであります。

ごみゼロを目指して、紙おむつ再資源化事業にも取り組んでいるところであります。また、新し

い最終処分場の建設には、候補地の選定で市民の理解を得るのを難しいのではないかというふう

に考えております。焼却施設でも同じことだというふうに思います。 

そういうことから見て、今のリサイクルの取組の在り方がこのままでいいのかどうかというの

は、十分協議をしていかなければいけないというふうに思うところでありますが、本市ではさら

なるごみの削減を図るために、私が平成11年に取り組んだのは、ドイツが廃棄物を減らすための

取組である５Ｒ。リデュース、減らすということで、ごみの元になるものは買わない、もらわな

いということ。それからリフューズ、断る、ごみになるものは持ち帰らないということですね、

買ったところで置いて帰るということです。それからリユース、再利用、何回も利用できるもの

を買う。それからリサイクルというのが、これが最後の段階で再資源化ということになります。

そして新たにリペア、これは修理・修繕。このことをしっかり理解していただいて、リサイクル

に取り組んでいただければというふうに思っているところでございます。 

○２番（南 利尋君） 本当にごみの処理の方法には、担当課の方は本当に苦慮されています。

担当課長におかれましては髪の色まで大変なことになっちゃっていますので、心中お察しします

が、本当に今後も行政のごみ出しの在り方については、いろいろありますので、ぜひ前向きな取

組をよろしくお願いします。 

私が今回の質問で提案したかったことは、多様性を尊重する今こそ、行政の立場からだけでは

なく、また市民の立場からだけでもなく、お互いの立場を理解しあって、活気のある明るく楽し

くおちゃめで元気な新しいまちづくりに取り組むべきではないかということでした。見解をお伺

いして終わります。 

○市長（下平晴行君） 資源のない日本であることで、あるものをしっかり生かすために「混ぜ

ればごみ、分ければ資源」を基本に、平成12年度に容器包装リサイクル法の施行に先立ち、平成

11年度から旧志布志町で資源ごみ分別回収をはじめ、その後拡大し現在のスタイルになったとこ

ろで、「美しい地球を子供たちへ」の考えを基本に持って、持続可能な社会の取組をお願いして

いるところであります。日本はもともと資源が少なく、輸入に頼っているところでもあります。

大量生産、大量消費の使い捨ての時代から今ある資源を生かしていくことが、ＳＤＧｓの持続可
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能な開発目標につながっていくと思っております。本市ではごみゼロを目指して、さらなるごみ

の削減を図ってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（東 宏二君） 以上で、南利尋君の一般質問を終わります。 

ここで、しばらく休憩いたします。 

──────○────── 

午後３時19分 休憩 

午後３時30分 再開 

──────○────── 

○議長（東 宏二君） 会議を再開いたします。 

次に、10番、平野栄作君の一般質問を許可します。 

○10番（平野栄作君） こんにちは。明日トップバッターから本日のラストになってしまいまし

て、また資料を忘れるというドジをしでかしまして、大変自分自身バタバタしたところでした。

最後になりましたが、今回は市長には少ししか質問しませんので、ゆっくりお休みいただければ

と思います。会派志みらいの平野栄作です。早速質問に移っていきます。 

今回は、学校運営協議会制度いわゆるコミュニティ・スクールについて、質問をさせていただ

きます。学校運営協議会を設置した学校のことをコミュニティ・スクールというわけですが、本

市においては、平成28年度に３校がモデル校として導入し、その後平成30年度には、市内全ての

小・中学校において導入され、各校それぞれ特色のある取組が展開されております。この学校運

営協議会以前におきましては、学校評議員会という名称で、活動が相当間続いてきたというふう

に認識をしております。これまでも学校・家庭・地域の連携により、児童・生徒の健全育成を推

進してまいりましたが、さらに一歩踏み込んだ取組を展開するために導入されたものと私自身は

感じているところです。 

学校運営協議会の役割としては、大きく３本柱があるのですが、校長の示す学校経営方針につ

いて、承認の是非を行うことができる。学校の運営に関して、教育委員会または校長に意見を述

べることができる。そして学校職員の任用について、教育委員会に意見を述べることができる。

大きく言えばこの３本なのですが、ほかに毎年度一回以上、学校運営状況に関する評価を行う。

そしてまた地域住民に対して、学校運営への必要な支援に関する協議の結果を、積極的に情報提

供しなければならない。そしてもう一つ最後なのですが、学校の運営について地域住民等の理解、

協力、参画等が促進されるように努めなければならないというふうになっております。大きな権

限が与えられる一方で、この役割を委員として遂行していくには、学校の様々な実情の把握や児

童・生徒への支援を図りつつ、併せて地域への情報発信を行い、さらなるサポート体制づくりを

行っていくというようなことになってまいります。ただ、これまでも年間５回から６回程度の協

議の場があります。このような限られた協議の場の中で、熟議を通してはなんですけれども、こ

れら全てのことを網羅していくとなると、ここに参画する委員の負担というものは相当なものに

なっていくと思います。 
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また、教育行政要覧にも、冒頭部分に「各学校に設置している学校運営協議会制度をさらに活

性化し、これまで以上に充実した教育活動に取り組んでまいります」との記載がされておりまし

た。 

そこで、この質問に至るわけなんですが、導入から現在まで最長６年程度、教育委員会として

この活動をどのように分析して、今後どのように活性化をしていくかという点と、実際私なんか

が現場で活動してみて、検討が必要な部分が多々あるように感じております。また、これまで改

善等が加えられてこなかった、こういうことからも、今回の質問に至ったということになります。 

また、このコロナ禍で活動も自粛されている現状を踏まえ、今後におけるこのコロナ禍が去っ

た後の活動を円滑に行っていくためにも、今の段階でこの学校運営協議会制度の体系を整えてお

く必要があるのではないかと感じております。併せて、新たな地域コミュニティとして校区単位

による地区コミュニティ協議会の設立も同時に推進しているところもあります。また、今後全て

の校区において、この地域コミュニティ協議会が導入されていくわけなんですが、そうしたとき

に、このコミュニティ・スクールとの関連付けも必要なことになってくるところなんです。 

そこで、まず教育長にお伺いしたいのが、このコミュニティ・スクールが設置されました。そ

の後どのような変化があったと感じていらっしゃるかということを、まずもってお尋ねをしたい

と思います。 

○教育長（福田裕生君） お答えいたします。 

学校運営協議会制度は、保護者、地域の方々が委員となり、学校経営方針を承認していただく

とともに、意見を述べたり評価をしたりするなど、保護者、地域の方々が学校運営に参画してい

ただく制度でございます。 

先ほど平野議員のほうから、本市の状況については年度を追ったお話もありましたので、その

部分は省かせていただきます。導入から４年から６年ほどが経過しました今、それぞれの学校に

おいて、学校と地域の連携・協働の現状を見つめ直しながら、よりよい姿の実現にふさわしい仕

組みへとさらに作り上げていく必要があると、私は考えております。そのためにも、改めて学校

運営協議会制度の狙いや意義を再認識していただき、これまでの成果・課題等を検証した上で、

協働活動の工夫改善、それから予算の措置も含めた方策について検討していく必要があると捉え

ております。 

近年の教職員の長時間勤務や指導内容の増加、情報通信技術の活用、子供たちへのきめ細やか

な対応、情報化やグローバル化の進展、それに加えてコロナ感染防止対策など、これまで以上に

学校に多くの対応が求められる中、学校と地域が協働活動を展開する中で、その解決に向けて進

んでいくことは非常に重要なことだと思っております。 

教育委員会といたしましては、各学校の運営状況を把握しながら、学校と地域とのよりよい協

働活動が展開されるよう、情報の提供や指導・助言に努めてまいりたいと思っております。 

なお、これまでのどのような変化があったかという御質問もありましたので、その点について

も触れさせていただきます。 
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昨年度各学校に調査をいたしまして、成果・課題等についてお聞きしておりますので、そこを

基に整理をしてみました。成果といたしましては、地域の多くの方々のお力添えによりまして、

子供の学びや体験の充実、安全確保がこれまで以上に図られたということでまとめることができ

ます。課題といたしましては、教職員の認識それと保護者、地域住民を含めたより広い方々への

意識の啓発といったところに、まだ課題が残っているというふうに私どもは捉えております。 

みんなが学びの当事者となる、誰もが地域の担い手となる、という視点で言いますと、これか

らの課題になるだろうというふうに捉えております。併せて、管理職の業務負担というところも

見えてきたところでございます。 

以上でございます。 

○10番（平野栄作君） それでは、ちょっと役割ということで何点かお聞きします。 

まず、私としては非常に大きな課題だなといつも思っているのですが、この学校運営協議会設

置規則の第４条第２項に、「職員の採用その他の任用に関する事項について意見を述べる」とい

うことが出ておりますけど、この導入してからこれまでの間にこういうケースがあったのかどう

か、そこをちょっとお示しいただきたいと思います。 

○教育長（福田裕生君） 教職員の任用等につきましては、例えば、今度うちの学校が外国語の

教育に力を入れたいと思っているので、そういった免許を持った先生の配置というのを考えても

らうことはできないだろうかとかですね。例えば昨年度でありますと、コロナ禍で学習指導員、

スクールスタッフの中で、消毒等の仕事を担っていただく、補助をしていただくような方の配置

というのはどうだろうかとか、また実際にそういった方を地域の中からお願いするときに、人選

にあたっていただくためのお力添えをいただいたといったようなこと等がございます。 

○10番（平野栄作君） それでは、極端な言い方ですけど、この先生を変えてほしいとか、そう

いう極端な例というのはないという認識でいいですか。 

○教育長（福田裕生君） そこまでは、この条例の中では求めておりませんので、具体的に申し

ましても、そういう形でこの先生をとかあの先生をとかいったようなことでの御指摘、御意見は

いただいていないところでございます。 

○10番（平野栄作君） 分かりました。 

それでは設置規則第５条２項に、「協議会は地域住民等に対して活動状況を公開する等の方法

により、積極的な情報提供に努めなければならない」とありますけれども、このことは、具体的

にはどのようなことを指しているのかお伺いします。 

○教育長（福田裕生君） 情報提供の在り方等についてでございますが、例えばそれぞれの学校

におきましては、学校運営協議会の中で協議された内容等について、学校だよりの中でお示しし、

保護者、地域の方に配布するなどの方法を取っている学校もあれば、ホームページを使っている

ところ、それからこれは学校運営協議会のメンバーの方が学校運営協議会だよりを定期的に発行

されて、保護者や地域の方々への配布、回覧を非常にこまめにやってきておられたという学校等

もございます。 
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情報提供については、今のところはそのような形で、それぞれの学校の状況に応じて工夫した

取組がなされているという状況です。 

○10番（平野栄作君） それでは、その委員の方々がやる役目としては、この協議会だよりの発

行に携わると、今の役割としてはその程度だという認識でよろしいですか。ホームページとかそ

ういうところまでも、この委員の方々が取り組んでいらっしゃるということなんですか。 

○教育長（福田裕生君） これは、あくまでもそれぞれの学校の実情に応じて、いろんなやり方

があるという中で、先ほどお話ししたとおりでございます。ですので、その学校によっては、紙

ベースのものを回覧で配布というところもあれば、ある学校においてはホームページの中に少し

その状況を掲載されて、発信されているところもありますよと、それは学校のホームページ上に

学校の担当者、管理職が、その部分に掲載するような状況を作っておられるところもありますと

いうことでございまして、必ずしもその方法全てしなければならないという理解ではございませ

んので、よろしくお願いします。 

○10番（平野栄作君） 分かりました。当校におきましても情報提供の一環として、広報紙を平

成30年度におきましては４回ぐらい発行されているようです。導入当初ということで、教頭も事

務が大変だったのかなというふうに考えているところなんです。その中で、今言われたように学

校だより、これなんかはもう学校で作られているということ。そうしたときに先生方、特にまた

教頭先生の負担というものが、非常に増えてきてしまったのかな。特にこの協議会の事前の段取

りというか、日程調整から資料の作成、そして協議録の作成、そしてその後の協議会だよりの作

成、そしてそれを地域に配ると。評議員会のときについては、そこまではなかったと思うんです

けれども、この学校運営協議会になると相当な事務量になってきてしまう。そこについてはどの

ようにお考えですか。 

○教育長（福田裕生君） 確かに御指摘のあったとおりですね、学校評議員会制度のときよりも、

この学校運営協議会制度になりまして、学校と地域がより密接に関わりながら、学校の情報、地

域の情報を整理した上で、少しでも多くの方々にしっかりと分かっていただいて、教育の担い手

となってもらう、それから地域の担い手の一人になってもらうという趣旨でございますので、今

言われたようなところでいうと、学校の中における教頭先生に、その仕事が一極集中してしまっ

ている学校区があるというのも実態かなと捉えております。 

その件につきましては、ぜひともそれぞれの学校区において、十分また状況をお互いに分かり

合っていただきまして、その地域の中で、例えばチラシ作りが得意な方があそこにおられるので、

広報紙についてはどこそこの誰さんにお願いしてみようとか、いろんな形のやり方もあるのかな

と。ですから、委員でなければその仕事を担ってはならないというのではなくて、地域の様々な

特技を持っておられる、またはキャリアを積んでおられる方々をそれこそ人材を活用していただ

いて、そのまとめ役、調整役になっていただくのが委員の方々だと。そんな捉え方で活動を進め

ていくことは今後あってもいいのかなと。もっと言いますと、そういった取組を進めていただけ

たらどうかなと考えております。 
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○10番（平野栄作君） 私もそういうふうに考えています。設立当初、立ち上げ段階においては

どこかが中心にならないといけないというのは確かなことでありまして、立ち上げの段階におい

て、教頭の仕事が非常に増えてしまったというのを目のあたりにしまして、できたらその部分に

ついては委員の中で、そういうすぐに担当部署を設けてやっていくと、そしてまた地域の中でそ

ういう優れた方がいらっしゃったら、そういう人たちに入ってもらうというような形の取組がい

いんだろうなというのは思っているんですけれども、どうしても文章の中でいくと、委員に対し

てというような捉え方になってしまうものだから、外部の方もいいんですよというような形とい

うことでしたので、了解をしたところでした。 

それと、導入当初の平成28年度から平成30年度についてですけれども、教育委員会としても立

ち上げのときということで、非常に力を入れていらっしゃいました。これは平成30年度のときの

コミュニティ・スクールに関する資料です。うちの学校もずっと入っています。学校だよりから

全部入っていますが、ちょっとお恥ずかしいですが、これが令和元年度です。資料としてうちの

分だけです。外部の資料は一切入っていません。なぜこういうことを申し上げるかというと、導

入当初については研修会への案内、そして各協議会への教育委員会からの職員の同席、そういう

ものが頻繁にあって立ち上げてきたという経緯があろうかと思います。しかし、一旦立ち上げが

終わった時点から、資料の提供もない、そして唯一自分たちが情報をもらえるというのは、中学

校区における合同での協議会のときの資料で、各学校がどういうことをやって、どういう課題が

あるというものを見せてもらう。平成30年度までは全校のがもらえたんです。こういうものが。

今このコロナ禍で、教育委員会は立ち上げのときは一生懸命でしたけれども、その後、いろんな

情報というのは消えてきているよなというのを非常に感じるんです。ですから、このコロナ禍で

校区行事もできない、学校としての授業もできない中で、ほかにどういうことをやっているのか。

その特色あるものをやっているところについては、いろんな情報も通じて、やはり提供していた

だきたいということを非常に思うんですよ。非常に今暗中模索じゃないですけど、試行錯誤の中

で各学校取り組んでいらっしゃると思うんです。その中でやはり独創的な取組をしているところ

もあると思うんです。だからそういう情報というものについては、教育委員会はどんどん発信す

べきだと思うんです。そしてそういうものを学んで、独自的にまた発行して自分たちでやってい

く。そういうスタイルもできていくんじゃないのかなと思うんですけど、教育委員会としてここ

らあたりどう思われますか。 

○教育長（福田裕生君） 今、平野議員がおっしゃったとおりのことを、実は私も痛感をしてお

ります。導入当時にこの事業の設計に携わらせていただきました。その当時は先ほど御指摘があ

ったように、幾度となく計画的に会を開催させていただいて、それぞれの学校区の取組等の紹介

をするような研修会等ももたせていただいたところでございました。 

その後、新学習指導要領等の導入もありまして、教育委員会が、そしてまた各学校が、新たに

取り組んでいかなければならない事業等も目白押しとなってきたという実態等もありまして、一

通りこの設置が終わった学校運営協議会については、それぞれの学校にお任せする形になってき
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たというのが事実でございます。 

先ほどから申し上げているとおり、以前やっていたような中学校区での研修会であったりとか、

年間計画した研修会をまたもってみるとか、それから各校区で取り組んでおられるような情報を

お互いが知るような共有の仕方の検討といいますか、そういったことがなかなか集まるチャンス

はないんですけど、集まらなくしても情報だけはお互いに共有できるようなことについては、今

後しっかりと取り組んでいくべきだなと、反省の一つとして私は痛感しているところでございま

す。 

以上です。 

○10番（平野栄作君） 立ち上げ当初は本当、その後これだけやっているわけじゃないからとい

うのは十分分かりますけれども、やはり教育委員会として積極的に導入をしたわけですので、や

はりそのサポートとしては、どこかで委員会の中でそういう情報が伝わって、何かないのか、い

ろいろ学校側から聞くとか、そういうものをして情報があればそういうものを流していくという

取組をぜひやっていただければ、まだ多分、うちが平成28年度でしたから、平成30年度までは上

向きだったと思います。その間に委員も替わります。学校の先生方も替わります。そこでまたち

ょっとこの熱がさめるというわけではないんでしょうけども、若干導入当初とは違ってきたのか

なと思いますので、その点については、今後も御配慮いただきたいなと思います。 

ちょっと視点を変えて、また２番目に、地域や家庭への浸透というのが、まだまだこの運営協

議会については進んでいないというふうに考えます。先ほども広報については学校側がというこ

ともありましたけれども、昨年から今年にかけては、公民館行事もですが学校行事も本当にでき

ない。我々でさえ児童の顔を１年ぐらい見ていない方もいるぐらいです。登校指導とかそういう

ところに行ってもマスクをしているから分からない。それとまた何かこの頃、コロナ禍で朝の登

校時間のずれとか、個人的には何かちょっとこのコロナ禍の影響なのか、若干前と変わってきて

いるよねというそういうものもあるんですけども、やはり地域の方々も何か学校に対する関心と

いうものが、学校付近の方もちょっと薄れてきつつあるのかなという、非常に危惧をしていると

ころなんですよ。 

これもまた情報提供ということでお願いなんですけれども、この地域との距離を縮めるという

ようなことを、ほかの先進事例としてやっているようなところがあるのか。先ほども文書の配布

とかいうのはやっているわけですけれども、ほかに何かこの地域に対してアプローチをしている

というような取組があれば、ちょっとお示しをいただきたいんですけど。 

○教育長（福田裕生君） 現在このコロナ禍で、実は学校もこの件については非常に心配をして

いるといいますか、物足りなさを感じている、そうせざるを得ない状況がありますのでですね、

思っているのが現実でございます。 

しばらく前でありますと、例えば校区の中の長寿会の方々のお力を借りて、朝の見守り活動で

あるとか立しょうの挨拶、それからちょうど下校の時間帯に散歩をしていただくような形をとっ

て、下校の見守りをしていただくといったようなことをされている、これは本市だけではありま
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せんけれども、他市においてもございました。 

それからまたある学校においては、なかなか週末の土日に新たな計画を組んで、美化活動をす

るようなことがしづらい状態になってきたというところにおいては、これは学校側と地域の方々

がいろいろ話し合いをされた。活動としてはやりたい、子供たちと関われるような仕事を奉仕作

業でもいいから一緒になってやりたいんだと、学校としてもそういう願いはある。じゃあどうし

ましょうかということで、ちょうど折り合いがついたのは、学校では通常の掃除の時間というの

がありますね、15分から20分ほど。そこに合わせて月に２回程度、その時間帯に合わせて地域の

方々が学校に来ていただいて、子供たちと一緒になって清掃活動を学校の中でしたり、高学年は

学校のちょっと外のところを地域のおじちゃん、おばちゃんと一緒になってする。こういった形

での取組に変えていかれたところもあります。実はこれは非常に評判がよくて、学校の先生方に

とっても掃除時間もくまなく見守ることができない、指導することができない中であって、地域

の方々がその時間においでいただけるとありがたかったと。かねては、学校の外の掃除はとても

できないんだけれども、地域の方がいらっしゃるので、見守りも含めて安全対策も含めて一緒に

できた。地域の方もそんなに長くない時間に、ちょうどいいぐらいの活動を一緒に子供たちとで

きて、非常に充実感があった、毎月その２回が楽しみだとといったような声等もありまして、今

もその学校は継続しているというふうに捉えておりますので、今申したのは一部ですけれども、

このようなこと等をいろいろ広報していく必要があるだろうなと思っております。 

○10番（平野栄作君） 大変有り難い情報だと思います。こういう情報があれば、すぐ自分たち

も学校と相談しながら計画できていくのかなと思います。 

それでは設置規則第６条においては、「学校運営及び教育活動に地域住民との積極的参加及び

支援が促進されるよう努めること」、また学校応援団募集等のチラシ配布等は実施してはいるん

ですけれども、なかなか成果に結び付いていないというのが今のうちの現状です。この第６条に

ある学校運営協議活動に、地域住民との積極的参加ということについて、今言われたようなその

掃除のこと、そういうことも含まれると思います。その他に何か特筆すべきようなものがあるの

か。そしてまた教育委員会としては、この部分を地域にどのような形で参画をしてもらいたいの

か。そこらあたりが分かればお尋ねしたいと思います。 

○教育長（福田裕生君） 県の教育委員会が示しておりますアンケート等によりますと、これも

例えばの話ですけど、こういった活動も考えられますよということの一つです。学習の支援、書

写だとかミシンの授業とか、そういったところへのサポートに加わっていただくとか、部活動の

指導員となっていただく方を、地域から人材発掘をしていただくとか、それから放課後の子供教

室の役を担っていただくようなことであるとか、そういったようなこと等も含まれてくる。それ

から避難訓練を地域の方と一緒にする。それは、学校の授業の一つとしてする避難訓練に、その

時間帯に合わせて地域の方々にも来ていただいて、一緒に避難訓練をするといったような取組も

例示として示されておりますし、県内においてはそのような活動をしているところもございます。 

○10番（平野栄作君） 前にいただいた資料の中にも、その点について記載があるものをもらっ
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ております。登校においても、この原田小の学校応援団、団員募集と大々的に裏に刷って配布は

するんですけど、なかなかというのが実際だと思うんです。これを見たからといって理解できな

い方が多いと思うんですね、ぱっと見てですね。ですから、本来ならばこういうところも、我々

委員が事細かく細部についてできる範囲でピックアップしながら、募集をかけていくということ

も必要になるのかなと思ってはいるところです。 

もう一点、家庭、保護者との連携、我々委員とですね。これも設立当初については、授業参観

に出席して、その後に委員の紹介程度だったんですけど、そういうこともあったみたいです。で

すが、それもこの頃なくなってきている。伊﨑田小学校の取組等を見ますと、ほとんどが昼間に

やっていらっしゃって、そういう授業参観の状況。ですから子供たちの学んでいる姿というもの

を、毎回重視していらっしゃるのかなというのを思うのですが、我々は夜というか、昼間、土日

に集まっても看板づくりとかそういうのもやりますけれども、ほとんどが会合は夜にやるという

ことになっております。なかなか保護者との接点、ＰＴＡ会長はいるんですけれども、そことの

リンク付けがなかなかうまくいっていない。会長もこのコロナ禍でなかなか総会とかも開けない

状況の中で、情報が伝わっていかないと。そういう中でやはり学校側としてはこの制度の在り方、

そして保護者への情報提供をするときに、そういう時間の設定、そういったものは我々はできな

いわけですね。そういうものも定期的にやっていくべきではないのかなという、この連携という

ことをみたときにですね。最初、こういうことを始めますよというときには、十分説明があった

んですけども、その後それもずっとなくなってきている。だからそこらあたりについても継続性

をもたさないと、委員も一年で交代する中で、なかなか保護者の方々に伝わっていかない現状が

あると思います。そこらあたりはどうなんでしょうか。 

○教育長（福田裕生君） いわゆる持続可能な学校運営協議会の制度というのをしっかりと形作

っていくのが、まさに今の時期なのかなという思いでおります。ですので、ＰＴＡ含め保護者の

方々と委員の方々が、本当であれば顔をじかに合わせて、いろいろ語れる場を定期的に持てるの

が一番なんでしょうけども、いろいろ工夫していただく中で、あるところでは、テレビ会議シス

テムみたいにしてされているところもあると聞いていますし、そこまでいかないところは、せめ

て顔写真だけでも許可をいただいて、本校区の委員の方々ってこういう方々でどこにお住まいで

すよと、それからＰＴＡ役員はこんな方がおられますよとか、そういうやり方をされているとこ

ろもある。それから時間設定についても、これはコロナ禍を別に置くとすれば、ＰＴＡの理事会

等をされるときに、そこの最初の30分は合同の会をされたりとか、後ろのほうを合同にされたり

とか、三回のうち一回は夕方から夜にかけての会を持たれるとか、いろんな模索をされながら、

より皆さんが顔を合わせて、情報が交換しやすいような場作りに努めておられるところもありま

すので、これらのことについても、これから考えておくべき研修会等の中で紹介していきたいと

考えております。 

○10番（平野栄作君） この時間設定等については、学校に合わせざるを得ない部分等があって、

委員の中から要望していけばいいんでしょうけども、できたらほかのところもそういうことがず
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っとできていけば、ＰＴＡと地域との連携という部分については、若干深まっていく部分もある

のかなと。管理職の先生方によって、そこの考え方が違ってくると、ほかとのまた統一したやり

方につながらないものですから、そこあたりはもうちょっとベストな形があれば、研究していた

だきたいなと思いますので、その際については、また御配慮いただきたいなと思います。 

３番目に、コミュニティ・スクールの普及・啓発や活動等に対する予算措置はできないかとい

うところです。ここで市長の出番になりますので、よろしくお願いします。年５回から６回程度

の活動ということです。この中で何年もやってくると、やはり熟議といっても限りがある。また

さらにこのコロナ禍で、委員の中でも何をするのということになるんですよね。じゃなくて、や

はりうちの取組としてお手元にお配りをしておりますが、平成29年度に通学路の全般のチェック

をしまして、平成30年度としてマップを作りました。そして、今年ちょっと大きな課題であった

ところが解決しそうな状況になってきておりますが、小さいところはたくさんあります。ただ、

これを行政にどうしろとお願いしても限りがあるんですよね。通学路の危険箇所にしても、県道

があったり市道があったり私道があったりと。ですから我々はできることをやろうよということ

に方向を変えまして、子供たちの今実際どうなんだということ、ずっと視察をした中で、これ改

善していこうということで、県道の通学路沿いの伐採を「委員の中でやろうや」とか、「ちょっ

と汗をかこうや」とか。あとは危険箇所については看板の設置をしよう。そして３年前に立てた

ところが、もう大分文字も読めなくなっているから、それをまた改良しようよという形で、これ

までやってきて、委員の方々一生懸命やってもらうんですが、この学校運営協議会の予算につい

ては、出会報酬という形で予算としては組んでありますが、その中で委員なんかができる部分を

やるとなったときに、結局は委員の方々の持ち出しなんですよね。委員の総意になるからまだ有

り難いんですけど、なかなか強制としてできない部分もあります。ですが、草は一年間に何回払

えばいいか、一回で済むかという問題なんです。これを実際は地域に広げていくというのが我々

の最終的な目標になると思いますが、やはりやって、見てもらって、そして気づいてもらって、

参画をしてもらっている、そういう方向でないと「やってください」と言っても、なかなかでき

るものではない。ですので、このコミュニティ・スクールの普及・啓発活動に対して、そういう

ものに対する予算措置、そして先ほど言いましたが、教頭先生等の業務負担を軽減していくため

にも、協議会だよりの発行、配布、こういうところまでも委員会の中でできないことはないのか

なと考えるんです。年間５回も６回も出せば負担になりますけれど、２回ぐらいの発行という形

でやっていけば、10人程度の委員がおりますので、その中で割り振りをしながら担当していくと

いう形をとれば無理じゃないかなと。そうして、結局は学校でやれないから自分ちでやるという

ことになって、印刷費とかそういうのも出てくるんでしょうけど、そういうところに若干でもい

いので補助とかいう予算を付けられないのかなと。多分ほかの学校でも、通学路の安全確認につ

いては、ずっと回られると思うんですよ。それもずっと経費を使って回られていると思うんです。

それについては全く、それが欲しいからということではなくて、まだいい活動をしていってどう

しても欲しいというところについては、そういう予算措置も別途考えていくと、まだより深まっ
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た活動も展開できるんじゃないかなと思って、一応提案しているんですがどうでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 平野議員の御質問にお答えいたします。 

学校運営協議会は、保護者や地域住民が学校の運営に積極的に参画することによって、学校と

保護者や地域住民が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる仕組みであると認識を

しております。志布志市立学校運営協議会設置規則の中には、当該学校の運営及び当該運営への

必要な支援に関し、協議する機関として協議会を設置していることから、具体的な活動への予算

化は図っていないところであります。 

現在、本市で進めているコミュニティ協議会の中に、コミュニティ・スクールを位置付け、活

動費を予算化することは可能かというふうに思うところでございます。 

○教育長（福田裕生君） 財政面のことにつきましては、本市の場合もそうなんですけど、これ

は文科省が全国的に調査した結果からも、この運営協議会の課題の一つとして、予算措置が挙げ

られているところでございます。ですので、本市でも活動面の工夫・充実というのは、今後も目

指していきますが、一方で財政面の措置を含めた方策についても、より使いやすい形でお示しで

きるようなことについて、市長部局とも十分協議をしながら進めてまいりたいと思っているとこ

ろでございます。 

○10番（平野栄作君） 大変有り難い回答をいただきました。というのはですね、本当、我々議

員としてもですけれども、同僚議員の皆さんもだと思うんですが、通学路に関しては苦情が多い

んですよね。「伐採をしてくれ」とか「特にここは危険だから、何回か伐採してくれ」とか言っ

ても、なかなかその要望してもぱっと対応はできない。そういうときには、やはり業務が混んで

いるとかいう事情があると思いますが、やはり手分けをしながら、そういうことも軽減できてい

くのかなと思うんです。そうすることによって、児童の安全が図られていくということにつなが

りますので、これもう安全を確保するのには待ったなしなんですよね。危ないんだったら取り除

かないといけないと思うんです。それをどうするかということを我々はいつも真剣に考えて議論

しておりますので、そこについて、やはりそういう予算があれば、委員会として効率的な活動も

できて、また今後は地域の方々にそこの部分をお願いをしていくということも考えられるのかな

と思いますので、この部分については、早い段階で予算化をしていただければありがたいなと思

います。 

次に４番目なんですが、地域との連携に学校側としてどのように参画をしていくのかというこ

とで、ちょっと分かりづらい質問になったんですが、地域との連携につきましては、相当以前か

ら言われておりますが、なかなか思った水準までは達していないというのがずっと続いてまいり

ました。高齢化や職業の多様化により、思うようにまだ時間が取れなくなったという環境の中に

ある中に、地域からの参画としては、その中でも愛校作業や運動会の準備作業、そういうものに

ついては地域の方々の協力が得られているのが現状だと思います。学校側から地域への参画とし

て、地区にいる職員、これは管理職に限られると思うんですけども、そういう先生方が地域の自

治会へ加入することによって、その地域の自治会の一員となることで、地域を知り、地域にはい
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らっしゃるんだけど、多分その集落の実態、その校区の位置、集落でどういうことをやっている、

そういうことは分からないと思うんですよ。入ることによってその地域、自治会の中身を十分分

かって、そこにどういう人たちがいるんだということを理解していただきたい。そして、その個

人として自治会の一員として、地域との連携をまず築く。そういうことをすることによって、ひ

いては学校との連携にもつながっていくんじゃないのかなと。確かに今地域の中にあって、昔は

２軒続いて住宅がありました。それで職員住宅という形での位置付けでした。今は校長も若干離

れたところにいらっしゃいますし、うちは教頭は民間のところに入っていらっしゃいます。そう

すると、その近くの自治会に入ってもらって、その校区内の自治会の全部は分かりませんけれど

も、そういうところに入っていただくことで、自治会というもの自体がどうなのかというのを実

際自分の目で見て体験して、一緒に活動して分かると思うんです。そして今そこに児童がどうい

う形でいるのか、そしてそこにその地域としてどういう形で接しているのか、そういうことを肌

で感じた上で、学校との連携そしてそれを我々と一緒に進めていく。そういう体系づくりが私は

必要ではないのかなと思うんですが、その点どうでしょうか。 

○教育長（福田裕生君） 地域の中核となる学校において、管理職のリーダーシップと組織とし

てのマネジメント力が求められているのは、もう言うに及びません。地域と学校の円滑な連携の

ためには、管理職の意識の高揚が大切であることを管理職研修会等でも幾度となく指導をしてい

るところでございます。 

本年度におきましても、管理職研修会におきまして、自治会の加入について本年度異動してき

た教職員の加入も含めて、積極的な理解と加入について促し、周知を図ってきたところでござい

ます。今後もこの点につきましては、機会あるごとにその重要性について指導してまいります。 

○10番（平野栄作君） ぜひこれは、本当に重要な問題だと思うんです。この地域に先生方は一

緒に住んでいらっしゃるんですけれども、実際その近くにある自治会の中身というものを捉えき

っているのかどうなのか。本当に高齢化、高齢化という言葉は耳にされているかもしれませんが、

その自治会がどれだけ高齢化をしているのか、そしてそこに子供たちがどういう形で存在してい

るのか、そしてそれが地域にどういう形で接しているのか、そういうことを本当に実際に自分た

ちのものとして見ないと、なかなか難しいのかな。学校側からの目線だけではちょっと届かない

のかなというところは非常に感じるものですから、その点ぜひお願いをしたいと。 

それについてもう一点なんですけど、もうそういう自治会に加入しているというようなケース

があるかどうか、誰、何人とかいうのはいいですけれども、今もう現在そういう自治会に加入し

ていますよという、そういうケースはあるんですか。 

○教育長（福田裕生君） 本市の管理職におきましても、およそ80％が加入をしている状況でご

ざいます。 

○10番（平野栄作君） 80％、高いですね。なぜそのあとの20％は進んでいないんですか。 

○教育長（福田裕生君） そこにはまた様々な事情、理由があろうかと思います。 

○10番（平野栄作君） 分かりました。できたら80％いらっしゃるところは、やはり地域の状況
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も分かるし、そして地域にいると学校側からものを頼みやすい、同じ公民館の役員みたいな感じ

で、同じ地域の方でしたら声をかけやすくなるのかなと思います。 

それともう一点なんですが、うちの学校では、やはり平成30年度なんですよ。土曜授業の一環

として先ほどもあったようにごみゼロ大作戦というものをやりまして、これは校長が時間設定を

したと思いますが、森神社、学校周辺のごみ拾い活動、青少年館の清掃、たしか５班に分けて学

校周辺の道路のごみ拾い、青少年館の草取りと清掃、森神社の清掃、そういうものの時間設定を

していただきました。私は、これがずっと続くんだろうって思っていたものですから、そういう

ことが続くと地域に対して「子供たちはこれだけやっているよ、だから地域の方々ももうちょっ

と学校に目を向けて」という発信ができるなと思ってはいたんですが、なかなか単年で終わって

しまって、非常に残念で、これをまたできれば復活させていきたいなと思うんです。 

先ほどはまた地域の方が学校に入ってという、そしてまた地域の方と一緒に外の掃除をすると

いうのがありましたけれども、私はやはりそういうものって必要だと思うんですよね。でも、や

はりこの言ってじゃなくて、繰り返し見てもらって、そこに自分から積極的に入ってもらうよう

なシステムづくりということも必要だから、こういう時間の設定、そういうことって非常に必要

なことじゃないかなと思うんです。ですから、できたらこういう時間を授業の中で一時間程度の

ものを、年間一日でもいいからそういうものをやっていただければ、我々としても一緒に活動し

ながら、そしてまた地域の方々にも声をかけていける。やはり何もない中で「来てください」と

いうよりは、「子供たちもやっているから一緒にやってくださいよ」というほうが声はかけやす

いですので、何かそういうことも学校としても必要ではないのかなと思うんですが、そこはいか

がですか。 

○教育長（福田裕生君） 先ほども申しましたとおり、各学校は今取り組まなければならないこ

とが山積しておりまして、そういった中で調整しておられると思います。来年度の教育課程、教

育計画を作り始める時期が近付いておりますので、平野議員のそういった思いを学校とぜひ語っ

ていただいて、残していくべきもの、そしてそこにどういう教育価値があって、地域としてのよ

さもあるのかといったことを、それこそ熟議をしていただいて、それぞれが現時点においてはこ

れがよかろうという方策を、ぜひとも模索していただきたいと思っているところでございます。 

この件につきましては、全ての学校区で同じようなことがあろうかと思いますので、学校の厳

しい状況等も十分くんでいただきながら、そして地域としての思いも校長たちにしっかり語って、

そして熟議をしていただいて、皆さんで教育課程を作るという方向も見いだしていただきたいと

思います。 

○10番（平野栄作君） 分かりました。今本当に学校は大きく変わりつつあって、新しい事業が

どんどん増えているということは十分分かりますが、やはり我々として与えられているのは、や

はり地域のパイプ役ということに徹していくとなっていくと、やはり我々が一緒に活動する中で、

子供たち、学校の先生方、そういうところと一緒になって活動するというのが、一番地域にアピ

ールできるものだと思います。だから単体でということなのか、そういう時間は取れないという
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こともあるんでしょうけど、ここについてはまた持ち帰って、委員の方々とも十分熟議を重ねて

いきたいと思います。了解いたしました。 

あと残りが少なくなってまいりましたが、５番目に移ります。委員となってずっと活動をさせ

ていただいているんですが、学校側の情報というのは膨大なものがありますので、それを全部と

いうのは無理ですけれども、我々としては、学校関係評価書というのを毎年度末に評価書を作成

するというか、やりますよね。５回のうちに学校の状況というのは説明があります。学力テスト

の関係とか現状がどうなのかというのは、大体のができます。でも中身については、先生方が取

り組んだ状況が記されてて、見えないんですよね、はっきり言って。こういうことをやっていら

っしゃるんだなという、それに対して評価をするというのが、非常に情報も持っていない中でＡ

を出すのかＢを出すのかＣを出すのか。そして何とコメントをすればいいのか。見てて、聞いて

て、実際分かっていれば十分な判断が、評価ができると思うんですが、何かここらあたりの、こ

れはずっと評議員時代から変わっていないんですね。同じものですよね。何かここの在り方とい

うものもせっかく変わったわけですので、悪いということではないんですよ。ただ、我々が評価

をするときに、果たしてこれで皆さん分かっているのかなっていうのがあるんです。近くに住ん

でいらっしゃる方は子供たちの状況と朝登校、下校の状況とかいろんなことが分かられると思い

ます。挨拶とか細かいこと。我々としては登校指導に行った時に、どういう状況なんだなという

ぐらいしか分からない。そして中身については、生徒指導とかそういういじめの早期発見とかそ

ういうものもありますけども、実際どうなのって、そういうものも何も情報として受けていない

中で、この評価書を作成していかなければいけない。これは本当は委員会の中で熟議をしないと

いけないのかも分かりませんけれども、多分この書式としては統一されているのかなというのを

感じたものですから、ここらあたりの在り方というのが、これが駄目ということではないですよ。

これを評価するんであれば、これを評価できる程度の情報をもらわないと評価ができないと思う

んですけど、そこはどうでしょうか。 

○教育長（福田裕生君） 評価の在り方につきましては、こうでなければならないというのはご

ざません。ですので、各学校で工夫したものをお願いしていいわけでございます。 

ちなみに私が現場にいた当時は、委員の方々に提供している情報、委員の方々が知り得ている、

分かってくださっている情報等に基づく評価項目、だから非常に具体的で分かりやすくて、少な

い評価項目にしましてやっておりました。そしてその他の内容につきましてはもう記述式で、例

えば項目が７、８個あったとすると、もうその他については記述式でお願いしますという形でと

っておりましたので、今議員から御指摘のあった点につきましては、恐らく他の学校区において

も同じような課題を持っておられる可能性が高いと思いますので、また教育委員会といたしまし

ては、そこらの状況を把握した上で、より適切な苦にならない評価がお願いできるような形の指

導をしてまいりたいと思います。 

○10番（平野栄作君） 記述式だったら分かっている部分を記述しますが、「Ａ・Ｂ・Ｃ」とあ

るものだから、「Ａ・Ｂ・Ｃ、付けられないですよ」っていつも言うんですけど、だからそこに
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365日いるならできるかもしれませんけど、我々としてはそういう情報を持ち得ておりませんし、

できる範囲のところだけしかピックアップしないということもありますけれども、できたらそこ

もまた今後、うちなんかもまた中で検討していければいいのかなと思いますけど、そこについて

はまた委員会の中でも協議をしていただければなと思います。 

それでは６番目に移ります。先ほども冒頭にありましたけども、教育要覧の中の活性化という

言葉です。活性化を促進するには、各委員の資質向上及び情報収集に加えて各地域での継続及び

短期的課題との選定と学校とタイアップをした運営委員会の在り方等の検討と課題となることが

相当あると思いますけれども、本市としては今後この学校運営協議会をどのような形でこの活性

化に向けて取り組んでいかれるのか。そこを最後にお聞きしたいと思います。 

○教育長（福田裕生君） 学校運営協議会の導入当時におきましては、先ほども申しましたとお

り、管理職それから保護者や地域住民代表が本制度の意義や理念、各学校の仕組みづくり等に熱

心に取り組んでいただいたわけでございます。その後教職員の人事異動、特に管理職の人事異動

等によって、このことについて十分深く理解した上で、本市に赴任されたというところまでは言

えない状況等もあったやに思っております。もちろん地域の役員の交代等もありましたし、コロ

ナ禍の影響でなかなか十分に活動ができないというような状況もございましたので、導入当初に

比べますと、十分とは言えない状況があるというのは感じているところです。ですので、本制度

の意義それから理念を生かした展開が、発展的、継続的に推移しているのかどうか、この時期に

しっかりと検証するべきであろうというふうな考えでおります。 

本市は、地域とともにある学校づくりと学校を核とした地域づくりの実現を目指しており、学

校と地域の連携・協働が不可欠であると考えております。今後全ての公民館が移行を進めている

地域コミュニティ協議会を核として、学校運営協議会を活かし、地域学校協働活動が一層充実す

るよう、協働活動の在り方や財政面の措置も含めた方策について所管する企画政策課、学校教育

課それから生涯学習課が連携しながら進めてまいりたいと思っております。 

○10番（平野栄作君） 地域コミュニティが今後進められていきます。この前もおいでいただい

て説明をいただいたんですが、先駆的にも取り組んでいらっしゃるところがありますので、うち

はあと２年先になるのかなと思っています。ただ、地域コミュニティを今後考えていくときに、

校区を単位とした地域コミュニティの在り方、学校のコミュニティ・スクールの中でのコミュニ

ティの在り方、これがばらばらだとおかしいと思うんですよね。一体化していくべきだと私は思

うんです。ですから、私自身の考え方としては、このコミュニティ・スクールの母体としながら、

協議会を考えていく、そういう方向はできないのかなということで、今後、公民館の中で検討を

進めていかなければいけないんですけれども、やはり今資料としてはこちらの企画政策課でされ

た取組が図示されたものがあります。こっちはもう前に教育委員会から出してあるコミュニテ

ィ・スクールの体系があります。要は地域と一体化していくということで、主体がどこになるか

という、若干違いはありますけれども、やはりその核として学校というのは欠かせない存在にな

っているわけですね。ですから学校を中心にすれば、高齢者から全てのものが網羅できると思う
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んです。参画したり、応援をしたりとか、いろんなことができるような気がするんです。公民館

になってくると、今度は自治会に入っていない方の取扱いをどうするかということになったとき

に、なかなか難しい課題はあります。学校を核としていくと、「技術があるから学校に協力をし

てください」、そういう誘いもできるわけですよね、逆に言えば。そこに自治会加入というのは

何も抵抗はないわけです。ですから、そういう形での取組というのも、私はそういう取組から入

った方が、協議会を今後作っていく上では、ちょっとやりやすいのかなと個人的には思うんです。

そういう自治会未加入者と加入者が一緒になった組織体ですから、そういうものを一応感じてい

て、これは勝手に今思っているだけですので、できるかできないかも分かりませんが。 

もう一つですね、今単体の学校にコミュニティ・スクールがありますが、小学校の場合はいず

れは中学校に行くわけです。この中学校については、本当自分なんかも登校指導して、そこを自

転車で行く子に挨拶をする程度で、近くに田んぼがあったりしてそこに行きますけど、そのとき

に部活動をしているのを見る程度、そういうことぐらいの情報しかないです。でも子供たちが小

学校から中学校へ移っていく、小学校では一生懸命取り組んで我々もサポートをしてきて、中学

校になったら今のコミュニティ・スクールとしては何もないんですよね。連携というか、ここか

ら送り出した子が中学校でどういうことをやっているかというのに情報がない。そこに言えば小

学校の会長が兼務している、公民館長さんが兼務しているとかであれば、本校の生徒がこういう

状況だよというのは分かると思います。そこがちょっと今後活性化という観点からいったときに、

小学校が終わったらそれでいいよというわけじゃないわけですよ、地域に住んでいるわけですか

ら。そこをどうされるのか、そこを最後にお聞きして終わりたいと思います。 

○教育長（福田裕生君） そこがまさに地域コミュニティのまた力になっていくのではなかろう

かと思っているところです。併せて小学校、中学校それぞれの学校運営協議会の交流の場という

のを、年間数回もったりとかいろんな形は検討できると思いますが、ぜひその地域コミュニティ

の組織を立ち上げていただいた中で、その中でそれぞれの学校区の連携をどうとるか、そんなこ

とも今後私どもは制度として整理していくときには考えていく必要があるのかなと、そんなこと

を考えているところでございます。 

○10番（平野栄作君） なかなか難しい問題かなと思います。でも、やはり地元にいる子供たち

は、小学校を卒業したら中学校に行くわけですので、いろいろ話は聞くんですよね。でも情報と

してなかなか入ってこないし、行って聞けばいいんでしょうけども、そこもなかなか課題がある

ということ、少ないけど地元から行っている子がいる。そこで我々としても何かサポートがあれ

ば、そういうものの依頼があれば、そういうことに対してのサポートもできていくのかなと思っ

たりもしますので、その点については、今後また我々のところでもいろいろ協議をしながら、ま

た教育委員会にお願いする部分も出てくると思います。 

今回につきましては、自分自身がこれをやらせてもらって、ずっとやってきたんですけれども、

このコロナ禍の影響もありまして、なかなか子供たちの顔と接することができなくなり、また学

校とも疎遠になってきて、本当にこの会議と登校指導ぐらいしか行けないということです。ただ、
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子供たちは一年したら、もう一歳年を取って学年も上がっていきますので、いつの間にかもう卒

業していたというような、本当なんかどうなのかな、今まではずっと土曜体験広場に来てくれた

子が、いつの間にかもう卒業しているんだというような感触で、我々も精いっぱい子供たちの健

全育成のために地域と一緒になって活動を進めてまいりますので、今、予算付けとかいろいろい

い回答をいただきましたので、今後また持ち帰りまして、当校の協議会でまたいいふうになるよ

うに協議をしていきたいと思います。終わります。 

○議長（東 宏二君） 以上で、平野栄作君の一般質問を終わります。 

──────○────── 

○議長（東 宏二君） お諮りします。 

本日の会議は、これで延会したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、本日はこれで延会することに決定しました。 

明日は、午前10時から引き続き本会議を開きます。 

日程は、一般質問です。 

本日は、これで延会します。 

お疲れさまでございました。 

午後４時36分 延会 
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午前10時00分 開議 

○議長（東 宏二君） これから本日の会議を開きます。 

──────○────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（東 宏二君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第90条の規定により、青山浩二君と野村広志君を指名いたします。 

──────○────── 

日程第２ 一般質問 

○議長（東 宏二君） 日程第２、一般質問を行います。 

順番に発言を許可します。 

19番、小園義行君の一般質問を許可します。 

○19番（小園義行君） おはようございます。日本共産党の小園義行でございます。 

菅総理大臣が自民党の総裁選に出馬をしないと、コロナ対策に専念するんだということで、安

倍政治そして菅政治の９年間が今終わろうとしています。日本は議院内閣制ですので、多数の国

会議員を持っているところが総理大臣になる、いわゆる日本国の総理大臣になる選挙が、今日の

同じく10時から受付が始まっているということでございます。この間の立候補を表明されている

方々は、真に日本をどういう方向に持っていくのかと、そういったことを真剣に考えて、国民に

発信をする。そういうものを期待をしておりましたけれども、立候補を表明された方々３人、ま

た昨日お一人ありましたが、これまでの安倍政治、菅政治、そこに忖度をするような内向きの発

信が、メディアを通して連日繰り広げられております。私は、本来ですとこの９年間どうだった

のか。国民の声にしっかり耳を傾けて、国民に説明をする。そういったことが全く行われてこな

かったのではないかと、私自身は思っております。そういった中で、新しい日本をこうやってい

くんだと、そのリーダーを決める選挙ですので、もっと国民に届く発信をしてほしいものだと思

って見ていました。その様子はありません。私たち議員は、住民の皆さんの声をしっかりと、今

回も10名の議員の方が当局に届けておられます。当然当局は議員に対してではなくて、住民に届

く、そういった発信をしていただきたいと、当然そうされているというふうに思います。私たち

地方議会の議員として、住民の皆さんから負託を受けて、きちんとその声を届ける。そしてそれ

を受け止めた当局の声が、議員じゃなくて住民に届く、そういった市政の在り方が正しいのでは

ないかというふうに、私は思っております。そういった立場から、今回も寄せられています問題

について、数点通告に基づいて質問をしていきたいと思います。 

まず、消費税についてということであります。消費税の納税義務者である事業者の方々は、現

在は帳簿を基に納付をすべき、そして消費税額を計算をしておられます。この帳簿方式が2023年

10月からインボイス（適格請求書）方式に変わるということで、当然当局としても情報は持って

おられると思いますが、このことが始まることによって、それぞれの事業者、免税事業者に対し

てどういった影響があるのか、そのことをどのように受け止めておられるのか、まずお聞きをし



（201） 

たいと思います。 

○市長（下平晴行君） 小園議員の御質問にお答えします。 

令和５年10月１日から、複数税率に対応した消費税の仕入額控除の方式として、適格請求書等

保存方式、いわゆるインボイス制度が導入されることとなっており、その影響をどのように受け

止めているかということでございますが、一番影響があると予想されているのは、免税事業者の

方々からの仕入れについては、消費税の仕入額控除ができなくなるということで、課税事業者か

ら仕入れたほうが有利であるため、免税事業者からの仕入れを控えるということが懸念されてい

るということでございます。 

また、適格請求書発行事業者となるために、税務署へ登録申請や適格請求書様式への対応など、

事務手続にも時間を要することから、制度の内容を十分に理解する必要があるというふうに考え

ております。 

○19番（小園義行君） 市長のほうから、その制度をしっかりと認識する必要があるという答弁

でありました。この現在の帳簿方式からインボイスに変わる、そのことで取引の金額や年月日、

品目、消費税額などに加えて、税務署から割り振られる13桁の事業者番号を記載した伝票、これ

が適格請求書ということになるわけですが、現在は売上高が1,000万円以下の方は、免税事業者

はこの適格請求書を発行できないわけですね。この10月から申請が始まるときに、自分はその適

格証明者になるかどうかという非常に免税事業者の方々は、今、大変な思いをしておられると思

うんですね。今の区分記載請求書など保存方式は、請求書等の発行義務はなくて、帳簿の記載金

額に基づいて仕入れの消費税額を計算するというやり方であります。一方で、このインボイス

（適格請求書）方式がされますと、必ずそれがないと駄目と義務付けなんですね。その適格請求

書の保存をもってのみ、仕入れ等の消費税額が認められて、控除ができるというふうになります。

事業者はこっちも出すけれども、向こうからも請求書を出して、そこにきちんとしたものが振ら

れているということで、課税事業者のみが現在はいいわけですけれども、このインボイス方式に

なると、その免税事業者の方たちは取引の中止を受け入れるか、また消費税分の値引きに応じて

取引を継続してもらうか、インボイスを発行できる課税事業者になるか、そういった選択をこの

10月から迫られているわけですね。今、市長から答弁がありましたように、そういうふうに来年

10月、１年間猶予があるわけですけど、申請はこの10月から選ばないといけないということにな

っていますので、税務署からの13桁、マイナンバーは12桁ですけど、これは全く別の業者として

のその13桁のその番号をもらわないと、適格請求書が出せないと、そういうことになっているわ

けですけど、そういったことになったときに、市長、どういうことが起きるんだろうかと。大半

の免税事業者の方たちは、今私が三つ言いましたね、そのことの選択を迫られるわけですよ。当

然、廃業とかそういったことが起きてくる、そういう心配があるわけですね。そこについては、

当局としてもっと真剣に受け止めておられると思いますけど、事業者の立場に立ったときに、こ

ういう制度というのは、本当に私から見たら問題があるというふうに思うわけです。これは消費

税を８％から10％に引き上げた、そのときからこういうことがされてきているわけですね。市長、
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その免税事事業者の方々の思いを、今でもこのコロナ禍の中で大変厳しい状況があって、消費税

の引上げ、そしてコロナ禍のこのことで営業が大変厳しい状況になっている。そういうときに免

税事業者の方たちがこのインボイスを導入して、本当にいいのかという思いがあるんですけど、

再度そのことについて、市長は中身をしっかりと理解をして取り組む必要があるという答弁でし

たけど、私が今平たく申しましたけど、そういうことになるわけで、10月からその選択を迫られ

る事業者に対してはどういった思いなのか、もう一回お願いします。 

○市長（下平晴行君） 先ほどおっしゃいましたように、いわゆる課税事業者がこのインボイス

制度を取り組むことによって、先ほども言いましたように、免税事業者が事業継続を断られるケ

ースも出てくるというようなこともあるんじゃないかということも考えております。全体的に今

まで免税となったものも、またなくなるということも含めて、これは任意でございますので、そ

れはその事業者がどういう考えでその取組をされるのか、それはすごく幅があるんじゃないかな

というふうに思っておりますけれども、今おっしゃいましたように軽減税率等含めて、その税の

取り組む体制が変わってきたということでありますので、そこについては、免税事業者にどうい

う影響かと申しますと、買い手側が課税事業者の場合に免税事業者から購入した商品、サービス

等の費用は、仕入額控除対象とならないために、契約の継続に影響があるんじゃないかというこ

とが予想され、また契約継続のために適格請求書発行事業者の登録を受ける事業者も、先ほど言

いましたようにあるかというふうに考えております。 

○19番（小園義行君） これは制度としてあるわけですけど、例えば、農業をされている方々、

1,000万円以下の方は免税事業者ですので、それが一回一回課税事業者にならないと、そのもと

のそこからの「ごめん」で取引停止になったり、しかもこれ７年間ですよ。その請求書を保存し

ないといけないんですよね。大変な事務も出てくるということで、農業を一生懸命しながらその

インボイス（適格請求書）を出せる課税事業者になるかどうか、そこも非常に問題。 

またもう一つは、シルバー人材センター、ここも高齢の方々がシルバー人材センターと契約を

して、いろいろします。個人事業主ですので、多分委託契約という形になって、仮に課税事業者

になるとします。月に４万5,000円そこで仕事を受けていて、課税事業者にならないと請求書が

発行できないからですね。やるとしたら月に平均４万4,000円、年間にしたときに48万円ぐらい

ですね。消費税は10％ですので、４万4,000円は年間の収入からなくなってしまう。今までだと

それがないわけですけど、そこまで地方で頑張って高齢になっても仕事をして頑張ろうという、

そういう人たちに対して、このインボイスを導入するって、非常に私は考えられないと思います。 

そこで、この免税事業者への周知というのは現在どういう状況なんですか。国がやっているん

ですか。 

○市長（下平晴行君） 市商工会によりますと、インボイス制度については、６月に総務省から

鹿児島県を通じて周知に関する協力依頼があったところでありますが、認知度はまだ低いと認識

をしているところであります。 

先ほどの答弁で申しましたが、事前準備に時間を費やすことや制度の理解を十分深めるために
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も、市としても各種団体に対し、関係課を通じて案内の計画をしているところでございます。 

○19番（小園義行君） 商工会等でそういう努力をされたんでしょう。実際国もそういうことに

対しては、ほとんどの免税事業者の方々がよく御存じでないというのが状況だと思います。今の

市長の答弁に表れているとおりですね。これぜひですね、この10月から申請が始まるんですけど、

そこの段階でもうやめようとか、事業をやってられないとか、そういうことにならないために、

私は努力をすべきだというふうに思います。 

そこで、まだ実施がされるまで１年間あるわけですね。2023年10月からですので、この１年間

の間でやはりそういう免税事業者の方に対して、よくお知らせをして事業を継続していく。今コ

ロナ禍でも、事業を継続してくださいと一生懸命支援金を交付していますね。こういう一つの制

度のきっかけで、事業を閉じてしまう。そして、このまちからそういった免税事業者の方が少な

くなっていくと、これは本当にまちの振興、そういったことに逆行しているものだと思います。

国はですね、財務省ですよ、この約500万件ぐらいあるわけですけど、この免税事業者のうち161

万件が課税事業者になって、消費税が2,480億円増えるという、そういった試算まで財務省が出

しています。そうまでして消費税を徴収していく、納めてもらうという、これは非常に今のこの

コロナ禍の中で、大変な思いをされて事業をされている人たちに対して、私は大変問題があるな

というふうに正直思います。 

そこで、今全国でいろんな人たちが運動しています。インボイスの導入の中止、そういうのを

してくださいと。消費税の引下げについては、国会議員の与野党を含めて四十数％の議員が、何

らかの形でそうだというふうに新聞報道がされております。滋賀県の東近江市議会でもインボイ

ス中止の意見書を決議しています。国に導入をやめてくれと。これはそれぞれの会派から出てこ

ういう結果です、議会の意思として。ぜひ市長、まだ１年ありますので、このまちに免税事業者

がどれくらいあるかというのは把握されているかどうか分かりませんけど、私も民主商工会の役

員をさせていただいていまして、そういった方々の声をいっぱい聞かせてもらっているわけです

ね。まだ１年ありますので、これぜひこのインボイスの導入中止をしてください、そして地方を

守ってください、そういった声を国に届けるべきだというふうに当局としても、もちろんそうし

て我がまちの経済を守っていくという、国に対してそういう声を上げるべきではないかと思うん

ですが、市長、そこについてはいかがですか。 

○市長（下平晴行君） 声を上げるとすれば、私も市長会等で議論された上で、やはり上げてい

くべきではないかと考えております。 

○19番（小園義行君） であれば、市長、その全国市長会、そういった九州市長会いろいろある

んでしょう。ぜひですね、地方の今の状況を考えたときにどうなんだと、その声をぜひ次のそう

いう会議がいつあるか分かりませんけど、そこでは志布志市の市長としてその声を上げていく、

「導入中止をしてください」という声を上げていくというふうに理解していいですか。 

○市長（下平晴行君） はい、そのとおりでございます。 

○19番（小園義行君） ぜひ、この問題についてはこの１年間、それぞれ事業をされている方々
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が大変苦労される問題だなと思っております。当局としても事業をされている方がおやめになら

ないように、ぜひ、そういうところで機会あるごとに声を上げていただきたいと思います。そう

いうことを確認できましたので、次にいきたいと思います。 

国民健康保険についてということであります。コロナ禍が始まって２年近くになるわけですけ

ど、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料を減免するというこの特例措置が昨年もあり

ましたね。そして、今年もまたそれを継続してあるということで、特例措置が出されているわけ

ですけど、その中身についてお願いします。 

○市長（下平晴行君） 新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険税減税の内容であります

が、減免対象者は同感染症による重傷者、不幸にして亡くなられた方、世帯主の諸収入が前年比

10分の３以上減少する方が対象となります。また、収入減少者については、前年度所得額に応じ

た割合が定められており、年税額に常時減免額を算出しております。さらに、主たる生計維持者

の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除

することになります。 

○19番（小園義行君） 今市長のほうから答弁がありましたように、そういう人たちが対象にな

るということで、その減額される具体的な要件として、前年に比べて10分の３以上の減少をする

見込みであること、1,000万円以下であるということですね。そこにですね、ちょっとお聞きし

ます。国民健康保険税は、本当に国民健康保険に加入されている方は大変重い負担を感じておら

れると思います。そこで、国が特例措置で出している前年の収入ですね、前年に比べて10分の３

減少する見込みであるとあるんですけど、ここに事業収入や給与収入などというふうに、ここを

収入をしていますね。この中に持続化給付金、去年100万円、法人だと200万円と、法人は社会保

険とかいろいろあるわけですけど、個人の場合持続化給付金などを100万円いただいているんで

すけど、これは、この事業収入や給与収入というそこに含まれるんですか。 

○税務課長（濱田 茂君） お答えします。 

各種給付金につきましては、国民健康保険税を算定する際の課税標準額としては含まれますけ

れども、減免の対象とする判断する際の収入としては含めないこととなっております。 

○19番（小園義行君） この持続化給付金は含まないんですよね、この収入の中にはね。そうす

ると、今年の国民健康保険税の算定をする際には、その100万円の持続化給付金は入って課税さ

れたんですか。 

○税務課長（濱田 茂君） お答えします。 

令和２年分の課税標準額には、含めて計算されていると考えております。 

○19番（小園義行君） であれば、国が示している減免しますよというそこには、前年の収入の

中には100万円は入っていないわけですね。でも、去年いただいた100万円を国民健康保険税の課

税をする際には、含めて税額が決められている。そういうふうになると、前年の事業収入、給与

収入に持続化給付金を含めて３割以上減少しているというふうにしないと、課税のところだけそ

れをして所得がちょっと高くなって、減免の措置のところではその100万円はしませんよとした
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ときに、前年に比べて10分の３以上減少するということがあったときに、おかしなことになりま

すよね。市長、ここ分かりますよね。ごめんなさいね、もう一回言いますよ。去年収入が500万

円としましょう。そして持続化給付金はこの減免の措置の中に100万円もらっても含めないから、

500万円で前年収入としますね。一方で、令和３年度の保険税を課税するときには、この100万円

を足して600万円で所得を出して課税しているから、当然このハードルが高くなりますよね。だ

から、私はこの減免をする際には、この収入としては国が示している特例措置に100万円は含め

ないよということですけども、税金を課税するときは、その100万円と含めて収入で所得を出し

てあるというのは、ちょっと矛盾していますよね、これね。ここについてはやっぱり前年に比べ

て10分の３以上減少する見込みとしたときには、この100万円も入れて本当はしないとおかしい

でしょう。課税するときだけ入れて、減免にはその100万円は加えないよといったらおかしいで

すよね。そういうふうに私は思うんですよ。そこについて市長、単純な疑問なんですよ。それは

いかがですか。 

○市長（下平晴行君） 減少率が３分の１以上ないと、そのときは免税の対象になるという、そ

こ辺の取り方と申しますか、今議員がおっしゃったように、前年度収入で100万円の持続化給付

金を入れて500万円と100万円で600万円。しかし、その経費としては400万円ということになるわ

けでありますので、なかなかそこ辺の取り方が、おっしゃるように難しいのではないかなと思っ

ております。 

○19番（小園義行君） 国のやり方がこうだから、当局は当然そうされるんですよ。そうしない

といけないじゃないですか。でも、どう考えても前年の収入を出して、それに課税をする際に所

得が出ますね。その所得で国民健康保険の今年のやつは課税をしています。でも今度減免の特例

措置の中でその100万円は入れないで、去年100万円もらったけどそれを入れないで、400万円で

今年はどうかというのをみてねという、前年の収入400万円としたらハードルは高くなります。

それはちょっと問題だねと私は思うんですよ。そこで、仮に今年このとおりにして、10分の３下

がりました。でも実際来年の確定申告をしてその後でしか分からないから、そのときに見込みで

減免が可能だとしたときに、それを確定申告のときにちょっとオーバーしていたから、ごめん、

返せという返還はまさか求めないですよね。 

○税務課長（濱田 茂君） お答えいたします。 

結果として10分の３以上の減収とならなかった場合でございますけれども、申請時点で法定事

務による審査等を行い減免の可否を決定しているため、状況の変化等を踏まえた決定取消し等は

想定していないところでございます。 

○19番（小園義行君） 求めないということで、少し安心をしました。じゃあ、そこにちょっと

０円だとどうですかということをやりましたけど、当然ゼロからしたら、マイナスが出てこない

から、これはもう当然対象外ですが、それはもう分かりました。 

そこで、令和２年度の本市の減免の件数というのは何件ぐらいですか。 

○税務課長（濱田 茂君） お答えいたします。 
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令和２年度の減免実績でございますけれども、延べ22件、減免総額270万1,600円、申請世帯は

12世帯となっております。 

○19番（小園義行君） 私はもっとあるのかなと思ったけど、そういう少ない数字ですね。それ

は周知がよく届いていないのかなということと、今言いましたいわゆる国が示している特例措置、

ここが非常にハードルが高いから、そういうことになっているのではないかというふうに思うと

ころであります。私たちもこのことについてよく学習をして、うちの国会議員のほうにお願いを

して、厚生労働省と７月１日にオンラインで交渉をしたんですね。そのときに、「自治体が独自

に前年収入に持続化給付金等を加えて、減免を実施することは可能ですか」という問いに対して、

厚生労働省当局は、「自治体が独自に実施することは可能ですよ」と。けれども、国が示してい

る財政支援、令和２年度は全額減免した今の260万円何がしかは、国が全部みてあげるというこ

とだったんですが、今年度はそれが違うんですね。一部しかしませんよということで、そのとき

に国が示したそのことについては、減免措置のそれについてはこのとおりですよと。令和３年度

分の国民健康保険税の減免総額が市町村調整対象需要額の３％以上であるとか、1.5％がこうだ

というときに、３％以上であると10分の10全額国が減免したのはみますというふうになっている

んですよ。令和２年度は、全部100％、さっき課長が答弁されたのは国がみてくれたんですね。

令和３年度はそれが違うものですから、ここでいろいろお願いをして、そこでやったときに、

「自治体が独自に前年収入に持続化給付金等を加えて、減免を実施することは可能ですか」と聞

いたら、「自治体が独自に実施することは可能です」と。ただし、さっき言いました国の減免に

対する地方自治体にあげますよというそこについては、対象にはなりませんのでということです。 

市長、ここは私はとても大事なところで、市の考え方ですよ。そのことをして頑張って国が示

している以上のものを少し足して、減免の対象にするというのは、そういったことなんかを考え

られませんかということを、今お聞きしているんです。それは市長いかがですか。 

○市長（下平晴行君） 現時点で厚生労働省側から給付金を減免判断基準に含めてよいという通

知がないわけですが、国民健康保険の運営状況は依然として厳しい状況であります。国の財政支

援を受けられない場合の減免措置は難しいというふうに考えておりますが、国の動向を注視しな

がら、内部で協議をしてまいりたいと考えております。 

○19番（小園義行君） 基本、市長、国民健康保険は国はそれでやっていいよと。いわゆる自治

事務だというような決め方ですよね。当然そうなんですから、ここで決めていいわけですよ。そ

ういうことで、志布志市も少し頑張って令和３年度の収入、今年の収入ですよ、それを前年度収

入に対して生活保護費の1.5倍ぐらいの収入ぐらいまでに落ちたらそれをやるよとか、一つの基

準ですよ。そういったのを作ってあげるという、そういう立場にやはり立たないといけないです

よ。本当に市長が悪いことをしているんではないですよ。国の制度に基づいてやっているんだけ

ど、国が「独自で志布志市でやっていいよ」ということを答弁しているんですから、だから、そ

こは首長の住民に対する自分の思いですよね、そこですよ。だから、これはぜひ本当にそういう

人たちは大変な思いをされていると思いますので、国民健康保険税の減免、そこに国が示してい
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るそのものだけじゃなくて、少しうちのまちはこうだよねということをできませんかということ

なんですけど、国はそれで何も構わないと言っているんですよ。ただ国がやる減免に対する国の

補助金、そういったのはごめんなさいと、国が決めたとおりですと言っているんですから。そこ

については、市長いかがですか。 

○市長（下平晴行君） 今言われたその国からの、それは口頭でしているわけでありますので、

そういうことに対しての文書等があれば、また考え方、取組方も違ってくるのではないかなと思

うところでございます。 

前年度所得がゼロまたはマイナスで、対象とならない世帯の国民健康保険税については、均等

割額と平等割額のみの課税となっております。また、軽減措置の対象となることから、制度上、

必要最低限の負担をお願いしているという認識であります。国民健康保険の運営状況は、被保険

者が減少する一方、一人当たりの医療費は年々増加傾向にあるところでございます。その中で大

変厳しい状況でありますので、新型コロナウイルス感染症の収束を見据えながら、今後のどのよ

うな財政運営となるのか不透明でありますので、今後の税収と医療費の推移を見ながら、内部で

しっかりと協議をして取組をしていく考え方を持って、取組をしていきたいと考えております。 

○19番（小園義行君） これはもう待ったなしなんですよね。来年とかいうことで、今年税金を

納められるかどうかなんですけど、そこで少し立ち入ってすみません。令和２年度の国民健康保

険の決算はどういう状況になっていますか。 

○保健課長（川上桂一郎君） 令和２年度の国民健康保険特別会計の決算状況ですが、歳入にお

きまして44億964万8,417円の収入済額で、歳出におきましては42億6,884万9,901円の支出でござ

います。差し引きまして、繰越額が１億4,079万8,516円となる見込みです。 

○19番（小園義行君） 市長、そういう状況ですよ。当然、病院の受診抑制とかいろいろあった

んでしょう。いろんなことですよね。それはそれとしてそういった状況の中で、ぜひ税金は納め

ないというふうには私は思っていません。税金は納めないといけないんですから、当然ね、その

立場ですよ。でもそのときに、少し当局いわゆる行政、首長のそういう心が見える政策が必要だ

というふうにいつも思っているんですよ。ぜひ、ここに志布志市はこういうふうにしますと、や

ってよいと国が言っているわけですので、もしそれを市長ができないというふうにおっしゃって

いると思いませんけど、それがなかなか難しいというふうに理解されていると。そうしたらです

よ、令和２年度と同じように、国のその減免をすることに対して100％みるからっておっしゃっ

ていた、そこに令和３年度の国のその減免に対する財政措置ですよ、それを元に返してくれと国

にお願いをする、これは市長いかがですか。 

○市長（下平晴行君） その考え方としてはよく分かりますけれども、ただ一自治体でそういう

ことが言えるのかどうかですね、そこはもう少し内部を確認しながら、もし言えるとすれば、そ

の中身を精査して対応してまいりたいと考えております。 

○19番（小園義行君） 国民健康保険のお話、御質問をすると、やはり市長はそこがなかなか崩

れませんね。国がやっていいからって、だけどここについては、お金は国が決めたとおりのその
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負担しかしませんよと言っているわけで、私が市長なら、ここでその分については全額というふ

うにはいかないけど、こういうふうにして税金を納めていただいている、その方たちの負担をや

わらげると、これぐらいは市長、市長としての責任を持ってそれが言えないのかなと。国の動向

は国がやっていいと言っているんですよ。そしてだけど、減免をしたそのお金に対しては、国は

令和２年度100％みたけど、令和３年度については10分の10から８、６、２というふうに分けて

います。そういったことを国はこれでいきますと言うんだけど、いいです、私たちは私がします

のでって、していいと国が言っているんですよ。だから、ぜひ市長、国は国民に対してそういう

冷たいんですよ、この今の政権含めてね。そんなコロナ禍で大変な状況の中にこういうことをや

る、とんでもないと僕は思いますが、ぜひ国に対して負担を元に戻してくれと、令和２年度と同

じようにしてくれと、それは勇気持って声を上げるべきですよ、市長。もう一回お願いします。 

○市長（下平晴行君） おっしゃることはよく分かるんですが、市民全体のそういう立場に関わ

っている人たちも含めて、そういう対応をしていくということになれば、公平性もあるんじゃな

いかなと思うところでありますが、ただ、先ほど言いましたように、一自治体でそこまで言える

のかどうかですね、もうちょっと内部で精査をしていきたいと考えております。 

○19番（小園義行君） 市長の姿勢がよく分かりました。これは、憲法が地方自治をちゃんとう

たっているんですよ。国がやらないなら自分たちでやると。だって市長考えてくださいよ、志布

志市は18歳まで子供の医療費は無料にしていますね。国はしていますか。本来こういうのは国が

やらなければいけないわけですよ。国がしないから、地方からいろんな声が上がって、３歳まで、

入学前まで、中学校卒業まで、高校卒業まで、それぞれの自治体が頑張って国にやれと、そうい

うことを上げているんですよ。だから市長、地方自治法この改正で国と地方自治体が対等になっ

ているんですよ。そこを国の声だけ伺って、ずっと言葉は悪いけど国の言いなりというのは、少

し考えたほうが私はいいと思います。勇気を持ってこれぐらいやりますよと言うぐらいのものを

持っていてほしい。このことについては、市長の考えはそういうことで、私はそういったものが

国と地方自治体は対等の関係になっているんですよ、いつまでも国に言いなりではいけないと思

います。このことについては、少しいろいろやり取りをしましたけど、市長の考えがちゃんとし

ないから前にいきませんので、中身は少しそれぞれお互い理解をしていただいております。 

次にいきます。子供の均等割の件ですね。国が来年2022年４月から、未就学児の均等割を５割

軽減とするとしましたね。そして先の議会で未就学児の負担軽減に対する答弁も出ていますが、

未就学児の負担、これは国が半分するんですから、あと半分その負担を少し市のほうでみても、

全額そういうふうにする考えはありませんかということをしたんですけど、保健課長のほうから、

「試算では191世帯、262人で全部の５割軽減を行った場合に、480万4,650円の軽減額になります」

という答弁を先の議会でしました。これは、国がなぜこの未就学児を５割負担したかというと、

市長会が国にお願いしたからですよ。だからこうなっているんですよ。そのことについては、ま

ず国がそういうふうに５割軽減にしたということについて、市長はどんな思いですか。 

○市長（下平晴行君） これは、子供の子育て支援をしっかり取組をしていこうと、少子高齢化



（209） 

と言われておりますので、その分を守っているというか、しっかりと取組をしていこうというよ

うな考え方で、５割軽減という措置ができたんじゃないかというふうに思います。 

○19番（小園義行君） では、この未就学児の２分の１負担、国が半分ですよ、市が未就学児の

半分、この金額ですよ。これを来年どうにかして、未就学の子供たちの均等割、負担軽減してや

るというそういう考えに立てませんか。 

○市長（下平晴行君） 本市の国民健康保険の状況につきましては、被保険者は減少傾向にあり、

税収の減少が見込まれる中、医療費は先ほども言いましたように増加傾向にあるというところで

ございます。また、決算見込みにおきましては、単年度収支の赤字が増大するなど、厳しい財政

状況でございます。財政の確保は必須であることから、現状での市独自の均等割軽減の上乗せを

行うことは、今のところは厳しいのではないかと考えているところでございます。 

○19番（小園義行君） やっぱり難しいんですね。全て国民健康保険税を納めておられる方々、

非常に大変だということで、いろんな声が寄せられているわけですね。だから、そこは市長、少

しあちこち歩いておられると思いますけど、いいですか。全国のそういういろんなところを私も

いろいろ見ていますけど、埼玉県伊奈町というところが、今コロナ禍で大変だということで、先

ほど議論しました特例措置に入らない人たちも当然あるわけで、そうしたときに、この伊奈町と

いうところが全員に対して生活保護基準ですね、生活保護費の1.3倍以下になったらちゃんと頑

張ってやりますよって、均等割8,000円ここは引き下げています。努力してますよ、いろんなま

ちがそういうことをしているんです。でも市長は、そういうことだということで、そのことにつ

いては、今後もこれは少し議論をしていきたいと。私は、子供が増えると０歳の子供にも課税す

るという、この国民健康保険の在り方というのは問題だと思います。だって１歳の子供は仕事に

就くとかそういうことではないですよね。でも１人増えると地方交付税が志布志市に入ってくる

わけで、よくそこは考えていただきたい。このことについては、またの機会に議論しましょう。 

次に、傷病手当についてお願いします。事業主やフリーランスにも被用者、いわゆる従業員と

同じように対応する考えありませんかということでしました。私たち曽於民主商工会会員が560

名前後おられるわけですけど、その中で、この間３名の事業主の方が新型コロナウイルスに感染

されて、大変苦しい思いをされたわけですね。そういった意味で、それなりに努力をしてお店を

閉じるとかいうところにはなっていないわけですけど、ぜひここについては、考え方としてでき

ませんかということなんですけど、このことについても先の議会でちょっとしましたけど、市長

がこう答弁されていますよ。「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業計画を提

示することで、自治体ごとに交付金の交付限度が定められているが、計画に充てていなかった」

と。今まで議論してこなかったということですね。「次に考えることが、今できるのかどうか何

か内部で議論する」というふうに、先の議会で答弁されました。これは本当に、新型コロナウイ

ルス感染症は事業主だからかからない、従業員だからかかる、そんなことはないですよね。ぜひ

ここについても安心してやれるという意味で、この傷病手当、全国の自治体で傷病手当金という

のを出しているのが７で、見舞金12、全国でも19、そういうふうにして頑張って仕事してくださ
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いと出しているんですよ。そこについての市長の考えは前と変わりませんか。どう議論されたん

ですか。 

○市長（下平晴行君） 国民健康保険における傷病手当金につきましては、雇用され、給与収入

を得ている被保険者が感染した場合、または感染が疑われ、労務に服することができなくなった

場合に、給与の一部を補償するために支給されることになります。傷病手当金の対象者につきま

しては、国から財政支援の要件が給与収入を得ている被保険者に限られ、全額を国からの交付金

が充てられるようになっております。本市が、給与収入を得ない事業主やフリーランスを対象に

支給をする場合は、国からの財政支援の対象とはならないところであります。また、国民健康保

険は厳しい財政状況が続いていることから、今のところ市独自での対象の拡充は考えていないと

ころでございます。 

○19番（小園義行君） ことごとく市長の答弁は拒否と言いますか、答弁が拒否されているとい

う意味ではないですよ。やらないということですね。これは市長選挙がありますね、もう本当に

住民の皆さんに、さっき言いましたよ、冒頭ね。どんな実態なのかそのことを踏まえて、19人の

議員の方がいろんな声を当局に届けます。その声に関して、住民に届くような発信をしてほしい

と言いましたけど、これは非常に難しい。選挙で何かやるしかなんだなという思いがあります。

ここについては、本当に住民の立場に立った行政かどうかということが問われているというふう

に思うんです。このことについてはよく分かりました。これはまたの機会に議論したいと思いま

す。 

次に、介護保険についてということで、特別養護老人ホームなどに入所する低所得の高齢者へ

の補足給付制度が、８月から改正されています。その内容についてちょっと教えてください。 

○市長（下平晴行君） 介護保険施設やショートステイを利用する方の食費、居住費については、

低所得の方への助成として補足給付を行っております。対象となるのは、利用者及び世帯全員が

市民税非課税となります。 

今回の改正については、国において介護保険制度の見直しに関する意見を踏まえ、令和３年３

月の省令改正に伴い、８月１日から施行されました。内容につきましては、利用者負担段階の細

分化や預貯金等の認定要件の基準、食費の負担限度額において見直しが行われたところでござい

ます。 

これらについては、在宅で介護を受ける方との公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から

改正されております。 

○19番（小園義行君） 今、市長からありましたように、その内容ですね。この制度改正でどん

な影響が出ているんですか。この補足給付を含めて、今まではそうだったけど、外れたりしてい

る人がどれぐらいいるんですか。 

○保健課長（川上桂一郎君） お答えいたします。 

今年度申請をされた方が563件ございました。その中で認定をされた方が516件、うち認定にな

らなかったという方が47件ございまして、その47件のうちの28件が、その要件で該当にならなか
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ったということでございます。 

○19番（小園義行君） 今数が出ましたけど、これは住民税課税世帯が対象ということで、前年

の収入、所得に対して決まるわけですね。それがこの改正で貯金があるから、ないからというこ

とで対象になる。普通は利用料とかいろんなのは、前年の所得によって変わりますね、でもそれ

以外のここに、預貯金、この要件が変わった。そのことでこういうことが起きるというのは、市

長いかがですか。もっと具体的に言いますね。これまで年金収入が80万円以下の方、これは単身

だと1,000万円貯金があってよかったですよ。これが単身見直し後は650万円、単身でですよ。そ

して同じように年金収入80万円から120万円以下、年金収入が120万円を超える人も、７月までは

1,000万円で、夫婦で2,000万円だった。それが見直しされて650万円と引き下げられて、夫婦で

も1,650万円と。本当にそういう状況で、これはあくまでも今まで頑張って、将来葬式のために

とか、孫に何とかとか、そういう思いでしてきた。でも実際はそういうにもかかわらず、去年は

年収これだけだったというそれで決まっているのではなくて、貯金が幾らあるかどうかでこうい

うのをやるって、市長、そのことをどう思いますかということなんです。 

○市長（下平晴行君） 年収は変わらないけど、そういう面では厳しくなるのかなというふうに

は思います。 

○19番（小園義行君） もう一回答弁をお願いします。 

○市長（下平晴行君） 年収そのものは変わらないと思いますが、受ける側の今のおっしゃった

ようなことになると、厳しくなるのではないかというふうに思います。 

○19番（小園義行君） それは、その当人の生活が厳しくなると、そういうふうな答弁と受け止

めていいですか。 

○市長（下平晴行君） はい、そういう考え方でございます。 

○19番（小園義行君） そこは共有できましたので、じゃあ、利用料や食費の負担というのはど

んなふうに変わるんですか。ちょっと教えてください。 

○保健課長（川上桂一郎君） これまで施設に入所をされていた方の見直し分が増額をしまして、

食費におきまして、施設の対象の方が第２段階、第３段階の１と２と三通りございまして、その

中で施設入所者の方の負担が、年金収入等が120万円を超える者が、650円から1,360円になりま

して710円の増。あとショートステイ等の利用をされる方が、まず年金収入等が80万円以下の方

が、390円から600円に増額しまして210円の増。次に年金収入等が80万円を超えて120万円以下の

方が、650円が1,000円になりまして350円の増。年金収入等120万円を超える方が650円から1,300

円という形で、施設入所におきまして年間で入所をされている方の増額というのが、年金収入等

の120万円を超える方が、25万9,150円程度は負担が増えていくというような形になります。 

○19番（小園義行君） 市長、今お聞きになりましたね。120万円を超えている人で25万円ほど

負担が増えると。もちろんその80万円以下の方も何万円という負担が増えるんです。こういった

状況を今回のこの改正というのは、新型コロナウイルス感染症が拡大する前の2019年末に、これ

は打ち出されたんですね。さっきちょっと答弁がありましたように、いわゆる法律の改正ではな
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くて、省令の改正でやったから、誰も知らないうちに国民は今こういうことになっているわけで

す。だから、この「８月１日から保険が変わります」と言って、こんなに負担が変わったら、ど

うなるんだろうと。コロナ禍の前にあって、2019年ですよ。今2021年ですよ。この状況になって

も今の政権はこれを強行したんですよ。本当に国民の側を向いていない。冷たい政権ですよ、本

当に国民にこんなことを平気でやったんですよ。そして８月から変わります、この一辺倒ですよ。

これを受け取られた方々はびっくりされます、正直言って。やっぱりこれは行政にとっても大変

だと思います。普通は退院したら、自宅に帰らずに即施設に入所とかになりますよね。介護して

おられる方々のお話を聞くと、私もしていましたけど、現実にそうなりますよね。そうしたとき

に、この費用が工面できないからって、もう断念してしまうという人たちが出てくる、そうなる

と困るのは行政ももちろんそうですけど、当人たちが一番困りますけど、当局としてもこれは困

るんですよ。こういう本当に今の安倍政権から菅政権の９年間で、こういうことを平気でやって

きた。このコロナ禍で国民がどんなに苦しい思いをしているか。そのことについて聞く耳持たず

ですよ。こんなの省令の改正だけでいいんだとぽんとやってしまって、こんなことに対して、市

長、怒らんといかんでしょう。法律を国会で議論しないで、省令で変えられるようにしてしまっ

たから、こうですよ。誰も正直言ってあまり知らないと思うんですけど、こんなことね。ぜひ、

こういう冷たい政治ではなくて、冷たい政権はやっぱり交代せんといかんて。でも交代する人た

ちが、また同じような国民の側を向いていないんだからしょうがねえなと思うけど、基本、市長、

こういうことに関しては、国の言いなりにやっているとそういうことが住民に起こるんですよ。

声を上げたほうがいいですよ。そこについては、国が言っているからとか、国がやっているから

と、それだけじゃどうしようもできないじゃないですか。こういう人たちをどうするんですか。

年間25万円だったら月２万円でしょう。もっと話せば分かっているんですけど、負担の増える人

はどっさいおいやっとですよ。ここに対して、やっぱり考えてほしい。ぜひこういうことについ

ては、さっきの市長の論法だと、知事会とかそういうところで言うしかないということで、やっ

ぱり声を上げてほしいですよ、これね。いかがですか。 

○市長（下平晴行君） 在宅介護との公平性や負担の能力に応じた改正の趣旨でありますが、こ

のようにコロナ禍が長引くこの状況を鑑みると、施行日の先延ばしはあってもよかったんじゃな

いかなというふうに考えているところであります。 

○19番（小園義行君） もちろん、施行日を先に延ばすとか、それは国がやればいいわけで、で

きるわけですよ。市長にしろとは言わないですよ、だから、国はそういうことをあまりにも今の

実情を分かっていない中で、こんなことをよくやれるなと私は思います。だからぜひ、こんなこ

とは考えてよということを、首長としてやはり発信すべきですよ。それぞれの首長がいろいろな

ことを発信していますよ。それはなぜかと言ったら、地方自治をちゃんと憲法が保障しているか

らなんですよ。ぜひそこについては、これからも本当に市長がおっしゃる住民の目線で、何かも

のを発信してほしい、そう思います。施行日は変えられなかったって、それは国がそれをやるん

ですよ。そういうことに対して、この外れました28人の方に何か一言ありますか。 



（213） 

○市長（下平晴行君） 先ほど言いましたように、こういうコロナ禍の大変な状況の中で始まっ

たわけでありますので、そういう面に対しては、やはり国のほうにしっかりと市長会等も通じて、

ものを言ってまいりたいというふうに考えております。 

○19番（小園義行君） ぜひ、志布志市の行政は住民に寄り添った行政の在り方であってほしい

ものだなと思います。そういう立場からしたときに、国だろうが県だろうが、きちんとそこに対

して言うべきはものを言うという姿勢が必要だというふうに思います。ぜひ、こんな冷たい政治

でいいんだろうかと、当事者にしてみたら大変ですよ。この議員さんの中でも、お父さんやお母

さんを介護したり、いろいろされている人もおられると思います。今度８月に、たったこれしか

ないんですよ。これがいくわけですよね。こんなことで「なんけこいや」て正直思いますよ。貯

金を一生懸命まず頑張って、将来我がの葬式のためとか孫のためとかいろんなことで、そのこと

まで見せろといってやるんですよ。この中身を見たらびっくりしますよ。ちょっと言いますね。

預貯金、普通預金、定期預金、これは通帳の写しを出しなさい。有価証券、株式云々ね。金・銀、

こんな購入先の口座残高によって時価の評価額が容易に把握できる貴金属とかね、投資信託、現

金。もうね、そこまでやれと言うんですよ。そこまでして国民からしたいのかねというふうに僕

は思います。本当に冷たいなあという、こんな冷たい政治じゃいかんですよね。やっぱり本当に

国民に寄り添った形でのものにしてもらいたいと、そう思います。ここについては、市長の思い

はもうよく受け止められたと思いますので分かりました。 

次にいきます。 

○議長（東 宏二君） 小園議員、保健課からの答弁があります。 

［小園義行君「はい、どうぞ」と呼ぶ］ 

○保健課長（川上桂一郎君） 先ほど今回の改正の基準額の改正により、影響を受けた方を28名

と申し上げましたが、今回のこの預貯金の基準額の改正で影響を受けた方は21名の誤りでしたの

で、おわびして訂正いたします。 

○19番（小園義行君） 21名ですよね。それは課長がおっしゃったんですから、はい、21名です

のでよく分かりました。 

次にいきます。学校教育ということで、ＧＩＧＡスクール構想ということで、先に少しやり取

りもありましたけど、子供一人に１台のタブレット、そういったものを全部渡されたわけですけ

ど、ここについて、国がそれだけして全国の子供たちにやった。それはどういうふうに国が何を

求めているというふうに思って、この事業がされているというふうに、教育委員会としては認識

されているのですか。 

○教育長（福田裕生君） お答えいたします。 

ＧＩＧＡスクール構想は、一人１台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備する

ことで、児童一人一人により良い学び、学びの質を高めるといったようなことを目的としており

ます。学校には、情報活用能力を育成するために、ＩＣＴを効果的に活用して指導することや、

情報モラルを含めた情報教育をより一層充実することが求められております。 
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本市におきましても、教員の指導力向上や授業の中でＩＣＴの効果的な活用を目指した取組を

進めているところであります。なお、活用にあたりましては、子供の発達の段階や学習場面に応

じた従来型の対面型の授業、直接体験を通した学び、デジタル教材の良さを適切に組み合わせた

指導が重要だと考えているところでございます。 

○19番（小園義行君） このＧＩＧＡスクール構想は、2019年12月に発表されたところです。先

進国の中でも、日本の教育のＩＣＴ化というのは遅れていたし、実際教育の場でＩＣＴを活用す

る、そのことについては何も否定するつもりも何もありません。国が今教育長がおっしゃったよ

うなそういう立場で、両方やるということです。学校の先生や子供たちの受け止めというのは、

このことによって本市はこの４月から始まっているんですけど、どんな受け止め方があるんです

か。 

○教育長（福田裕生君） まず、子供たちの受け止め方でございます。令和３年度の全国学力学

習状況調査の中で、このことについて問う質問紙がございました。その結果をまずお示しいたし

ます。 

「学習の中でコンピューターなどのＩＣＴ機器を使うことは勉強に役立つと思いますか」とい

う設問に対して、本市の６年生の子供たちは61.6％が「役に立つと思う」と、非常に前向きな捉

え方をしておりまして、中学校３年生におきましては、64.9％の子供たちが同じように「役に立

つ」と肯定的に捉えております。 

一方で、教員の中には、まだその指導の在り方等について戸惑いを感じている者がいるという

のは、実際のところ事実でございます。 

なお、小学校の低学年におきましても、タブレットを触ってお絵描きをしたりとか、いろんな

活動をすることは非常に楽しみにしているというような報告も受けております。 

○19番（小園義行君） うちの孫が学校にそれぞれ入ってまして、孫が小学校５年生以下にずっ

と下までいますけど、その中でいろんな声を聞くわけですね。タブレットを学校の先生も子供も

「ちょうだい」と言って求めたのは、ほとんどなかったと思うんですね、積極的にですよ。国が

このコロナ禍で、本来だと2025年、実際これをやろうとまだ２年ぐらい後だったんですけど、こ

のコロナ禍で何か政権もちょっと変わるいろんなことの中で、菅政権が誕生してデジタル庁の発

足、そして給付金の支払いとかで非常にあったということで、前倒しでしてきて、学校が今どう

いうふうにしたらこのタブレットをうまく使えるんだろうかと。学校の先生や子供たち、先生が

一番だと思うんですけど、どうやってこれを使って子供たちにうまく適用してもらって、教育と

してのその力を発揮できるんだろうかということで、非常に学校の先生は今悩んでおられるので

はないかというふうに私は思うんです。なぜかと言ったら、まだ２年後だよねと思っていたのが、

いきなりきたわけですよ。そういうことについて、先生たちの受け止め方としては、今少し子供

はありましたけど、先生たちは、非常に正直言って忙しい中でのこういうことです。もう一回お

願いします。先生たちはどうだったんだろうかと。 

○教育長（福田裕生君） 本市におきましては、５年ほど前からこのことにつきましては、県内



（215） 

の中でも先進的に少しずつ進めておりましたので、大きな違和感というものを感じる教員が数多

くいたわけではございません。ある程度の学校の中での理解の程度は進んでおりました。そこに

新たに転入等で来た教員の中に、このことへの取組について、自分の研修の在り方だとか技術の

向上についてどうしたらいいかという、戸惑いがあったのは事実でございます。 

そこを見据えて、教育委員会では段階的に習熟の程度に応じた研修会を計画的に盛り込むなど

して、丁寧に進めております。一方でＩＣＴ支援員の配置だとか、また納入業者の協力も得なが

ら、それぞれ対応できるような体制は整えているところでございます。 

○19番（小園義行君） これは１年生がパスワードを設定するのに、今平仮名をやっと始めたの

に、アルファベットでしないといけないとか、いろんな心配もあるわけですけど、先生たちがこ

れまで積み上げてきた学校教育の在り方、こういったものを子供が主人公の学校づくり、それが

このことで壊されるようなことがあってはいかんと、教育基本法にこう書いてありますよ。「目

的は、人格の完成」ここに向かって幼稚園からですけどずっと来て、社会に送り出すというそう

いう目的があるわけで、このタブレットが始まることで、国が示したSociety5.0そしてＳＴＥＡ

Ｍ教育ということで、公の教育が市場開放される。そういうことにならないように、これまで先

生たちが積み上げてきたそういった努力が無にならないような方向にやってほしい。もし、そう

いうことが壊されるようなことがあるときは、やっぱり声を上げてほしいんですよ。そこはいか

がですか。 

○教育長（福田裕生君） 全く同様な気持ちでおります。教育基本法の中にも、「教育は人格の

完成を目指す」というふうにうたわれておりますので、私たちはここを絶対に踏み外してはなら

ないと思っております。 

これまで脈々と積み上げられてきたこの教育の流れというものを、土台というものはしっかり

と大事にしながらも、新たなこのデジタルを加味した流れというものは、バランスをしっかりと

取りながら子供たちに与えていくことが、非常に重要なことだと思っているところでございます。 

なお１、２年生につきましては、アルファベットによる入力等ということは、本市においては

させておりません。 

○19番（小園義行君） こんな大きなお金があるなら、学級の人数を減らして先生を増やして、

もっと子供と密になれるような教育をやってほしいと、そんな声もいっぱいあるわけです。 

ただ一つだけ、これはＷｉ－Ｆｉルーターは貸しますね。通信費、これが仮に持ち帰りになっ

たときに、当局として考え方です。そこだけ将来に向かってのことですけど、公費で負担という

理解でいいですか。 

○教育総務課長（萩迫和彦君） お答えいたします。 

オンライン授業を持ち帰って行った場合の通信料につきましては、国が準要保護児童生徒援助

費補助金の予算単価を年額１万2,000円としていますので、これを基準といたしまして、準要保

護世帯でインターネット環境がない世帯に対して、就学援助費で支援することも考えております。 

ただ、インターネット環境がない世帯を解消するためには、どのような支援が必要なのかも含
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めて、今後慎重に対応してまいりたいと考えております。 

○19番（小園義行君） ぜひ、全ての家庭がうちにパソコンがあったり、いろんなことじゃない

から、そこは今答弁がされたようによろしくお願いします。 

あと最後です。これまで生理の貧困について取り上げてきました。そして、それぞれ市長も教

育長も答弁されております。「前向きに取り組む」というそんな答弁だったんですけど、取組と

新年度に向けての考え方を最後にお聞きしたいと思います。 

○市長（下平晴行君） お答えいたします。 

学校では、生命や人格の尊重、男女平等の精神など、基本的人権尊重の精神に基づいた性に関

する指導を行うとともに、生理用品等の衛生用品を常備し、児童・生徒が安心して過ごせる教育

環境の整備に努めているところであり、社会全体でそれらの認識を深め、対応していくことは行

政として大変大切なことであるというふうに認識しているところであります。 

新型コロナウイルス禍にあっても、志布志市内全ての子供たちの学びの場を保障し続けるとと

もに、生活への不安等、様々なことを市民目線で捉え、より豊かな市民生活の実現に向け、その

可能性を模索してまいりたいというふうに考えております。 

児童・生徒が安心して、学校生活を送れるような環境の整備について、これまでの取組の経緯

を含めて教育長に答弁させます。 

○教育長（福田裕生君） 生理用品を学校や女子トイレに整備することにつきましては、誰一人

取り残さない持続可能で多様性と包括性のある社会の実現のためには、非常に重要なことだと思

っております。これまでも管理職研修会等において、これらのことについては指導もしてまいり

ました。生理用品を女子トイレに置く取組につきましては、学校の規模や学校種、児童・生徒へ

の実態に応じ、その管理の在り方にも十分配慮しながら進めるべきだと考えております。 

６月から８月にかけまして、１年間に使用するであろう生理用品の種類や数量等について、各

学校へ調査の依頼をいたしました。教育委員会といたしましては、学校からの回答を参考に予算

化に向けた協議を進めるとともに、保健室やトイレに常備していくことによる良さや問題点等を

明らかにして、子供たちが安心して集い、学べる学校環境づくりにこれからも努めてまいりたい

と思っております。 

○19番（小園義行君） ということは、今そういう努力されているということもよく理解をしま

した。ぜひ、新年度からということになるかどうか分かりませんけど、学校のトイレに、きちん

とそういうのが配置されるというふうに理解していいんですか。 

○教育長（福田裕生君） 既に、幾つかの学校で試験的にどのような形での置き方がより使いや

すいだろうとか、こちらの意図する状況で使ってもらえるだろうということの取組をお願いして

いるところでもございます。 

一番懸念されるのは、各学校の養護教諭の方々からの声として上がってまいりました。衛生面

それからこれまでは手渡しで渡していたものによって、コミュニケーションの時間的なことも短

くされることによって、個々の子供たちの様子をしっかりとくみ取れないことが出てくるのでは
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なかろうかといったような課題等も出されておりますので、そこらあたりをどうするかというこ

とを丁寧に考えながら、協議しながら、徐々に徐々に進めてまいりたいと思っております。 

○19番（小園義行君） 今朝の新聞に、鹿児島空港にもきちんとした生理用品を置くという、そ

ういうことですよ。空港のトイレは、子供だから大人だからということじゃないですよね。やは

りそういうしっかりとした安心して学校で生活を送るためには、今教育長が努力されていますけ

ど、ぜひ新年度から、それぞれの学校でいい形で心配なく、学校生活が送れるように努力してい

ただきたいと思います。 

今回いろいろ質問させていただきましたけど、今コロナ禍で私たちが学んだこと、そしてやら

なきゃいけないこと、これは当局を含めてという意味ですよ。本当にこの新型コロナウイルスと

の戦いは大変厳しいものがあります。ぜひ住民の側により寄った行政を遂行していっていただき

たいと。その先頭に立つのは、市長、あなたですよ。ぜひそのことをよく心にとめて、これから

残された任期どうぞ頑張ってやってください。終わります。 

○議長（東 宏二君） 以上で、小園義行君の一般質問を終わります。 

──────○────── 

○議長（東 宏二君） 以上で、本日の日程は終了しました。 

明日から９月29日までは休会とします。 

９月30日は、午前10時から本会議を開きます。 

本日は、これで散会します。 

お疲れさまでございました。 

午前11時26分 散会 
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令和３年第３回志布志市議会定例会会議録（第５号） 

期 日：令和３年９月30日（木曜日）午前10時14分 

場 所：志布志市議会議事堂 

議事日程 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 議案第46号 志布志市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

日程第３ 議案第47号 志布志市多目的イベント広場条例の制定について 

日程第４ 議案第48号 財産の処分について 

日程第５ 議案第49号 事業契約の変更について 

日程第６ 議案第50号 令和３年度志布志市一般会計補正予算（第６号） 

日程第７ 議案第53号 令和３年度志布志市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第８ 議案第55号 令和３年度志布志市国民宿舎特別会計補正予算（第１号） 

日程第９ 議案第56号 令和３年度志布志市一般会計補正予算（第７号） 

日程第10 報告第４号 令和２年度志布志市健全化判断比率について 

日程第11 報告第５号 令和２年度志布志市資金不足比率について 

日程第12 認定第１号 令和２年度志布志市一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第13 認定第２号 令和２年度志布志市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第14 認定第３号 令和２年度志布志市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

日程第15 認定第４号 令和２年度志布志市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第16 認定第５号 令和２年度志布志市下水道管理特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第17 認定第６号 令和２年度志布志市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

日程第18 認定第７号 令和２年度志布志市国民宿舎特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第19 認定第８号 令和２年度志布志市工業団地整備事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

日程第20 認定第９号 令和２年度志布志市水道事業会計歳入歳出決算認定について 

日程第21 発議第５号 コロナ禍による厳しい財政状況に対し地方税財源の充実を求める意見

書の提出について 

日程第22 閉会中の継続審査申し出について 

（総務常任委員長） 

日程第23 閉会中の継続調査申し出について 

（総務常任委員長・文教厚生常任委員長・産業建設常任委員長・議会運営委員長） 
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午前10時14分 開議 

○議長（東 宏二君） これから本日の会議を開きます。 

──────○────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（東 宏二君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第90条の規定により、青山浩二君と野村広志君を指名いたします。 

ここで選挙管理委員会事務局長より、９月16日の岩根議員の質問に対する答弁について訂正し

たいとの申し出がありましたので、発言を許可します。 

○選挙管理委員会事務局長（北野 保君） 先の本会議における発言の訂正をお願いいたします。 

９月16日の一般質問で、岩根議員からの選挙公営の制度導入についての御質問の中で、「今回

の質問通告を受けて以降、選挙管理委員会の中で協議があったのか」との御質問に、９月１日に

選挙管理委員会の中で協議をしている旨の答弁をいたしましたが、正式に質問通告を受けました

のは９月７日であり、質問通告を受ける前のことでございましたので、「質問通告を受ける前で

はありますが」と付け加えて答弁すべきでございました。 

発言を訂正し、深くおわび申し上げます。 

○議長（東 宏二君） ただいまの選挙管理委員会事務局長の発言の訂正については、これを許

可します。 

──────○────── 

日程第２ 議案第46号 志布志市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

○議長（東 宏二君） 日程第２、議案第46号、志布志市特別職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

本案は、総務常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果につい

て、委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（野村広志君） ただいま議題となりました議案第46号、志布志市特別職の職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、総務常任委員会における審査経過

の概要と結果について御報告申し上げます。 

当委員会は、９月21日、委員６人出席の下、執行部から総務課長ほか担当職員の出席を求め、

審査を行いました。 

執行部より、議案及び付議案件説明資料による条例の改正内容について補足説明を受け、質疑

に入りました。 

主な質疑といたしまして、市長の選挙公約により、現任期に係る市長の退職手当を０円にする

とのことであるが、その目的についてただしたところ、ほとんどの企業等では、およそ30年から

40年間勤めてから退職金を受け取ることが一般的であるが、市長は１期４年で退職金を受け取る

ことができる。そのことを市民の皆さんは疑問に感じているのではないかという思いがあったよ
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うである。自主財源の確保や財政面の健全化に資することも、大きな目的ではないかと思ってい

るとの答弁でありました。 

市長の退職日が属する月の給与月額を０円とすることにより、退職手当が０円になるという手

法について、これまで本会議においても、いろいろな方法を検討したいと答弁していたが、今回

の提案までどのような議論や経過があったのか。また、第３者委員会等でも審議したのかとただ

したところ、退職手当事務の共同処理を行っている鹿児島県市町村総合事務組合と、退職手当を

０円とする手法について協議を行ったところ、県内でも実施している自治体があり、今回提案し

た手法が最善であるとのことであった。 

市長の退職日が属する月の給与月額を支給しないことについて、法的に問題はないか県市町村

課と協議したところ、「地方自治法第204条第１項により、給与の支給が義務付けられているが、

生計を維持できる額の支給について、十分に留意した上で、附則等で特定額を100％減額しても

差し支えない」との回答を得ました。 

また、７月15日に市民10名の方で構成されている議員報酬等審議会が開催され、その際の意見

として、「現任期に限る、退職手当のみが対象か」「退職手当の負担金は返還されるのか」「給料

は受け取り、退職手当だけを０円にはできなかったのか」「受け取るべき本人がマニフェストを

守るため、０円にすると言っているのでいいのではないか」等の意見があり、最終的に「適当」

との答申をいただいたとの答弁でありました。 

鹿児島県市町村総合事務組合に市が支払った市長の退職手当負担金は、４年間で1,116万8,640

円とのことであるが、今後の特別職・一般職員合わせての退職手当負担金について、どのような

軽減効果があるのかとただしたところ、特別職の退職手当の負担率は1000分の280で、固定であ

り現在と変わらない。しかし、一般職分の退職手当の負担率については、おおむね10年ごとに見

直しがあるため、受け取らなかった市長の退職手当については鹿児島県市町村総合事務組合に志

布志市負担金分として残り、一般職分の退職手当として、負担率見直しの際に影響を与えるもの

と考えている。短期的な財政的効果は乏しいが、長期的には負担率の見直しによる軽減効果があ

るとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論を行い、次のような要旨の討論がありました。 

賛成討論として、１点目に、この条例の改正案は、現在の市長の現任期に限られており、次期

以降の市長の退職金に影響を与えるものでないこと。 

２点目に、退職金を辞退することで、市の財政に短期的に直接寄与するものではないが、後年

において負担金の軽減効果があること。 

３点目に、退職する月の給与を０円にすることについては、地方自治法第204条で規定されて

いる、市長や職員等に対する給与の支給義務について、県市町村課や鹿児島県市町村総合事務組

合でも問題なしとの回答を得て、市の議員報酬等審議会でも了としていること。 

４点目に、市長が公約実現への強い意志があること。 

この４点に基づき賛成の立場であるとの討論でありました。 
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ほかに討論はなく、起立採決の結果、議案第46号については、起立多数により原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（東 宏二君） これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

○７番（八代 誠君） 反対の立場で討論いたします。 

まず１点目に、市民の方々は市長が退職金を受け取らないということで，市長に支給されるべ

き退職手当全額が、志布志市の財政に直接影響があるものというふうに考えているのではないか

と私は思っています。しかし結果として、本市が鹿児島県市町村総合事務組合に負担した市長分

の約1,100万円は、組合にプールされるということで、短期的な財政的効果については乏しいと

いうことが１点。 

２点目に、この議案は市長の公約達成のものであり、志布志市の市政発展には何ら効果を示す

ものではないと私は考えています。また、下平市長が勇退されて以降の市長退職金問題について

は、大きな影響を与えていくものと考えています。例えば、市長の退職日に属する月の給与月額

を０円とすることにより、退職金を０円にするという手法についても、市長職というものは、い

よいよ経済力の備わった人でないと務まらないというようなイメージを、与えかねないなという

ふうに私は考えています。 

今回提案されたこの議案によりまして、下平市長の強い意志というものは、私は十分示された

というふうに考えています。 

以上のような点から、私は反対の立場であります。 

以上です。 

○議長（東 宏二君） ほかに討論はありませんか。 

○15番（小野広嗣君） 私は、ただいま総務常任委員長より報告のありました、議案第46号、志

布志市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討

論をいたします。 

下平市長は、2018年の市長選出馬の際に、主に５点にわたる公約を掲げて選挙戦を戦い、初当

選をされました。その市長選の際の公約の一つに、退職手当を受け取らないことが掲げられてお

り、今回の条例の提案は、その際の市民との約束を果たすために提案されたものと私は理解をい

たしております。 

下平市長は初当選以来、鋭意、行財政改革に取り組まれてきておりますが、その渦中での今回

の提案については、選挙公約を実行に移そうとされる行為として評価できるものであり、また市

長が御自分の退職金を受け取らないこと自体が、志布志市の行財政改革に向けての自らの姿勢を

示すことにつながる意義があるものと理解をいたしております。また、先ほど委員長報告にもあ
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りましたように、委員会で、「市長は１期４年で退職金を受け取ることができるが、そのことを

市民の皆さんは疑問に感じているのではないか」の答弁のように、１期４年ごと支払われる市長

の退職金額を知る市民は、一様に驚いております。市長は33年にわたる職員の経験もおありであ

りますので、勤務年数に応じた退職金を受け取る在り方こそが、正当性が担保されるとの御理解

だと察しております。ゆえに、１期ごとに支給される高額な市長退職金を返上するとの市長の思

いは、十分理解できるものでありますし、庶民感覚に合わない高額な退職金を見直すことは、時

宜を得たものであると考えます。 

また以前は、「市長選挙にはお金がかかるので、退職金を選挙費用に充てなければ大変だ」と、

そういった話もよく聞かれておりましたが、現在では制度の見直しなどもあり、選挙費用の上限

額も下げられることにより、選挙費用の負担軽減が図られてきているものと理解をいたしており

ます。 

なお、下平市長の今回の提案は、あくまでも１期ごとに支給される市長退職金の在り方に一石

を投じるものであり、これが適用されるのは、今期の下平市長だけであります。 

以上のような観点から見たときに、今回の提案については十分に理解できるものであり、賛成

とするものであります。 

同僚議員の皆様の御賛同方、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（東 宏二君） ほかに討論はありませんか。 

○11番（西江園 明君） 私は、議案第46号について反対の立場で討論いたします。 

先ほど八代議員からもありまして、かなり今の思いは一緒でございますので、重複するところ

がございますけれども、今ありましたように、退職金を０円にしようとする提案でございますけ

れども、今の仕組み、制度の中では、市長の思いというのは伝わらないと思います。もっとほか

の方法があるのではないかという思いから、市民にもっと目に見える形を期待して、私は反対討

論を行います。 

そもそも今回提案されました市長の退職金制度の仕組みについては、残念ながら市長本人も、

私ども議員の多くも、そして市民の皆さんもほとんど内容については、詳細については理解して

いなかったと思います。普通に考えて、市の一般会計の予算の中に退職金はある。それを市長が

受け取らないことによって、その分が一般会計の中に予算として残るんだというふうに思いまし

た。ここにあるのを使わないんだから、ここに残るんだという単純な、普通はそう考えてしまい

ます。ところが、そのような仕組みではなかったんです。先ほどの全員協議会の中でも、一般質

問の中でもありましたように、毎年職員の分も含めて退職者の事務を行います、鹿児島県市町村

総合事務組合に負担金として納める仕組みで、普通に市長の分も納められており、市長が受け取

らないからといってその負担した分が返ってくるわけではございません。「返してください」と

言っても、返ってくるものではございません。この鹿児島県市町村総合事務組合は鹿児島県全体

の事務を行っておりますから、ここに納めた額はここに残る形で、「将来、志布志市が負担する

額が減るかもしれません」という説明でございます。減るかもです。県全体の中でプールしてい
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ますから、幾ら反映されるか、先ほども意見としてありましたけども、負担金として返ってくる

かもしれません。将来、それがいつ、どういう形で返ってくるかということも分かりません。市

の財政にどのように反映されるか、そのような分からない仕組みの中で、それだったら市長は退

職金を受け取り、それを定期預金がいいのかいろいろそれは別問題ですけれども、何らかの形で

保管して、その後市長が政治家でなくなったときに、市長の思いであるお世話になった市民に目

に見える形で還元すべきと思います。 

市長としては、在任中は思っていても言えません。「寄附します」とかそういうことは絶対言

えませんから、将来受け取らなかった金額が、市が退職金として負担する額にいつどのような形

で反映されるかも分からない仕組みは、市民から到底理解されるものではないと考えます。 

私も今回の件については、多くの市民と話す機会がありましたが、全ての市民が「それはおか

しい」と言われました。中には「市民投票すべきではないか」という、厳しい、激しい意見を言

われた方もいました。市民に見える形を望んでいると思います。市長の公約でありますから、そ

れは尊重すべきであるという意見もありますが、市長の公約は、今回議案として提案された段階

で公約を果たされており、その判断を本議会に委ねられております。ですから、決して市長の公

約違反に当たるものではないと思います。そしてこの結果は、マスコミや広報紙で報道されるこ

とにより、市民にもこの仕組みというのは理解されることになると思います。 

そして、先ほども出ましたけれどもこのような問題は、今後志布志市を担っていこうと首長を

目指す若い方が、この退職金のことが重い立候補の足かせの一つになってしまうのではないかと

も、私は懸念いたします。給与報酬にしろ、先ほどから出ておりますように退職金にしろ、労働

に対する対価です。制度上やむを得ない、そして許されているとは言いますが、市長の退職金を

算出する月の給与を０円にして計算されます。働いたのに給料が０円という仕組みが、地方自治

法の附則程度で認められていますけど、労働基準法上ではこれが民間だったら許されるのかなと

いう疑問を思います。 

市長の思いは、市民に直接役に立つ形を望んでいたと思います。今回この議案が可決されます

と、市長の公約の思いは残念ながら伝わりません。 

以上で、この議案第46号に対して反対の立場で討論をいたしました。同僚議員の賛同をよろし

くお願いいたします。 

終わります。 

○議長（東 宏二君） ほかに討論はありませんか。 

○20番（福重彰史君） それでは、基本的立場で賛成討論を行います。 

この条例改正は、市長の退職手当金を０円とする案件でありまして、下平市長の市長選挙での

市民に約束した一つの公約でありまして、それを実施、実現するための改正であります。市長の

退職手当金は１期４年ごとに支給されることになっておりまして、その金額は1,662万円であり

まして、市民感覚とはあまりにもかけ離れた高額支給であり、また制度であります。しかし、こ

れを受け取り寄附することは公職選挙法に抵触することになりますし、また現段階で退職後寄附
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することも約束できず、さらには約束すれば公職選挙法との絡みも出てくるとの状況でもあると

思います。ただ、市長の職責はただでさえ激務でありまして、市民に対する責任も大変重いもの

がございます。 

そのような中、市長は副市長を２名体制から１名体制にされており、その激務は推して知るべ

きものがございます。また副市長１名減によりまして、その人件費は１期４年で4,000万円超程

度になるのではないかと思っておりますが、そのことで財政的にも大きな節減となっておると考

えているところでございます。 

そのような状況の中、私は退職手当金の制度そのものは否定はいたしませんが、現在の制度で

は市町村長にあっては勤続期間１年につき給料月額に100分の500を乗じて得た額となっておりま

すので、例えばこれを100分の100に見直すことなどが、市民の理解を得ることにつながるのでは

ないかなというふうに思うところでございます。 

しかし、今回は市民に対する約束でございまして、このような手段を取らざるを得ない状況で

もありますので、今後鹿児島県市町村総合事務組合の中で、みなし提言など行うなどして、市民

に理解される制度として確立されることを強く要請をいたしまして、賛成討論といたします。同

僚議員の御賛同方をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（東 宏二君） ほかに討論はありませんか。 

○３番（尖 信一君） 今回の議案第46号の上程に対して、反対の立場から討論させていただき

たいと思います。 

私は、常日頃、市長には「退職金は受理してください」というようなことを申し上げてきまし

た。その中で市長の公約でもあるということで、その点は非常に尊重申し上げたいと思います。

また、常任委員会でも可決されておりますので、その件についても尊重していきたいのでありま

すが、次の３点の観点から、反対を述べさせていただきたいと思います。 

まず第１点は退職金。皆さん、退職金というのは最高裁の判例で定義はされておりませんけれ

ども、就労の中で労使の協議が決めてあれば、それは賃金に相当するというふうにうたってあり

ます。また、企業が倒産した場合の優先弁済権も退職金にありますので、これから判断すると、

退職金というのは、毎月の賃金の中の一部を、退任後にまとめて払うという観点がございます。

まずこれが第１点です。 

第２点は、今回担当課から様々な試算が示されました。短期的にはさほど効果はないというこ

とを示されております。しかし、長期的に言えばある程度の効果があるということも、今日改め

て示していただきました。 

その観点から、第３番目の私の反対する討論でございますが、八代議員も申されました、それ

から西江園議員も申されましたけども、やはり短期的な効果があまり見られないのであれば、私

がこれまで主張してきましたように、様々な問題があろうかと思いますけれども、退任後に基金

を作って、今大変なこのコロナ禍で本当に困っておられる方々にいろんな形で、奨学金とかいう

形で下平財団で寄附なされていくのが、一番いい効果のある方法ではないかと思っております。 
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たまたま９月29日にこんな新聞記事が出ておりました。奨学金制度ですね。本当に名も知れな

い小さな企業が奨学金を設けたり、個人で奨学金制度をつくられたりしているのが現状なんです

ね。それだけ今経済が疲弊しております。市民の中にもお子さんを大学に出すかどうか、本当に

悩んでおられる方がたくさんおられます。そういう中で、せっかくの市長の退職金、２期になれ

ば3,000万円を超えるわけですね。そういうような基金の基礎財源があれば、この市民の中にも

寄附という新たな貴い行為が、今後根付いていくのではないかなというふうに思っております。 

そういう意味で、以上の３点の立場から、私はせっかくの公約ではございますけれども、反対

をさせていただきたいと思います。 

同僚議員の皆様の御賛同、よろしくお願いいたします。 

○議長（東 宏二君） ほかに討論はありませんか。 

○19番（小園義行君） 基本的に賛成の立場で討論をします。 

まず第１点は、私たち議員もそうですけど、選挙に立候補しようとする人は、市民いわゆる住

民と約束をして、首長だとこの４年間どういうふうに行政をつかさどっていくのかと、私たち議

員はその立場から、住民の福祉向上そういったことを含めて、しっかりと職責を果たすという意

味で選挙のときにお約束をして、選挙に臨みます。 

そういった点から、下平市長が今回立候補のときの公約に、退職金を受け取らないと、このこ

とを公約に掲げたということは、これまで私の議員生活の中で５人目の首長ですけど、初めてで

ございます。その以前の方が提案しなかったからどうだと、そういうことではありません。勇気

を持ってこの退職金を受け取らないと公約を掲げた。その公約をもって、志布志市の市民が市長

に下平晴行でよいという結果を残したわけであります。そのことをもって、仮に首長がこの公約

を投げうったならば、とんでもないことだと、約束を守らない、そういう烙印を押されるという

ふうに思います。 

私はこの公約に掲げられた、退職金を受け取らないというこのことをシンプルに提案されて受

け止めました。そのことについては、大変な思いもあったでしょう。でも４年間の中でそのこと

をしっかりと守っているという、もうすぐ選挙が来ますけど、再度立候補をしたいという意思表

明をされました。ぜひこの議案については可決していただきたい、そういう思いがあります。 

二つ目に1,662万円、これはいわゆる市民感覚と乖離があります。私たちが企業に40年近く勤

める、職員の方もそうですけど、「えっ、そんなにもらうの」という形があります。退職金、こ

のことについては、隣の曽於市の五位塚市長が、この７月３期目の当選を果たされました。１期

目のときから退職金を受け取らないということで、公約に掲げて受け取られませんでした。そし

て２期目も退職金を受け取らないと、そのことをしっかりと公約に掲げて受け取られませんでし

た。そして３期目も、退職金を受け取らないということを掲げて、曽於市の住民の方が３期目の

当選を勝ち取らせていただいております。そういったときに、住民から見たら、本当にそのこと

をもって勇気を持って公約に掲げる、そのことを了とされたわけであります。全国の首長の中で、

それぞれ首長の給与が高いということで、３分の１にしたり、いろんなことをそれぞれの首長が
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されておられます。これは、もっと退職金そのものの在り方を考えるいい機会だったというふう

に私は思います。今後もぜひ、次の市長選挙に出られるときも、当然これは下平市長は掲げられ

るというふうに考えておりますが、ぜひ実行していただきたいものだと思います。 

また、本市に何も残らないというふうにありますけれども、五位塚市長がその退職金を０円に

するというとき、私たちも勉強させていただきまして、この鹿児島県市町村総合事務組合に残る

ということで、その他一般職の方々、そういう運営に少しずつなって、今日もありましたように、

将来に向かってのこの精算をしたときに、負担の見直しというのができてくる。これは長期に考

えると、退職金を受け取らないそのことが、本市の財政に寄与しているというふうに私は思いま

す。今のこのことだけで議論するのではなくて、５年後、10年後、志布志市がどうあるべきかと

いう、そのことを考えたときに、思い切って退職金を受け取らないという判断をされた下平市長

の考えに、大いに賛同するものであります。 

そして４点目に、この高い退職金を43ですか46ですか、鹿児島県市町村総合事務組合に加入さ

れているところの団体で、首長の退職金については大いに議論してほしいと。これは本会議でも

上程のときに質疑をいたしましたけれども、ぜひこのことについては、鹿児島県市町村総合事務

組合の中で、首長の退職金100分の500というここについては、それなりの見直しがあっていいも

のだというふうに、私は思います。 

そうした立場から、そこについては首長の側で組合で議論ができるようなそういう提案をして

いただいて、このことについての自らが提案した退職金を受け取らないそのことが、県内の各自

治体に広がっていく。そして鹿児島県市町村総合事務組合がその見直しをしていく。そういった

先陣になっていただきたいと、そういうふうに思います。 

今回のこの退職金を受け取らないという市長の選挙公約である、そのことをきちんとここに議

案をして提案されたその勇気と、約束したことは守るという、人間本来の在り方として、そのこ

とを私たち議会は「よくぞやった」という思いで、市長に堂々と退職金を受け取らないという、

その道をしっかりと実施できるように、同僚議員の皆さん方の賛同をいただいて、私の賛成討論

といたします。 

○議長（東 宏二君） ほかに討論はありませんか。反対討論はないですか。 

○２番（南 利尋君） 私は、反対の立場で討論させていただきます。 

市長という立場は、特別職であります。特別職といいますと、一般企業の退職金と比較された

りする事例がいろいろありますが、市長という立場は24時間365日、市民の安心と安全、生命と

財産をしっかりと守らなければいけないという立場であると考えます。それによって、例えば市

長の公約でこの議案が上がっておりますが、市長という立場で市民の意見をしっかり聞いて、市

民の納得するような、市長がよく言われる「住んでよかったまち」と言えるような、そういう展

開を常に心掛けて取り組んで、そういう業務に全うしていただけるような市長の成果を、市民が

今まで３年半常に見ているわけであると思います。最初の公約で退職金は受け取らないというこ

とを掲げられましたが、実際、いろいろ質疑をしてみますと、私たちもそうなんですが、退職金
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の仕組みというものに対しての認知度が多少は薄かったのではないかと、私は考えております。

これからの市長を目指すそういう若い方々、またその退職金の金額ももちろんいろいろ賛否ある

と思いますが、退職金を受け取る受け取らないということは、もちろん大事なことなんですが、

市長がどれだけ市民のために生命・財産を守るような、そういう業務をなされたかということが

一番大事だと思います。マニフェストにはそういうふうに掲げていらっしゃいますが、３年半業

務を全うして、本当に市民のために市民が納得できるようなそういう業務をされたのであれば、

私は堂々とこの議案に提出されたわけです、そこで議会で反対ということで、もし受け取るよう

な状況があれば、しっかりと堂々と受け取っていただいて、また次期の市長選にも出馬を表明さ

れておりますが、その折にもしっかりもし次の任期があるのであれば、退職金ということの問題

よりも、今本当に志布志市民がコロナ禍において、いろんな企業が生活困窮されている方が多く

いらっしゃいます。そういう方々に対しても、全力で市長という立場で業務を全うしていただき

たいと思いますので、その業務を全うされているという確信があるのであれば、堂々と退職金も

受け取っていただきたいと思います。 

そういう立場から、反対という意見で発言させていただきました。同僚議員の皆さんの賛同を

よろしくお願いします。 

○議長（東 宏二君） ほかに討論はありませんか。 

○14番（鶴迫京子君） 私は賛成の立場で討論いたします。 

まずもって、第１点目でこの条例改正案は、市長のマニフェストであったということですね、

公約ということで、公約を守ろうとする市長の意思の表れであります。その意思を尊重するとい

うことで、いろいろ個人的にはいろんな考え方がありまして、迷いましたが、やはり初心忘れる

べからずということで、市長覚えていらっしゃいますか。市長が市長に立候補する前、告示前に

市長にお会いしたことがありました。その時に、市長は巷では市長はもう２回目だから出られな

いんだといううわさがいっぱい流れていました。その時に、市長に出会えたときに、もう意気

揚々としまして、マニフェスト作りに一生懸命でした。そのときにこの公約の退職金を受け取ら

ないんだということを第一番に掲げて、「こうするんです、私は」ということで、すごく熱心に

訴えられました。「市長、公約出来上がっていないから、それは市民が全員が納得しないですよ」

って、「もう市長は退職金をもらわれて当然じゃないですか」ということですごく意見を言った

んですが、そのときの市長は200％ぐらい、「いや、自分はこの公約をそう思っているんだから、

実現するんだ」ということで、マニフェストに掲げるんだと強い思いをその時にお伺いしました。

その時の気持ちというのは、やはり志ですので、すごく重いものがあるし、尊重しなければいけ

ないと今も思っています。そして、ここに出たことによって、「あっ、市長はあの時の思いを貫

かれたんだな」ということでとても感動しました。そして、そういう意味もありまして、まず公

約を守るということが、やはり志布志市のトップである市長、４年近くなりますがそういう姿で

頑張っていらっしゃったわけですので、まず約束は守るということを示されたわけですので、そ

のことは尊重して賛成したいと思います。 
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そして、やはり志布志市には子供たちもいます。約束は守るんだよということを、市長自らが

示さないでどうするのかなという思いがありますので、内容的にはいろんなありますよね。だけ

ど、先ほど総務課長に説明をいただきました。その中で納得いたしました。それまでは半分ぐら

い仕組みが分からなかったんですが、納得しました。小園議員もおっしゃいました、短期的には

その退職金の市負担分1,116万円がどうこうということではありませんが、長期的にはやはり市

民のほうに返ってきます。そういう仕組みのことをしっかり勉強したら、やはり全然市民のため

になっていないということはありませんので、受け取らないことイコール市にお金が入らない、

ということではありませんので、ぜひこのことは、やはり公約は守るということで、下平市長の

志を貫いてほしいと思いますので、賛成の立場で討論いたしました。 

皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（東 宏二君） ほかに討論はありませんか。反対討論はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） では、賛成討論で。 

○17番（岩根賢二君） この件に関しまして、賛成の立場で討論いたします。 

一般質問をした者として、やはり態度をはっきりしたほうがいいのかなということでございま

す。 

最近行われました兵庫県知事選挙で、新しい知事が誕生されまして、この知事が「退職金を受

け取らない」ということを宣言されました。それに抗するように、大阪府知事が賛同の意を示さ

れたということがニュースで流れておりました。先ほど小園議員からもありましたように、この

退職金問題については、こういうことも含めまして、議論がさらに深まっていくのではないかな

と思っております。 

さて、本市のこの議案第46号に関しましては、先ほど委員長報告もございましたが、市長は市

民に対する公約を守りたいという思いで、関係機関や報酬審議会等の審査を経て、この条例改正

案を提出されました。提案までの経緯は、一般質問や総務常任委員会での審査でも分かるとおり、

丁寧な議論の末に結果が出されたものと理解をしております。 

市長就任からこれまで、強い意志をもって３年半余りをかけて、公約実現への道を探ってこら

れたことに深く敬意を表しまして、本案に賛成をいたします。 

委員の皆様方の賛同方、よろしくお願いいたします。 

○議長（東 宏二君） ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） これで討論を終わります。 

これから採決します。採決は起立によって行います。 

お諮りします。議案第46号に対する所管委員長の報告は原案可決であります。本案は、所管委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 
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○議長（東 宏二君） 起立多数であります。 

したがって、議案第46号は、所管委員長の報告のとおり可決されました。 

──────○────── 

日程第３ 議案第47号 志布志市多目的イベント広場条例の制定について 

○議長（東 宏二君） 日程第３、議案第47号、志布志市多目的イベント広場条例の制定につい

てを議題とします。 

本案は、総務常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果につい

て、委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（野村広志君） ただいま議題となりました議案第47号、志布志市多目的イベ

ント広場条例の制定について、総務常任委員会における審査経過の概要と結果について御報告申

し上げます。 

当委員会は、９月21日、委員６名出席の下、執行部から港湾商工課長ほか担当職員の出席を求

め、審査を行いました。 

執行部より、議案及び付議案件説明資料による条例の制定内容について補足説明を受け、質疑

に入りました。 

主な質疑といたしまして、多目的イベント広場の使用料について、どのような基準を基に算定

されたか、参考にしたものがあるのかとただしたところ、使用料については、受益者負担等様々

な積算方法があるが、都市公園条例の規定と整合性を図るため、同一の使用料を規定していると

の答弁でありました。 

多目的イベント広場の管理について、港湾商工課が行うとのことであるが、ＪＲ志布志駅舎内

にある観光特産品協会が管理すれば、日常的に管理が行き届くのではないかとただしたところ、

今回、条例制定を行うにあたり、観光特産品協会との意見交換を重ねており、管理が滞ることの

ないようにしたい。今後のより良い管理方法については、協議・検討していきたいとの答弁であ

りました。 

また、使用時間については、午後５時までとなっており、必要があると認めるときは変更する

ことができると記載してあるが、多くの利用を望むのであれば、午後９時や10時までとしたほう

が利用しやすいのではないかとただしたところ、多目的イベント広場は住宅地の中にあるため、

特別な場合を除き、イベント開催等については、午前８時30分から午後５時の間にしていただき

たいと考えているとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論を行いましたが、討論はなく、採決の結果、議案第47号については

全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（東 宏二君） これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 
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これから、討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 討論なしと認めます。 

これから、採決します。 

お諮りします。議案第47号に対する所管委員長の報告は原案可決であります。本案は、所管委

員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第47号は、所管委員長の報告のとおり可決されました。 

──────○────── 

日程第４ 議案第48号 財産の処分について 

○議長（東 宏二君） 日程第４、議案第48号、財産の処分についてを議題とします。 

本案は、総務常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果につい

て、委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（野村広志君） ただいま議題となりました議案第48号、財産の処分について、

総務常任委員会における審査経過の概要と結果について御報告申し上げます。 

当委員会は、９月21日、委員６名出席の下、執行部から港湾商工課長ほか担当職員の出席を求

め、審査を行いました。 

執行部より、議案及び付議案件説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、安楽大迫工業団地分譲地について、売却の相手方である株式会社霧

島湧水の施設建設計画は、第１期として、ペットボトルの保管や製品出荷倉庫、第２期で、ペッ

トボトル製造工場や保管倉庫、第３期で、飲料水製造工場を予定し、設備投資予定額は３期合計

で21億円、雇用予定人数は15人とされているとのことであるが、この議案が可決された場合、ど

のような契約の流れとなるのかとただしたところ、本案の可決後、株式会社霧島湧水に対し土地

代金について納入通知を行い、30日以内に納入をしていただき、市が所有権移転登記を行う。そ

の後、土地取得日から２年以内に工事着工していただき、３年以内に操業開始するという流れで

あるとの答弁でありました。 

今回の分譲地を売却した後、安楽大迫工業団地には、どのくらいの残地が残るのかとただした

ところ、河川敷ののり面及び水路については、管理の面で一部残しているが、それ以外は全て売

却するため、残地はないとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論を行いましたが、討論はなく、採決の結果、議案第48号については

全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（東 宏二君） これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 討論なしと認めます。 

これから、採決します。 

お諮りします。議案第48号に対する所管委員長の報告は可決であります。本案は、所管委員長

の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第48号は、所管委員長の報告のとおり可決されました。 

──────○────── 

日程第５ 議案第49号 事業契約の変更について 

○議長（東 宏二君） 日程第５、議案第49号、事業契約の変更についてを議題とします。 

本案は、産業建設常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果に

ついて、委員長の報告を求めます。 

○産業建設常任委員長（丸山 一君） ただいま議題となりました議案第49号、事業契約の変更

について、産業建設常任委員会における審査経過の概要と結果について報告をいたします。 

当委員会は、９月21日、委員全員出席の下、審査に資するため、（仮称）志布志市地域優良賃

貸住宅の現地調査を実施し、執行部から建設課長ほか担当職員の出席を求め、審査を行いました。 

執行部より、議案による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、今回の契約変更は、事業名の変更及び当初契約額から2,376万6,396

円の減額となるものであるが、この具体的な経緯や理由についてただしたところ、本契約につい

ては、条例の整備を行ったことにより、契約の目的の（仮称）部分を削除することとしたもので

ある。 

また、減額となった背景については、維持管理運営費を見直した結果によるものだが、その他

の主なものとして、本住宅は水圧が強い地区に立地しており、実際に十分な水圧があることを確

認できたため、当初計画していた受水槽の設置を行わない給水方式に変更したことや、敷地内の

植栽について、最終的に全てコンクリート舗装したことに伴い、30年間分の管理が不要となった

ものであり、契約額の減額につながったところであるとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論を行いましたが、討論はなく、採決の結果、議案第49号は、全会一

致をもって可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（東 宏二君） これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 
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これから、討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 討論なしと認めます。 

これから、採決します。 

お諮りします。議案第49号に対する所管委員長の報告は可決であります。本案は、所管委員長

の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第49号は、所管委員長の報告のとおり可決されました。 

──────○────── 

日程第６ 議案第50号 令和３年度志布志市一般会計補正予算（第６号） 

○議長（東 宏二君） 日程第６、議案第50号、令和３年度志布志市一般会計補正予算（第６号）

を議題とします。 

本案は、予算審査特別委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果に

ついて、委員長の報告を求めます。 

○予算審査特別委員長（平野栄作君） ただいま議題となりました議案第50号、令和３年度志布

志市一般会計補正予算（第６号）について、予算審査特別委員会における審査経過の概要と結果

について報告いたします。 

当委員会は、９月17日、委員全員出席の下、審査に資するため、林道の大規模崩壊箇所、市

道・用水路の被災箇所の現地調査を実施した後、９月22日に、執行部から担当課長ほか担当職員

の出席を求め、審査を行いました。 

それでは、審査日程順に従い、報告いたします。 

まず初めに、財務課分について報告いたします。 

執行部より、予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、地方交付税について、普通交付税が令和２年度決算額と比較して

４％伸びたとのことであるが、その要因は何かとただしたところ、普通交付税の原資となる財源

は、所得税・法人税の33.1％、酒税の50％、消費税の19.5％、地方法人税の全額となっているが、

このような国税が伸びたことが一つの要因である。 

また、令和２年度で普通交付税の合併算定替の特例措置が終了したため、令和３年度について

はマイナス要因を加味していたが、それを上回る増額となったとの答弁でありました。 

次に、教育総務課分について報告いたします。 

執行部より、予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、ＧＩＧＡスクール構想で配布されたタブレット端末のパスワードや

ＩＤアカウントの管理方法はどうなっているのか。また、児童・生徒がタブレット端末を使い、

インターネット上で誹謗中傷を書き込み、いじめ・トラブル等につながった事例が各地で起きて
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いる。今回、フィルタリングソフトを導入するにあたり、チャット機能などの通信機能制限はど

うなっているのかとただしたところ、タブレット端末のパスワードやＩＤアカウントについては、

児童・生徒が個人で管理するよう割り当てられており、また、学校・担任教師も、それらを全て

管理している状況である。 

また、チャット機能などの通信機能制限については、担任教師用のパソコンで通信機能の制限

を解除しなければ、子供たち同士で勝手にやり取りができないシステムとなっており、現在のと

ころ、インターネット上に誹謗中傷の書き込みや、いじめ・トラブル等が起きる可能性は低いと

の答弁でありました。 

次に、市民環境課分について報告いたします。 

執行部より、予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、不妊去勢手術費助成事業について、助成金の交付対象となるボラン

ティア活動団体の登録の周知方法はどのように考えているのか。また、助成金額は半年間で20万

円だが、来年度は倍程度を考えているのかとただしたところ、ホームページ、市報しぶし、チラ

シ等により周知・啓発を図りたい。また、今回の助成金額は、オスが12匹で６万円、メスが14匹

で14万円を想定しており、今年度の実績を見ながら、来年度の予算計上を考えたいとの答弁であ

りました。 

次に、福祉課分について報告いたします。 

執行部より、予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、健康ふれあいプラザの入浴施設について、一日当たり何人利用して、

一人当たりの利用料は幾らかとただしたところ、入浴施設については、一般利用とデイサービス

利用があり、一般利用は、多い日は６人、少ない日は０人の日もある。令和２年度の利用者数は、

一般利用が533人、デイサービス利用が2,625人、合計で3,158人である。 

利用できる者の範囲は、高齢者、小学生以下の者、身体に障害がある者及びその介護者となっ

ており、利用料は、小学生以下の者は50円、それ以外の者は200円と条例で定めているとの答弁

でありました。 

次に、保健課分について報告いたします。 

執行部より、予算書による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、健診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業で実施するシステム

改修の内容についてただしたところ、個人のがん検診等の健診結果情報を、マイナンバーを活用

したマイナポータルで確認できるようにするためのシステム改修である。 

当初予算で健診情報連携システム整備事業として、健康管理システムとマイナポータルを接続

するための改修を予算計上しており、今回は連携するための様式の標準化を行う改修であるとの

答弁でありました。 

次に、建設課分について報告いたします。 

執行部より、予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 
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主な質疑といたしまして、危険廃屋解体撤去事業及び住宅リフォーム助成事業について、実際

の工事費をベースとした実績はどのくらいか。また、今回の増額補正の提案を踏まえ、事業効果

の検証や、来年度の事業継続については何らかの議論がなされているかただしたところ、危険廃

屋解体撤去事業については、現在48件の申請があり、解体事業に係る工事費は5,204万2,000円と

なっている。また、住宅リフォーム助成事業は、現在80件の申請があり、実際の工事費としては

１億2,090万円となっている。両事業ともに、市民から非常に人気を得ている事業であり、工事

費の実績が示すとおり地元経済活動への後押しにもかなり貢献しているため、今後の予算獲得及

び来年度についても、継続的に事業を展開していきたいと考えているとの答弁でありました。 

次に、耕地林務水産課分について報告いたします。 

執行部より、予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、林業用施設災害復旧事業について、現場である御在所岳線林道は、

県道塗木大隅線の迂回路としても期待されているところであるが、今回のような崩壊の危険性が

あるほかの箇所は把握しているか。また、この林道は砂利の通行箇所が多いことから、豪雨等で

の流出や決壊のおそれがあるのではと考えるが、今後の維持・管理を考慮した場合、コンクリー

ト舗装を検討すべきではないかとただしたところ、今回決壊した箇所以外では、今後同規模の復

旧が必要となるところはないと考えている。また、林道のコンクリート舗装については、本事業

内では急な勾配の箇所を対象に施工されているが、平成29年度から令和７年度まで計画されてい

る全６工区の事業終了及び市への引渡しが完了した後に、引き続き県の事業なども要望・活用し、

舗装化に向けた事業展開を模索していきたいとの答弁でありました。 

次に、農政畜産課分について報告いたします。 

執行部より、予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、有害鳥獣捕獲特別強化事業について、捕獲わな、無線式捕獲パトロ

ールシステムとは具体的にどのようなもので、導入後の管理や維持はどのように考えているか。

また、鳥獣被害対策実施隊はどのような組織、活動となるのかとただしたところ、捕獲わな、無

線式捕獲パトロールシステムは、くくりわなと無線機を連動して利用するもので、発信器とくく

りわなをつなぎ、イノシシが足をくくりわなにとられると同時に、つながっていた発信機が作動

し、わな設置者の手元にある受信機に捕獲情報が送られてくる仕組みとなっており、これまで捕

獲確認のため、わなの設置箇所まで何度も足を運んでいた労力が軽減されるものである。 

維持費としては、個別の無線機であるため通信料等の発生はなく、機器本体と電池代程度と考

えている。機器については、志布志市有害鳥獣捕獲対策協議会への補助金であるため、同協議会

で購入し、各猟友会への貸与という形での管理となる。 

また、鳥獣被害対策実施隊については、市職員で構成されるため有害鳥獣の捕獲は難しいこと

から、追い払い用のピストルを活用し、できるだけ早い段階で現場の被害拡大を防止することが

主な目的の活動であるとの答弁でありました。 

次に、情報管理課分について報告いたします。 
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執行部より、予算書による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、児童手当及び子育て世帯への臨時特別給付金の過誤支給について、

システムの販売及び保守管理事業者に損害賠償請求を行うとのことであるが、当局に過失はなか

ったのか。また、過誤支給となった世帯に不利益が生じることはないかとただしたところ、損害

賠償請求にあたり、事業者から経緯等の報告をもらい、協議をしてきた。今回の案件は、法に従

った処理であり、市職員側に仕様の選択の認識がなく、システムエンジニアとのやり取りの記録

等が確認できなかった。また、事業者が作成したシステムエンジニアへのマニュアルに誤った指

示が記載されていたため、事業者側に非があることをお互いに確認したところである。 

過誤支給となった世帯については、払戻しや相殺等の処理等、負担をいただくことはないと説

明を行っているとの答弁でありました。 

次に、企画政策課分について報告いたします。 

執行部より、予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、「コロナに負けるな！特別応援給付金事業」の宿泊施設分について、

財源として地方創生臨時交付金の充当が可能だと思うが、なぜ充当がないのかとただしたところ、

「コロナに負けるな！特別応援給付金事業」の宿泊施設分についても事業者支援であり、地方創

生臨時交付金の対象である。しかし、交付金には限度額があるため、今回は他の新型コロナウイ

ルス感染症対策事業に充当を行ったとの答弁でありました。 

次に、総務課分について報告いたします。 

執行部より、予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

総務課分の主な質疑といたしまして、避難所用新型コロナウイルス感染症対策備品購入事業に

ついて、換気用大型扇風機81台と自動ラップ式トイレを５台整備するとのことであるが、整備台

数の根拠は何か。また、配置場所はどこであるかとただしたところ、換気用大型扇風機について

は、１次開設の避難所が市内27か所あり、１か所当たり３台ずつ配置する予定である。 

自動ラップ式トイレについては、感染疑いのある方が発生した際、避難所にトイレが１か所し

かなく、分離が難しい場合等に使用することを想定している。志布志庁舎・有明庁舎にそれぞれ

２台、松山庁舎に１台配置し、必要に応じて、避難所に運ぶことを想定しているとの答弁であり

ました。 

次に、港湾商工課分について報告いたします。 

執行部より、予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、キャッシュバック志布志キャンペーン事業について、志布志を訪問

し、宿泊及び買い物等をした場合、１万円を上限に宿泊代金等の還元を受けることができるとの

ことであるが、どのような流れになるのかとただしたところ、当該事業は、個人旅行者を対象と

しており、市内の宿泊施設に宿泊し、市内で買い物等を1,000円以上していただくことが要件で

ある。これらの領収書を観光特産品協会に持っていっていただき、領収書や本人確認等を行い、

還元を受けるための申請書を提出してもらう流れである。 
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また、事業期間としては、令和３年11月１日から令和４年２月28日までを予定しているとの答

弁でありました。 

最後に、議会事務局分について報告いたします。 

執行部より、予算書による補足説明を受け、質疑に入りましたが、質疑はなく、質疑を終結し

ました。 

以上で全ての課を終え、質疑を終結し、討論を行いましたが、討論はなく、採決の結果、議案

第50号、令和３年度志布志市一般会計補正予算（第６号）については、全会一致をもって、原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（東 宏二君） これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 討論なしと認めます。 

これから、採決します。 

お諮りします。議案第50号に対する所管委員長の報告は原案可決であります。本案は、所管委

員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第50号は、所管委員長の報告のとおり可決されました。 

──────○────── 

日程第７ 議案第53号 令和３年度志布志市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

○議長（東 宏二君） 日程第７、議案第53号、令和３年度志布志市介護保険特別会計補正予算

（第２号）を議題とします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果に

ついて、委員長の報告を求めます。 

○文教厚生常任委員長（青山浩二君） ただいま議題となりました議案第53号、令和３年度志布

志市介護保険特別会計補正予算（第２号）について、文教厚生常任委員会における審査経過の概

要と結果について報告いたします。 

当委員会は、９月21日、委員全員出席の下、執行部から保健課長及び税務課長ほか担当職員の

出席を求め、審査を行いました。 

執行部より、予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、介護保険基金への積立てについては、近年、若年者層が減少、高齢

者層が増加傾向にあることから、その負担の差を平準化するために行われているという認識でよ
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いかとただしたところ、介護保険基金は、若年者層と高齢者層の間の負担調整ではなく、65歳以

上である第１号被保険者の負担を少しでも減らしたい、抑えたいという目的で積立てを行ってい

るとの答弁でありました。 

介護保険基金積立金について、予算の範囲内で積み立てるとのことだが、１期だけの計画なの

か。また、この基金をどのように活用するのかとただしたところ、2025年に団塊の世代が後期高

齢者になること、2040年に被保険者と若年者のバランスが崩れることを見据え、基金の創設が必

要となった。2025年を過ぎても、各期ごとに介護保険事業計画の見直しを行いながら、基金を積

み立てていくことになる。また、基金については、今後、介護給付費が伸びた場合に、被保険者

の大幅な負担増にならないよう、保険料負担の軽減に活用したいとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議案第53号は、全会一

致をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（東 宏二君） これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 討論なしと認めます。 

これから、採決します。 

お諮りします。議案第53号に対する所管委員長の報告は原案可決であります。本案は、所管委

員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第53号は、所管委員長の報告のとおり可決されました。 

──────○────── 

日程第８ 議案第55号 令和３年度志布志市国民宿舎特別会計補正予算（第１号） 

○議長（東 宏二君） 日程第８、議案第55号、令和３年度志布志市国民宿舎特別会計補正予算

（第１号）を議題とします。 

本案は、総務常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果につい

て、委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（野村広志君） ただいま議題となりました議案第55号、令和３年度志布志市

国民宿舎特別会計補正予算（第１号）について、総務常任委員会における審査経過の概要と結果

について御報告申し上げます。 

当委員会は、９月21日、委員６名出席の下、執行部から港湾商工課長ほか担当職員の出席を求

め、審査を行いました。 
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執行部より、予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、国民宿舎ボルベリアダグリの指定管理料を新たに計上し、運営継続

のための支援を行うとのことであるが、指定管理者である株式会社グリーンハウスと、どのよう

な協議がなされてきたのかとただしたところ、令和３年度の事業計画について、事業継続の努力

をしていくことを確認した。しかし、新たに宿泊マネージャー等の増員配置を行い、収入の確保

を図っているが、新型コロナウイルス感染症の影響は大きく、令和２年度同様、納付金や支援金

について配慮いただきたいとの意見等があった。 

そのことを基にさらに協議を行った結果、基本協定書に基づくリスク分担により、不可抗力に

より生じた場合の費用負担は、市が行うことを踏まえ、納付金は一時差止めとし、収支等を確認

の上、年内または年度末に正式に決定することとした。 

また、現在までの株式会社グリーンハウスによる経費削減や様々な経営努力を講じても、なお

生じた損失については、十分精査して補塡等を考えるものであるが、予算措置においては、市議

会の議決が条件であることを示し、さらに協議することとした。 

こういったことを受け、株式会社グリーンハウスにおいても、新規及びリピーター客確保に向

けた情報発信や経費削減のための委託業務の見直し等の経営努力を行ったが、宿泊数や宿泊稼働

率など、全国的な落ち込みと同様の推移となり、支援が必要な状況となったとの答弁でありまし

た。 

新型コロナウイルス感染症の状況予測は困難であるが、令和４年度は指定管理期間の最終年度

であり、来年度に向けた事前協議はしっかりと行う必要があるが、どのような状況かとただした

ところ、当初の基本協定書のとおり、まずは2,000万円の納付金は納付していただき、指定管理

料はゼロというところから協議をスタートすべきと考えているとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論を行いましたが、討論はなく、採決の結果、議案第55号については

全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（東 宏二君） これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 討論なしと認めます。 

これから、採決します。 

お諮りします。議案第55号に対する所管委員長の報告は原案可決であります。本案は、所管委

員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 
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したがって、議案第55号は、所管委員長の報告のとおり可決されました。 

お諮りします。日程第９、議案第56号については、会議規則第39条第３項の規定により、委員

会の付託を省略し、これから本会議で審議することにしたいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第56号については、委員会への付託を省略し、これから本会議で審議するこ

とに決定しました。 

──────○────── 

日程第９ 議案第56号 令和３年度志布志市一般会計補正予算（第７号） 

○議長（東 宏二君） 日程第９、議案第56号、令和３年度志布志市一般会計補正予算（第７号）

を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第56号、令和３年度志布志市一般会計補正予算（第７号）につきまして説明を申し上げま

す。 

本案は、令和３年度志布志市一般会計歳入歳出予算につきまして、県営業時間短縮要請協力金

給付事業負担金に要する経費を補正するため、地方自治法第218条第１項の規定により、議会の

議決を経る必要があることから、提案するものであります。 

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,365万2,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ267億6,681万2,000円とするものであります。 

それでは、歳入歳出予算につきまして説明を申し上げます。 

予算書の５ページをお開きください。 

歳入の繰入金の基金繰入金は、ふるさと志基金繰入金を1,365万2,000円増額するものであります。 

予算書は６ページ、付議案件説明資料は１ページをお開きください。 

歳出の商工費の商工業振興費の負担金、補助及び交付金は、県が飲食店の営業時間短縮要請期

間を延長したことに伴い、県営業時間短縮要請協力金給付事業負担金を1,365万2,000円増額する

ものであります。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（東 宏二君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 討論なしと認めます。 
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これから、採決します。 

お諮りします。議案第56号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第56号は、原案のとおり可決することに決定しました。 

──────○────── 

日程第10 報告第４号 令和２年度志布志市健全化判断比率について 

○議長（東 宏二君） 日程第10、報告第４号、令和２年度志布志市健全化判断比率についてを

議題とします。 

報告の内容について説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 報告内容の説明を申し上げます。 

報告第４号、令和２年度志布志市健全化判断比率につきまして説明を申し上げます。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和２年度志布志市健

全化判断比率を、監査委員の意見を付けて御報告申し上げます。 

一般会計をはじめ、全ての会計が赤字ではありませんので、実質赤字比率及び連結実質赤字比

率は算定されませんでした。 

また、実質公債費比率につきましては、本市の早期健全化基準25.0％に対しまして10.0％、将

来負担比率につきましては、本市の早期健全化基準350.0％に対しまして15.3％であり、いずれ

も早期健全化基準を下回っております。 

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（東 宏二君） ただいまの説明に対し、質疑があれば許可します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 

以上で、令和２年度志布志市健全化判断比率についての報告を終わります。 

──────○────── 

日程第11 報告第５号 令和２年度志布志市資金不足比率について 

○議長（東 宏二君） 日程第11、報告第５号、令和２年度志布志市資金不足比率についてを議

題とします。 

報告の内容について説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 報告内容の説明を申し上げます。 

報告第５号、令和２年度志布志市資金不足比率につきまして説明を申し上げます。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定により、令和２年度志布志市資

金不足比率を、監査委員の意見を付けて御報告申し上げます。 

資金不足比率の対象の公営企業会計である水道事業会計、下水道管理特別会計、公共下水道事

業特別会計、国民宿舎特別会計及び工業団地整備事業特別会計に資金不足額がなく、資金不足比
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率は算定されませんでしたので、これらの公営企業会計の経営は健全であります。 

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（東 宏二君） ただいまの説明に対し、質疑があれば許可します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 

以上で、令和２年度志布志市資金不足比率についての報告を終わります。 

──────○────── 

日程第12 認定第１号 令和２年度志布志市一般会計歳入歳出決算認定について 

○議長（東 宏二君） 日程第12、認定第１号、令和２年度志布志市一般会計歳入歳出決算認定

についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

認定第１号、令和２年度志布志市一般会計歳入歳出決算認定につきまして説明を申し上げます。 

本案は、令和２年度志布志市一般会計歳入歳出決算につきまして、地方自治法第233条第３項

の規定により、議会の認定に付す必要があるため、提案するものであります。 

令和２年度におきましては、これまでの取組を、なお一層本格化させるとともに、新型コロナ

ウイルス感染症拡大に伴い、市民の皆様の安全安心を最優先に考え、感染の状況、社会経済活動

の動向等を見極めながら、必要な対策を講じてまいりました。 

さらに、令和２年７月豪雨により被災した施設等を緊急に復旧するための必要な対策を講じま

した。 

主要施策成果説明書の一般会計の１ページをお開きください。 

決算額は、歳入総額342億7,168万8,000円、歳出総額336億9,746万8,000円、差引残額５億

7,422万円となり、翌年度へ繰り越すべき財源7,689万1,000円を差し引いた実質収支額は４億

9,732万9,000円となり、全額翌年度へ繰り越しております。 

それでは、歳入歳出決算の主なものにつきまして説明を申し上げます。 

２ページをお開きください。 

歳入のうち市税、寄附金、繰入金等の自主財源は総額149億7,410万2,000円、構成比43.7％、

令和元年度と比較しますと、18億9,295万4,000円の増額となっておりますが、ふるさと志基金繰

入金、ふるさと納税による寄附金の増加等によるものであります。 

地方交付税、地方譲与税、国県支出金等の依存財源は総額192億9,758万6,000円、構成比

56.3％、令和元年度と比較しますと、46億7,808万2,000円の増額となっておりますが、特別定額

給付金給付事業補助金及び新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金により、国庫支出

金が増額となったこと等によるものであります。 

６ページをお開きください。 

次に、歳出の主なものを性質別に述べますと、人件費、公債費及び扶助費の義務的経費は104
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億3,147万3,000円、構成比31.0％、令和元年度と比較しますと、１億2,488万5,000円の増額とな

っておりますが、ひとり親世帯臨時特別給付金事業の増額等によるものであります。 

普通建設事業費及び災害復旧費の投資的経費は48億2,951万2,000円、構成比14.3％、令和元年

度と比較しますと、８億9,315万9,000円の増額となっておりますが、災害復旧費の増額、まちづ

くり公社所有地取得事業に伴う増額等によるものであります。 

物件費、補助費等のその他の経費は184億3,648万3,000円、構成比54.7％、令和元年度と比較

しますと、53億711万2,000円の増額となっておりますが、特別定額給付金給付事業及び新型コロ

ナウイルス感染症経済対策事業、並びにふるさと納税推進事業の増額等によるものであります。 

７ページをお開きください。 

令和２年度末地方債残高は221億7,879万8,000円で、令和元年度と比較しますと、２億6,005万

6,000円、1.2％の減少となっております。市民一人当たりで換算しますと75万6,000円の残高と

なります。 

８ページから９ページの本市の主な決算財政指数をみますと、財政状況はおおむね健全である

と考えております。 

しかしながら、地方交付税は、普通交付税が令和３年度から一本算定となったこと等から、今

後も歳入の伸びが厳しい一方で、新型コロナウイルス感染症の影響を十分に把握した上で、感染

症対策に全力を尽くし、地域経済の再生に取り組むとともに、健全な財政運営を推進してまいり

ます。 

以上で説明を終わります。 

詳細につきましては、主要施策成果説明書に記載しておりますので、お目通しの上、よろしく

御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（東 宏二君） これから質疑を行いますが、発言通告はありませんでしたので、質疑終

結といたします。 

お諮りします。ただいま議題となっています認定第１号については、17人の委員で構成する決

算審査特別委員会を設置し、これに地方自治法第98条第１項の検査の権限の委任を含めて付託し、

閉会中も継続して審査することにしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、認定第１号については、17人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、こ

れに地方自治法第98条第１項の検査の権限を含めて付託し、閉会中も継続して審査することに決

定しました。 

お諮りします。ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会

条例第８条第１項の規定によって、お手元に配布しました名簿のとおり指名したいと思います。

これに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、決算審査特別委員会の委員は、お手元に配布しました名簿のとおり選任すること

に決定しました。 

次に、委員会条例第９条第２項の規定により、特別委員会の委員長及び副委員長を互選するた

め、同条例第10条第１項の規定に基づき、議長において決算審査特別委員会を招集します。 

ただいまから、この議場において、特別委員会を開きます。その間、しばらく休憩します。 

──────○────── 

午前11時51分 休憩 

午前11時57分 再開 

──────○────── 

○議長（東 宏二君） 会議を再開いたします。 

ただいま、特別委員会において互選されました委員長及び副委員長を報告します。委員長に平

野栄作君、副委員長に野村広志君。 

以上であります。 

──────○────── 

日程第13 認定第２号 令和２年度志布志市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第14 認定第３号 令和２年度志布志市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

日程第15 認定第４号 令和２年度志布志市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第16 認定第５号 令和２年度志布志市下水道管理特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第17 認定第６号 令和２年度志布志市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

日程第18 認定第７号 令和２年度志布志市国民宿舎特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第19 認定第８号 令和２年度志布志市工業団地整備事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

日程第20 認定第９号 令和２年度志布志市水道事業会計歳入歳出決算認定について 

○議長（東 宏二君） 日程第13、認定第２号から日程第20、認定第９号まで、以上８件を会議

規則第37条の規定により一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

まず、認定第２号、令和２年度志布志市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につきまして

説明を申し上げます。 

本案は、令和２年度志布志市国民健康保険特別会計歳入歳出決算につきまして、地方自治法第

233条第３項の規定により、議会の認定に付す必要があるため、提案するものであります。 
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決算額は、歳入総額44億964万8,417円、歳出総額42億6,884万9,901円、実質収支額は１億

4,079万8,516円となり、全額翌年度へ繰り越しております。 

また、国民健康保険基金の総額は、令和３年３月31日現在で１億1,007万9,415円となっており

ます。 

それでは、歳入歳出決算の主なものにつきまして説明を申し上げます。 

歳入の主なものは、国民健康保険税が７億4,663万1,426円、構成比16.9％、県支出金が31億

3,212万9,144円、構成比71.0％、繰入金が３億1,403万6,021円、構成比7.1％となっております。 

また、国民健康保険税の現年課税分の収納額は６億9,895万8,736円で、収納率は95.36％とな

っております。 

歳出の主なものは、保険給付費が30億1,375万8,337円、構成比70.6％、国民健康保険事業費納

付金が11億6,657万6,669円、構成比27.3％、保健事業費が2,831万1,254円、構成比0.7％、諸支

出金が2,451万8,671円、構成比0.6％となっております。 

令和２年度につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響で前年度より療養給付費等は

減少しましたが、国民健康保険事業費納付金の増加等により、実質単年度収支は5,680万5,911円

の赤字となっております。 

国民健康保険は、他の医療保険制度と比較して、前期高齢者が多くを占めており、さらに医療

技術の高度化等に伴い医療需要が高まり、国保財政は非常に厳しい状況が続いております。 

平成30年度から財政運営の責任主体となった県と一体となり、引き続き国保財政安定化のため、

国保税収納率向上による財源確保に努めるとともに、特定健康診査及び特定保健指導等の健康増

進事業を推進し、医療費の適正化に取り組んでまいります。 

次に、認定第３号、令和２年度志布志市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につきまし

て説明を申し上げます。 

本案は、令和２年度志布志市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきまして、地方自治法

第233条第３項の規定により、議会の認定に付す必要があるため、提案するものであります。 

決算額は、歳入総額４億4,202万1,776円、歳出総額４億4,073万1,078円、実質収支額は129万

698円となり、全額翌年度へ繰り越しております。 

それでは、歳入歳出決算の主なものにつきまして説明を申し上げます。 

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料が２億6,232万1,449円、構成比59.3％、繰入金が１

億7,413万1,337円、構成比39.4％となっております。 

歳出の主なものは、広域連合納付金が４億3,224万8,052円、構成比98.1％、保健事業費が594

万6,736円、構成比1.3％、諸支出金が69万7,036円、構成比0.2％となっております。 

後期高齢者医療の事務につきましては、資格等の手続き、被保険者証の発行等の窓口業務のほ

か、健康保持増進事業として長寿健診等を実施してまいりました。 

今後も、ますます進展する高齢化に伴い、被保険者数は増加し、医療費はさらに増えることが

見込まれますが、鹿児島県後期高齢者医療広域連合と連携し、医療費の適正化を推進するととも
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に、適正な事業運営に努めてまいります。 

次に、認定第４号、令和２年度志布志市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につきまして説明

を申し上げます。 

本案は、令和２年度志布志市介護保険特別会計歳入歳出決算につきまして、地方自治法第233

条第３項の規定により、議会の認定に付す必要があるため、提案するものであります。 

決算額は、歳入総額42億4,040万4,937円、歳出総額37億8,713万4,865円、実質収支額は４億

5,327万72円となり、全額翌年度へ繰り越しております。 

それでは、歳入歳出決算の主なものにつきまして説明を申し上げます。 

歳入の主なものは、介護保険料が６億6,816万6,576円、構成比15.8％、国庫支出金が10億

3,666万1,900円、構成比24.4％、支払基金交付金が10億76万4,880円、構成比23.6％、県支出金

が５億6,442万2,851円、構成比13.3％、繰入金が５億6,272万7,776円、構成比13.3％となってお

ります。 

歳出の主なものは、保険給付費が36億6,616万9,670円、構成比96.8％、諸支出金が3,846万

4,686円、構成比1.0％、地域支援事業費が7,668万6,713円、構成比2.0％となっております。 

高齢者もその家族も、可能な限り、住み慣れた地域において継続して生活できるよう、市の介

護保険事業計画に基づき、2025年と2040年の双方を見据えながら、地域包括ケアシステムの推進

及び持続可能な介護保険制度の運営を図ってまいります。 

次に、認定第５号、令和２年度志布志市下水道管理特別会計歳入歳出決算認定につきまして説

明を申し上げます。 

本案は、令和２年度志布志市下水道管理特別会計歳入歳出決算につきまして、地方自治法第

233条第３項の規定により、議会の認定に付す必要があるため、提案するものであります。 

決算額は、歳入総額３億1,920万7,600円、歳出総額３億1,226万5,748円、実質収支額は694万

1,852円となり、全額翌年度へ繰り越しております。 

それでは、歳入歳出決算の主なものにつきまして説明を申し上げます。 

歳入の主なものは、使用料及び手数料が7,430万7,650円、構成比23.3％、一般会計繰入金が１

億9,261万4,000円、構成比60.3％、市債が4,470万円、構成比14.0％となっております。 

歳出の主なものは、職員の人件費のほか、市内４地区の浄化センターの維持管理等に要する経

費の総務費が１億917万9,771円、構成比35.0％、公債費が２億308万5,977円、構成比65.0％とな

っております。 

今後も、加入率及び収納率の向上を図り、効率的な行財政運営に努めてまいります。 

次に、認定第６号、令和２年度志布志市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につきまし

て説明を申し上げます。 

本案は、令和２年度志布志市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算につきまして、地方自治法

第233条第３項の規定により、議会の認定に付す必要があるため、提案するものであります。 

決算額は、歳入総額280万1,864円、歳出総額252万7,012円、実質収支額は27万4,852円となり、
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全額翌年度へ繰り越しております。 

それでは、歳入歳出決算の主なものにつきまして説明を申し上げます。 

歳入の主なものは、一般会計繰入金が252万5,000円、構成比90.1％、繰越金が27万6,855円、

構成比9.9％となっております。 

歳出の主なものは、公債費が252万4,312円、構成比99.9％となっております。 

次に、認定第７号、令和２年度志布志市国民宿舎特別会計歳入歳出決算認定につきまして説明

を申し上げます。 

本案は、令和２年度志布志市国民宿舎特別会計歳入歳出決算につきまして、地方自治法第233

条第３項の規定により、議会の認定に付す必要があるため、提案するものであります。 

決算額は、歳入総額8,702万1,429円、歳出総額8,656万2,836円、実質収支額は45万8,593円と

なり、全額翌年度へ繰り越しております。 

それでは、歳入歳出決算の主なものにつきまして説明を申し上げます。 

歳入の主なものは、一般会計繰入金が8,102万8,000円、構成比93.1％となっております。 

歳出の主なものは、管理費が7,441万3,504円、構成比85.9％、公債費が1,214万9,332円、構成

比14.0％となっております。 

次に、認定第８号、令和２年度志布志市工業団地整備事業特別会計歳入歳出決算認定につきま

して説明を申し上げます。 

本案は、令和２年度志布志市工業団地整備事業特別会計歳入歳出決算につきまして、地方自治

法第233条第３項の規定により、議会の認定に付す必要があるため、提案するものであります。 

決算額は、歳入総額６億２,851万9,439円、歳出総額６億２,850万9,312円、実質収支額は１万

127円となり、全額翌年度へ繰り越しております。 

それでは、歳入歳出決算の主なものにつきまして説明を申し上げます。 

歳入の主なものは、基金繰入金が３億2,836万7,494円、構成比52.2％、市債が２億6,790万円、

構成比42.6％となっております。 

歳出の主なものは、事業費が２億9,795万7,841円、構成比47.4％、公債費が３億3,017万9,164

円、構成比52.5％となっております。 

今後は、５工区については早期造成完了を目指し、４工区についても、早期造成及び分譲等に

つなげるよう進めてまいります。 

次に、認定第９号、令和２年度志布志市水道事業会計歳入歳出決算認定につきまして説明を申

し上げます。 

本案は、令和２年度志布志市水道事業会計歳入歳出決算につきまして、地方公営企業法第30条

第４項の規定により、議会の認定に付す必要があるため、提案するものであります。 

決算の結果、総収益が５億7,766万5,247円、総費用が５億8,864万2,693円となり、1,097万

7,446円の純損失となりました。 

総収益の主なものは、営業収益が５億274万3,442円、構成比87.0％、営業外収益が7,132万
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1,805円、構成比12.4％となっております。 

総費用の主なものは、営業費用が５億170万7,928円、構成比85.2％、営業外費用が2,208万

5,222円、構成比3.8％となっております。 

令和２年度は、令和２年７月豪雨により冠水被害を受けた結果を踏まえ、大迫水源地の電気計

装盤改修及び大迫配水池場内配水管布設替を中心に整備をいたしました。 

今後も、市民に安全で良質な水を安定的に供給するとともに、重要施設の耐震化対策及び老朽

化施設の更新にも努めてまいります。 

○議長（東 宏二君） これから質疑を行いますが、発言通告はありませんでしたので、質疑終

結といたします。 

お諮りいたします。ただいま議題となっています認定第２号から認定第９号まで、以上８件に

ついては、それぞれの所管の常任委員会に付託し、これに地方自治法第98条第１項の検査の権限

を委任し、閉会中も継続して審査することにしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、認定第２号から認定第９号まで、以上８件については、それぞれの所管の常任委

員会に付託し、これに地方自治法第98条第１項の検査の権限を委任し、閉会中も継続して審査す

ることに決定しました。 

会議を続行してよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） お諮りします。日程第21、発議第５号については、会議規則第39条第３

項の規定により、委員会の付託を省略し、これから本会議で審議することにしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議第５号については、委員会への付託を省略し、これから本会議で審議するこ

とに決定しました。 

──────○────── 

日程第21 発議第５号 コロナ禍による厳しい財政状況に対し地方税財源の充実を求める意見

書の提出について 

○議長（東 宏二君） 日程第21、発議第５号、コロナ禍による厳しい財政状況に対し地方税財

源の充実を求める意見書の提出についてを議題とします。 

本件について、提出者の趣旨説明を求めます。 

○６番（野村広志君） ただいま議題となりました発議第５号、コロナ禍による厳しい財政状況

に対し地方税財源の充実を求める意見書について、趣旨説明を申し上げます。 
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提出の理由といたしましては、新型コロナウイルス感染症のまん延により、地域経済にも大き

な影響が及び、地方財政は来年度においても、引き続き、巨額の財源不足が避けられない厳しい

状況に直面しています。 

地方自治体では、コロナ禍への対応はもとより、地域の防災・減災、雇用の確保、地球温暖化

対策などの喫緊の課題に迫られているほか、医療介護、子育てをはじめとした社会保障関係経費

や公共施設の老朽化対策費など、将来に向け増嵩する財政需要に見合う財源が求められます。そ

の財源確保のため、地方税制の充実確保が強く望まれます。 

よって、国においては、令和４年度地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう強

く要望するため、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出するものであります。 

提出先は、衆議院議長、大島理森、参議院議長、山東昭子、内閣総理大臣、菅義偉、内閣官房

長官、加藤勝信、総務大臣、武田良太、財務大臣、麻生太郎、経済産業大臣、梶山弘志、経済再

生担当大臣、西村康稔、まち・ひと・しごと創生担当大臣、坂本哲志でございます。 

以上で、趣旨説明を終わります。御賛同方、よろしくお願いいたします。 

○議長（東 宏二君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 質疑なしと認めます。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 討論なしと認めます。 

これから、採決します。 

お諮りします。発議第５号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議第５号は、原案のとおり可決されました。 

お諮りします。ただいま議決されました発議第５号についての字句整理及び提出手続きについ

ては、議長に一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、議長において字句整理の上、提出することにいたします。 

──────○────── 

日程第22 閉会中の継続審査申し出について 

○議長（東 宏二君） 日程第22、閉会中の継続審査申し出についてを議題とします。 

配付してある文書写しのとおり、総務常任委員長から、閉会中の継続審査申し出がありました。 

お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませ

んか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

──────○────── 

日程第23 閉会中の継続調査申し出について 

○議長（東 宏二君） 日程第23、閉会中の継続調査申し出についてを議題とします。 

配付してある文書写しのとおり、総務常任委員長、文教厚生常任委員長、産業建設常任委員長

及び議会運営委員長から、閉会中の継続調査申し出がありました。 

お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（東 宏二君） 異議なしと認めます。 

したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

──────○────── 

○議長（東 宏二君） 以上で、本定例会に付議されました全ての案件を終了しましたので、こ

れをもって議事を閉じ、令和３年第３回志布志市議会定例会を閉会します。 

お疲れさまでございました。 

午後０時20分 閉会 


